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 ．学長あいさつ

 鹿  児  島  国  際  大  学
 学　長　小　林　潤　司

鹿児島国際大学にようこそ！　ご入学されたみなさんに心からの歓迎のあいさつを送ります。

本学が創立されたのは1932年。当時は鹿児島高等商業学校という校名でした。これは九州では最初にで

きた私立の経済・商業系の高等教育機関です。それ以来，幾度か校名を変更しながら，長く経済学と商学を

中心とする社会科学系の教育機関として親しまれてきましたが，創立50周年を迎えた1982年には社会学部

（現福祉社会学部），2000年には国際文化学部，そして2023年には看護学部を開設し，名実ともに南九州を

代表する総合大学へと着実な成長を遂げてきました。この春，本学に入学してくださったみなさんとともに，

先人たちが大事に育ててきたこの学びの場の歴史をかたち作っていくことを楽しみにしています。

私たちが生きる世界は，これまで以上に予測の難しい変化に満ちています。気候変動や地政学的な緊張，

新しい技術の進展による社会の変化など，地球規模の課題が次々と浮かび上がっています。「予測不能性」

（unpredictability）は，以前にも増して，私たちの時代を象徴する言葉であると言えるでしょう。

しかし，このような時代だからこそ，新しい価値を創造し，持続可能な未来を築く力が求められています。

過去を振り返っても，変化と危機の時代ほど新たなブレイクスルーが生まれてきました。まさに，ピンチは

チャンスなのです。

本学では，専門的な知識とスキルを習得するだけでなく，複雑な課題を解決するための広い視野と多角的

な考察力を養うことを重視しています。みなさんが学ぶ分野はさまざまですが，それぞれの領域の専門知に

加え，AI やデータサイエンスを含む最先端の技術，私たちが暮らす社会やその歴史，芸術や自然を理解する

ための総合知をバランスよく学ぶ機会を提供します。

このキャンパスで過ごす日々は，みなさんが自身の可能性を広げ，未来を切り拓くための重要な時間とな

るでしょう。本学で得られる学びと経験を通じて，社会のさまざまな課題に立ち向かい，新たな希望を生み

出すリーダーとなることを期待しています。

未来を共に切り拓く仲間として，みなさんと新しい挑戦を共有できることを楽しみにしています。

Ⅰ
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津曲貞助（津曲学園創立者）
明治12年（1879）～昭和24年（1949）

津曲早子（津曲貞助の母）
　　～大正13年（1924）

１　学園の目的と建学の精神
鹿児島国際大学の設置母体である学校法人津曲学園の寄附行為（注1）には，学園の設立目的として，「この

法人は，教育基本法及び学校教育法に従い，学校教育を行い，地域と時代の要請に応じる人材を育成する
ことを目的とする。」を掲げており，そこには学園の創立者である津曲貞助の教育に対する思いが込められ
ています。
ここでは，建学の精神と建学の趣旨（現代文要約）を掲載し，本学の教育研究の原点について紹介しま
す。

注1 ）『寄附行為』とは，学校法人の基本的な規則を定めたもので，会社などの社団法人の組織活動について定めた『定
款』に代わるもの。

⑴　建学の精神
「東西文化の融合」 「地域社会への貢献」

津曲学園創立の陰には「母の願い」があります。学園創立当時，創立者貞助の家は県立第一高等女学

校（現鶴丸高校，現在の鹿児島中央高校のある場所）近くにありました。毎春入学試験合格発表の朝，

志を果たせなかった少女たちが泣きながら門前を通る姿を見て，創立者の母早子が「勉学の意欲があり

ながら学ぶ場のない子女のための学校創設を」と息子の貞助に懇願したことが，そのきっかけとなりま

した。一方，明治以降，本県の教育は，その底流に官尊民卑・男尊女卑・士農工商の三つの風土的な特

徴をもっていました。日頃からこれを憂慮していた貞助は敢然としてこの風潮に抗し，大正11年12月，

私学振興をめざして「津曲学園建学趣旨」を世に発表し，翌12年，女子教育普及をかかげて高等女学校

を設立。昭和7年には，経済社会の発展を担う経済人養成をめざし，九州では私学として最初の高等商

業学校を設立しました。

母の願いは実り，ここに新しい時代に即した，南日本の教育の殿堂が生まれたのです。その後，戦争

中における入学者の減少，空襲による校舎の壊滅，戦後における学制改革や財政的窮乏など，幾多の苦

難を教職員とともに乗り越えてきた本学園は，現在では，鹿児島国際大学，同大学院，鹿児島高等学校，

鹿児島修学館中学校・高等学校，鹿児島幼稚園の5校を擁す九州でも有数の学園に成長してきており，今

日においても「東西文化の融合」「地域社会への貢献」という建学趣旨に込められた精神，その実現の根

本は教育にあるという創立者の強い思いを受け継ぎながら，社会が必要とする人材の育成に努めていま

す。
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⑵　建学の趣旨（現代文要約）

山や海の自然が美しい地には，往々にして偉人が生まれると，世の人々は言う。このことを私達の鹿

児島の地で考えると，北の地には高くそびえる大きく神聖な山，高千穂があり，鹿児島の周りには洋々

とした豊かな海が取り巻いている。さらに，日本の歴史を顧みると，鹿児島は，皇室御先祖のゆかりの

地であり，建国の夜明けの美しい光は，ここから始まった。「ににぎのみこと」，「ひこほほでみのみこと 

」，「うがやふきあえずのみこと」の三代の神様から神武天皇まで，私達の祖先は十分に真心をつくして，

国を建てるという大きな事業に力を添えてお助けした。その時から，君国に対して国民のなすべき時に

は命を捨て，また，明治維新には優れた人材を続々と世に輩出して，わが国の時勢を大きく動かし，極

めて優れた功績をあげ，鹿児島の名を高めた。それだけでなく，鹿児島は古くから外国文化の入口とな

り，地位の高い人や低い人の教育も，長所をとり入れ欠点を補い，十分に儒学・仏教を理解し，士の気

風を養い婦女の守るべき道徳を育て，さらにキリスト教が外国から渡って来たことに伴い西洋文化を取

り入れ，それをもって明治文化の先駈けとなった。

今私達の日本は，世界の三大国家の一国であって，アジア諸国と協力しながら太平洋の平和を確保し

つつ，アジアの文化を基調として欧米諸国の文物のすぐれた点を取りいれ，東西を融合した世界最高の

文化を創るべき立場にある。そこで私達鹿児島の人々は，わが国に課せられた，この大きな責務の遂行

においても，率先してその任務を果たさなければならない。その方法はいろいろあると思うが，その根

本は，教育事業を完成することであると信じる。以上，私が教育をもって国家のために力をつくすべく，

自分の身を捧げようとする理由である。

思うに，私の先祖肝属兼矩（きもつきかねのり）は，学問を究め人徳を磨いて，世の中の発展や人々

の役に立とうとしたが，不幸にして早く亡くなり，その思いはかなわなかった。私の両親は，そのこと

を非常に残念に思い，私にこれを受け継ぐことを頼んだ。特に母は，現在入学が困難である女学校建設

を早急に，と言い続けた。そこで私は自分の微力を顧みず決断をして，このすばらしい教育的環境の地

に先ず高等女学校を建て，そして次第に幼稚園から大学までの一貫教育体制の学園にし，それによって

今ある教育施設の欠陥を補うとともに，大いに私学の特徴を発揮するようにしたいと考える。私達の学

園に在職する人々は，どうか自律自重して研究学問にはげみ，互いに協力し合って国家・社会の正義の

為に身をささげる精神を養い，内においては永遠に続く皇室をお助けし，外にむかっては世界文化の進

展に貢献して欲しいと願う。

大正11年12月12日

 鹿児島津曲学園設立者 津曲 貞助
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2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13
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30 31
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13 14 15 16 17 18 19
16
17

14 15 16 17 18 19 20

20 21 22 23 24 25 26 21 22 23 24 25 26 27

27 28 29 30 28 29 30 31

記記号号 授授業業時時数数 　

オリエンテーション 祝日・休日（又は振替休日） 　

　

（注）後期の授業時数は、入学試験（木曜日予定）に伴う休講日を含む。

6
6～10

入学式
オリエンテーション【新入生】

9～12 履修登録取消期間

22002266（（令令和和８８））年年度度    学学年年暦暦【【経経済済学学部部、、福福祉祉社社会会学学部部、、国国際際文文化化学学部部】】

前                    期 後                    期

【４月】 　 【１０月】  

27～30
29

履修登録取消期間
昭和の日（平常授業）

【５月】 【１１月】 　

前期授業開始
履修登録修正期間

12 スポーツの日（平常授業）
13
13～18

27 学友会総会（5限）

4 振休（4/29分）

20
20～23

振休（7/20分）
大学祭

29
29～1/3

冬季休業開始
一斉休暇（年末年始）

【７月】 【１月】

【６月】 【１２月】

20 海の日（平常授業） 23 後期授業終了

29
30～8/5

前期授業終了
前期試験期間

25～30 後期試験期間

3
4

冬季休業終了
後期授業再開

15
16・17

振休（10/12分）
大学入学共通テスト（15日準備)

13～15 一斉休暇（盆休）
8～10 後期追試験期間

19～21 前期追試験期間
成績発表【卒業予定者】
後期再試験日

【８月】 【２月】

6
6～12

夏季休業開始
集中講義期間

1
1～4

春季休業開始
集中講義期間

17
17～24

秋季入学式
オリエンテーション

24～26 オリエンテーション【在学生】

25
25～10/1

後期授業開始
履修登録修正期間

31 成績発表【卒業予定者】

【９月】 　 【３月】

15 15 15 15 15

　 月 火 水 木 金

学期試験 祝日・振替休日の授業日
 ※補講時間：水曜日の５限（5月27日を除く）、土曜日の３・４限

日曜・長期休暇・振休・大学入学共通テスト等

　 　 　 　 　

2
8

前期再試験日
成績発表【卒業予定者二次含む】

5 成績発表【卒業予定者二次含む】

夏季休業終了
秋季卒業式

19 卒業式

後期 15 15 15 16(注) 15 15

土

前期 15
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 ．学　年　暦Ⅲ



日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 1 2 3

5 6 7 8 9 10 11 4 5 6 7 8 9 10

12 13 14 15 16 17 18 11 12 13 14 15 16 17

19 20 21 22 23 24 25 18 19 20 21 22 23 24

26 27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31

1 2 1 2 3 4 5 6 7

3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14

10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21

17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28

24
   31

25 26 27 28 29 30 29 30

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5

7 8 9 10 11 12 13 6 7 8 9 10 11 12

14 15 16 17 18 19 20 13 14 15 16 17 18 19

21 22 23 24 25 26 27 20 21 22 23 24 25 26

28 29 30 27 28 29 30 31

1 2 3 4 1 2

5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9

12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16

19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23

26 27 28 29 30 31
24
   31

25 26 27 28 29 30

1 1 2 3 4 5 6

2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13

9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20

16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27

23 24 25 26 27 28 29 28

30 31 31

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6

6 7 8 9 10 11 12 7 8 9 10 11 12 13

13 14 15 16 17 18 19
16
17

14 15 16 17 18 19 20

20 21 22 23 24 25 26 21 22 23 24 25 26 27

27 28 29 30 28 29 30 31

記記号号 授授業業時時数数 　

オリエンテーション 祝日・休日（又は振替休日） 　

　

（注）後期の授業時数は、入学試験（木曜日予定）に伴う休講日を含む。

月 火 水 木 金

26～3/1

前期再試験日

学期試験 祝日・振替休日の授業日
 ※補講時間：水曜日の５限（5月27日を除く）、土曜日の３・４限

日曜・長期休暇・振休・大学入学共通テスト等

　 　 　 　 　

4

17
17～19・24

秋季入学式
オリエンテーション

24～26 オリエンテーション

25
25～10/1

後期授業開始
履修登録修正期間

後期 15 15 15 16(注) 15 15

土

前期 15 15 15 15 15 15

　

卒業式

24・25
25

集中講義期間
成績発表

【９月】 　 【３月】

再試験成績発表 12 再試験成績発表

夏季休業終了
秋季卒業式

19

13～15 一斉休暇（盆休） 19 成績発表

19～21 前期追試験期間 後期再試験期間

【８月】 【２月】

7 夏季休業開始
3
8～15

春季休業開始
後期追試験期間

20 海の日（平常授業） 23 後期授業終了

29
30～8/6

前期授業終了
前期試験期間

25～2/2 後期試験期間

3
4

冬季休業終了
後期授業再開

15
16・17

振休（10/12分）
大学入学共通テスト（15日準備)

29
29～1/3

冬季休業開始
一斉休暇（年末年始）

【７月】 【１月】

【６月】 【１２月】

27 学友会総会（5限）

【１１月】 　

4 振休（4/29分）

20
20～23

振休（7/20分）
大学祭

27～30
29

履修登録取消期間
昭和の日（平常授業）

【５月】

6
6～10

入学式
オリエンテーション

9～12

13
13～18

前期授業開始
履修登録修正期間

12

22002266（（令令和和８８））年年度度    学学年年暦暦【【看看護護学学部部１１年年生生】】

前                    期 後                    期

履修登録取消期間

スポーツの日（平常授業）

【４月】 　 【１０月】  
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日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 1 2 3

5 6 7 8 9 10 11 4 5 6 7 8 9 10

12 13 14 15 16 17 18 11 12 13 14 15 16 17

19 20 21 22 23 24 25 18 19 20 21 22 23 24

26 27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31

1 2 1 2 3 4 5 6 7

3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14

10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21

17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28

24
   31

25 26 27 28 29 30 29 30

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5

7 8 9 10 11 12 13 13～20 健康回復看護総論実習 6 7 8 9 10 11 12

14 15 16 17 18 19 20 13 14 15 16 17 18 19

21 22 23 24 25 26 27 20 21 22 23 24 25 26

28 29 30 27 28 29 30 31

1 2 3 4 1 2

5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9

12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16

19 20 21 22 ※23 ◎24 25 17 18 19 ※20 ※21 22 23

26 27 28 29 30 31
24
   31

25 26 27 28 29 30

1 1 2 3 4 5 6

2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13

9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20

16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27

23 24 25 26 27 28 29 28

30 31

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6

6 7 8 9 10 11 12 7 8 9 10 11 12 13

13 14 15 16 17 18 19 14 15 16 17 18 19 20

20 21 22 23 24 25 26 21 22 23 24 25 26 27

27 28 29 30 28 29 30 31

記記号号 授授業業時時数数 　

オリエンテーション 祝日・休日（又は振替休日） 　

　

（（注注））22年年生生前前期期のの授授業業時時数数はは、、実実習習期期間間（（66//1133～～66//2200））はは含含ままなないい。。

他曜日の授業日 ※ 補講日 実習

15 -

学期試験 祝日・振替休日の授業日

　 月 火 水 木 金 土

-
日曜・長期休暇・振休・大学入学共通テスト等

後期 15 15 15 15

前期 15 15 15 15 15

25
25～10/1

後期授業開始
履修登録修正期間

　 　 　 　 　

4
7～18

再試験成績発表
看護展開基礎実習 19 卒業式

17
17

秋季卒業式
秋季入学式

24～26 オリエンテーション

【９月】 　 【３月】

2
3・4・24

夏季休業終了
オリエンテーション 12 再試験成績発表

24・25
25

集中講義期間
成績発表

28～9/2
（土除く）

前期再試験期間

13～15 一斉休暇（盆休）
8～16
19

後期追試験期間
成績発表

17～22 前期追試験期間 26～3/2 後期再試験期間

【８月】 【２月】

8 夏季休業開始
4
5

実習オリエンテーション
春季休業開始

25～2/3
（土除く） 後期試験期間

15
16・17

振休（10/12分）
大学入学共通テスト（15日準備)

20・21
22

補講日
後期授業終了

【７月】 【１月】

3
4

冬季休業終了
後期授業再開

23
24
29
30～8/7
（土除く）

補講日
月曜日の授業
前期授業終了
前期試験期間

29
29～1/3

冬季休業開始
一斉休暇（年末年始）

27 学友会総会（5限）

【６月】 【１２月】

20
20～23

振休（4/29分）
大学祭

29 昭和の日（平常授業）

【５月】 【１１月】 　

2～8
6

履修登録修正期間
入学式 9～12 履修登録取消期間

16～22 履修登録取消期間 12 スポーツの日（平常授業）

【４月】 　 【１０月】  

1
2

健康診断
前期授業開始

22002266（（令令和和８８））年年度度    学学年年暦暦【【看看護護学学部部２２年年生生】】

前                    期 後                    期
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日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 1 2 3

5 6 7 8 9 10 11 4 5 6 7 8 9 10

12 13 14 15 16 17 18 11 12 13 14 15 16 17

19 20 21 22 23 24 25 18 19 20 21 22 23 24

26 27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31

1 2 1 2 3 4 5 6 7

3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14

10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21

17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28

24
   31

25 26 27 28 29 30 29 30

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5

7 8 9 10 11 12 13 6 7 8 9 10 11 12

14 15 16 17 18 19 20 13 14 15 16 17 18 19

21 22 23 24 25 26 27 20 21 22 23 24 25 26

28 29 30 27 28 29 30 31

1 2 3 4 1 2

5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9

12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16

19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23

26 27 28 29 30 31
24
   31

25 26 27 28 29 30

1 1 2 3 4 5 6

2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13

9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20

16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27

23 24 25 26 27 28 29 28

30 31

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6

6 7 8 9 10 11 12 7 8 9 10 11 12 13

13 14 15 16 17 18 19 14 15 16 17 18 19 20

20 21 22 23 24 25 26
17

21 22 23 24 25 26 27

27 28 29 30 28 29 30 31

記記号号 　

オリエンテーション 祝日・休日（又は振替休日） 実習 　

　

22002266（（令令和和８８））年年度度    学学年年暦暦【【看看護護学学部部３３年年生生】】

前                    期 後                    期

6 入学式

13～7/31 健康増進ケア論・健康回復ケア論実習

【４月】 　 【１０月】  

1
3～10

健康診断
分野別オリエンテーション

7～8 実習休み 14 実習予備日

16～19
20～23

追実習願提出期間
大学祭

【５月】 【１１月】 　

【６月】 【１２月】

7～9
10

オリエンテーション
後期授業開始

3
4

冬季休業終了
後期授業再開

16・17
18

大学入学共通テスト（15日準備)

後期授業終了

29
29～1/3

冬季休業開始
一斉休暇（年末年始）

【７月】 【１月】

【８月】 【２月】

19
20

後期試験日
春季休業開始

20～3/5 追実習期間

26 後期再試験日

24・25
25

集中講義期間
成績発表

1 夏季休業開始
8 後期追試験日

13～15 一斉休暇（盆休） 19 成績発表

3
4・5

夏季休業終了
実習オリエンテーション

12 再試験成績発表

7～12/4
17

健康増進ケア論・健康回復ケア論実習

秋季卒業式 19 卒業式

31～9/4 実習予備日

【９月】 　 【３月】

秋季入学式
24～26 オリエンテーション

学期試験

日曜・長期休暇・振休・大学入学共通テスト等
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③学部（大学評議会承認済）

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 1 2 3

5 6 7 8 9 10 11 4 5 6 7 8 9 10

12 13 14 15 16 17 18 11 12 13 14 15 16 17

19 20 21 22 23 24 25 18 19 20 21 22 23 24 23・26 後期試験期間

26 27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31

1 2 1 2 3 4 5 6 7

3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14

10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21

17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28

24
   31

25 26 27 28 29 30
26
29

29 30

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5

7 8 9 10 11 12 13 6 7 8 9 10 11 12

14 15 16 17 18 19 20 13 14 15 16 17 18 19

21 22 23 24 25 26 27 20 21 22 23 24 25 26

28 29 30 27 28 29 30 31

1 2 3 4 1 2

5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9

12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16

19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23

26 27 28 29 30 31
24
   31

25 26 27 28 29 30

1 1 2 3 4 5 6

2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13

9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20

16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27

23 24 25 26 27 28 29 28

30 31

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6

6 7 8 9 10 11 12 7 8 9 10 11 12 13

13 14 15 16 17 18 19
17
17

14 15 16 17 18 19 20

20 21 22 23 24 25 26
24
25

21 22 23 24 25 26 27

27 28 29 30 28 29 30 31

記記号号 　

オリエンテーション 祝日・休日（又は振替休日） 　

　

22002266（（令令和和８８））年年度度    学学年年暦暦【【看看護護学学部部４４年年生生】】

前                    期 後                    期

長期療養生活ケア論実習
健康増進ケア論発展実習

6 入学式

【４月】 　 【１０月】  

1
2

健康診断
前期授業開始

2
5

後期追試験日
成績発表

6～27
9

国家試験受験願書受付期間（仮）

後期再試験日

【５月】 【１１月】 　

【１２月】

7～11
11

卒論発表会期間
後期授業終了

18 成績発表
長期療養生活ケア論実習・健康増進ケア論
発展実習オリエンテーション

19 前期試験日
13
20～23

再試験成績発表（卒業研究Ⅱを除く）

大学祭

前期追試験日
成績発表

29～1/3 一斉休暇（年末年始）

【７月】 【１月】

22～7/17

【２月】

21～9/30 追実習期間

28
29

前期授業終了
夏季休業開始

16・17 大学入学共通テスト（15日準備)

24・25
25

集中講義期間
成績発表

12
14

保健師国家試験（仮）
看護師国家試験（仮）

13～15 一斉休暇（盆休）

秋季卒業式
秋季入学式

19 卒業式

26・27 オリエンテーション

【９月】 　 【３月】

夏季休業終了
後期授業開始

26 国家試験合格発表（仮）

実習日曜・長期休暇・振休・大学入学共通テスト等

3
5

前期再試験日
再試験成績発表

10

【６月】

学期試験

【８月】
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日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 1 2 3

5 6 7 8 9 10 11 4 5 6 7 8 9 10

12 13 14 15 16 17 18 11 12 13 14 15 16 17

19 20 21 22 23 24 25 18 19 20 21 22 23 24

26 27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31

1 2 1 2 3 4 5 6 7

3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14

10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21

17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28

24 25 26 27 28 29 30 29 30

31

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5

7 8 9 10 11 12 13 6 7 8 9 10 11 12

14 15 16 17 18 19 20 13 14 15 16 17 18 19

21 22 23 24 25 26 27 20 21 22 23 24 25 26

28 29 30 27 28 29 30 31

1 2 3 4 1 2

5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9

12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16

19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23

26 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30

31

1 1 2 3 4 5 6

2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13

9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20

16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27 22

23 24 25 26 27 28 29 28

30 31 31

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6

6 7 8 9 10 11 12 7 8 9 10 11 12 13

13 14 15 16 17 18 19
16
17 14 15 16 17 18 19 20

20 21 22 23 24 25 26 21 22 23 24 25 26 27

27 28 29 30 28 29 30 31

記記号号 授授業業時時数数

オリエンテーション 祝日・休日（又は振替休日）

（注）後期の授業時数は、入学試験（木曜日予定）に伴う休講日を含む。

6
6～10

入学式
オリエンテーション

22002266（（令令和和８８））年年度度学学年年暦暦【【大大学学院院】】

前                    期 後                    期

【４月】 　 【１０月】  

29 昭和の日（平常授業）

【５月】 【１１月】 　

13
13～18

前期授業開始
履修登録確認期間

12 スポーツの日（平常授業）

27 学友会総会（5限）

【６月】 【１２月】

4 振休（4/29分）

20
20～23

振休（7/20分）
大学祭

【７月】 【１月】

10 修士論文提出締切【９月修了予定者】
3
4

冬季休業終了
後期授業再開

29
29～1/3

冬季休業開始
一斉休暇（年末年始）

29
30～8/5

前期授業終了
前期試験期間

25～30 後期試験期間

30～8/8 集中講義期間(予定)

12
15

修士論文提出締切【３月修了予定者】

振休（10/12分）

20 海の日（平常授業）
16・17
23

大学入学共通テスト（15日準備)
後期授業終了

7/30～8
13～15

集中講義期間（予定）
一斉休暇（盆休）

17～21 集中講義期間(予定) 成績発表【3月修了予定者】

【８月】 【２月】

上旬
6

修士論文審査及び最終試験(予定)

夏季休業開始
1
上旬

春季休業開始
修士論文審査及び最終試験(予定)

夏季休業終了
秋季学位授与式

19 学位授与式

成績発表【9月修了予定者】

【９月】 　 【３月】

　 　 　 　 　 　

17
17

秋季入学式
オリエンテーション

25
25～10/1

後期授業開始
履修登録修正期間

土 　

前期 15 15 15 15 15 15
　

　 月 火 水 木 金

日曜・長期休暇・振休・大学入学共通テスト等
後期 15 15 15 16(注) 15 15

学期試験 祝日・振替休日の授業日
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 ．本学の沿革
本学の前身は津曲学園の創立者故津曲貞助氏が，南九州の実業界を始め各界多年の要望に応え
て，昭和７年４月に設立した鹿児島高等商業学校である。当時九州には経済・商業関係の高等教育
機関としては官立の九州帝国大学法文学部，長崎高等商業学校，大分高等商業学校があったが，本
学園の鹿児島高等商業学校は私学として九州では最初のものである。
その後鹿児島経済専門学校と改称，昭和25年の学制改革にあたり，鹿児島商科短期大学となった
が，昭和35年４月地域社会の要請に応え，鹿児島経済大学となり経済学部が設置された。創立50
周年を機に昭和57年４月社会学部を増設，平成11年４月大学院経済学研究科（修士課程）を，平
成12年４月には国際文化学部を開設すると同時に大学名を鹿児島国際大学と改めた。平成13年４
月には社会学部を福祉社会学部，産業社会学科を現代社会学科と改称し，児童学科を増設，大学院
福祉社会学研究科（修士課程）・大学院経済学研究科（博士課程）が開設された。平成16年４月に
国際文化研究科（修士課程）を開設し，学部全てに大学院が揃うことになり，より高度な教育・研
究を行う体制が整った。
また，平成18年４月に経済学部に地域創生学科，平成19年４月に大学院福祉社会学研究科（博
士課程）・大学院国際文化研究科 （博士課程），平成22年４月に国際文化学部音楽学科を開設した。
平成23年４月には経済学部経営学科と地域創生学科を経営学科へ，国際文化学部言語コミュニ
ケーション学科と人間文化学科を国際文化学科として改組した。更に，令和５年４月に看護学部看
護学科を開設し，新たな一歩を踏み出した。
津曲貞助氏は南九州における学園創立の理念を「東西文化の融合」においた。詩人土井晩翠はそ
れを，「庭に聳（そび）ゆるユーカリ樹　ゆかりも嬉（うれ）し海の外　学びの窓のあけくれに　士
魂商才鍛 （きた）えあげ　やがての雄飛心せむ」と校歌に謳う。本学は，学生たちが時代と地域の
課題にいどむ実践的能力を身につけることを，教育の目標にしており，鹿児島高等商業学校からの
60,000名を超える卒業生は全国各界で活躍している。

 ．津曲学園の沿革
大正11年12月 津曲学園建学趣旨発表
　　12年１月 鹿児島高等女学校設立認可
　　15年６月 同校専攻科設立認可
昭和３年11月 鹿児島中学校設置認可　財団法人鹿児島津曲学園設立認可
　　４年２月 鹿児島高等家政女学校設立認可　鹿児島幼稚園設立認可
　　７年３月 鹿児島高等商業学校設立認可
　　７年９月 津曲学園本部設置（加治屋町）
　　12年12月 鹿児島集成工学校設立認可
　　19年４月 鹿児島集成工学校　生徒募集を中止
　　19年４月 鹿児島高等商業学校を鹿児島経済専門学校と改称
　　20年６月 鹿経専，鹿高女，家政女，鹿幼稚園，学園本部戦災により焼失
　　20年８月 鹿中戦災により焼失
　　23年４月 学制改革により鹿中，鹿高女，家政女が合併して津曲学園高等学校となる
　　25年４月 鹿児島経済専門学校が鹿児島商科短期大学に昇格
 津曲学園高等学校を鹿児島高等学校と改称
　　26年３月 学校法人津曲学園設置認可（組織変更）

Ⅳ

Ⅴ
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昭和35年１月 鹿児島経済大学経済学部（経済学科）設置認可
　　40年１月 鹿児島経済大学経済学部（経営学科）設置認可
　　40年11月 鹿児島経済大学新校舎用地を谷山笠松台地に確保，建設に着手
　　41年９月 鹿児島経済大学，市内永吉町より新校舎（市内下福元町）に移転　授業開始
　　42年１月 鹿児島短期大学（教養科・音楽科）設置認可
　　43年４月 鹿児島経済大学経済学部（経済学科・経営学科）定員変更
　　43年９月 鹿児島短期大学専攻科（教養専攻・音楽専攻）設置認可
　　45年１月 鹿児島短期大学児童教育学科設置認可，教養科を教養学科と改称
　　45年３月 鹿児島幼稚園設置認可（鹿児島市下福元町慈眼寺団地）
　　57年１月 鹿児島経済大学社会学部（産業社会学科・社会福祉学科）設置認可
　　57年12月 鹿児島中学校設置認可
　　63年12月 鹿児島短期大学専攻科（児童教育専攻）設置認可
平成３年12月 鹿児島経済大学の期間を付した臨時定員増認可
　　10年12月 鹿児島経済大学大学院経済学研究科（地域経済政策専攻）修士課程設置認可
　　11年12月 鹿児島経済大学国際文化学部（言語コミュニケーション学科・人間文化学科）設置認可
　　12年４月 鹿児島経済大学を鹿児島国際大学と改称
　　12年４月 鹿児島短期大学教養学科を情報文化学科と改称
　　12年９月 鹿児島国際大学社会学部児童学科設置認可（鹿児島短期大学児童教育学科改組）
　　12年10月 鹿児島国際大学経済学部（経済学科・経営学科）定員変更認可
　　12年10月 鹿児島国際大学社会学部（産業社会学科・社会福祉学科）定員変更認可
　　12年12月 鹿児島国際大学大学院経済学研究科（地域経済政策専攻）博士後期課程設置承認
　　12年12月 鹿児島国際大学大学院福祉社会学研究科（社会福祉学専攻）修士課程設置認可
　　13年４月 鹿児島国際大学社会学部を福祉社会学部，産業社会学科を現代社会学科と改称
　　13年４月 鹿児島短期大学を鹿児島国際大学短期大学部と改称（鹿児島国際大学に移転）
　　15年11月 鹿児島国際大学大学院国際文化研究科（国際文化専攻）修士課程設置認可
　　17年７月 鹿児島国際大学経済学部地域創生学科増設を届出
 経済学部（経済学科・経営学科）定員変更届出
　　18年11月 鹿児島国際大学大学院福祉社会学研究科（社会福祉学専攻）博士後期課程課程設置認可
 国際文化研究科（国際文化専攻）博士後期課程課程設置認可
　　21年10月 鹿児島国際大学国際文化学部（音楽学科）設置認可（鹿児島国際大学短期大学部音楽科改

組）
　　22年４月 鹿児島国際大学国際文化学部（国際文化学科）設置届出（言語コミュニケーション学科と

人間文化学科を改組転換）
 経済学部（経営学科）定員変更届出（経営学科と地域創生学科を改組転換）
 福祉社会学部（現代社会学科・社会福祉学科・児童学科）定員変更届出
 鹿児島国際大学短期大学部情報文化学科定員変更届出
　　23年４月 鹿児島国際大学経済学部経営学科（経営学科と地域創生学科を改組）再編
 国際文化学部国際文化学科（言語コミュニケーション学科と人間文化学科を改組）再編
　　25年４月 福祉社会学部（現代社会学科）募集停止
　　26年８月 鹿児島国際大学短期大学部廃止認可
　　30年５月 国際文化学部（国際文化学科）定員変更届出
令和４年８月 鹿児島国際大学看護学部（看護学科）設置認可
 経済学部（経済学科・経営学科），福祉社会学部（社会福祉学科），国際文化学部（国際文

化学科・音楽学科）定員変更届出
　　８年４月 国際文化学部（音楽学科）募集停止
 経済学部（経営学科），国際文化学部（国際文化学科）定員変更届出
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 ．鹿児島国際大学の教育方針（３つのポリシー）

大 学 全 体
鹿児島国際大学の基本理念
本学は，「東西文化の融合」「地域社会への貢献」の建学の精神の下に，次のとおり基本理念を定めています。
○国際的視野でものを考え，地域社会に貢献する人材を育成します。
○地域に暮らす人々の生活を生涯支え続けるための人材を育成します。

鹿児島国際大学の目的
本学は，鹿児島の進取開明の伝統を継承しつつ，東西文化の融合と地域社会への貢献を趣旨とする建学の
精神に則り，学術的知識・技能の教育研究を推進し，国際社会及び地域社会の発展に寄与しうる人材を養成
することを目的とします。

教学ミッション
本学は，基本理念及び目的を達成するために，教学ミッションとして，「意思形成能力」と 「コミュニケー
ション能力（意思伝達能力）」を向上させる取組みに注力します。

ディプロマ・ポリシー
鹿児島国際大学は，基本理念及び目的を達成するため，教学ミッションに基づいた教育を行い，厳正な成
績評価のもと，卒業に必要な所定の単位を修め，各課程教育により，次の能力を備えた学生に学位を授与し
ます。
（知識・技能）
DP1 専門分野で修得した知識・経験を総合的に応用し，主体的に課題の解決に取り組む能力（課題探求
能力と問題解決力）を身に付けている。

（思考・判断・表現）
DP2 豊かな社会生活，職業生活を送る上で必要な意思形成能力と意思伝達能力を身に付けている。
DP3 知識や経験を積極的に活用し，的確に判断する能力を身に付けている。
（関心・意欲・態度）
DP4 新しい知識や経験に積極的な関心を抱き，自ら学び続けようとする意欲がある。
DP5 幅広い視野に基づいて他者を尊重し，多様な文化を理解することができる。

カリキュラム・ポリシー
鹿児島国際大学は，基本理念，目的及びディプロマ・ポリシーを達成するために次の方針に基づいてカリ
キュラム （教育課程）を編成・実施し，教学ミッションに基づいた教育を行います。
CP1 すべての学生に提供する「共通教育科目」と，各学部学科に設置する「専門教育科目」との接合に
力を注ぎ，教養と専門知識・技術とを幅広く身に付けるために，それぞれの学部・学科の教育目的にあ
わせて科目を体系的に配置します。
CP2 カリキュラム・マップやナンバリングコードにより，カリキュラムの体系性を可視化します。
CP3 外国語による授業の配置，短期・長期の留学機会の確保，海外でのインターンシップの実施などの
方策によって，国際社会で必要な技能・教養を養成します。
CP4 教員と学生あるいは学生同士が交流しながら学べるよう，少人数による演習（ゼミナール）を配置します。
CP5 学生が地域社会との関わりを通じて成長できるフィールドワークやインターンシップに関する科目
やプログラムを設けます。
CP6 厳正かつ公平な成績評価を保証するためにGPA制度を実施するとともに，履修した科目の学修を確
実に行えるように履修登録単位数の上限設定制度を設けます。
CP7 教育課程の適切性や学生の学修成果についての評価指標を定めるとともに，教育方法等について検
証・改善を行います。
CP8 教職員の教育技能を高める一連の FD・SD活動を行います。
CP9 多様な学習歴を持つ学生が自立した社会人として自主的に考え学ぶ力を身に付けられるよう，キャ
リアデザイン教育を充実させるとともに，アクティブ・ラーニングを推進します。

アドミッション・ポリシー
鹿児島国際大学は，基本理念，目的，ディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーを踏まえ，本学
での学修を目指す次のような人を国内外に広く求めます。また，そのために志願者の能力と適性を多面的・

Ⅴ
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総合的に評価する多様な選抜方法を定め，実施します。
（知識・技能）
AP1 大学教育を受けるのに必要な高等学校の教育課程を修得している人。
AP2 高等学校までの「国語」「英語」などの学びを通じて，聞く・話す・読む・書くに関する基礎的内容
を身に付けている人。

（思考・判断・表現）
AP3 身近な問題を多面的・論理的に考え説明できる人。
AP4 他者を尊重し，豊かな人間関係をつくる意思のある人。
（関心・意欲・態度）
AP5 社会が培ってきた文化や社会の将来に関心のある人。
AP6 チャレンジ精神を持ち，困難なことに取り組む意欲のある人。
AP7 地域社会及び国際社会の発展に寄与する意欲のある人。

経 済 学 部
経済学部の目的
経済学部は，経済及び経営に関する専門的な教育研究を行い，理論だけでなく実践的な知識と技能を備え，
国際社会及び地域社会の発展に貢献する人材を養成することを目的とします。

ディプロマ・ポリシー
経済学部では，上記の目的を達成するために，所定の単位を修得したことにより，次の段階に到達したと
評価される学生に学位を授与します。
（知識・技能）
DP1　経済や経営に関する理論，歴史，政策，実践などに関する的確な基本的知識や現代社会を生き抜く
力を身に付けている。

（思考・判断・表現）
DP2　経済や経営，地域社会などに関して，他人の意見を聞き，自分の考えを適切に表現して他の人に正
確に伝え，社会の中で人々と協力しながら，問題を解決することができる。

（関心・意欲・態度）
DP3　経済や経営，地域社会などにおける課題を見いだし，それらを自らに関係することとして捉え，そ
の解決方法を提示することができる。

カリキュラム・ポリシー
経済学部は，上述の目的とディプロマ・ポリシーを達成するために，次の方針に基づいてカリキュラムを
編成します。
CP1　主に1年次には，専門教育への円滑な移行に必要な基礎学力を強化するために，全学共通の共通教
育科目を配置します。新入生ゼミナールでは「大学での学び」について指導し，人文・社会・自然・地
域志向の科目や外国語・健康科学の科目では幅広い教養と豊かな人間性を育みます。
CP2　経済学部では，共通教育科目の「データサイエンス・AI 入門」と専門教育科目「データサイエン
ス・AI 応用」などの情報系の科目を通じて，デジタル化する社会で活躍できる基礎力を養成します。
CP3　2年次からは専門教育科目を配置します。一部は1年次から履修可能です。基本的な専門科目の修得
を前提にして，経済学科では「日本経済」及び「金融・国際経済」の2領域に属する諸科目を配置しま
す。経営学科では「経営」と「会計」を2つの柱とし，これに加えて「情報」や「地域ビジネス」など
の領域を設け，諸科目を系統的に配置します。
CP4　2年次から4年次の各学年において，教員と学生あるいは学生同士が交流しながら学べるよう，少人
数による演習（ゼミナール）を配置します。
CP5　現場や地域社会での実践を体験しながら学べる，インターンシップやフィールドワークなどの実習
科目を設けます。
CP6　卒業後を見据え，キャリアデザイン教育を充実させます。キャリアデザイン科目により，自立した
社会人として経済や経営について考え，行動する力を養成します。

アドミッション・ポリシー
経済学部は，上述の目的，ディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーを踏まえ，本学での学修を
目指す次のような人を国内外に広く求めます。
（知識・技能）
AP1　経済学部の教育を受けるのに必要な高等学校の教育課程を修得している人。
AP2　経済や経営の問題解決に役立つデータサイエンスに関心のある人。
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（思考・判断・表現）
AP3　身近な問題を多面的・論理的に考え説明できる人。
（関心・意欲・態度）
AP4　地域・日本・世界における経済社会の動向に関心を持ち，これを専門的に学ぶ意欲のある人。
AP5　経済や経営に関する知識を身に付け，役立てたいと考えている人。
AP6　地域に愛着を持ち，地域社会の発展に貢献したいと考えている人。

【経済学科】
経済学科の目的
経済学科は，経済に関する専門的な教育研究を行い，経済情勢の分析能力と総合的な判断力を備え，国際
化・情報化が進む現代社会の発展に貢献する人材を養成することを目的とします。

ディプロマ・ポリシー
経済学科は，目的を達成するために，所定の単位を修得したことにより，次のような段階に到達したと評
価される学生に学位を授与します。
（知識・技能）
DP1　経済学の基本を理解し，日本経済や金融・国際経済に関する基礎知識を修得し，情報処理・データ
分析に習熟し，現代社会を生き抜く力を身に付けている。
DP2　経済学やデータ分析能力を活用して，問題解決方法を提示することができる。
DP3　経済学の専門性を活かして，社会における課題の探求や解決に粘り強く取り組むことができる。

カリキュラム・ポリシー
経済学科は，目的とディプロマ・ポリシーを達成するために，次の方針に基づいてカリキュラムを編成し
ます。
CP1　共通教育科目により，経済学を学ぶための能力を磨きます。具体的には，人間の社会や自然につい
ての幅広い知識や考え方を学び，外国語を学び，さらに情報処理技術を身に付け，豊かな人間性を育み
ます。
CP2　専門教育科目は，主に２年次から配置しています。経済学の柱は理論・歴史・政策です。これらの
柱に沿って，全員が経済学の基本を学びます。
CP3　専門教育の基本科目と並行して，応用科目において，日本経済，金融・国際経済及び情報処理・デー
タ分析の理論と実際を学びます。
CP4　１年次から４年次の各学年において，教員と学生あるいは学生同士が交流しながら学べるよう，少
人数による演習（ゼミナール）を配置します。
CP5　実践力を養成するため，経済調査実習などの実習科目を設けます。
CP6　卒業後を見据え，キャリアデザイン教育を充実させます。キャリアデザイン科目により，自立した
社会人として経済について考え，行動する力を養成します。

アドミッション・ポリシー
経済学科は，目的，ディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーを踏まえ，本学での学修を目指す
次のような人を国内外に広く求めます。
（知識・技能）
AP1　経済を学ぶための基礎的な能力（読む力，書く力，考える力）を備えている人。
（思考・判断・表現）
AP2　身近な問題を多面的・論理的に考え説明できる人。
（関心・意欲・態度）
AP3　自分の暮らしている社会の経済に関心のある人。 
AP4　自分の身のまわりの人々の暮らしを良いものにしたいという意欲のある人。
AP5　経済の仕組みを理解したいという意欲のある人。

【経営学科】
経営学科の目的
経営学科は，経営や地域創生に関する専門的な教育研究を行い，企業経営及び地域再生・活性化に必要な
知識，技能，意思決定力，さらに現場での実践力を備えた地域社会の発展に貢献する人材を養成することを
目的とします。
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ディプロマ・ポリシー
経営学科は，上記の目的を達成するために，所定の単位を修得したことにより，次の段階に到達したと評
価される学生に学位を授与します。
（知識・技能）
DP1　国際化するビジネスや地域社会について，十分な知識・技能を身に付けている。
（思考・判断・表現）
DP2　身に付けた知識・技能を用いて，思考し，自分で判断し，自分の考えを人々に伝えることができる。
（関心・意欲・態度）
DP3　国際化するビジネスや地域社会が抱える課題に関心を持ち，関わることができる。

カリキュラム・ポリシー
経営学科は，上述の目的とディプロマ・ポリシーを達成するために，次の方針に基づいてカリキュラムを
編成します。
CP1　学生一人一人の個性を伸ばし，ビジネスや地域への探究心を育む教育を最重要視します。これを実
践するために，教員一人一人と学生とが交流しながら学び合うゼミナール形式の授業が，４年間ずっと
経営学科のカリキュラムには配置されています。１年次の新入生ゼミナールをはじめ，２年次から始ま
る演習科目（ゼミナール）では，学生のコミュニケーション能力，プレゼンテーション能力を含む総合
的な判断能力を醸成するのはもちろん，教員がサポートしながら，卒業に向けて学生が勉強したいこと
を卒業研究としてまとめていきます。
CP2　幅広い視野と豊かな人間性を得られる教養と深い思考の土台となる専門性を重視します。経営学科
のカリキュラムでは，短期間では習得の両立が難しいこれら２つを学ぶ量のバランスが最適化されてい
ます。１年次を中心に共通教育科目で教養を身に付けたあと，２年次からは，経営学や会計学の知識や
思考方法の修得のほか，自己の目指す進路に合わせて，マーケティング，統計学，情報処理，観光産業，
まちづくり等も専門的に学べます。
CP3　インターンシップやフィールドワークによって現場での意思決定と実践を体験し，国際化する地域
ビジネスや地域社会で活躍する能力を養成します。

アドミッション・ポリシー
経営学科は，上述の目的，ディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーを踏まえ，本学での学修を
目指す次のような人を国内外に広く求めます。
（知識・技能）
AP1　経営学科の教育を受けるのに必要な高等学校の教育課程を修得している人。
AP2　経営を学ぶための基礎的な能力（読む力，書く力，考える力）を備えている人。
（思考・判断・表現）
AP3　身近な問題を多面的・論理的に考え説明できる人。
（関心・意欲・態度）
AP4　将来，地域社会やビジネス社会，デジタル社会で活躍したいという意欲のある人。
AP5　独立した経営者になることや社会や企業で役立つ資格・技能の取得を目指す人。

福祉社会学部
福祉社会学部の目的
福祉社会に関する専門的知識を教授し，総合的な人間関係を基に，社会・福祉・教育の分野の理解と分析
を身に付けて，時代が求める「福祉社会」実現のために，参画する広い視野を持った人材を養成することを
目的とします。

ディプロマ・ポリシー
福祉社会学部は，目的を達成するために，所定の単位を修得したことにより，次のような段階に到達した
と評価される学生に学位を授与します。
（知識・技能）
DP1 幅広く深い教養と豊かな人間性を持ち，考える力，コミュニケーション力，チームで働く力を身に
付けている。
DP2 所属学科で専攻する社会福祉学，児童学に関する幅広い基礎的専門知識を身に付けている。
（思考・判断・表現）
DP3 修得した知識などを活用して，福祉や教育に関する必要な支援や課題について深く考え，その方策
を立案し，考えを明確に表現できる。
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（関心・意欲・態度）
DP4 地域社会の問題や社会的な支援を必要とする人々，子どもに関する課題等に関心を持ち，福祉や教
育に積極的に関わることができる。

カリキュラム・ポリシー
福祉社会学部は，目的とディプロマ・ポリシーを達成するために，次の方針に基づいてカリキュラムを編
成します。
CP1 各学科では，専門教育科目を体系的に学び，問題の本質把握とその解決方法を修得するために必要
な免許・資格科目を効果的に組み合わせてカリキュラムを組み立てます。
CP2 教員と学生あるいは学生同士が交流しながら学べるよう，少人数による演習（ゼミナール）を配置します。
CP3 現場や地域社会での実践を体験しながら学べる実習科目を設けます。

アドミッション・ポリシー
福祉社会学部は，目的，ディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーを踏まえ，本学での学修を目
指す次のような人を国内外に広く求めます。
（知識・技能）
AP1 福祉社会学部の教育を受けるのに必要な高等学校の教育課程を修得している人。
（思考・判断・表現）
AP2 身近な問題を多面的・論理的に考え説明できる人。
AP3 自ら心を開き，周囲の人々と豊かな関係をつくっていける人。
（関心・意欲・態度）
AP4 地域社会や生活の課題に関心を持ち，地域社会の未来を切り開いていく夢と情熱を持っている人。
AP5 自ら考え行動し，福祉や教育に関する専門的知識・技術の修得などに積極的に取り組む意欲のある人。
AP6 専門職業人として「ともに生きる社会」の実現に貢献したいと考えている人。

【社会福祉学科】
社会福祉学科の目的
社会福祉学科は，福祉に関する専門的知識を教授し，福祉・医療・介護・教育分野の社会福祉全般にわた
る幅広い専門知識と技術を学び，福祉社会を実践的に支える人材を養成することを目的とします。

ディプロマ・ポリシー
社会福祉学科は，目的を達成するために，所定の単位を修得したことにより，次のような段階に到達した
と評価される学生に学位を授与します。
（知識・技能）
DP1 幅広く深い教養と豊かな人間性を持ち，社会福祉の専門的な支援をするために必要な知識と対人支
援の技能を修得している｡

（思考・判断・表現）
DP2 社会的な支援を必要とする人々にとって必要な支援を考え，支援の方策を立案し，適切に説明する
ことができる。

（関心・意欲・態度）
DP3 地域社会の問題や社会的な支援を必要とする人々に関心を持ち，改善を目指して個人や社会に働き
かける意欲を身に付けている｡

カリキュラム・ポリシー
社会福祉学科は，目的とディプロマ・ポリシーを達成するために，次の方針に基づいてカリキュラムを編
成します。
CP1 学生全員が社会福祉士国家試験受験資格取得に必要な科目を履修できるようにカリキュラムを編成します。
CP2 社会福祉士国家試験受験資格取得に加えて，精神保健福祉士国家試験受験資格，介護福祉士国家試
験受験資格，教職免許のいずれかを取得できるようにカリキュラムを編成します。
CP3 教員と学生あるいは学生同士が交流しながら学べるよう，少人数による演習（ゼミナール）を配置します。

アドミッション・ポリシー
社会福祉学科は，目的，ディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーを踏まえ，本学での学修を目
指す次のような人を国内外に広く求めます。
（知識・技能）
AP1 社会福祉の専門職を目指すのに必要な基礎的な能力（読む力，書く力，考える力）を備えている人。
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（思考・判断・表現）
AP2 人の気持ちや意図を理解し，適切に対応できる人。
（関心・意欲・態度）
AP3 地域社会や生活の課題に関心を持ち，福祉の専門性を活かして，地域社会や人の役に立ちたいと
思っている人。

【児童学科】
児童学科の目的
児童学科は，子どもに関する専門的知識を教授し，子どもたちの未来を創造していける豊かな感性と深い
知識をもつ，子どもをめぐる諸問題に積極的に関わる人材を養成することを目的とします。

ディプロマ・ポリシー
児童学科は，目的を達成するために，所定の単位を修得したことにより，次のような段階に到達したと評
価される学生に学位を授与します。なお，免許は小学校教諭一種免許及び幼稚園教諭一種免許を，資格は保
育士・司書・司書教諭等の資格を取得することができます。
（知識・技能）
DP1 子どもの教育や福祉に関する多様な専門的知識と，それらを活かした実践ができる技能を身に付け
ている。

（思考・判断・表現）
DP2 修得した知識などを活用して，子どもの教育や福祉に関する課題について深く考え，その考えを的
確な判断に基づいて表現できる。

（関心・意欲・態度）
DP3 子どもに関する課題に対して多大な関心を持ち，地域において子どもの教育や福祉に積極的に関わ
ることができる。

カリキュラム・ポリシー
児童学科は，目的とディプロマ･ポリシーを達成するために，次の方針に基づいてカリキュラムを編成します。
CP1 「小学校教諭一種免許」・「幼稚園教諭一種免許」・「保育士資格」の３つの免許・資格の同時取得に必
要な多数の科目を，年次配当などに配慮しながら，体系的に配置します。
CP2 学科基本科目として，「総合講義『子ども学』」・「子どもの教育福祉」・「鹿児島の教育」を１年次と
２年次に配置します。
CP3 教員と学生あるいは学生同士が交流しながら学べるよう，少人数による演習（ゼミナール）を配置します。

アドミッション・ポリシー
児童学科は，目的，ディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーを踏まえ，本学での学修を目指す
次のような人を国内外に広く求めます。
（知識・技能）
AP1 子どもの教育や福祉に関する専門的知識・技術などを修得するために必要な基礎的な能力（読む力，
書く力，考える力）を備えている人。

（思考・判断・表現）
AP2 子どもの教育や福祉に関する課題について考え，その考えを表現できる人。
（関心・意欲・態度）
AP3 子どもに関する課題に関心を持ち，子どもの教育や福祉に関する専門的知識・技術の修得などに積
極的に取り組む意欲のある人。

国際文化学部
国際文化学部の目的
国際文化学部は，人間考察に関する専門的知識を教授し，国際交流に必要な豊かなコミュニケーション能
力と異文化に対する理解を深め，グローバルな視点にたった相互理解を図る真の国際人を養成することを目
的とします。

ディプロマ・ポリシー
国際文化学部は，目的を達成するために，所定の単位を修得したことにより，次のような段階に到達した
と評価される学生に学位を授与します。
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（知識・技能）
DP1 異文化理解に必要な教養・姿勢を身に付け，芸術・文化の創造と発展に貢献できる。
（思考・判断・表現）
DP2 より平和で豊かな日本・国際社会の実現に向けて，主体的に行動できる。
（関心・意欲・態度） 
DP3 高度なコミュニケーション能力と，グローバルな視点を活かすことによって，地域社会の発展に積
極的に関わることができる。
DP4 国際社会の動向に弾力的・自律的に対応できる自己教育力を身に付けている。

カリキュラム・ポリシー
国際文化学部は，目的とディプロマ・ポリシーを達成するために，次の方針に基づいてカリキュラムを編
成します。
CP1 国際的な視野に立って情報発信し，世界や地域が培ってきた文化を理解し，現代社会の課題に取り
組む力を身に付けるために，言語，文化，芸術に関する科目を組織的に配置します。
CP2 コミュニケーションに必要な能力と，異文化理解のための知識・教養，音楽に関連する専門性を高
めるため，共通教育科目，専門教育科目を体系的に配置します。
CP3 共通教育科目では「大学教育への導入」「キャリア形成支援」「専門教育の基礎形成」を中心として
科目編成し，幅広い教養と豊かな人間性を育みます。
CP4 国際社会で必要とされる実践的な力と応用力を養成するため，外国留学，国内外のインターンシッ
プ，フィールドワーク，公演活動などの科目・プログラムを提供します。
CP5 個々の学生の個性や目的に合わせ，科目ごとの到達目標を確実に実現するため，徹底した少人数教
育を実施します。
CP6 修得した知識・教養や技術を活かし，自らが直面する問題や課題を発見し，その解決法や対案を創
造する能力を養成するため，卒業論文や卒業演奏・卒業作品の指導を丁寧に行います。

アドミッション・ポリシー
国際文化学部は，目的，ディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーを踏まえ，本学での学修を目
指す次のような人を国内外に広く求めます。
（知識・技能）
AP1 国際文化学部の教育を受けるのに必要な高等学校の教育課程を修得している人。
（思考・判断・表現）
AP2 身近な問題を多面的・論理的に考え説明できる人。
AP3 国際社会でも協調できるバランスのとれた思考力・表現力を有する人。
（関心・意欲・態度）
AP4 国際交流に関心を持ち，異文化との共生を目指す人。
AP5 多様な文化や芸術を理解し，それらの分野で社会に貢献する意欲のある人。
AP6 世界やアジア，日本や地域が培ってきた文化の発展に寄与する意思のある人。

【国際文化学科】
国際文化学科の目的
国際文化学科は，異文化理解とコミュニケーション能力を体系的・融合的に身に付け，国際的キャリア形成

についての明確なビジョンと人類の福祉に貢献できる資質とを備えた人材を養成することを目的とします。

ディプロマ・ポリシー
国際文化学科は，目的を達成するために，所定の単位を修得したことにより，次のような段階に到達した
と評価される学生に学位を授与します。
（知識・技能）
DP1 異文化理解に必要な自国と他国についての知識と教養を身に付けている。
（思考・判断・表現）
DP2 修得した知識，能力などを活用して自分の考えを論理的，説得的に述べることができると同時に，他
者と対話的に関わることができる。

（関心・意欲・態度）
DP3 国際的な文化交流，地域と自国の文化に関心を持ち，その活性化に積極的に関わることができる。

カリキュラム・ポリシー
国際文化学科は，目的とディプロマ・ポリシーを達成するために，次の方針に基づいてカリキュラムを編
成します。
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CP1 共通教育科目では「大学教育への導入」「キャリア形成支援」「専門教育の基礎形成」を中心として
科目編成し，幅広い教養と豊かな人間性を育みます。
CP2 １年次から４年次の各学年において，教員と学生あるいは学生同士が交流しながら学べるよう，少
人数による演習（ゼミナール）を配置します。
CP3　地域と世界の言語と文化を学ぶ「日本語・日本文化コース」「アジア言語・文化コース」「英語・欧
米文化コース」「考古・歴史コース」「音楽文化コース」の5コースを置き，相互に関連させながら学ぶ
ことで，国際的な視野に立って地域の社会について考察しうる能力を養成します。
CP4 コースに分かれてそれぞれの専門領域の学習を深めると同時に，複数のコースを横断的に学習する
ことで，多角的な視点から自国と他国の言語・文化をとらえる視野を養成します。
CP5 地域社会に積極的に関わり，活性化する能力を育成するため，現地体験学習科目やフィールドワー
ク科目を設けます。これらの科目により，実践的なコミュニケーション能力や企画力，運営力，構想力，
発信力を磨きます。

アドミッション・ポリシー
国際文化学科は，目的，ディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーを踏まえ，本学での学修を目
指す次のような人を国内外に広く求めます。
（知識・技能）
AP1 異文化理解のために必要な基礎的な能力（読む力，書く力，考える力）を備えている人。
（思考・判断・表現）
AP2 他者と協調できるバランスのとれた人間性を有する人。
（関心・意欲・態度）
AP3 地域と世界の社会，文化の意味と価値を理解して，文化的な交流に意欲のある人。
AP4 国際交流，海外での活動，外国人との外国語・日本語によるコミュニケーションなどに興味のある人。

看 護 学 部
看護学部の目的
看護学部は，看護学を発展させるための専門的な教育研究を行い，あらゆるいのちに思いやりと関心を持
ち，その尊厳を護りつつ，倫理的・科学的態度を基に，人々の健康的な暮らしの実現に向けて，看護できる
人材を養成することを目的とします。

【看護学科】
看護学科の目的
看護学科は，いのちをとうとび，はぐくみ，つなぐことを基本姿勢とし，人々が地域において健康的な暮
らしを営めるように，よりよい健康課題の解決法を探究しつつ取り組むことができる看護職を養成すること
を目的とします。

ディプロマ・ポリシー
（知識・技能）
DP1 いのちについて多角的にとらえ検討して説明できる。
DP2 対象を地域で暮らす人として全人的にとらえて説明できる。
（思考・判断・表現）
DP3 様々な健康レベルにある対象の生活・健康状態を根拠に基づいて判断する能力が身についている。
DP4 対象から信頼される関係を築くことができる。
DP5 対象の健康課題を解決する能力が身についている。
（関心・意欲・態度） 
DP6 対象の尊厳を護る態度が身についている。
DP7 地域包括ケアチームにおいて保健師と看護師の役割を統合した看護の専門性を発揮し，協働できる
能力が身についている。
DP8 よりよい看護実践に意欲と関心をもち，グローカルな視点を基に探究し続ける姿勢が身についている。
（総合的な看護実践能力）
DP9 その人らしい地域での暮らしを支えることができる。
DP10 生活に密着した予防活動を行うことができる。
DP11 健康課題の解決を手助け，支援することができる。
DP12 生活機能の回復・維持を手助け，支援することができる。
DP13 健康的な生活をチームで支えることができる。
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DP14 国際・地域社会のニーズの変化に対応し，生涯を通して自己を高めることができる。

カリキュラム・ポリシー
CP1 人材養成像を基に，保健師と看護師の役割を統合して果たせる看護職を養成するためのカリキュラ
ムの主要概念を「いのち」「人間」「暮らし」「健康」「看護」とし，教育科目を設定する。
CP2 全開設科目を，看護構想，看護実践コア，看護実践能力育成，看護探究の科目群に分類し，体系的
に編成する。
CP3 １～２年次には，キャリア教育を含む幅広い総合的な内容からなる共通教育科目とともに，主要概
念に基づく看護構想科目群を主体的に学び，豊かな人間性を有する自律した医療人としての基礎を育む
構成とする。
CP4 学生が看護職としての専門性を築きつつ，着実に看護実践能力を修得できるように，学生の意欲・関
心を起点とし，それらを拡大発展できるように授業科目を配置する。
CP5 初年次から，「生活機能援助論」を開講し，看護への関心を専門職としての知識・スキル・態度の修
得に方向づけ，主体的な学習態度を修得できるように配置する。
CP6 「生活機能援助論」は，基礎看護技術と専門領域の技術を統合して教授する。そして，対象の健康状
態や出現症状を適切にアセスメントし，援助技術を考案・実施・評価することにより，どのような場に
おいても対象に必要な援助を自ら判断し提供できる看護実践能力を育む構成とする。
CP7 看護実践能力育成科目群は，保健師と看護師の役割を統合して果たせる実践能力を育成するために，
対象の健康レベルを枠組みとして，健康な人を対象とする健康増進看護，健康障害を有する人を対象と
する健康回復看護，さらに長期療養を必要とする人を対象とする長期療養生活看護として編成する。ま
た，多職種とのチームケア能力を育むために他学部学生と学ぶ時間を設けた地域包括チームケア論や災
害支援論などの発展科目も配置する。
CP8 実習では，最初に「既修得理論・技術」の学習の時間を設ける。また，実習後には，実習内容を整
理・統合する「実践と理論の統合」の時間を設け，看護の役割の明確化と自覚を高めるとともに，自身
の看護実践を説明可能なものとできるように構成する。
CP9 初年次から，多文化について学び国際的視野を養うとともに，「暮らし探索フィールドワーク」等に
より人々の地域での暮らしに関心をもてるようにし，社会に貢献する看護を様々な視点から探究する 
「卒業研究」に発展できるように編成する。

アドミッション・ポリシー
（知識・技能）
AP1 看護学を学ぶ上で必要な基礎学力及び対人関係能力を有する人。
（思考力・判断力・表現力）
AP2 身近な問題を多角的・論理的に考え，説明できる人。
AP3 自身の体験したことを振り返り，他者が理解できるように説明できる人。
（関心・意欲・態度）
AP4 いのちをとうとび，はぐくみ，つなぐことに関心をもち，これを専門的に学ぶことに意欲のある人。
AP5 看護に必要な知識，スキル，態度を身につけることに熱心で，それらを発展させる意欲のある人。
AP6 地域に愛着をもち，地域のよりよい医療看護の発展に貢献したい意欲のある人。

大　学　院

【経済学研究科】
経済学研究科の目的
経済学研究科は，経済学・経営学に関する深い学識及び卓越した能力を養うとともに，それに基づいて国
際的視座に立って高度に専門的な業務に携わるための高度の研究能力をもつ優秀な人材の育成を主目的と
し，経済学・経営学に関して研究者として自立して研究活動を行う能力と豊かな学識を持つ者の養成も併せ
て目的としています。

博士前期課程
博士前期課程の目的
博士前期課程では，広い視野に立って精深な学識を授け，専攻分野における研究能力または，高度の専門
性を要する職業等に必要な高度の能力を養うことを目的としています。

ディプロマ・ポリシー
経済学研究科博士前期課程では，目的を達成するために，課程を修了することによって，次の能力を身に
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付け，学位論文審査に合格した大学院生に修士の学位を授与します。
（知識・技能）
DP1 地域や世界に貢献できる専門的知識や技能を修得している。
（思考・判断・表現）
DP2 高度に専門的な知識を身に付け，問題の解決に向けて指導的役割を果たすことができる。
（関心・意欲・態度）
DP3 地域や世界で現在起こっている，又は将来起こり得る諸問題に関心を持ち，理論的・実践的な問題
解決能力を身に付けている。

カリキュラム・ポリシー
経済学研究科博士前期課程は，目的とディプロマ・ポリシーを達成するために，次の方針に基づいてカリ
キュラムを編成します。
CP1 カリキュラム・マップやナンバリングコードにより，カリキュラムの体系性を可視化します。
CP2 経済学分野が学べる地域経済系と，経営学分野が学べる経営管理系の２つの柱を設けます。
CP3 カリキュラムの基本となる講義科目（コースワーク）と演習科目（リサーチワーク）を体系的に配
置します。
CP4 実践的・応用的な知識・技能を学ぶ機会を担保するため，実業界から講師を招くワークショップ科
目を設けます。

アドミッション・ポリシー
経済学研究科博士前期課程は，目的，ディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーを踏まえ，本学
の教育を受けるのに必要な知識を有し，向上心を持った，次のような人を国内外から受け入れます。
（知識・技能）
AP1 経済や経営の諸課題についての十分な基礎的な知識を有する人。
（思考・判断・表現）
AP2 経済や経営の諸課題についての考えを持ち，解決に向けた考えを思考し，表現できる人。
（関心・意欲・態度）
AP3 地域経済や経営を幅広い視野で観察することができ，地域経済をより豊かにする情熱を持っている人。
AP4 地域や世界の経済及び経営が抱える諸問題を，修得した専門知識を活かして解決する意欲を持って
いる人。
AP5 国際社会で活躍できる専門職を目指す人。

博士後期課程
博士後期課程の目的
博士後期課程では，専攻分野について，研究者として自立して研究活動を行い，またはその他の高度に専門的
な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的としています。

ディプロマ・ポリシー
経済学研究科博士後期課程は，目的を達成するために，課程を修了することによって，次の能力を身に付
け，学位論文審査に合格した大学院生に博士の学位を授与します。
（知識・技能）
DP1 博士前期課程で身に付けた専門的知識・技能や分析力をさらに向上させ，自立して研究できる能力
を身に付けている。

（思考・判断・表現）
DP2 研究の成果にもとづいて，高度な指導力・行動力が発揮できる。
（関心・意欲・態度）
DP3 経済学・経営学に関する科学的・実践的な問題解決能力を身に付け，地域や世界に貢献する意欲がある。

カリキュラム・ポリシー
経済学研究科博士後期課程は，目的とディプロマ・ポリシーを達成するために，次の方針に基づいてカリ
キュラムを編成します。
CP1 カリキュラム・マップやナンバリングコードにより，カリキュラムの体系性を可視化します。
CP2 コースワークとして，経済学･経営学の専門分野についての理解をさらに深める特殊研究科目を設けます。
CP3 リサーチワークとして研究指導科目を設け，各自の個別課題についての研究を進め，博士学位論文
を作成できる指導体制を確立します。

アドミッション・ポリシー
経済学研究科博士後期課程は，目的，ディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーを踏まえ，本学
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の教育を受けるのに必要な知識を有する次のような人を国内外から受け入れます。
（知識・技能）
AP1 経済や経営の諸課題について，博士前期課程修了程度の知識及び解決能力を有する人。
（思考・判断・表現）
AP2 修得した専門知識を活かして，地域や世界の経済及び経営が抱える諸問題についての考えを持ち，
解決に向けた考えを思考し，表現できる人。

（関心・意欲・態度）
AP3 地域経済や経営を幅広い視野で観察することができ，地域経済をより豊かにする情熱を持っている人。
AP4 博士前期課程で身に付けた知識・能力をさらに深化・発展させる意欲がある人。
AP5 国際社会で活躍できる専門職を目指す人。

【福祉社会学研究科】
福祉社会学研究科の目的
福祉社会学研究科は，福祉社会に関する深い学識及び卓越した能力を養うとともに，それに基づいて高度
に専門的な業務に携わるための高度の研究能力をもつ優秀な人材の育成を主目的とし，福祉社会学に関する
研究者として自立した研究活動を行う能力と豊かな学識を持つ者の養成も併せて目的としています。

博士前期課程
博士前期課程の目的
博士前期課程では，広い視野に立って精深な学識を授け，専攻分野における研究能力または，高度の専門
性を要する職業等に必要な高度の能力を養うことを目的としています。

ディプロマ・ポリシー
福祉社会学研究科博士前期課程では，目的を達成するために，課程を修了することによって，以下の能力
を身に付け，学位論文審査に合格した大学院生に修士の学位を授与します。
（知識・技能）
DP1 社会福祉に関する専門的知識や技能を修得している。
（思考・判断・表現）
DP2 社会福祉に関する事象に高い問題意識を有し，専門的研究により問題解決方法を模索し提示するこ
とができる。

（関心・意欲・態度）
DP3 福祉的支援において必要な問題対応能力を身に付け，社会に貢献しようとする熱意がある。

カリキュラム・ポリシー
福祉社会学研究科博士前期課程は，目的とディプロマ・ポリシーを達成するために，次の方針に基づいて
カリキュラムを編成します。
CP1 カリキュラム・マップやナンバリングコードにより，カリキュラムの体系性を可視化します。
CP2 コースワークとして社会福祉臨床実践系，社会福祉制度・政策系，健康福祉・教育系の３つの領域
に関する科目を体系的に配置し，これらの領域を有機的に関連させながら研究・教育を行います。
CP3 福祉臨床･実践に関する専門知識･技術を修得し，福祉の理論との統合化について学ぶ科目を配置します。
CP4 リサーチワークとして，福祉社会学の多様な分野の中から各自が研究課題を定め，これについて研
究を進めて修士論文を作成できる指導体制を整えます。

アドミッション・ポリシー
福祉社会学研究科博士前期課程は，目的，ディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーを踏まえ，
本学の教育を受けるのに必要な知識を有する次のような人を国内外から受け入れます。
（知識・技能）
AP1 社会福祉の理論と実践に関する学士課程修了相当以上の学修及び研究に必要な基礎的な知識・技能
を有する人。

（思考・判断・表現）
AP2 広い教養と高い倫理観をもち，社会福祉研究における社会的責任を認識している人。
（関心・意欲・態度）
AP3 社会福祉に関する理論的・実践的研究とともに，保健医療・福祉・介護・教育・保育などを考究し，
問題の解明と援助・支援について主体的に学ぶ意欲を持っている人。
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博士後期課程
博士後期課程の目的
博士後期課程では，専攻分野について，研究者として自立して研究活動を行い，またはその他の高度に専門的
な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的としています。

ディプロマ・ポリシー
福祉社会学研究科博士後期課程では，目的を達成するために，課程を修了することによって，次の能力を
身に付け，学位論文審査に合格した大学院生に博士の学位を授与します。
（知識・技能）
DP1 福祉研究の領域において高度な専門的知識を身に付け，自立した研究者として活動できる。
（思考・判断・表現）
DP2 福祉社会の構築に熱意があり，研究の成果を社会に向けて発信し，問題解決の能力を身に付けている。
（関心・意欲・態度）
DP3 高度な専門性を有する職業人及び研究者として，国内外で自立した研究活動を継続する意思がある。

カリキュラム・ポリシー
福祉社会学研究科博士後期課程は，目的とディプロマ・ポリシーを達成するために，次の方針に基づいて
カリキュラムを編成します。
CP1 カリキュラム・マップやナンバリングコードにより，カリキュラムの体系性を可視化します。
CP2 カリキュラムは，リサーチワーク （演習 （博士論文指導））を中心に編成します。
CP3 コースワークとして制度・政策・生活保障等の諸問題，負担・給付問題，介護問題，福祉臨床，福
祉計画，教育・保育課題など，多様な分野で専門研究に取り組める体制を確保します。
CP4 国際的で豊かな学識と能力を修得し，専門性の高い独創的な学位論文を作成できる指導体制を整えます。

アドミッション・ポリシー
福祉社会学研究科博士後期課程は，目的，ディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーを踏まえ，
本学の教育を受けるのに必要な知識を有する次のような人を国内外から受け入れます。
（知識・技能）
AP1 社会福祉の理論と実践に関する学修及び研究に必要な専門知識・技能を有する人。
（思考・判断・表現）
AP2 自らが行う研究について，博士学位論文作成までの概要及び計画を説明できる人。
（関心・意欲・態度）
AP3 社会福祉の諸課題に対応する研究に取り組み，高度な専門的知識を持って国内外の問題解決に貢献
していこうとする情熱を持っている人。

【国際文化研究科】
国際文化研究科の目的
国際文化研究科は，国際文化に関する深い学識及び卓越した能力を養うとともに，それに基づいて国際的
視座に立って高度に専門的な業務に携わるための高度の研究能力をもつ優秀な人材の育成を主目的とし，国
際文化に関して研究者として自立して研究活動を行う能力と豊かな学識を持つ者の養成も併せて目的として
います。

博士前期課程
博士前期課程の目的
博士前期課程では，広い視野に立って精深な学識を授け，専攻分野における研究能力または，高度の専門
性を要する職業等に必要な高度の能力を養うことを目的としています。

ディプロマ・ポリシー
国際文化研究科博士前期課程では，目的を達成するために，課程を修了することによって，次の能力を身
に付け，学位論文審査に合格した大学院生に修士の学位を授与します。
（知識・技能）
DP1 国際社会に対する広い視野と深い人間理解により，多文化社会のリーダーとして活躍できる専門的
知識とコミュニケーション能力を身に付けている。

（思考・判断・表現）
DP2 自立して研究できる能力を身に付け，地域や世界の異文化交流などに関する課題に対して，高度の
理論的考察により，その解決策を模索し提示することができる。
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（関心・意欲・態度）
DP3 実践的応用力を身に付け，地域社会の国際交流事業や国際化教育に指導的役割を果たすことができる。

カリキュラム・ポリシー
国際文化研究科博士前期課程は，目的とディプロマ・ポリシーを達成するために，次の方針に基づいてカ
リキュラムを編成します。
CP1 カリキュラム・マップやナンバリングコードにより，カリキュラムの体系性を可視化します。
CP2 コースワークとして，多様な科目を系統的かつ組織的に配置します。
CP3 専攻分野に言語文化と人間文化の２つの分野を設置し，専門分野に関する豊かな学識を養います。
CP4 それぞれの研究課題について行き届いた指導を受けながら，修士論文を作成できるよう，リサーチ
ワークとして国際文化研究演習を設けます。
CP5 留学生や社会人を含めた多様な文化的背景をもつ大学院生に，きめ細かい指導を行うため，必要に
応じて副研究指導教員を配置します。
CP6 実践的・応用的な能力を育成するため，ワークショップ，海外語学研修，実習科目などを設けます。

アドミッション・ポリシー
国際文化研究科博士前期課程は，目的，ディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーを踏まえ，本
学の教育を受けるのに必要な知識を有する次のような人を国内外から受け入れます。
（知識・技能）
AP1 国際文化に関する学士課程修了相当以上の学識を有し，国際交流に対する関心と旺盛な向学心のあ
る人。

（思考・判断・表現）
AP2 人類が築き上げてきた様々な文化に関心を持ち，異文化理解や国際社会の平和共存等に関する自ら
の考えを表現できる人。

（関心・意欲・態度）
AP3 外国語を通じて外国人と交流することに関心を持ち，このことを通じて国際交流に貢献しようとい
う意欲を持っている人。
AP4 日本語や日本文化，アジア近隣諸国の文化研究に関心を持っている人。

博士後期課程
博士後期課程の目的
博士後期課程では，専攻分野について，研究者として自立して研究活動を行い，またはその他の高度に専
門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的としていま
す。

ディプロマ・ポリシー
国際文化研究科博士後期課程では，目的を達成するために，次の能力を身に付け，学位論文審査に合格し
た大学院生に博士の学位を授与します。
（知識・技能）
DP1 国際文化に関する高度な専門的知識を身に付け，自立した研究者として活動できる。
（思考・判断・表現）
DP2 国際文化に関する豊かな学識を持ち，地域や国際社会の問題点について，その解決方法を考察し提
示することができる。

（関心・意欲・態度）
DP3 高度な専門知識を活かして，異文化交流，教育などの分野で活躍できる。

カリキュラム・ポリシー
国際文化研究科博士後期課程は，目的とディプロマ・ポリシーを達成するために，次の方針に基づいてカ
リキュラムを編成します。
CP1 カリキュラム・マップやナンバリングコードにより，カリキュラムの体系性を可視化します。
CP2 コースワークとしての特殊研究科目を設置し，国際文化に関する豊かな学識を養います。
CP3 多様な文化的背景をもった大学院生に対応するために，英語を教授用語とする科目を設定し，英語
による教育・研究から論文執筆までの一貫した指導体制を整えます。
CP4 実習科目を設置し，海外研修やインターンシップなどのフィールドワークを通して自立して研究活
動を行う力を養います。
CP5 演習では，リサーチワークとしてのそれぞれの研究課題について行き届いた指導・助言を受けなが
ら，博士論文を作成できるよう指導を行います。
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アドミッション・ポリシー
国際文化研究科博士後期課程は，目的，ディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーを踏まえ，本
学の教育を受けるのに必要な専門的知識を有する次のような人を国内外から受け入れます。
（知識・技能）
AP1 国際文化に関する博士前期課程修了相当以上の学識を有し，国際交流に対する強い関心と旺盛な向
学心のある人。

（思考・判断・表現）
AP2 自らが行う研究を在学期間に博士学位論文という成果に結束させるためにどのような準備が必要か
を考え，それを説明できる人。

（関心・意欲・態度）
AP3 よりよい社会の実現や，異文化交流の発展のために，実践的知見を踏まえつつ学問的貢献を目指す
意欲のある人。



Ⅶ

 ．学生生活のあんないⅦ



Ⅶ

 ．学生生活のあんないⅦ
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１．鹿児島国際大学学生心得

本学学生は，建学の精神を旨とし，自覚と責任をもって，国家・社会に貢献しうるよう努めなければなら
ない。
１　基 本 原 則
学生は，学生らしく行動し，大学の秩序を乱してはならない。

２　服　　　装
学生は，修学の場にふさわしい服装でなければならない。

３　学　生　証
学生証は，常時携帯し，本学教職員より請求があるときは，いつでも提示しなければならない。紛失し
た時は，ただちに学生課で再交付を受けなければならない。
４　連絡先等登録票・写真登録カード
学生は，学年初めに，連絡先等登録票（１年次のみ）及び写真登録カード（１年次，留年次のみ）を学
生課に提出しなければならない。記載事項に変更が生じたときは，ただちにその旨届け出なければならな
い。
５　学 費 納 入
学費の納入期日を守らなければならない。

６　指示・伝達
本学の学生への指示・伝達事項等は，すべて掲示あるいはWeb上で行う。
掲示あるいはWeb上に掲載した事項は，周知されたものとみなすので，十分留意しなければならない。

７　長 期 欠 席
学生が長期欠席（１ヵ月以上）する時は，学生課に届け出なければならない。

８　施設・器物の利用
学内の施設や器物は大切にし，許可なくして器物を所定の場所以外に持ち出してはならない。また学内
の清潔に努めなければならない。
９　喫煙・飲酒
近隣住宅付近や公園等の公共場所での喫煙はしてはならない。
学内で飲酒してはならない。

10　駐車・通行
学生の自動車・バイク・並びに自転車等は，大学所定の場所に駐車しなければならない。なお，特に学
内の通行を許可された場合は，いずれも時速20キロメートル以下とする。伊敷キャンパス内の学生駐車場
を利用する学生は，学内での通行は時速10キロメートル以下とする。ただし，伊敷キャンパスは，大型バ
イクでの通学はできない。
11　紛失物・拾得物
学内で物品を紛失または拾得したときは，ただちに学生課又は伊敷キャンパス事務部に届出なければな
らない。
12　電話呼び出し
学外からの電話による呼び出し依頼は，原則として受け付けない。

13　団 体 設 立
学生が学友会傘下の団体及びその他の団体を組織するときは，部長（専任教職員）及び２名以上の学生
責任者を定め，所定の用紙に記載の上，規約（会則）並びに団体員名簿を添え，学生課に書類を提出し，
総務委員会の承認及び代議員会の議決を経なければならない。
団体は，毎年４月末までに名簿を学生課に提出しなければならない。
団体が学外団体に加盟するときは，部長の承認を受け，加盟団体の規約を添え，学生部長の承認を得て，
学長の許可を得なければならない。
団体の行為が大学の機能を害し，学内の秩序を乱すと認められた時は，活動停止又は解散を命ぜられる
ことがある。集会その他についても同じである。
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14　集会・行事
学内において，団体が集会又は行事を行うときは，事前に，責任者，目的，時期並びに人員等を所定の
用紙に記載の上，学生課に提出し，学生部長の承認を得て，学長の許可を得なければならない。
団体又は個人が学外より指導者，講演者を招へいするときは，学生部長の承認を得て，学長の許可を得
なければならない。
15　大会・行事の主管あるいは共催
団体が主管，主催あるいは共催となり大会，その他の行事を行うときは，事前に計画書・収支予算書を
学生課に提出し，学生部長の承認を得て，学長の許可を得なければならない。
16　合宿・遠征
団体が対外試合，その他の目的で，合宿又は遠征等を行うときは，所定の用紙に記載の上，事前に部長
の承認を受け，学生部長の許可を得なければならない。
17　掲　　　示
学友会，その他の団体又は個人が学内に掲示しようとするときは，責任者の氏名を付記し，学生課に提
出し，学生部長の許可を得て，所定の場所に掲示しなければならない。
なお，本学の承認している団体が，特に認められている定例的な集会又は行事（部会）について掲示し
ようとするときは，学友会総務委員会の認印を受けて掲示することができる。
18　印　刷　物
学生が印刷物を配布しようとするときは，学生部長の許可を得なければならない。

19　物品販売・募金・興業
団体又は個人が物品販売，募金あるいは興業を行うときは，責任者は，所定の用紙に記載の上，事前に
部長の承認を受け，学生部長の許可を得なければならない。また，その結果は報告しなければならない。
20　施 設 使 用
学生が坂之上キャンパスの施設を使用するときは，責任者は，担当課の許可を得て，学生課へ届けなけ
ればならない。また，学生が伊敷キャンパスの施設を使用するときは，責任者は，伊敷キャンパス事務部
へ届けなければならない。
21　懲　　　戒
学生心得に違反した学生は，学則第41条により懲戒されることがある。

２．窓口取扱時間

・平　日

学生課，教務課，実習支援課，就職キャリアセンター，資格教育センター，保健室…… 8：50～16：00
教務課大学院分室……10：00～17：00
　※長期休業期間（夏季・春季休業） 10：00～15：00
上記以外の部局…… 8：30～16：30

３．オリエンテーション

学生生活は皆さんが目的を持ち，計画的に組み立てていくことによって充実したものとなっていきま
す。そこで学生生活をサポートする催しとしてオリエンテーションを行っています。
特に，入学してからすぐに行われるオリエンテーションは学修 （履修）・資格・厚生補導・学生相談・奨
学金・学友会や課外活動・就職に関することなど学生生活を充実させるために不可欠な事項についての説
明が行われます。
また毎年，学年ごとにオリエンテーションが行われます。
オリエンテーションには必ず出席し，日程等をしっかりと確認した上で，手続きのミス等がないように
慎重に行動してください。
　入学生のオリエンテーション日程等（日時・場所・内容）及び入学式当日配付された資料内容につ
いては，『オリエンテーション日程表』 を参照してください。
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クラス担任制
本学では，各学部とも学年，クラスごとに担任制度をとっています。
クラス担任制は，皆さんが先生と個人的にふれ合うことを通じて，有益な指導や支援を受けるとともに，
豊かな学生生活を送るため設けられています。修学上の問題はもとより，学生生活の問題についても，個
人的な相談相手となり，指導助言を受けることができます。
どのような問題でもクラス担任の研究室を訪ねて気軽に相談してください。
クラス担任一覧は，毎年度のオリエンテーション資料に同封しますので，その都度確認してください。
なお，看護学部では，クラス担任とは別にアドバイザー教員を配置し，学生の相談に対応しています。

４．学生証・連絡先等登録票及び写真登録カード
⑴　学　生　証

学生証は，入学時に学生課から交付されます。この学生証は，皆さんが本学の学生であることを証明す
るもので学内外を問わず常に携帯し，必要なときには，いつでも提示しなければなりません。特に，次の
場合は必要になります。
・授業・試験を受けるとき
・学割証・通学証明書によって乗車券を購入・使用するとき
・図書館を利用するとき
・各種証明書を願い出るとき
・定期健康診断を受けるとき
・大学の施設・備品等を利用・借用するとき
・その他，特に指示されたとき

〈再 交 付〉
学生証を紛失（破損・汚損）したときは，学生課に願い出，学生課の窓口で「学生証再発行申込書」を
受け取り，記入し，学生課へ提出してください。提出後に，「学生証発行手数料」を支払っていただきま
す。支払い方法等については，下記QRコードよりご確認ください。支払後に再発行の手続きを行います。
なお，「学生証再発行申込書」を提出する前に，「学生証発行手数料」を支払うことの無いよう注意してく
ださい。
交付は，手続き完了後の翌日となります。看護学部生が伊敷キャンパス事務部経由で申込んだ場合は数
日かかります。
また，盗難等の被害にあった場合は，悪用されるおそれがありますので，直ちに学生課
へ届け出てください。
〈返　　却〉
有効期間を経過したとき，紛失した学生証が再発行後に手元に戻った場合，又は退学・
除籍などによって学籍を失った場合は，直ちに学生課に返却してください。
〈学生証裏面シール〉
学生証裏面シールに現住所などを記入してください。
学生証に記載されている注意事項を厳守してください。

261001

2 0 0 7
2 0 2 6
2 0 3 0

6

※ 　学籍番号は学籍を
記号（数字）で表した
ものであり，入学し
てから卒業まで変わ
らず，在学期間中の
諸手続きに氏名と共
に必要なものです。
　正確に記憶してく
ださい。

組 番 〒　　　－
住
所

※　学籍番号は次のように構成されています。
　　（例）　26　10　 01
　　　　　　…　…　 …
　　　　　　イ　ロ　 ハ

　イ，入学時の西暦年の下位　２桁
　ロ，学科　10～14．経済学科　15～17．経営学科
　　　　　　24～26．社会福祉学科　27～29．児童学科
　　　　　　30～34．国際文化学科
　　　　　　40～41．看護学科
　ハ，個人番号
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⑵　連絡先等登録票及び写真登録カード

本人・保護者について記入し，写真を貼ったものを第１回新入生ゼミナール時に担任へ提出してくださ
い。また，改姓，改名，住所や保証人（保護者）の変更，その他，記載事項に変更があったときは，直ち
に学生課へ届け出てください。看護学部生は伊敷キャンパス事務部経由で届け出ることもできます。届け
出を怠っていると，思わぬ手違いを招き，不利益を被ることがあります。
記入にあたっては，次のことに注意してください。
・本人の現住所は，下宿・アパートの部屋番号まで記入する。また，保証人の住所，電話番号も忘れ
ないように必ず記入する。

　〈写真登録カード〉
定期試験等では，学生証の提示が義務づけられ，学生証がなければ受験できません。
そのため，試験当日学生証を忘れた場合，学生証に代わるものとして写真登録カードを学生課又は，伊
敷キャンパス事務部で貸し出しています。看護学部生の試験が伊敷キャンパスで行われる場合は，伊敷
キャンパス事務部で貸し出します。
なお，このカードは，試験終了後直ちに学生課又は，伊敷キャンパス事務部へ返却しなければなりませ
ん（当日のみ有効）。また各学年の前期・後期それぞれ３回まで貸与できます。

2 0 2 6 年度入学

〔経済･福祉社会･国際文化･看護〕学部

西暦　　　　　年　　　　月　　　　日生

氏　　名

学　年（記入しない）

写真登録カード 学 籍 番 号

１
学科　　  組　  番

ふ り が な

（写真タテ4㎝×ヨコ3㎝）

１．このカードは，定期試験を受験する際，学生証の代わりに身分を証明する
　　ものである。
２．このカードは，各学年の前・後期にそれぞれ３回まで貸与する。
３．このカードは，貸与した当日のみ有効である。
４．このカードは，貸与を受けた当日，必ず学生課又は，伊敷キャンパス事務部
　　へ返却しなければならない。

本書類は，定期試験を受験する際，学生証の代替を利用目的としたものです。

記載された個人情報は法令に基づき学生部又は，伊敷キャンパス事務部にて厳重に管理します。
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５．学生に対する伝達

大学では学生に対する各種連絡や通知は掲示あるいはWeb上で行います。
本学では，授業時間割の変更・休講や教室の変更，その他学生に対する一般的な通知や個人的な連絡は
坂之上キャンパスの学生総合支援センター前等に設置してある掲示板又は，伊敷キャンパスのA棟（本館）
掲示板，あるいはWeb上で行います。登校した際は最低でも行き帰り２回の確認を行ってください。な
お，学外からの学生個人への連絡には応じられませんので，ご承知おきください。学生の住所，電話番号
等の個人情報に関わる事項についての問い合わせには応じておりません。この点をあらかじめ承知し，保
護者や友人にこの事を伝えておいてください。
※掲示によって伝達された事項あるいはWeb上に掲載された事項は，周知されたものとして取り扱いま
すので，確認を怠らないようにしてください。

Ａ棟（本館）１階

Ｂ棟（創生館）１階

カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ

ル
ー
ム

ヘ
ル
ス
ケ
ア

ル
ー
ム

ジョブ
サーチ
ルーム

伊敷キャンパス
事務部リフレッシュルーム

学
部
長
室

①②

①教務課・学生課関係掲示板
②就職キャリアセンター関係掲示板
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６．各種願出・届出
※皆さんが大学生活を送るうえでの，いろいろな願出・届出・証明書等については次のとおりです。関係窓
口で相談・手続きをしてください。

種　　　　別 取 扱 い
窓 口 　 内 　 　 容 　

学　
　
　
　
籍　
　
　
　
・　
　
　
　
身　
　
　
　
上　
　
　
　
関　
　
　
　
係

休 学 願 学 生 課 ・疾病その他の理由により３ヵ月以上修学できない場合に願い出る。
・休学期間は，１ヵ年以内とする。ただし，特に学長の許可を得て，
１ヵ年以内に限り延長できる。

・学費納期前に手続きをすれば休学期間中の授業料等は，免除される。

退 学 願 学 生 課 ・退学しようとするとき願い出る。
・学費納期前に手続きをすれば授業料等は免除される。

復 学 願 学 生 課 ・休学者で休学の事由が止んだとき願い出る。

復 籍 願 学 生 課 ・授業料等滞納のため除籍された者が，３週間以内にその授業料等を
納入し願い出る。

再 入 学 願 学 生 課 ・退学，除籍された者で，再入学を希望するとき願い出る。
・原則として，同一人について一回しか認めない。
・退学，除籍の理由によっては許可しない場合があるので，学則等を
参照のこと。

欠 席 届 教 務 課
伊敷キャンパス事務部

・授業を欠席する又は欠席した場合に提出する。

長 期 欠 席 届 学 生 課 ・１ヵ月以上授業を欠席する場合に届け出る。

学 校 感 染 症 の 届 出 学 生 課
伊敷キャンパス事務部

・インフルエンザや新型コロナウイルス感染症等の学校感染症に罹患
した場合は届け出る。（感染のおそれがある時期は電話にて届け出
る。）

改 姓 （ 改 名 ） 届 学 生 課 ・学生本人が改姓・改名したときに届け出る。

住 所 変 更 届
（本人・保証人（保護者））

学 生 課 ・学生本人・保証人（保護者）の住所を変更したときに届け出る。

保証人（保護者）変更届 学 生 課 ・保証人（保護者）が代わったときに届け出る。

通学途中･サークル活動中
等の事故･ケガによる届出

学 生 課 ・正課中，学校行事中，サークル活動中，通学途中，学校施設内で事
故があった場合，ケガした場合は届け出る。

そ 　
の 　
他

駐車場利用許可申請書 学 生 課 ・行事や健康上あるいは身体上の理由等で，学生が学内に車を乗り入
れる必要がある場合に願い出る。

車両（自動車･バイク）登録票
※ 伊敷キャンパスは大型
バイク（400cc超）の
通学はできません。

学 生 課
伊敷キャンパス事務部

・自動車，バイク通学の登録許可のある学生は必ず学生駐車場に駐車
すること。
・無断で学内に乗り入れたり，大学周辺に路上駐車あるいは，学外の
駐車禁止区域に駐車したりしないこと。違反者には，厳しい処分を
行う。

追 試 験 願 教 務 課
伊敷キャンパス事務部

・真にやむを得ない理由により各学期の定期試験期間中に試験を受験
できなかった者で，追試験を希望する場合に願い出る。
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手　　　続　　　要　　　領 備　考

・ 病気の場合は医師の診断書を添付し，保証人連署の上，学生課に提出する。 ・学費納期後に手続きをす
る場合は願出時の学期分
の授業料等を納付してい
ることが必要である。

・ 退学の理由を付し，保証人連署の上，学生証を添付し，学生課に提出する。 ・学費納期後に手続きをす
る場合は願出時の学期分
の授業料等を納付してい
ることが必要である。

・病気の場合は完治診断書を添え，所定の用紙に必要事項を記入し，学生課に提出する。
　提出時期：復学しようとする学期前の２月上旬又は８月中旬

・復学学期のⅠ期分あるい
はⅢ期分の授業料等を前
納すること。

・滞納分の授業料等を納入の上，所定の用紙に必要事項を記入し，手数料（3,000円）を
添えて学生課に提出する。
・提出時期：除籍された日から３週間以内

・復籍日は，除籍日の翌日
となる。

・所定の用紙に必要事項を記入し，手数料（5,000円）を添え学生課に提出する。
・提出時期：再入学しようとする学期前の１月上旬～２月下旬又は７月中旬～８月下旬

　

・教務課又は伊敷キャンパス事務部備付けの 「欠席届」に必要事項記入の上，科目の担当
教員に提出する。

・病気の場合は，医師の診断書を提出する。 　

・治癒後，医師の診断書を提出した場合は「出席停止証明書」を発行。診断書を持って
いない場合は大学の所定様式「学校感染症罹患証明書」に必要事項を記入の上，医師
の証明を受け，学生課へ提出する。
　なお，医師の診断書，「学校感染罹患証明書」の代わりに，日付，本人氏名，病院名の
入った検査結果書・検査証明書・検査報告書も認める。

・所定の用紙に必要事項を記入し，住民票を添え学生課に提出する。 　

・所定の用紙に必要事項を記入し，２週間以内に学生課に提出する。 ・電話番号の変更も同様と
する。

・所定の用紙に必要事項を記入し，学生課に提出する。 　

・学生課に事故 ･ケガの報告をし，指示を受ける。「学生教育研究災害傷害保険」（学生
は全員加入）・「スポーツ安全保険」等の請求手続きが必要となる場合がある。

　

・所定の用紙に必要事項を記入し，学生課に提出する。 期限の過ぎた学生車両通行
許可証は必ず学生課に返却
すること。

・所定の登録票に必要事項を記入し，運転免許証を添えて学生課に提出する。これと引
き換えに 「自動車登録証」（バイクはステッカー）を交付する。
・駐車時は，見えやすいところに提示（貼付）する。

・自動車保険（任意保険）
に加入していること。
・保証人の承諾を必ず得る
こと。

・病気の場合は医師の診断書，その他の場合はこれを証明するに足る書類を添付し，教
務課又は，伊敷キャンパス事務部に提出する。
・提出時期：各キャンパスで実施する試験科目の試験期間から試験期間終了後の事務開
室日２日以内
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　 種 　 別 　 取 扱 い
窓 口 提 出 時 期 　 備 　 　 考 　

課　
　
　
　
　
外　
　
　
　
　
活　
　
　
　
　
動　
　
　
　
　
関　
　
　
　
　
係

学 生 団 体 設 立 願 学 生 課 前年度の９月末 ・学生が団体を結成する場合は，必ず願
い出ること。

学 生 団 体 休 部 届 学 生 課 その都度 ・団体を休部する場合，届け出ること。

学 生 団 体 解 散 届 学 生 課 その都度 ・団体を解散する場合，届け出ること。

（ 開 催 ・ 出 場 ・ 合 宿 ）
　 許 　 　 可 　 　 願 　

学 生 課 ７日前

招 へ い 許 可 願 学 生 課 事前 ・事前に，許可を受けること。

備 品 借 用 願 学 生 課 事前

施 設 ・ 設 備 使 用 許 可 願
　 〔 教 室 〕 　 

教 務 課
伊敷キャンパス
事 務 部

当日 ・土曜日（午後），日，祝日，休暇中の使
用は，必ず前日までに手続きのこと。
（教室は前日に手続きのこと。）
・視聴覚ホール（図書館４階）を利用す
る場合は，本学教職員を代表として申
し込むこと。

施 設 ・ 設 備 使 用 許 可 願
〔フィールドハウス･多目的練習室等〕

学 生 課
伊敷キャンパス
事 務 部

事前

視 聴 覚 ホ ー ル 使 用 許 可 願
　 〔 図 書 館 ４ 階 〕 　

図 書 館 事前

部 室 ・ 備 品 の 破 損 ・
盗 難 ・ 紛 失 届

学 生 課 その都度 ・施設等の破損，部室等での盗難の場合
は，至急届け出ること。

立 看 板 設 置 ・
印 刷 物 配 付 許 可 願

学 生 課 事前 ・事前に，許可を受けること。

ボ ラ ン テ ィ ア 登 録 申 込 票 学 生 課 その都度 ・年度ごとに登録すること。
・加入期限は12月末まで。

※課外活動関係の場合，上記の他に諸活動に関連して，願出・届出が必要です。
　必要に応じ学生課で確認してください。
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７．各種証明書の交付・各種申込手続き

各種証明書及び各種申込の申請は，「証明書発行サービス」を利用し，Web上で手続きを行います。
発行申請を行った証明書は，学内発行機又は全国のコンビニエンスストア（セブン -イレブン，ファミリー
マート，ローソン［50音順］）の店舗に設置されているマルチコピー機で発行できます。
（学割証は学内発行機のみ，証明書の種類によっては郵送扱いや窓口発行のものもあります。）
また，各種資格の履修費や実習費，各種試験講座などの申込手続きに必要な料金を支払うこともできます。
Web上での申請時には，クレジットカードや PayPay，コンビニ現金払で事前に決済する必要があり，決
済時には発行手数料，システム手数料，印刷代，郵送代などがかかります。

※各種証明書の申請方法・手数料・コンビニ発行可否・証明書の種類など，詳細につきましては，以下のサ
イトを確認してください。 
 
【本学ホームページURL】
https://www.iuk.ac.jp/campusLife/certifi cates

【QRコード】
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⑴　主な証明書の手数料など 

種別 コンビニ 
発行 

学内 
発行機 

窓口 
発行 担当部局 発行までの 

日数 
手数料 
（１通） 

在学証明書（和文） 〇 〇 － 学生課 即時 200円 
在学証明書（英文） － － 〇 学生課 翌日 500円 
学生証再発行 － － 〇 学生課 翌日 1,500円 
学割証 － 〇 － 学生課 即時 無料 
定期健康診断証明書　※ 〇 〇 － 保健室 即時※ 200円 
卒業見込証明書（和文） 〇 〇 － 教務課 即時 200円 
卒業見込証明書（英文） － － 〇 教務課 即時～２日 500円 
学業成績証明書（和文） 〇 〇 － 教務課 即時 200円 
学業成績証明書（英文） － － 〇 教務課 即時～２日  500円 
免許状取得見込証明書 〇 〇 － 実習支援課 即時 200円 
ネットワーク利用書 〇 〇 － 情報処理センター 即時 200円 
学力に関する証明書 － － 〇 実習支援課 １週間 500円 

各種資格取得見込証明書 〇 〇 － 教務課 
実習支援課 即時 200円 

通学証明書 － － 〇 学生課 
伊敷キャンパス事務部 即時 無料 

（院）修了見込証明書 （和文） 〇 〇 － 教務課大学院分室 即時～２日  200円 
（院）修了見込証明書 （英文） － － 〇 教務課大学院分室 即時～２日  500円 
（院）学業成績証明書 （和文） 〇 〇 － 教務課大学院分室 即時 200円 
（院）学業成績証明書 （英文） － － 〇 教務課大学院分室 即時～２日  500円 
（院）学力に関する証明書 － － 〇 実習支援課 １週間 500円 
（院）教職免許状取得見込証明書 － － 〇 実習支援課 即時～２日  200円 
※　 ４月の健康診断受診者のうち，就職用（原則，学部４年生と大学院修了年次生），実習用（実習のある学生）として
使用する学生のみ発行可能である。 
上記対象に該当していても，異常所見や現病歴がある場合は，内容確認の面談後に発行可能にするため，即日発行
は不可である（面談の翌日から発行可能である）。 
発行開始日（例年，ゴールデンウィーク明け頃）は，学生課掲示板に掲示して周知します。

⑵　対象コンビニエンスストア

セブン - イレブン，ファミリーマート，ローソン（マルチコピー機が設置されている店舗に限ります。） 

⑶　学内発行機設置場所・取扱時間

【坂之上キャンパス　学生総合支援センター内】
平日－8:50～16:00 　長期休業期間（夏季・春季休業）10:00～15:00 
【伊敷キャンパス　Ａ棟１階ロビー内】
平日－8:50～16:00 
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８．学費納入

⑴　納入方法について

学費の納入については，本学のweb口座振替登録でご登録いただいた金融機関の預貯金口座から本学が
指定した引落日（下記⑷の表【学費納入期限】を参照）に自動引落により納入していただくことになります。
なお，引落し後，通帳には「カゴシマコクサイ」と記帳されます。１年次Ⅰ期授業料等納入については，入
学手続き期間中に入学金と一緒に納入していただきます。納入された学費（授業料等）は，いかなる場合も
返金いたしません。
なお，本学会計課窓口での現金収納は行っておりません。盗難等事故防止および学生・保護者の方の利便
性を確保するために，口座振替手続きのご協力をお願いしております。
また，一度登録された登録口座に変更がある場合や自動引落が困難な場合は，会計課までご連絡ください。

⑵　授業料免除等申請者の納入について

給付奨学金に伴う高等教育の修学支援新制度による授業料等減免対象者や検定資格取得による授業料等減
免対象者については，各減免の選考結果の決定通知確認後の納入となります。口座引落し時期は，⑷の表の
「納入期限」より１カ月程後になります。決定通知については，学生課から発送いたします。授業料引落月以
降に，授業料等免除申請を行った場合や減免関係等により返金が生じた場合は，ご登録いただいた口座へお
振込みで還付いたします。

⑶　引落しのお知らせについて

①　口座引落日前に，引落日や引落金額の通知文は発送はいたしません。
②　専用のWEBサイト学費等確認システム「SM Link（SCHOOL MYSTAR）」にメールアドレスをご登録
いただき，「SM Link」内でご確認いただきます。迷惑メール設定をされている方は，「@sm-link.jp」から
のメールが受信できるように設定してください。
③　引落金額は，「SM Link」の【資料室】に送信される請求書でご確認ください。
④　引落日の前営業日までに，ご登録口座に学費相当額をご用意ください。
⑤　口座の登録方法，「SM Link」への登録方法の詳細は鹿児島国際大学HP「学費口座引落案内保存版（在
学生用）」をご確認ください。



― 38―

⑷　滞納による督促及び除籍について

学費納入がない場合は，下表の要領でご案内します。
※保証人様の住所等が変更になった場合は，必ず「住所変更届」を学生課へ提出してください。

納期 学費納入期
（引落日）

再引落の
有無

納入遅延の連
絡先 学費納入がない場合の案内

Ⅰ期
４月27日
（２年次以
降）

有
（翌月） 会計課

５月
会計課より案内
（保証人様宛通知）

６月納入期限後学生課より案内
（学生及び保証人様宛送付）

※納入依頼書は保証人様にのみ送付Ⅱ期 ６月27日 無 学生課

Ⅲ期 10月27日 有
（翌月） 会計課

11月
会計課より案内
（保証人様宛通知）

12月納入期限後学生課より案内
（学生及び保証人様宛送付）

※納入依頼書は保証人様にのみ送付Ⅳ期 12月27日 無 学生課

①　学費納入期限当日が，金融機関休業日の場合は，翌営業日が振替日となります。
②　学費納入期限に引落しが出来なかった場合
※Ⅰ期・Ⅲ期は，翌月に再引落しを行います。再引落しに伴う引落し手数料は，保証人様にご負担いただ
きますことをご了承下さい。
※Ⅱ期・Ⅳ期は，再振替は致しません。「SM Link」の［資料室］に「請求案内」をメール送信いたします
ので，早急にお振込ください。振込手数料は，お振込人様でご負担ください。 
特別な理由が生じて，期限までに納入できない場合は，あらかじめ学生課へ連絡してください。

③　Ⅱ・Ⅳ期納入期限経過後１カ月以内に納入のない場合は，本人に修学の意思がないものと認め，除籍処
分になります。
④　除籍になりますと，各種証明書の発行が停止され，定期試験の受験が無効になります。
⑤　滞納による除籍となり，「復籍」又は「再入学」を希望する場合は，学生課へお申し出ください。
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（学部）学費等納入金 （単位：円）

学　　部

項　　目
経 済 学 部 福 祉 社 会 学 部 国 際 文 化 学 部 看 護 学 部

学　
　
　
　
費

入 学 金 ※155,000 ※155,000 ※155,000 ※250,000

授 業 料 650,000 650,000 650,000 850,000

教 育 充 実 費 306,000 306,000 306,000 360,000

実 験 実 習 費 300,000

計 1,111,000 1,111,000 1,111,000 1,760,000

委  

託  

徴  

収  

費

学 友 会 入 会 金 ※1,000 ※1,000 ※1,000 ※1,000

学 友 会 費 8,000 8,000 8,000 8,000

同 窓 会 入 会 金 ※18,000 ※18,000 ※18,000 ※18,000

学生教育研究災害傷害保険料 ※3,300 ※3,300 ※3,300 ※3,300

学生教育研究賠償責任保険料
医学生教育研究賠償責任保険料（看護学部） ※1,360 ※1,360 ※1,360 ※1,360

学 会 費 10,000

計 31,660 41,660 31,660 31,660

年　額　計
１　年　次 1,142,660 1,152,660 1,142,660 1,791,660

２年次以降 964,000 964,000 964,000 1,518,000

期 
毎 

納 

入 

額

Ⅰ　期
入学手続時 425,660 435,660 425,660 659,160

２年次以降 247,000 247,000 247,000 385,500

Ⅱ　　期 239,000 239,000 239,000 377,500

Ⅲ　　期 239,000 239,000 239,000 377,500

Ⅳ　　期 239,000 239,000 239,000 377,500

納　
入　
期　
限

Ⅰ　　期 ４月27日 （１年次は入学手続時に納入）

Ⅱ　　期   ６月27日

Ⅲ　　期 10月27日

Ⅳ　　期 12月27日

（注）１．※印の項目は入学手続き時のみ必要です。
２．納入期限当日が，金融機関休業日の場合は，翌営業日が振替日となります。
３． 看護学部の医学生教育研究賠償責任保険料2,000円（４年間分）については，委託徴収費として他
学部同様1,360円を初年度納入金として徴収し，差額640円については実験実習費から補填します。

４．看護学部の学生のうち進級できなかった学生の学費等納入金の額は，対象者に別途案内します。
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（博士前期課程（修士課程））学費等納入金 （単位：円）

研 究 科

費　　目

経済学研究科　博士前期課程（修士課程）
国際文化研究科　博士前期課程（修士課程） 福祉社会学研究科　博士前期課程（修士課程）

本学学部卒業者
同一学園卒業者 本学以外の卒業者 本学学部卒業者

同一学園卒業者 本学以外の卒業者

学　
　
　
　
費

入 学 金 ※77,500 ※155,000 ※77,500 ※155,000

授 業 料 470,000 470,000 470,000 470,000

教 育 充 実 費 100,000 100,000 100,000 100,000

計 647,500 725,000 647,500 725,000

委  

託  

徴  

収  

費

学 友 会 入 会 金 ※1,000 ※1,000 ※1,000 ※1,000

学 友 会 費 5,000 5,000 5,000 5,000

同 窓 会 入 会 金 ※● ※18,000 ※● ※18,000

学生教育研究災害傷害保険料 ※1,750 ※1,750 ※1,750 ※1,750

学生教育研究賠償責任保険料 ※680 ※680 ※680 ※680

社 会 福 祉 学 会 費 ※5,000 ※5,000

計 8,430 26,430 13,430 31,430

年　 額 　計
１　年　次 655,930 751,430 660,930 756,430

２　年　次 575,000 575,000 575,000 575,000

納 
期 
毎 

金 

額

Ⅰ　期
１　年　次 228,430 323,930 233,430 328,930

２　年　次 147,500 147,500 147,500 147,500

Ⅱ　　期 142,500 142,500 142,500 142,500

Ⅲ　　期 142,500 142,500 142,500 142,500

Ⅳ　　期 142,500 142,500 142,500 142,500

納　
入　
期　
限

Ⅰ　　期 ４月27日（１年次は入学手続時に納入）

Ⅱ　　期  6月27日

Ⅲ　　期 10月27日

Ⅳ　　期 12月27日

（注）１．※印の項目は入学手続時のみ必要です。
　　２． ●印の同窓会入会金については，本学学部卒業者は納入の必要はありませんが，同一学園卒業者は

必要です。
　　３．納入期限当日が，金融機関休業日の場合は，翌営業日が振替日となります。
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（博士後期課程）学費等納入金 （単位：円）
研 究 科

費　　目

経済学研究科　博士後期課程
国際文化研究科　博士後期課程 福祉社会学研究科　博士後期課程

本学学部卒業者
同一学園卒業者

本学博士前期課程
（修士課程）修了者 本学以外の卒業者 本学学部卒業者

同一学園卒業者
本学博士前期課程
（修士課程）修了者 本学以外の卒業者

学　
　
　
　
費

入 学 金 ※77,500 ※▲ ※155,000 ※77,500 ※▲ ※155,000

授 業 料 470,000 470,000 470,000 470,000 470,000 470,000

教 育 充 実 費 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

計 647,500 570,000 725,000 647,500 570,000 725,000

委  

託  

徴  

収  

費

学 友 会 入 会 金 ※1,000 ※1,000 ※1,000 ※1,000

学 友 会 費 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

同 窓 会 入 会 金 ※● ※18,000 ※● ※18,000

学生教育研究災害傷害保険料 ※2,600 ※2,600 ※2,600 ※2,600 ※2,600 ※2,600

学生教育研究賠償責任保険料 ※1,020 ※1,020 ※1,020 ※1,020 ※1,020 ※1,020

社 会 福 祉 学 会 費 ※7,500 ※7,500 ※7,500

計 9,620 8,620 27,620 17,120 16,120 35,120

年　 額 　計
１　年　次 657,120 578,620 752,620 664,620 586,120 760,120

２年次以降 575,000 575,000 575,000 575,000 575,000 575,000

納 
期 
毎 
金 

額

Ⅰ　期
１　年　次 229,620 151,120 325,120 237,120 158,620 332,620

２年次以降 147,500 147,500 147,500 147,500 147,500 147,500

Ⅱ　　期 142,500 142,500 142,500 142,500 142,500 142,500

Ⅲ　　期 142,500 142,500 142,500 142,500 142,500 142,500

Ⅳ　　期 142,500 142,500 142,500 142,500 142,500 142,500

納　
入　
期　
限

Ⅰ　　期 ４月27日（１年次は入学手続時に納入）

Ⅱ　　期  6月27日

Ⅲ　　期 10月27日

Ⅳ　　期 12月27日

（注）１．※印の項目は入学手続時のみ必要です。
　　２． ▲印は本学大学院博士前期課程（修士課程）を修了し，同研究科の博士後期課程に進学する者は不

要ですが，本学大学院博士前期課程（修士課程）を修了し，他研究科の博士後期課程に進学する者
は77,500円の入学金が加算されます。

　　３． ●印の同窓会入会金については，本学学部卒業者は納入の必要はありませんが，同一学園卒業者は
必要です。

　　４．納入期限当日が，金融機関休業日の場合は，翌営業日が振替日となります。
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９．通 学 と 旅 行

⑴　通学定期券

通学定期券は現住所の最寄りの駅（停留所）から本学の最寄りの駅 （停留所）までの区間で通学を目的
とする場合に限り購入できます。次の証明書を持参し，各交通機関の定期券発売窓口で購入してください。
〈JR九州，鹿児島交通，いわさきバスネットワーク，南国交通，鹿児島市交通局（電車・バス），船舶な
ど〉

　…… 各社所定の申込書・証明書に大学の証明が必要となります。学生課窓口又は伊敷キャンパス事務部
で学生証を提示して証明を受けてください。

⑵　学　割　証（学校学生生徒旅客運賃割引証）

長期休暇中などに帰省，旅行，課外活動などで乗車券を購入するときに利用できます。乗車・乗船区間
が片道100㎞を超える場合に，普通運賃が２割引（ＪＲの場合）となります。有効期間は発行日より３ヵ
月間となっています。
学割証の発行申請は，証明書発行サービス（Web）上で手続きを行います。発行申請をした学割証は学
内発行機でのみ発行可能です（コンビニ発行不可）。申請方法等の詳細については，下記QRコードより確
認してください。
※学内発行機設置場所：坂之上キャンパス 学生総合支援センター内，伊敷キャンパス Ａ棟１階ロビー内
《使用上の注意》
①　学割証は本人以外は使用できません。（他人に譲渡してはいけない）
②　学割証を使用する場合は必ず学生証を携帯してください。
③　学割証を紛失したり，盗難にあった場合は速やかに学生課に届け出てください。
　　また，無効になったものは学生課に返却してください。
④　他人名義のものや，期限の切れた学割証を不正に使用した場合は，往復料金の３倍の料金を追徴さ
れます。
⑤　使用にあたっては，学割証裏面の注意事項をよく読んで遵守してください。

《学生団体旅行割引証申込書》
ゼミ旅行や課外活動などで８人以上（運営会社によって人数が異なります）まとまって同一行程を旅
行する場合，団体割引の制度があります。学生の場合は普通運賃の５割引（JRバスは２割引）となりま
す。
団体旅行の申し込みは，ユーカリ会館内のプレイガイドや各旅行代理店，JR のみどりの窓口で取り
扱っていますので，所定の団体旅行割引証用紙をもらい，学生課で証明を受けてください。申し込み受
付は旅行開始の６カ月前から14日前までです。
なお，課外活動の場合「出場・合宿許可願」を学生課に必ず提出してください。

⑶　海外への渡航について

長期休暇中の海外旅行や，私費での語学研修・留学など，海外へ渡航する際には，事前に学生課へ渡航
先・渡航期間・渡航中の連絡先などを届けてください。
海外での行動には充分注意を払い，大いに見聞を広げてください。
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⑷　スクールバス
学生の通学の便宜を図るために，JR坂之上駅と坂之上キャンパス間でスクールバス （無料）を運行して
います。運行については，JRの到着時刻や，大学の授業時間を考慮してダイヤを組んでありますので，で
きるだけ公共交通機関（JR，バス等）やスクールバスを利用してください。なお，８時40分頃から９時頃
にかけては利用者が集中します。混雑緩和のためにも，家を早めに出るなど，余裕をもって坂之上駅に着
くように心掛けてください。また，坂之上駅からスクールバス発着所間の歩行については，車両の妨げに
ならないよう十分に注意してください。

⑸　自動車・バイク等通学について
近年，自動車・バイク等通学が増加し，それに伴い本学学生の交通事故も年々増加しています。交通事
故は一瞬にして被害者，加害者双方に不幸な結果をもたらします。一人一人がその恐ろしさを自覚し，事
故を未然に防ぐよう，安全運転を心掛けてください。万一交通事故に遭ったときは必ず学生課へ連絡する
ようにしてください。
なお，伊敷キャンパスは大型バイク（400cc 超）での通学はできません。
　　　　　　　　　　◦無免許運転，飲酒運転，わき見運転，スピード違反は絶対にしない。
交通マナーを守る  ◦シートベルト，ヘルメット（アゴひもをする）は必ず着用する。
　　　　　　　　　　◦駐車は必ず所定の場所に行い，駐車違反をしない。等

①　学生駐車場・駐輪場
車両（自動車・バイク）登録資格に該当し，自動車・バイク通学を許可された学生は，学生駐車場に
駐車してください。学生駐車場以外の駐車は厳禁です。なお，許可車を除き，自動車・バイクのキャン
パス構内への乗り入れは禁止します。
また，学生が大学周辺の路上や駐車場に無断駐車することで，近隣住民の方々から苦情が寄せられる
ことがあります。皆さんも社会の一員であることを自覚し，行動を慎んでください。

※伊敷キャンパスは，大型バイク（400cc 超）での通学はできません。
　学内はもちろんのこと，大学周辺の路上駐車や私有地への駐車は厳禁です。

坂之上キャンパス  開門時間　午前 6：45
学 生 駐 車 場 閉門時間　午後 9：30

伊敷キャンパス
学 生 駐 輪 場
学 生 駐 車 場

 開門時間　午前 7：30
 閉門時間　午後 9：30

※学生駐車場内での事故や盗難については， 大学は一切責任を負いませんので， 十分注意してください。

②　自動車保険
自動車・バイク通学をする学生の皆さんは法律で加入が強制されている自動車損害賠償責任保険又は
責任共済（自賠責保険）に必ず加入してください。また，任意自動車保険（対人賠償責任保険は無制限，
対物賠償責任保険は500万円以上）にも必ず加入してください。他人に与えた損害を賠償する力のない
人は自動車を運転する資格はありません。

⑹　車両（自動車・バイク）登録について
車両（自動車・バイク）登録については毎年度車両登録説明会に参加した上で登録を行い，「自動車登録
証」（バイクはステッカー）の交付を受けてください。希望者は登録を済ませてから学生駐車場の利用がで
きます。伊敷キャンパスの駐車場は台数に限りがありますので，選考された学生のみが利用できます。
登録のない者は，学生駐車場の利用はできません。

⎧
｜
⎨
｜
⎩

⎧
⎨
⎩

⎧
⎨
⎩
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Ⅰ．登録資格等
１．居住地区に制約はなく，自動車 ・バイクともに登録できます。
２．登録できる台数は学生一人につき，自動車とバイクそれぞれ１台ずつです。

Ⅱ．登録受付時に必要な書類等
１．車両登録票……必要事項を記入すること。
　　　　　　保証人の承諾を必ず得ること。
※登録条件 学生本人に係る「自動車任意保険（対人賠償：無制限，対物賠償：500万以上）」に 
　　　　　　必ず加入すること。
２．自動車運転免許証……登録時に確認するのですぐ提示できるようにすること。
３．登録手数料……無料。

Ⅲ．留意事項
「車両登録票」と引き換えに，『自動車登録証』（バイクはステッカー）を交付します。
学生駐車場に駐車中は，この自動車登録証（バイクはステッカー）を確認できる場所に置いてください 

（ステッカーは貼付）。

・自動車は 「ダッシュボード上」に置く
・バイクは駐車場係員が一見して確認できる場所に貼付する
　 〔例えば，ハンドルの上・ライトの上・泥よけの前・タンクの上等バイクの前方〕

「学生駐車場」に入場の際は，係員の前で徐行し，自動車登録証
（バイクはステッカー）の確認を受けてください。
登録証のない自動車・バイクについては「学生駐車場」の駐車を
禁止します。
なお，提出後，登録車両に変更があったらその都度必ず学生課に
届けてください。
自動車・バイク通学生は学生駐車場に駐車し，学内には特別な理
由がない限り乗り入れは禁止されています。また，大学周辺の路上
に駐車し，住民に迷惑をかけないように心掛けてください。

大学周辺の路上や私有地への不法・迷惑駐車の
違反者については厳しい処分をもって臨みます。

⎧
｜
｜
｜
⎩

⎫
｜
｜
｜
⎭
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メーカー名

学科

年〔　　  　　〕
学年 学籍番号

2026年度車両登録票

2026年度

自動車登録証
有 効 期 限
2027年 3 月31日

☆裏面の注意事項を必ず読むこと

※ この登録証を使用する際は必ずダッシュボード上に提示すること

■ 車両登録票

■ 自動車登録証

■ 車両登録証（バイク用ステッカー） 
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10．奨 学 金 制 度

健康で学業成績や人物がすぐれ，経済的理由のために修学が困難な学生に対し，学業の継続を目的とした
各種の奨学金制度があります。
学生課で取り扱っている奨学金には日本学生支援機構，（公財）鹿児島国際大学同窓会奨学財団，県市町村
教育委員会，民間諸団体の各種奨学金制度及び特待生制度，特別奨学生制度があります。ただし，いずれの
奨学金についても採用者数の限度や採用基準があるため，希望者の全員が採用されるわけではありません。
また奨学生に採用されても学業成績が不良になったり，修学状況や経済状況などの変動により奨学生として
不適格と認められた場合には，奨学金の廃止・停止などの処置を受けますので，この点をよく注意して健康
に留意し勉学の向上に努めてください。
本学では，現在約2,000名の学生が奨学金の貸与・給付を受けて学生生活を送っています。出願の回数に
制限はありませんが，奨学金の種類により金額・返還の有無・応募資格等が異なりますから，自分にもっと
も適した奨学金に応募してください。
奨学金に関する業務は学生課で取り扱っています。なお，家庭の事情が急変し，経済的に困難な状況に
陥ったときは，学生課で相談に応じています。
〈令和７年度奨学金受給者〉

種　　　　類 人　 数 種　　　　類 人　 数

特 待 生 ２６名 日本学生支援機構
（貸与・給付）

１　年　次 ４７０名 
（予約採用者を含む）

特 別 奨 学 生 ９名 ２年次以上 １，５３６名

同 窓 会 奨 学 財 団 ８名 県 市 町 村 教 育 委 員 会
民 間 諸 団 体 ・ そ の 他 ４７名

⑴　日本学生支援機構

日本学生支援機構は，優秀で経済的な理由により奨学金を必要とする学生に対し，学資を貸与又は給付
し，国及び社会に有為な人材を育成することを目的として運営されています。
本学では約2,000名（高校時の予約採用含む）の学生が採用されています。
〈令和７年度在学採用募集状況〉〔貸与・給付型〕

奨学金種類 募集時期 決定時期 始 期 月　　　額 期間

一 

次 

募 

集

〔貸与型〕
第一種（無利子）

４月上旬 ７月 ４月～

【第一種】
　自　宅　２～４万・５万４千円
　自宅外　２～５万・６万４千円　より選択

【第二種】
　２～12万円　より選択

【給付型】
 （Ⅰ区分） （Ⅱ区分） （Ⅲ区分） （Ⅳ区分） 
自　宅 38,300円 25,600円 12,800円  9,600円
自宅外 75,800円 50,600円 25,300円 19,000円

採
用
時
よ
り
卒
業
ま
で
の

最
短
修
業
期
間

〔貸与型〕
第二種（有利子）
〔 給 付 型 〕

二 

次 

募 

集

〔貸与型〕
第一種（無利子）

10月上旬 12月 10月～〔貸与型〕
第二種（有利子）
〔 給 付 型 〕

奨学金には貸与型（第一種奨学金・第二種奨学金）と給付型があります。貸与型の第一種奨学金は無利
子の奨学金です。第二種奨学金は有利子の奨学金で，在学中は無利子，卒業後の返還利率は年上限３％と
なります。給付型は国の高等教育の修学支援新制度の１つであり，採用された区分に応じて授業料の減免
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もあります。Ⅳ区分は多子世帯に限ります。
この他に，家計支持者が失職・破産・倒産・病気・死亡又は火災・風水害により緊急に奨学金が必要と
なった場合，事由発生から１年以内に申請ができる貸与型の緊急採用（無利子）と応急採用（有利子），給
付型の事由発生から３ヶ月以内に申請必要な家計急変採用があります。申込資格・手続き等については学
生課にご相談ください。
また，貸与型の第一種（無利子）奨学金と給付奨学金の両方が採用された場合，第一種奨学金は貸与月
額が制限されます。給付Ⅰ・Ⅱ区分の場合，第一種奨学金は０円。給付Ⅲ区分の場合，第一種奨学金は自
宅21,700円，自宅外19,200円，給付Ⅳ区分の場合，第一種奨学金は自宅29,800円，自宅外20,000円か
30,400円となります。
〈出願手続と提出書類〉
出願手続については募集説明会（４月）で詳しい説明をしますので希望者は学生課掲示板にて日時等を
確認してください。
なお，願書は説明会出席者のみに交付します。交付を受けた学生は，指定された日時に関係書類を提出
してください。
〈採否決定〉
奨学生としての適否を日本学生支援機構の示す推薦基準に基づき審査したうえで学長が日本学生支援機構
に推薦します。採否の決定は日本学生支援機構の選考を経て決定されます。
〈在籍報告（給付型）〉
給付奨学生は４月にある在籍報告（入力）をしなければなりません。報告を怠ると怠った分の給付奨学金
は無くなる恐れがあります。
〈適格認定〉
貸与奨学生は，毎年度「奨学金継続願」をインターネット入力により提出し，その後，入力された継続
願の内容と大学での学業成績をもとに，継続か否かの判定が行われます。給付奨学生は継続願の提出は不
要ですが，継続か否かの判定は行われます。修得単位数とその評価内容等について基準を下まわる時（進
級できない場合も含む）は，「警告」「廃止」「停止」の処置がとられますので，平素から学業成績の向上に
努めてください。所定の期限内に 「貸与奨学金継続願」の手続きをしない場合は，理由の如何を問わず「廃
止」となり，奨学金は交付されません。
なお，学生生活上不適切な行為（定期試験におけるカンニング行為，その他問題行為）があった場合は，

「廃止」となることもあります。
〈返還（貸与型）〉
日本学生支援機構の貸与奨学金は，学費として貸与されたものであり，卒業後は必ず返還しなければな
りません。その返還金は，ただちにその年の奨学資金となって後輩に運用される仕組みになっているので，
返還の義務を履行することは後輩のためにも重要なことです。
貸与された奨学金は，貸与終了の翌月から数えて７カ月目から一定の割賦額で必ず返還しなければなり
ません。
ただし，奨学金の返還が困難になった場合（災害，傷病等）は，願出によって一定期間返還が猶予され
る場合や，毎月の返還額を低く押さえることができます。
※　高校在学中日本学生支援機構奨学生であった人は，「在学届」（日本学生支援機構所定用紙）を学生課
に提出してください。「在学届」を提出すると大学在学中の奨学金返還が猶予されます。
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⑵　鹿児島国際大学特待生

特待生は，人物，学業，健康ともに優秀な学生を対象とした制度です。
毎年後期に，前年次の成績等によって選考されます。ただし，１年次の場合は，前期の成績等を資料と
して選考されます。
特　　典……その年度の授業料を免除します。
採用人員……原則として毎年，各学年，各学科１名（看護学科は２年次から対象）
決　　定……11月

⑶　鹿児島国際大学特別奨学生

特別奨学生は，成績優秀で体育・学術文化活動及び社会的活動において優秀な業績をおさめた学生を対
象とした制度です。
特　　典……その年度の授業料の半額相当が支給されます。
採用人員……原則として毎年10名（看護学科は対象外）
決　　定……11月

⑷　緊急的事情等により修学困難な在学する学生に対する学費等減免制度

本学では，緊急的事情等で修学困難な学生へ，経済的な支援をするための奨学金制度があります。
対象者については，修学意欲があり，次のいずれかに該当する者で，事由が発生した日から１年を超え
ない期間内に免除を希望する者に限り申請ができます。ただし，入学者については，原則として入学後に
発生した事由からとします。支援の内容は，授業料の半額を申請した月以降の納入期から１年間免除しま
す。
①学生本人の父母又はこれに代わって家計を支えている者の失業，破産，事故，病気若しくは死亡等によ
り家計が急変した者
②火災，風水害等の災害を受けた者
③その他やむを得ない事情により，家計が急変した者
詳細については，学生課の奨学金専用掲示板及び伊敷キャンパス掲示板等でお知らせします。

⑸　検定資格取得者に対する授業料減免制度

本学に在学する学生で，検定資格分野において，在学中に顕著な業績を修めた学生に対する授業料減免
制度があります。ただし，看護学科生は対象外となります。制度のポイントは，以下のとおりです。
①在学中の検定資格取得に対し，検定資格分野に応じて授業料を減免します。
②減免の期間は，検定資格を取得し，証明書類を提出した学期の翌期から種類に応じて１年間から３年間
です。
③高次の検定資格を取得した場合，上位の特典の種類に変更することができます。
④同じ特典の種類に属する別分野の検定資格を取得した場合，同じ特典の種類に再度，申請することがで
きます。
⑤申請の受付は，２月，８月に行います。
詳細については，学生課の奨学金専用掲示板等でお知らせします。
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⑹　鹿児島国際大学同窓会奨学財団

鹿児島県内の大学に就学する者で，学業及び人物が優良であるにもかかわらず，経済的理由によって就
学が困難な学生を対象とします。
また，奨学金の貸与額は無利息で，返還期間は卒業後10年以内となっています。
詳細については，学生課の奨学金専用掲示板及び伊敷キャンパス掲示板に掲示します。

⑺　その他の奨学金制度

本学では，日本学生支援機構奨学金のほか，地方公共団体及び民間団体の奨学金も取り扱っており，多
数の人が給付・貸与を受けています。
本学が募集を代行している団体の募集時期，内容等の詳細についてはその都度，学生課の奨学金専用掲
示板及び伊敷キャンパス掲示板に掲示します。
また，県市町村教育委員会の奨学金の募集は大学を通じて行われるとは限りませんので，希望者は，家
族が居住する県市町村の教育委員会及びその他の団体等に直接問い合せてください。
募集の対象が限定され，かつ条件が一様でないので出願希望者は学生課に相談してください。

※連絡事項及び変更等はすべてその都度詳細を学生課奨学金専用掲示板及び伊敷キャンパス掲示板等で
お知らせしますので，見落としのないように注意してください。
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11．学生生活上の相談

待望の大学生活が始まったばかりで，入学生の皆さんは，心はずむ毎日を送っていることと思います。し
かし，時には大学という新しい環境にとまどいを感じることもあるでしょう。入学当初の問題を未解決のま
ま引きずっていると，勉学やサークル活動に集中できず，本学での出発に乗り遅れることになりかねません。
本学では学生課の職員やキャンパスソーシャルワーカー，保健室職員が，学生生活全般の相談や健康に関
する相談に対応しています。また，学生相談室（坂之上キャンパス４号館１階・伊敷キャンパスＡ棟１階）
では，専任教員，臨床心理士が学生相談員として相談に応じています。キャンパスソーシャルワーカーも学
生相談室内におりますので，学生相談員やキャンパスソーシャルワーカーが皆さんと一緒に考え，解決の手
助けをしてくれるでしょう。
悩み事がある時は自分一人で解決しようと思わず，気軽に学生課，学生相談室，保健室を利用してくださ
い。

〈学生相談室（坂之上キャンパス４号館１階・伊敷キャンパスＡ棟１階）について〉
　☆ －－－ たとえば，こんな時に利用してください －－－ ☆

・意欲がわかず学業にも身がはいらない ・友達ができないのでつまらない
・どことなく身体の調子がすぐれない ・自分の性格や適性について知りたい
・家庭の事情で悩んでいる ・アルバイトでトラブルに巻きこまれた
・異性関係で悩んでいる ・一人暮らしに不安がある
・将来の方針が決まらない ・ネットゲームにはまってしまい生活に影響がある
・周囲の人とのつきあいがうまくいかない ・孤独だ
・クラスやサークル等での人間関係に悩んでいる ・実習が不安だ
・経済的問題で悩んでいる ・自分の「性」について悩んでいる
・アルコール問題で悩んでいる ・ハラスメント（※注）で悩んでいる
等々，どのようなことでも結構です。自己の成長及び心の健康増進を目指したい方は気軽に学生相談室を利
用してください。

（※注）ハラスメントとは…？
１．セクシャル・ハラスメント
　　（例）・単位を落とした学生が，担当教員から 「デートをしたら単位をあげるけど」と言われた。
　　　　・コンパの時に先輩から卑猥な冗談を聞かされた。
２．アカデミック・ハラスメント
　　（例）・ 「おまえはバカか」と授業中に罵倒された。
　　　　・成績に無関係なことがらを成績に反映するようなことを言われた。
３．パワー・ハラスメント
　　（例）・人前で過剰に叱責された。
　　　　・相手によって対応があからさまに違う。
４．その他のハラスメント
　上記１～３以外に基本的人権を損なう不適切な言動や態度（「一気飲みの強要」や「ストーカー行為」など）。

◆ 本学では，ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に，適切に
対応するために規程を定め，ハラスメントのない環境づくりに努めています。万一，ハラスメントを受けた場合，
泣き寝入りしたり，自分を責める必要はありません。悪いのは自分ではなく，ハラスメントをする人です。
◆ 本学では，ハラスメントに関する相談等に対応するため相談窓口を設置しています。相談窓口には守秘義務があり，
プライバシーを堅く守り対処します。自分が被害にあった時，友人等からの相談を受けた時，相談窓口へ気軽に相
談してください。
◆ハラスメントの相談窓口：学生課・学生相談室・保健室
◆ 詳細は，オリエンテーション資料に同封してある「ハラスメント防止に関するリーフレット」又は大学のホーム
ページを参照してください。
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学生相談室　利用案内　☆ －－－ 学生相談室はこんなところです －－－☆

・学生相談室では，自分の感じていることを自由に発言できます。相談員は，学生と一緒になって起きてい
る問題を考えます。
・どんな小さなことでも相談に応じます。
・一人で話すことが難しい場合は，家族や教職員，友人と一緒に来室していただいて結構です。
・一人で静かに過ごしたい時など 『休憩室』 として使うこともできます。
・相談の内容については秘密を厳守しますので，安心して気軽に相談室を活用してください。
・ただし，自分を傷つけたり他人を傷つけたりする恐れがある危機状況の場合，法を犯す行為がある場合は，
安全性を最優先して，情報を共有することがあります。

【相談室を利用したい時は】
□直接相談室に来てください。
　ただし，面談については予約者を優先しますので，できるだけ予約をお願いします。
※電話・窓口にて予約を受け付けています。
※相談申込書で予約する方法もあります。相談室受付前にある相談申込書に必要事項を記入し，受付
職員に渡してください。

□電話相談も利用できます。
□保護者や友人が代わりに来室して相談することもできます。

学生相談室開室時間：月～金曜日　９：００～１７：００（受付終了 １６：３０）
　※原則として開講期 （平常授業のある日）及び補講・定期試験期間中に開室しています。
　※相談員の相談時間割については，掲示板等でお知らせします。
場所：４号館 １階（411教室の前にあります）
電話：０９９－２６３－０６９５（学生相談室直通）
伊敷キャンパスの学生相談室開室時間については，チラシや掲示等でお知らせします。

【上記以外の場合】
□学生課に連絡してください。
　連絡先：電話【０９９－２６１－３２１１（大学代表）　学生課へ】
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12．福利厚生施設
〔ユーカリ会館〕

キャンパス内の一角にあって，学生の憩いのひとと
きや，学生にとって最も身近な福利厚生の場として利
用されています。
使用規則等を守り，気持ちよく利用してください。

１階 書籍，売店

（株）紀伊國屋書店が教科書をはじめ，辞書，雑誌，各種専門書など書籍全般，文房具など学用品，弁当
や飲料などの食料品，衣料品，雑貨，コピーカードなどを取り扱っています。また，FAX，自動車学校，
各種検定，各種レンタル用品の受付も行っています。

１階 プレイガイド

 「Tsp ！ツーリストサポートプラザ！南栄ツーリスト」が様々な旅券（航空券・JR券等）や宿泊，旅行
全般の手配・相談などに応じています。

１階 ロッカー室

 だれでも自由に使用できますが，ロッカーの私物化を防ぐためにも，荷物はその日に必ず持ち帰り，み
んなが，気持ちよく使えるように協力してください。
なお，学友会機関棟２階（大学食堂側）に，女子学生専用ロッカー室を設けていますので，女子学生は
利用してください。

２階 カフェレストラン

カフェレストラン「Peach Pit」
生パスタが自慢で，「ミートスパゲティー」や「エビのアラビアータ」などメニュー充実。日替わりラン
チもオススメ。
営業時間　平日９時30分から15時まで，土曜日は休業。※変更になる場合があります。

上記以外に，１階に写真コーナー，３階に学生用会議室，談話・自習室，同窓会事務室，和室等を設け
ています。

　ユーカリ会館　使用上の注意　

ユーカリ会館を使用する場合，次の事項を守ってください。
⑴　３階の各部屋 （同窓会事務室を除く）は，定められた期間及び時間内であれば自由に使用できます。
　　和室・会議室の使用については，前日までに学生課に届け出た場合は，優先して使用できます。
⑵　掲示については，本学の通常の取り扱いと同様とします。
⑶　清潔・整頓・美化に心掛けてください。
⑷　騒音や大声を発したり，周囲の迷惑となる言動は避けてください。
⑸　施設・設備・備品等は丁寧に取り扱い，さらに備品等は許可なく移動しないでください。（移動の必要
がある場合は，学生課に届け出てください。）
使用時間　　◎ 平日は８時から20時まで，土曜日は８時から17時まで。ただし，業者に委託している場

所の営業時間については，各店舗よりお知らせします。
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〔大学食堂〕「学食Vina Vina」

「栄養バランスのとれた安い，うまい」をモットーに，学生へのサービスの充実に力を注いでいます。
600席ある広々とした館内では，カフェテリアスタイルで食事がとれるようになっています。バラエ
ティー豊かなメニューはおいしさはもちろん，ボリュームたっぷりで安さが学生，教職員に好評です。
利用の際は，次の点に留意してください。
１．食堂はセルフサービスとなっているので，各自使用した食器・空ビン・紙コップ等は所定の返却口に
返すこと。
２．食事を終えたら速やかに退出して，談話はなるべくユーカリ会館及び学生ホールを利用すること。
３．利用時間を守り，清潔に気持ちよく利用すること。
４．大学食堂内は禁煙です。
営業時間　平日９時から15時まで，土曜日は休業。　※変更になる場合があります。

〔カフェ〕「Gaya（ガヤ）カフェ・森のGaya カフェ」

７号館前，図書館４階にはカフェがあります。いずれもお昼のランチメニューがそろっています。

〔学生ホール〕
学生の皆さんの自由に使える空間として，５号館１階，８号館４階，さかのうえテラスに学生ホールが
設置されています。使用上の注意を守り，互いに気持ちよく利用してください。

　学生ホール　使用上の注意　

学生ホールを使用する場合，次の事項を守ってください。
⑴　学生ホールは，定められた期間及び時間内であれば自由に使用できます。
なお，クラス・サークル等一定の団体で，学生ホールの全部又は一部の貸し切りを希望する場合は，
原則として１週間前までに学生課に届けてください。
⑵　掲示については，本学の通常の取り扱いと同様とします。
⑶　清潔・整頓・美化に心掛けてください。特に，めん類等の残物については，指定どおり処理してくだ
さい。

（4）騒音や大声を発したり，周囲の迷惑となる言動は避けてください。
（5）施設・設備・備品等は丁寧に取り扱い，さらに備品等は許可なく移動しないでください。（移動等の
必要がある場合は，学生課に届けてください。）

［使用時間等］
号館 使用期間 使用時間

５号館

月～土曜日（祝日を除く）
※（ただし， 祝日に授業を行う場合は開室）
・ 天災地変・その他やむを得ない事由により閉館
することがあります。 

７：00～21：00

８号館
年中無休
・ 天災地変・その他やむを得ない事由により閉館
することがあります。 

７：00～21：00

※さかのうえテラス内の学生ホール使用は P57も確認してください

〔合宿研修所〕
合宿研修所は学友会，体育系・文化系サークルやクラス・ゼミナールの各団体がサークル活動や教育・
研究をさらに活性化させ，団体内の良好なコミュニケーションを図るために利用するものです。
施設は２階建てで，厨房，食堂兼談話室，シャワー，浴室，大・中・小の和室研修室をはじめ，障害者
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用の設備もあります。また，冷暖房も完備し，同時に複数の団体が合宿可能な施設となっています。
利用希望のある団体は，利用する１週間前までに学生課に申し出て所定の手続きをしてください。
和室　１階　収容　30名
　　　２階　収容　35名，８名

　鹿児島国際大学合宿研修所使用心得　

使用者は，合宿研修所規則に示されているもののほか，次の事項を遵守しなければならない。これに違
反した場合は，使用規則第10条により直ちにその使用を禁止する。

（使用責任者心得）
１．使用許可願提出後，使用予定に変更又は取消しの必要が生じた場合は速やかにその旨を学生部長に届
け出ること。
２．使用許可書に記載された目的以外に使用しないこと。
３．他に転貸しないこと。
４．使用責任者は，使用開始前日（休日のときは前々日）に学生課にて，係員の指示を受けること。（とく
に，入所時間及び退所時間については係員の指示に従うこと。）
５．使用終了後は，後始末（清掃，設備等の整理，戸締り，火の始末，消燈等）を完全に行い，鍵を返却
すること。
６．光熱水道料等の支払いについては使用許可願提出時に納入すること。
７．合宿研修所の使用について不明な点は，学生課に申し出てその指示に従うこと。

（使用者心得）
１．使用者は，使用責任者の指示に従い規律ある行動をとること。
２．みだりに騒音等を発し周囲の迷惑となる行動をしてはならない。
３．清潔，整頓，美化に心掛け，屋内外の清掃，浴室及び便所の掃除は，毎日必ず行うこと（板の間は，
拭き掃除）。
４．火災予防に留意し，特に許可ある場合のほか，火気の使用持込みをしてはならない。
５．喫煙は禁止する。
６．盗難に注意すること。必要に応じて留守番を置くこと。
７．施設・設備等はていねいに取り扱い，備品類を許可なく持ち出してはならない。
８．合宿研修所内では，飲酒，マージャン，かけごと等をしないこと。
９．許可されない者は宿泊させないこと。
10．掲示物は学生部長の許可を受け，所定の場所に掲示すること。
11．就寝前に，ガスの元栓，戸締りの点検を行うこと。
12．火災，盗難その他異常を発見したときは，応急措置を講じ，直ちに学生課及び守衛に連絡し，その指
示に従うこと。

（合宿研修所光熱水道料等の支払い）
規則第７条及び使用責任者心得の第６号光熱水道料等の経費負担については，当分の間次のとおりとす
る。

合 宿 研 修 所 一人一泊100円

備考：光熱水道料等の経費は，原則として使用開始１週間前までに納入すること。
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13．健　康　管　理

有意義な学生生活を送るためには，健康が第一です。
大学生活の中で，心身の不調は，勉学，研究，課外活動，卒業，就職にも影響を及ぼすことがあります。
常に「自分の健康は自分で守る」よう心がけ，心身の健康の保持増進に努めてください。

〈保健室（坂之上キャンパス４号館１階・８号館４階［休養室］，伊敷キャンパスA棟［本館］１階）〉

保健室では，専門の職員が皆さんの健康管理に留意し，心身の健康に関する相談，学内でのケガや不調
などに対応しています。気軽に利用してください。
なお，保健室において処置できない救急・重症者については，本学の校医や医療機関の情報提供を行っ
ています。（この場合，健康保険証が必要です。）

〈定期健康診断〉

学校保健安全法に基づき毎年４月に，全学生を対象に定期健康診断（身体計測・内科検診・結核健診）
を実施しています。これは，疾病のスクリーニングで皆さんの健康状態・健康課題を把握し，健康づくり
支援につなぐことを目的としています。
定期的な健康診断は，自己の健康状態を知り，健康の保持増進を確認するよい機会ですので必ず受診し
てください。４月に実施した健康診断結果は，学生情報システム（LCU）で閲覧できます。
・閲覧方法
　ホーム画面の「menu」→「マイ info」→「学生情報」→カテゴリの「健康管理」
なお，定期健康診断未受診の場合は，就職用・実習用の「定期健康診断証明書」の発行はできません
ので，留意してください。

〈学生教育研究災害傷害保険〉　（略称 「学研災」）

本学では，教育研究活動中の不慮の災害事故に備えて，全学生を対象として，（公財）日本国際教育支援
協会の 「学生教育研究災害傷害保険」にすべての在学生（入学年度から４年間適用）が加入しております。
万一通学途中，学内及び学校行事中等次のような事故があった場合は，速やかに学生課へ事故報告をし，
相談のうえ指示を受けてください。なお，この制度は本人の申請によって適用されるものです。
・保険の対象となる傷害事故
①　正課中
講義，実習，演習，実技等の授業中とそれらに関する研究活動を行っている間の傷害事故

②　学校行事中
入学式，オリエンテーション，卒業式，大学祭等教育活動の一環として大学が主催する各種大学行
事中の傷害事故
③　キャンパス内にいる間
授業の休憩中あるいは，昼休み中等の傷害事故

④　課外活動中
キャンパス内及びキャンパス外（ただし大学に届け出た活動）で行う課外活動中の傷害事故

⑤　登下校中
通学中における傷害事故

・保険金が支払われない場合
故意，闘争行為，自殺行為，犯罪行為，疾病，地震，噴火，津波，戦争，暴動，放射線，放射能によ
る傷害，無資格運転，飲酒運転，頸部症候群 （いわゆる 「むちうち症」）又は腰痛で他覚症状のないもの，
施設外の課外活動で山岳登はん，その他これに類する危険なスポーツを行っている間など。
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・保険金の種類と金額

死亡保険金 後 遺 障 害 保 険 金 医 療 保 険 金 入 院 加 算 金
（180日を限度）

正 課 中 又 は
学 校 行 事 中 2,000万円 120万円～3,000万円

治療日数
1日目から対象
3千円～30万円

1日につき　4,000円

上 記 以 外 で 大 学
施 設 内 に い る 間 1,000万円 60万円～1,500万円

治療日数
4日以上が対象
6千円～30万円

1日につき　4,000円

大学施設内外で事前
に届出た課外活動中 1,000万円 60万円～1,500万円

治療日数
14日以上が対象
3万円～30万円

1日につき　4,000円

通 学 中 1,000万円 60万円～1,500万円
治療日数

4日以上が対象
6千円～30万円

1日につき　4,000円

・手続きの方法
事故発生後30日以内に，学生課に届け出，保険金請求は治癒した後に速やかに手続きするようになっ
ています。

保険会社連絡先・東京海上日動火災保険株式会社
ウェルネス保険金サポート部　傷害保険サポート室
傷害保険サポート第三チーム（学校保険コーナー）
〒105-8551　 東京都港区西新橋3-9-4　虎ノ門東京海上日動ビルディング 

フリーダイヤル 0120-868-066

〈学研災付帯賠償責任保険〉　学生教育研究賠償責任保険（略称「学研賠」）医学生教育研究賠償責任保険（略称「医学賠」）
本学では教育研究活動中や，通学中に発生した不慮の賠償責任事故の損害補償に備えて，経済学部，福祉
社会学部及び国際文化学部の学生は，「学研賠」に加入しており，看護学部の学生は，「医学賠」に加入して
おります。（聴講生・研究生を除く）
保険料は入学時に学費と一緒に納入してもらうことになっています。
その他ご不明な点につきましては，学生課までご相談ください。

〈学研災付帯学生生活総合保険〉　（略称 「付帯学総」）学生の任意加入保険

本学では，上記保険の他に「学研災付帯学生生活総合保険（任意保険）」の紹介をしています。
入学式当日，案内書を保護者の方へ配付していますので，ご検討のうえ各自加入してください。
＊例えば，次のような時に適用されます。
学生の扶養者が亡くなった場合に卒業までの学業費用保障や，学生本人の病気の治療費用（通院・入院），
本人の不注意によるケガ，スポーツ，レジャー中の事故，旅行中の事故，その他偶然の事故によるケガ，誤っ
て他人を傷つけたり，他人の財物を壊した場合の賠償事故など学生が直面する危険・災害等。

問い合せ先　　東京海上日動火災保険㈱代理店
　　　　　　　アライアンス株式会社
　　　　　　　鹿児島市金生町７－８ 鹿児島金生町ビル５F
　　　　　　　　電話　099－216－8880　
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14．施設の利用・案内

 さかのうえテラス
令和８年４月に，学生・教職員の憩いと交流の場として新しく「さかのうえテラス」がオープンいたしま
した。スクールバス発着所を兼ねた棟内には，カフェテリアや自主学習が行えるワークスペースのほか，多
目的室などがあります。また，棟内のトイレには，男女両方ともパウダールームが設置されています。

〈利用上の注意等〉
⑴　さかのうえテラスについて
利用時間：平日および土曜日　７：00　～　21：00　（変更になる場合があります。）
※ポスター等の貼付禁止
ガラス面等へのポスター貼付は原則禁止となります。ポスターを掲示する場合は，総務課へ事前連
絡のうえ，専用のポスタースタンドを利用してください。
※「さかのうえテラス」利用についての不明な点は，総務課窓口までお問い合わせください。

⑵　カフェテリア「Brew」（座席数：89席）
営業時間：平日および土曜日　10：00　～　18：00　（変更になる場合があります。）
※　飲食物の持ち込みは禁止です。

⑶　多目的室（座席数：48席）
多目的室は学内イベントや授業，ゼミ活動などで利用することが出来ます。
学内イベントについては，利用月の2ヵ月前までに，授業やゼミ・サークル活動は1ヵ月前から申請
することができます。
利用する場合は，所定の手続きを行ってください（教職員からの申請が必要となります）。
《利用時の留意事項》
１．利用時間前に総務課窓口で鍵とマイクを受領し，利用後に返却してください。
２．使用後は，電灯および空調の電源OFFを確認してください。
３．蓋付き飲料の持ち込みは可としますが，食事は原則，不可とします。
４．鍵等を紛失した場合は，利用代表責任者が再作成費用を負担してください。

⑷　ワークスペース（座席数：26席）
予約の必要はありませんが，長時間（2時間以上）の使用は，慎んでください。

⑸　学生ホール（座席数：77席）
クラス・サークル等，一定の団体での貸し切りはできません。

⑹　屋上
利用時間：平日および土曜日　7：00　～　18：00　（変更になる場合があります。）

 坂之上キャンパスフィールドハウス（体育館） 
昭和47年に建てられたこの体育館は，学生たちの“スポーツ・プラザ”として利用されています。長さ
135ｍ幅65ｍもある壮大な建物は，館内の床が全面タータンになっています。１周300ｍのトラックのほ
か，フィールドにはバレー，バスケット，バドミントン，ハンドボール，フットサルなどあらゆる競技に対
応する設備を完備。規模だけでなく施設，設備面においても，充実した屋内競技場として，様々な競技大会
や体育系サークルの試合・練習に利用されています。

〈使用上の諸規則〉
⑴　フィールドハウスおよび体育施設（筋トレマシンの利用も含む）の使用については，必ずフィールド
ハウスにおいて使用申請を行い，使用許可を得てから利用すること。
⑵　用具の貸出時間

平　日　　12：20～12：55
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※　正課体育 （体育実技）授業中と，定期試験期間中は，フィールドハウスの使用は原則としてで
きません。

⑶　使用上の禁止事項
◦運動靴以外の履物の使用
◦飲食物・危険物等の持ち込み

⑷　土曜日，日曜，祝日の使用
所定の手続（使用許可願）をし，許可を得てから，使用しなければなりません。

⑸　用具借用の場合は用具貸出票に必要事項を記入しなければなりません。

附属図書館本館 
学遊空間（アメニティ・ゆとり）を追求した附属図書館は，地下１階，地上４階，総面積8,000㎡であり，
館内はゆとりをもってデザインされています。
正面玄関がある２階及び３階には，アクティブラーニングが可能なラーニングコモンズやグループ学習室
の他，パソコンを自由に使用できる検索コーナーやマルチメディアスペース，図書館所蔵の視聴覚資料を視
聴できる専用コーナー，点字図書を備えた対面朗読室を兼ねる視覚障がい者閲覧室など，充実した設備が
整っています。また，図書館員や図書館サポーター（学生）による常設展示コーナーもあります。
地階と１階の書庫資料は，利用申込みの手続きで利用することができます。４階の視聴覚ホールは，新入
生図書館ガイダンスの他，各種イベント等に利用されています。
８号館２階オーディオルームには，楽譜や専門図書，CD，DVDなど多種多様な音楽資料が揃っています。
また，館内には無線 LAN（Wi-Fi）が整備されており，各自の接続機器を使用することもできます。（無線
LANの利用については，「情報処理センター利用案内」をご確認ください。）

１．開館時間
ア．図書館
〈通常期〉
月曜日～金曜日　８：30～20：00　　土曜日　８：30～12：30

〈試験期〉※試験前２週間～期間終了まで
月曜日～金曜日　８：30～21：00　　土曜日　８：30～12：30

〈長期休業期間（春季休業，夏季休業）・通常期の講義がない日〉
月曜日～金曜日　８：30～17：00

イ．オーディオルーム
〈通常期及び試験期〉
月曜日～金曜日　９：00～18：00

〈長期休業期間 （春季休業，夏季休業）・通常期の講義がない日〉
月曜日～金曜日　９：00～16：30

※講義等の関係で開館時間を変更することがあります。

２．休館日
日曜日，国民の祝日（ただし，授業の場合を除く），大学の定める休日。
その他臨時休館をすることがあります。

３．貸出・返却
ア．貸出
借りたい本に学生証を添えて，カウンターへ提示してください。

貸出冊数 貸出期間 ・貸出延長は，２回まで可能。（１回につき２週間の延長）
・学部生は，卒論・レポート用の場合は10冊まで貸出可能。
・夏季及び春季長期休業期間は，長期貸出を実施。

学 部 生 ５冊 ２週間

大 学 院 生 15冊 ２週間
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　イ．返却
借りた本は，貸出期間内にカウンター（図書館又はオーディオルーム）へ返却してください。
閉館時には，図書館入口に設置している返却ポストへ返却してください。
ウ．督促
貸出期間を過ぎて返却されない場合は，督促を行います。督促を受けた本は，速やかに返却してください。
エ．弁償
図書館の本を汚損又は紛失した場合は，同一本をもっての弁償となります。
ただし，入手が困難な場合には，代価相当額の金額をもっての弁償となります。
オ．貸出禁止資料
次にあげる資料は，貸出すことはできません。館内で利用してください。
・参考資料　　・視聴覚資料　　・貴重書　　・新聞（縮刷版を含む）　・未製本雑誌
カ．視聴覚資料の利用
展示してあるケースに学生証を添えて，カウンターへ提示してください。
ディスク又はテープとヘッドフォンを貸出しします。視聴を終えたらカウンターへ返却してください。

４．検索
図書館内では，２階検索コーナー及び３階マルチメディアスペースのパソコンを自由に使用できます。
附属図書館本館及び伊敷分館の蔵書検索（OPAC）はスマートフォンからも利用できますが，学内（館内）
のパソコンからは，電子リソース（Web上で利用できる電子ジャーナル・電子ブック・データベース）を
利用することができます。学外（自宅や外出先）からの電子リソース利用方法については，図書館ホームペー
ジをご確認ください。

５．書庫の利用
書庫（１階・地階）資料の館内での閲覧，貸出もできます。書庫に入る際は，カウンターで手続きをして
ください。

６．個室の利用
以下の個室を，貸切利用することができます。いずれも10日前から予約できます。
ア．ラーニングコモンズ（C

コ モ サ カ
omoSaka）…２階：２室

２名以上でのグループ利用や，ミーティング，イベントスペースとしても利用できます。（２時間以内）
イ．グループ学習室…２階：１室，３階：２室
４名以上でのグループ学習に利用できます。（２時間以内）
ウ．研究個室…３階：４室
１名での研究・学習に利用できます。

７．複写サービス
図書館内の資料はコピーすることができます。ただし，複写サービスの利用には著作権法による制限があ
りますので，ご注意ください。（不明な点は，カウンターで確認してください。）
・コピー料金は現金払いです。（モノクロ：１枚10円，カラー：１枚50円）

８．参考業務・相互利用
ア．レファレンスサービス
学習・研究に必要な情報・資料等を探す支援をします。カウンターへご相談ください。
イ．訪問利用
他大学の図書館を利用したい場合，紹介状を発行します。カウンターへ申し込んでください。
ウ．現物貸借
他の図書館の図書を利用したいときには，申込票に必要事項を記入し提出してください。
図書を取り寄せることができます。送料は一部自己負担となります。
エ．文献複写
他の図書館資料の複写が必要なときには，申込票に必要事項を記入し提出してください。
複写を取り寄せることができます。複写料金と送料は自己負担となります。
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９．図書館でのマナー
下記の事項は館内では禁止となっています。
・スマートフォン，携帯電話等での通話（館内ではマナーモードにし，通話は館外ですること。）
・飲食 （ただし，キャップのある飲み物は可。食べ物はカバンの中に入れて入館すること。）
・喫煙
・他の利用者の迷惑となる行為

地域総合研究所（図書館４階）
1968年の開所以来，国内外の地域に関する調査・研究を通して本学の研究及び教育の向上を図るととも
に，地域社会の発展に貢献することを目的として活動しています。
本研究所が進める地域志向研究には，「共同研究プロジェクト」，「地域委託研究・事業」，「寄附研究」があ
ります。研究所の基盤的研究と位置付けられる「共同研究プロジェクト」は，学内の教員を中心に特定テー
マ・特定地域での共同研究を行うものです。とくに近年は地域を「鹿児島」に定め，地方創生及び経済・福
祉・文化をテーマに研究を進めてきました。
研究成果は機関誌『地域総合研究』や『News Letter』，大学ホームページ等で公開しています。

情報処理センター 
情報処理センターは学術研究，情報処理教育及び学内業務のための情報処理施設として，坂之上キャンパ
スの４号館４階にあります。
学内には ICT教育に関する施設・教室が整っており，すべてのパソコンは，情報処理センターを中心とし
て構築された鹿児島国際大学情報システム（学内 LAN）により，インターネットも自由に利用できます。
また，情報処理センターでは，自主学習を目的とするパソコン自習室の設置やノート型パソコンの貸出

（２週間）も行っています。
詳細については，入学時に配付しています 「情報処理センター利用案内」をご覧ください。

〈パソコン自習室〉
学生がパソコンやプリンターを自由に利用できる自習室となっており，インターネット・電子メール・学
生情報システム 「LiveCampus U」・e- ラーニング等の利用が行えます。また，本学図書館の蔵書検索や電
子ブックの閲覧，オンラインデータベースも利用することができます。
また，学生インストラクターが在室（月曜～金曜：9：00～16：10※長期休暇，学年暦の休日等は除く）
しており，パソコンの使用方法等を親切，丁寧に教えてくれます。
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教室等を使用する場合

〔坂之上キャンパス〕

〔使用上の注意〕
・使用後は翌日の講義に支障のないよう後片付けをしてください。
・使用時間は原則として 平日は21時まで とします。
　土曜・日曜・祝日・休暇中は８時30分から17時までとします。
・延長して使用する場合は学生課に願い出てください。
・４号館・５号館・７号館の使用は原則として許可していません。
・事務取扱時間以降あるいは土曜・日曜・祝日に鍵を返却する場合は４号館１階警備室に返してください。
・定期試験期間中は，原則として使用を禁止します。

フィールドハウス（体育施設）

教務課（教室関係）

・教室を使用する場合は(土・日曜・祝日に使用する場合は前事務開室日
の15時までに)「施設・設備使用許可願」を，当日の15時までに教務課
に提出してください。
・体育施設（フィールドハウス）を使用する場合，平日は使用当日の15
時までに（土・日曜・祝日に使用する場合は前事務開室日の15時まで
に)「体育施設使用許可願」をフィールドハウスに提出してください。

【体育施設】

書類提出

【教室関係】

フィールドハウス教務課

ただし，８号館の教室に
ついては，８号館事務室
で鍵を受け取る。

施設使用施設使用

・検印の上，必要な鍵を受け取ってください。
※土曜・日曜・祝日に利用する場合は４号館１階

　警備室で鍵を受け取ってください。

・使用については，｢使用上の注意」を遵守して
　ください。
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音楽練習室使用心得 
○８号館の音楽練習室（「ピアノ練習室」及び 「管弦打楽器などの練習のために使用する教室」）は，「音楽
練習室使用規則」に基づいて使用しますが，使用についてはつぎの事項をよく守って利用してください。

①練習室使用希望者は，事前申請後，事務室で 「音楽練習室使用許可証」を受け取る。
②練習室使用時には，「音楽練習室使用許可証」を，速やかに提示できるようにする。
③練習室使用学生は，国際文化学部・福祉社会学部児童学科とする。
④ピアノ練習室使用時間は，７時から21時までとする。
　（「管弦打楽器などの練習のために使用する教室」は，８時30分から21時までとする。）
⑤練習室の利用者割当は当分の間行わないが，モラルを守って使用する。
⑥練習室の有効利用のため，場所取りをした学生の持ち物は職員が定期的に見回り撤去する。
⑦練習室内では，利用者それぞれが責任をもって清潔にし，飲食など厳禁とする。
⑧練習室使用料については，当分の間一律前・後期ごとに3,000円とする。
　ただし，国際文化学科の専門教育科目「専攻実技Ⅰ～Ⅷ」を履修する学生は，履修費に練習室使用料を
含むものとする。
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伊敷キャンパス屋内運動場 
屋内運動場を利用する場合は，原則として1週間前までに伊敷キャンパス事務部まで「施設・設備使用許
可願」を提出してください。
なお，使用上の注意については，伊敷キャンパス事務部で確認してください。

附属図書館伊敷分館 
看護学の専門分野に関する図書や雑誌等を所蔵しています。館内のパソコンでは，インターネット利用の
他，視聴覚教材を閲覧することができます。閲覧席や個人キャレルは，自主学習の場としても利用できます。
館内には無線 LAN（Wi-Fi）が整備されており，各自の接続機器を使用することもできます。（無線 LAN
の利用については，「情報処理センター利用案内」をご確認ください。）

１．開館時間
〈通常期〉
　月～金曜日　8：30～20：00
〈長期休業期間（春季休業， 夏季休業）・通常期の授業がない日〉
　月～金曜日　9：00～16：30
※開館時間が変更になる場合があります。

２．休館日
土曜日，日曜日，国民の祝日（ただし，授業の場合を除く），大学の定める休日。
その他臨時休館をすることがあります。 

３．貸出・返却
ア．貸出
借りたい本に学生証を添えて，カウンターへ提示してください。

貸出冊数 貸出期間 ・貸出延長は，２回まで可能。（１回につき２週間の延長）
・学部生は，卒論・レポートの場合は10冊まで貸出可能。
・夏季及び春季長期休業期間は，長期貸出を実施。

学 部 生 ５冊 ２週間

大学院生 15冊 ２週間

イ．返却
借りた本は，貸出期間内にカウンター（附属図書館本館又はオーディオルームでも可）へ返却してくだ
さい。閉館時には，図書館入口に設置してある返却ポストへ返却してください。
ウ．督促
貸出期間を過ぎて返却されない場合は，督促を行います。督促を受けた本は，速やかに返却してくださ
い。
エ．弁償
図書館の本を汚損又は紛失した場合は，同一本をもっての弁償となります。
ただし，入手が困難な場合には，代価相当額の金額をもっての弁償となります。
オ．貸出禁止資料
次にあげる資料は，貸出すことはできません。館内で利用してください。
　・参考資料　　・視聴覚資料　　・新聞　　・未製本雑誌
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カ．視聴覚資料の利用
展示してあるケースに学生証を添えて，カウンターへ提示してください。
ディスクとヘッドフォンを貸出しします。視聴を終えたらカウンターへ返却してください。

４．検索
館内に設置してあるパソコンは，自由に使用できます。 
附属図書館本館及び伊敷分館の蔵書検索（OPAC）はスマートフォンからも利用できますが，学内（館内）
のパソコンからは， 電子リソース（Web上で利用できる電子ジャーナル・電子ブック・データベース）を利
用することができます。学外（自宅や外出先）からの電子リソース利用方法については，図書館ホームペー
ジをご確認ください。 

５．複写サービス
図書館内の資料はコピーすることができます。ただし，複写サービスの利用には著作権法による制限があ
りますので，ご注意下さい。（不明な点は，カウンターで確認してください。） 
・コピー料金はキャッシュレス決済です。（モノクロ：１枚10円，カラー：１枚50円） 

６．参考業務・相互利用
ア．レファレンスサービス
学習・研究に必要な情報・資料等を探す支援をします。カウンターへご相談ください。 
イ．訪問利用
他大学の図書館を利用したい場合，紹介状を発行します。カウンターへ申し込んでください。 
ウ．現物貸借
他の図書館の図書を利用したいときには，申込票に必要事項を記入し提出してください。 
附属図書館本館経由で図書を取り寄せることができます。送料は一部自己負担となります。 
エ．文献複写
他の図書館資料の複写が必要なときには， 申込票に必要事項を記入し提出してください。 
附属図書館本館経由で複写を取り寄せることができます。 複写料金と送料は自己負担となります。 

７． 図書館でのマナー
下記の事項は館内では禁止となっています。 
・スマートフォン，携帯電話等での通話（館内ではマナーモードにし，通話は館外ですること。） 
 ・飲食（ただし，キャップのある飲み物は可。食べ物はカバンの中に入れて入館すること。） 
 ・喫煙
・他の利用者の迷惑となる行為

技術実習室等の利用
伊敷キャンパスには，最新の学習システムを備えた実習室やシミュレーションルームを設置しています。
学生のみで利用する場合は，利用マニュアルを遵守し，看護職者であることを自覚した行動や態度で利用
してください。また，演習グループ間で，ピアチェック（学生同士でチェックすること）(髪型・爪・髭・靴
下・ユニフォーム・靴）を実施し，身だしなみを整え，ユニフォーム，ナースシューズを正しく着用して利
用するようにしてください。
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伊敷キャンパスでのパソコンの利用
伊敷キャンパスでは，自主学習を目的とするノート型パソコン（７台）の貸出（伊敷キャンパス事務室に
て当日貸出・返却）と以下の場所に学生が自由に利用できるパソコンとプリンターを設置しています。
①Ａ棟４階第３講義室　　パソコン・プリンター各１台
②Ａ棟４階ロビー　　　　パソコン・プリンター各１台
③Ｂ棟１階図書館内　　　パソコン８台・プリンター２台（内１台カラープリンター）

その他伊敷キャンパスの施設を利用する場合
伊敷キャンパス事務部で手続きを行ってください。
なお，使用上の注意については，伊敷キャンパス事務部で確認してください。

リフレッシュルーム（伊敷キャンパスA棟１階）

授業の空き時間などでリフレッシュや気分転換するために使える多目的ス
ペースです。

リフレクションコーナー（伊敷キャンパス B棟１階）

全面ガラス張りの明るい空間で，センターガーデンをながめながら座り心地
のよい椅子でゆっくりリフレクションできる憩いの場です。

学習コーナー（伊敷キャンパス B棟１階）

講義の予習・復習，あるいはグループワークの打合せなど学生が意欲的に取り組めるよう，ポップな色彩
のコーナーになっています。
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使用上の注意

伊敷キャンパス屋内運動場，その他伊敷キャンパスの施設，リフレッシュルーム，リフレクションコー
ナー，学習コーナーを利用する場合，次の事項を守ってください。
⑴　使用期間は月～金曜日（※ただし，土・日曜日，祝日は除く），使用時間は7：30～21：00です。
⑵　定められた期間及び時間内であれば自由に使用できます。
なお，クラス・サークル等一定の団体で，各ルームの全部又は一部の貸し切りを希望する場合は，原則
として１週間前までに伊敷キャンパス事務部に「施設・設備使用許可願」を提出してください。
⑶　清潔・整頓・美化に心掛け，ゴミは分別するようにしてください。特に，めん類等の残物については，
指定どおり処理してください。
⑷　騒音や大声を発したり，周囲の迷惑となる言動は避けてください。
⑸　施設・設備・備品等は丁寧に取り扱ってください。また，机や椅子を動かした場合は元の位置に戻すよ
うにしてください。

※伊敷キャンパスでの食事について
キッチンカーが日替わりで営業を行っております。また，日清食品の完全メシ（冷凍）をリフレッシュルー
ム（A棟１階）で販売しております。ぜひご利用ください。
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15．本学における個人情報の取り扱いについて

本学では，学生の個人情報だけでなく，保証人（保護者等）や卒業生，教職員の個人情報も多く取り扱っ
ております。個人情報保護の重要性を十分認識し，個人情報を適正に取り扱い，不正使用や流出を防ぐよう
取り組みます。個人情報に関して適応される法令・規範を遵守するとともに，それらへの取り組みを適宜見
直し改善してまいります。

個人情報の利用について
本学に提出する書類等に記載する氏名・生年月日・住所・電話番号などの個人情報及び本人と識別できる
情報については，業務の利用目的以外には利用いたしません。ただし，教育研究及び学生生活指導，就職指
導等において必要と思われる事項は活用いたします。その際これを取り扱う者は，法令・規範を守いたしま
す。
また，原則として第三者へは公表いたしませんが，学生の利益に資すると思われる事項につきましては，
第三者（鹿児島国際大学学友会，鹿児島国際大学同窓会，鹿児島国際大学同窓会奨学財団を含む）へ公表す
ることがありますのでご承知おきください。
学生指導上必要と思われる事項については，保証人（保護者等）へ連絡いたします。学生本人が成人であっ
ても同様といたします。
なお，卒業後に本学教員並びに学生より授業・研究のため世論調査・意識調査・行動調査等のアンケート
を実施する場合があります。その際は，利用目的を明示し，個人情報（氏名・連絡先等）の提供を依頼する
ことがありますので，ご協力をお願いいたします。
本学の個人情報の利用事項は，次の⑴⑵のとおりです。なお，利用目的以外で個人情報を利用する場合は，
その内容について本人に通知いたします。

⑴　学生の個人情報利用事項
事項 内容

1 入学関係 入学志願者に対する選抜試験運営，入学手続（編入学・再入学を含む），学生証交付

2 修学関係
履修相談，修学指導，研究活動支援，履修登錄，教職等諸資格課程登錄，授業 •試験運営，成績
処理，単位認定，進級・卒業判定処理，諸資格判定，学位記授与，単位互換協定にある国内留学，
短期海外研修，国際交流事業

3 学籍関係 休学・復学・退学・除籍・復籍手続，転学部・転学科手続

4 学生生活関係 学生生活全般に関わる指導・助言，福利厚生施設の紹介，奨学生選考，奨学金交付・償還，定期
健康診断，日常的な健康相談，課外活動支援，弔慰，災害見舞

5 進路関係 キャリア（進路）形成支援，求職登録，就職照会
6 施設利用 図書館，教室，体育施設，駐車場，合宿研修施設等
7 その他（1） 各種連絡・通知，諸証明書発行，用具・備品等の貸与，学則による処分

8 その他（2）

１．入学式当日に学籍番号・氏名記載のクラス名簿をWeb上で限定公開。（入学式会場周辺で
QRコード読み込み） クラス担任に配付。
２．上記「事項１～７」において，学生生活の指導上本人に連絡が必要と思われる場合には，掲
示板に学籍番号を記載しての呼び出し。
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⑵　保証人（保護者等）の個人情報利用事項
事項 内　　　　　容

1 連絡関係 学生の修学指導等に必要な連絡
2 送付関係 各種送付物（学費振込案内書・納付書，大学広報紙等）の発送
3 口座振替関係 登録口座からの学費等の口座振替（自動引落）

個人情報利用の際の意思表示について
本学が個人情報を利用もしくは公表することを承諾できない方は，学生課（坂之上キャンパス）へ文書（口
頭でも可）にて「保有個人データ開示等請求書」を請求のうえ，学生課（坂之上キャンパス）へ提出してく
ださい。
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16．その他学生生活上の留意事項

学生の皆さんは，勉学を目的として本学に入学されたわけですが，今までの生活と異なった環境に接し，
色々と迷うことと思います。
大学での生活を送っていく間には，思いがけない問題や悩みが生じるものです。一人で考えこまず，何か
分らない事や，悩み，問題が起きたら，気軽に相談してください。
どの窓口へ行ってよいのか分らないときは，学生課窓口を訪ねてください。学生課では，学生の皆さんが
より楽しい，有意義な大学生活を送れるよう手助けします。

〈喫煙について〉
本学では，令和５年４月１日から，全キャンパス内における「敷地内全面禁煙及び受動喫煙防止」を実施
しています。これは，非喫煙者の受動喫煙を無くし，本学の快適な教育研究環境を確保するとともに，学生
の健康増進や在学中に喫煙習慣を身に付けさせないことを目的としています。令和７年度から坂之上キャン
パス内に健康増進法第28条に定める「特定屋外喫煙場所」を設置しています。場所はフィールドハウス横駐
車場及び７号館教職員駐車場です。
この措置は，キャンパス内での喫煙を勧めるものではありません。本学の方針はあくまでキャンパス内全
面禁煙であり，このことは従来の方針と一切変わっていません。喫煙所は利用状況を確認しながら，３年を
目途に撤去する方針です。
近隣住宅付近や公園等の公共場所での喫煙は，行わないようにお願いします。
本学では今後，禁煙や卒煙に向けた啓発活動を進めていきます。
※20歳未満の喫煙は法律で禁じられています。

〈飲酒について〉
キャンパス全てにおいて禁酒です。学内における行事（大学祭等）・合宿研修所・部室等での飲酒も厳禁です。
入学生の大半が20歳未満であり，飲酒は禁止されています。20歳以上であっても，飲酒経験の浅い学生に

とってアルコールの多量摂取は危険を伴います。先輩等からすすめられても適量にとどめるよう心掛けてく
ださい。
※20歳未満の飲酒は法律で禁じられています。
－ アルコールで失敗しないために －
⑴　イッキ飲み，断る勇気を持とう
酒の酔い方には個人差があり，その日の身体のコンディションにより酔い方も違います。飲酒に対し
自分をコントロールする自制心を持ってください。
⑵　イッキ飲みを強制しない
「サークルの伝統だから」「先輩の命令」「場を盛り上げるため」などで，イッキ飲みを強制することは
決してしないでください。
⑶　酒（アルコール）と事故
アルコールの多量摂取やイッキ飲みは急性アルコール中毒を起こす原因になります。また，他大学で
は，死亡例もあります。
さらに，飲酒が原因で転落事故，交通事故，喧嘩による傷害，熱傷などの事故で入院する例も出てい
ます。

〈携帯電話等の使用マナーについて〉
一部学生による講義中の呼び出し音やスマートフォンの操作等で，不愉快な思いをしている学生もいるよ
うです。講義中はもちろん，場に応じた使用マナーを心掛けてください。
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〈研究室等の訪問マナーについて〉

クラス・ゼミナール担任等先生に用件や相談がある場合は，下記の研究室を訪ねてください。なお，研究
室を訪ねる際は，事前に電話等で先生の都合を聞いてから訪ねてください。
経  済  学  部　……　７号館５階
福祉社会学部　……　５号館３・４階（ただし，児童学科は８号館）
国際文化学部　……　７号館４階（ただし，音楽文化コースは８号館）
看  護  学  部　……　伊敷キャンパス B棟（創生館）３・４階

〈諸マナーについて〉

・ゴミは必ず区分どおりに指定のゴミ箱へ捨ててください。
・ サークル部室，合宿研修所，練習室，女子ホールのゴミは，各自それぞれ区分し，指定されたゴミステー
ションに捨ててください。粗大ゴミを捨てる場合は各自で鹿児島市の粗大ゴミ受付窓口へ申し込み，処
分してください（勝手な放置は厳禁です）。

・教室やその他の施設を利用する場合は，借用手続きをとってください。なお，使用した後は，責任をもっ
て必ず後片付けをしてください。また，利用した後は，室内の電灯や空調機器の電源等は必ず消してく
ださい。

〈遺失物と拾得物・盗難被害〉

日頃から本やノートは勿論のこと，自分の所有物には，必ず氏名を明記するよう心掛けてください。学内
で物を紛失したり，拾得したときは学生課又は８号館事務室もしくは伊敷キャンパス事務部に届け出てくだ
さい。届け出のあった拾得物で所有者が判明したものについては連絡します。所有者不明の物品については，
学生課の拾得物棚に陳列してあります。伊敷キャンパスでの拾得物は，伊敷キャンパス事務部でお尋ねくだ
さい。
学内で盗難被害にあったときは，速やかに学生課へ届け出てください。
特に，体育の授業中の更衣室，ピアノ等練習室，課外活動中のサークル部室で盗難が起こることがあるた
め，細心の注意が必要です。貴重品は常に携帯するように心掛けてください。

〈アルバイト〉

アルバイトについては，健康を損ない学業に支障をきたすことのないよう，きちんと計画を立てると共に，
学業にふさわしい仕事を選ぶことが大切です。
アルバイトは，社会勉強になる反面，学生であることを尊重しないアルバイト（ブラックバイト）の場合，
授業に影響をおよぼしたり，責任やノルマを課されたりするので，注意が必要です。アルバイトは，授業の
空き時間や長期休暇中に行うことが望ましいです。
アルバイトを希望する学生のため，学生課掲示板に職種内容等を検討した求人票を掲示してあります。希
望者は，各自求人先へ問い合わせるようになっています。アルバイト先に連絡する際には，大学名・学部・
氏名を明確に伝えてください。アルバイトをするときは大学生としての自覚をもち，責任のある行動をとっ
てください。また，求人票と条件が違った場合は学生課に連絡してください。
　－ 好ましくないアルバイト －
・危険を伴うもの（自動車・バイクの運転，プレス，断裁機，高圧ガス，建物の倒壊作業など）
・人体に有害なもの（有害な薬物の取扱い，並びに低温高温のなかでの作業）
・法令に違反するもの（労働争議に介入するおそれのあるもの，マルチ・ネズミ講商法など）
・教育的に好ましくないもの（風俗関連の営業及びチラシ配り，ポスター貼り，外交販売，夜警，勧誘，
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選挙運動，金融関連会社での業務）
・その他（労働条件が不明確なもの，最低賃金を下回るもの，人命にかかわることが予想される業務）
・深夜（22時～６時）に及ぶもの

〈契約について〉

何か商品を買う，英会話教室に通う，DVDをレンタルするなど，販売店から物を買ったり，サービスを
受けたりすることが全て 「契約」になります。勧められるままに軽い気持ちで契約することは控え，契約内
容をきちんと把握し，慎重に行動してください。
特にネット通販やネットオークションなどのインターネットショッピングでは，商品や会社が信用できる
か，キャンセルや返品条件などの利用規約も慎重にチェックしておきましょう。

〈成年年齢引き下げに伴う注意〉

令和４年４月１日から民法改正により成年年齢が20歳から18歳になりました。
成年年齢の引き下げによって，悪質な業者が若年層をターゲットに，過重，不当な契約をさせようとする
ことが予想されます。トラブルに巻き込まれないように，契約等については十分，注意，検討するようにし
てください。

〈マルチ・マルチまがい商法〉

「すごくもうかるビジネスの話があるから説明会に行こう」「割のいいアルバイトがあるよ」「絶対に売れる
から販売員になりませんか」などと誘われます。さらに，「新入会員，販売員を紹介すればマージンがもらえ
ますよ」といかにももうかりそうな話をしてきます。
しかし，実際は自分だけがリスクを背負ってしまい，人間関係を壊してしまうことになりますので気をつ
けてください。

〈ＳＮＳのトラブル〉

Instagram（インスタグラム）や X（エックス），LINE（ライン）などの SNS（ソーシャル・ネットワー
キング・サービス）は，無料で使える便利なコミュニケーションツールとして利用されています。
しかし，使い方を誤ると思わぬトラブルに見舞われますので，ネットでのやりとりは，相手の気持ちに配
慮するコミュニケーションの基本を忘れず，個人情報が特定できるようような情報の投稿には十分気をつ
け，慎重に対応してください。

〈薬物乱用〉

青少年による薬物（大麻，覚せい剤，危険ドラッグなど）乱用が深刻な問題となっており，特に若年層に
おける大麻の乱用拡大が問題となっています。
薬物（大麻，覚せい剤，危険ドラッグなど）の乱用は，自身の心身への取り返しのつかないダメージのみ
ならず，その後の人生や，家族，友人関係などに影響を与えます。「合法」や 「安全」といった甘い言葉や
誤った情報に流されずに，はっきりと断る強い意志をもって，絶対に関わりを持たないようにしてください。
また，海外では大麻が合法となっている地域がありますが，日本では違法ですので，留学や旅行の際に入
手したり使用したりしないようにしてください。

〈詐欺被害について〉

詐欺被害の報告が寄せられることがあります。多くは人の心情に付け込んだ悪質なものであり，特に一人
暮らしの学生に被害者が多いようです。被害に遭わないために，日頃から注意してください。
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以下，被害が増加している一例を列挙します。
●仮想通貨詐欺…仮想通貨などの販売を名目にした詐欺
●はがきでの架空請求…公的機関を名乗って支払いを請求
●情報商材・副業詐欺…簡単にもうかる，として商材を販売
●ワンクリック詐欺…広告をクリックした人に登録料を請求
●フィッシング詐欺…偽メールなどを通じて個人情報を盗む
●詐欺アプリ…指紋認証を悪用した強制課金

〈携帯電話等によるトラブル〉

携帯電話やインターネットの利用等で身に覚えのない高額な料金請求が本人宛に送りつけられるケースが
あります。このような場合，「利用明細書」のないような請求に対しては，応じる必要はなく，不用意に相手
先に対して連絡を取ることは，二次的なトラブルを誘発する恐れがありますので慎重な対応が必要です。
また，暴力団関係を名乗る者から携帯電話へ非通知で連絡があり，脅迫されるケースもあります。非通知
電話には応じないなど，十分注意が必要です。
こうした事案については，学生課に相談してください。

寮・下宿・アパート 
下宿・アパート一覧を「入学手続のしおり」に載せてありますので，学生にふさわしい生活を堅持できる
かじっくり考えた上で，入居先を決定するようにしてください。入居決定時には，詳細な点まで条件を話し
合い，条件に合わない場合は明確に断ってください。なお，不明確な点の多いままで契約をしてしまうと，
後から種々のトラブルが起こります。必ず，契約条件をよく理解してから契約を行ってください。

⑴　寮，下宿，アパート生活の注意

・外食の場合は，比較的栄養が片寄りがちなので，バランスのとれた食事を心掛けてください。特に朝食は
必ず摂るようにしましょう。
・夜遅くまで騒いだり，また，頻繁に友人を連れてきて泊めないようにしましょう。
・門限や契約規則は必ず厳守しましょう。
・自己本位で団体生活のペースからはずれるような行動をとらないようにしましょう。社会生活を行う上で
もルールやマナーは必ず守りましょう。
・親元には，少なくとも１カ月に１度（定期的）は就学のことなど，学生生活について連絡しましょう。
・転居に際しては，部屋代・光熱水費等の精算を行い，家主に転出先を知らせておいてください。

⑵　寮，下宿，アパートでのゴミ出しマナー

本学学生のゴミ出しマナーが悪いと，周辺の地域住民から苦情が入ることがあります。決められた方法
と場所・時間帯を守り，指定曜日に出すようゴミ出しマナーを守ってください。また，引越し等による粗
大ゴミ（自転車，机，書架等の大型ゴミ）については，無断放置はできません。
粗大ゴミについては，粗大ごみ受付窓口（TEL 099-806-8141）へ届け出てください。
※次のような特殊・危険なゴミの申し込みはできません。
　　ブロック，タイヤ類，ガスボンベ等



Ⅷ

 ．進路（就職等）・資格取得についてⅧ
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進路（就職等）について
学生の進路・キャリア支援は，就職キャリアセンターが担当しており，学生総合支援センター内にありま
す。就職キャリアセンターには，就職活動や進学等，様々な進路に関する資料や書籍等が揃っています。ま
た，常時スタッフがいますので，気軽に声をかけてください。

１．大学生活について
大学は，皆さんが社会に旅立つ最後のステップになります。大学生活が，今後の将来を大きく左右する
といっても過言ではありません。高校時代までと違い，生活全般（授業や服装等）において，自分で決め
なければならないことが増えると同時に，行動する範囲も広がります。つまり，誰にも拘束されずに自由
にできることや自由な時間が増えるということです。しかし，自由に自分の判断でできるということは，
責任が伴うということ，自分から意識して積極的に行動しなければ，何も得られないということでもある
のです。自由な時間が増える大学時代に何をするのか，どれだけ自分を成長させることができるかが，自
分の将来を左右する大きなポイントになります。

２．将来の目標や目的を持つ
自分の将来のために，大学生活での自由な時間を有効に活用するには，まず将来の目標や目的を持つこ
とが重要になってきます。これは何事にもいえることですが，目標や目的がはっきりしなければ，取り組
んだことも長続きしませんし，自由な時間の有効活用もできません。

３．様々な経験をしよう
明確な将来の目標や目的を持っていない，という人も少なくないでしょう。このような場合は，自由な
時間を目標や目的探しのために活用してください。目標や目的を見つけ出すには，様々な経験をすること
が有効です。また，多くの経験は幅広い人間関係を作り上げることにもつながります。様々なことに興味
を持ち，積極的に行動しましょう。例えばゼミナール，サークル，アルバイト，ボランティア，資格取得
の勉強，海外留学であったり，長期休業中であればインターンシップ，旅行等が考えられます。

４．就職活動について
⑴　就職活動の早期取り組みの推進

本格的な就職活動は３年生から始まります。積極的に就職活動へ取り組み，書類の提出や手続きなども
締め切り間際にならないよう，スケジュール管理に努めましょう。充実した就職活動を行うためにも，「自
己分析」，「業界・企業研究」，「基礎学力の向上」等に，１・２年生から意識的に取り組む必要があります。
⑵　幅広い情報収集
より多くのチャンスを求めて挑戦することが大切です。幅広く様々な求人情報を収集し活動してみま
しょう。
⑶　社会福祉施設・幼稚園・保健医療施設等への就職
早期からゼミの先生や先輩，実習，ボランティア活動等で採用に関する情報収集のネットワークづくり
を始めましょう。また，実習だけでなく，ボランティアから採用に結びつくケースがあるので，春季・夏
季休業等を利用して，希望する施設があればボランティアにも積極的に参加しましょう。

５．就職関係行事
就職キャリアセンターで開催する各種就職関係行事には，授業に支障のない限り積極的に参加しましょ
う。特に３年生からは，就職活動に備え，４月の「就職ガイダンス（スタートアップ）」を皮切りに，６～９
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月には「インターンシップ」，「自己分析」，「業界・企業研究セミナー」，10月には「就職活動直前ガイダン
ス」，３月には「学内合同企業説明会」を開催します。中でも「就職活動直前ガイダンス」では，就職活動に
必要な情報を提供するとともに，就職活動への心構えや具体的な活動内容について説明します。併せて全学
生は，今後の進路支援のために活用する「進路登録カード」を，必ず就職キャリアセンターに提出します。

資格取得について
就職への確かな自信につなげられるよう資格教育センターでは各種資格取得をはじめ，公務員や教員採用
試験の対策をサポートします。夢を実現するために，今何をすればいいのか。それぞれの学生のニーズに合
わせた学習プランの相談に乗ったり，学習を進めるうえでの不安を解消したりするなど，就職キャリアセン
ターと連携して全面的にバックアップします。

１．公務員・教員採用試験
公務員試験が難関であることはいうまでもありません。多くの学生が受験する各県・市町村職員にして
も，２年生までに一通り問題集や講座等で実力を養い，３年生には本試験合格をめざすぐらいの心構えと
準備がなければ，とても合格の見込みはありません。また，教員採用試験についても公務員と同様に早期
から実力を養う必要があります。資格教育センターでは，「公務員受験対策講座」，「教員採用試験対策講
座」を実施しています。
公務員試験対策として「教養科目講座」「専門科目講座」「入門講座」，教員採用試験対策講座として「教
職教養講座」「専門教養講座」をオンデマンドで開講しています。公務員，教員を目指す学生は受講をおす
すめします。

２．資格取得
就職活動では，資格を持っている人が就職に有利になることがあります。まず，自分はどんな仕事をや
りたいのかを考えながら，資格に関する情報を収集してみましょう。そのうえで，将来の仕事に活かせる
資格取得の勉強を始めてください。資格教育センターでは，資格取得のための各種講座を開講しています。
①ＦＰ技能士３級 （主な活用先…銀行，証券，保険，郵便局，J A 等の企業への就職）
ファイナンシャル・プランニング技能士３級は国家資格であり，金融資産や不動産の運用をはじめ，
生活設計や年金，税金，保険，相続関連等，経済や金融に関する幅広い知識を学びます。
②日商簿記検定２・３級（主な活用先…全ての業種，事務職への就職）
簿記は，企業の経営成績や財務状態を適切に管理し，経営管理能力を身につけるうえで必須のビジネ
ススキルです。
日商簿記３級は，会計系の学習の入口であり，基本的な商業簿記の知識を身につけることで，経理事
務を円滑に行うことができるようになります。また，日商簿記２級では，初歩的な原価計算をはじめ商
業簿記・工業簿記など，商工企業における経理担当者に必要な知識が得られます。

３．キャリアアップ
自分自身の進路を考え，社会人としてスタートをしていくために，キャリア形成が大切なことは言うま
でもありません。卒業後に充分な自己実現ができるよう各種講座やセミナーでスキルを磨きましょう。
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◎エアライン・ホスピタリティセミナー
ＡＮＡ総合研究所との連携で開講するもので，エアライン業界で必要な幅広い知識を学びます。また，
全業界で通用する 「ホスピタリティ」を学べるプログラムになっており，社会人基礎力の向上に役立ち
ます。

４．2026年度開講予定講座等
ジ　ャ　ン　ル 講　　座　　等　　名

各種国家試験・採用試験対策 公務員受験対策入門講座（１・２年生向け）
公務員受験対策講座 （教養科目・専門科目）
教員採用試験対策講座（教職教養・一般教養・面接対策）
教員採用試験対策講座（専門教養）
社会福祉士国家試験対策講座
看護師国家試験受験対策模擬試験

税理士・会計系 税理士入門講座
日商簿記試験対策講座（２・３級）

金融・不動産系 FP技能士試験対策講座（３級）
情報系 IT パスポート講座
語学系 TOEIC L&R 試験対策
エアライン系 ＡＮＡ総研「エアライン・ホスピタリティセミナー」

※上記講座は現在実施を予定しているものです。実施については，その都度募集の案内をいたします
ので，LCUの連絡通知や掲示を確認してください。
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●：各年次でのプログラム・講義等　　☆：各年次共通のプログラム等

１　

 

年 　
次

⑴　学生生活に１日も早く慣れるよう，生活リズムを整えて，学習を軌道に乗せる。
⑵　新入生ゼミナールやサークル等で，交友関係を広げる。
⑶　卒業後の進路を考えながらアクションプランを立てる。
⑷　適性検査やキャリア相談で，自分の適性・興味・価値観を知る。
　● 新入生ゼミナールでの 「キャリアガイダンス」の参加
　● キャリアデザイン科目の受講　　　● IUK チャレンジ（応用コース）の受講
　☆ 各種講座（就職試験対策，公務員受験対策，教員採用試験対策，資格・検定等）の受講

２　

 

年 　
次

⑴ 　学生生活を１年間過ごし，気持ちにも余裕が出てくる時期なので，多くのことに興味を持ち，
新しい分野での交流や体験にチャレンジしてみる。
⑵　基礎学力をチェックし，苦手分野を克服する。
⑶ 　卒業後の具体的な進路を考え，書き出してみる。過去の自分を振り返り，じっくり自己分析を
やってみる。
⑷　適性検査やキャリア相談で，自分の適性・興味・価値観を再検討する。
⑸　就職キャリアセンターの資料をもとに，様々な業種・職種を理解する。
⑹ 　大学の先輩に就職活動の状況等を聞いたり，周りの社会人に仕事について尋ね，現在の就職環
境や仕事について理解する。インターンシップの参加も検討する。

　● キャリアデザイン科目の受講　　　
　☆ 各種講座（公務員受験対策，教員採用試験対策，資格・検定等）の受講

３　

 

年 　
次

⑴　これまでの２年間の単位取得状況を確認し，３年次の履修計画をしっかり立てる。
⑵　アルバイトやインターンシップ等へ参加し，社会経験を積む。
⑶　社会人として必要なスキルやマナーを身につける。
⑷ 　２年次までの経験をもとに自己分析をし，エントリーシートや履歴書の自己 PRや大学時代に
打込んだこと等が書けるようにする。
⑸ 　本格的な就職活動が始まるので，就職キャリアセンターが開催する様々な就職関係行事へ積極
的に参加する。

　● 就職ガイダンス（「進路登録カード」の提出，就職活動サイトへの登録等）の参加
　● 学内外の合同企業説明会の参加
　● 会社訪問・会社説明会・採用試験（筆記・面接等）の就職活動
　☆ 各種講座（公務員受験対策，教員採用試験対策，資格・検定等）の受講

４　

 

年 　
次

⑴　就職活動真っ只中。明確な目標を持ち，様々な情報を収集し，積極的な就職活動を心がける。
⑵ 　卒業できないとせっかく得た内定も取り消される。再度，卒業に必要な分野での単位不足がな
いか，十分確認する。
⑶ 　就職活動中は，精神的にも不安定になりがちな時期。１人で思い悩まず，どんなに些細なこと
でも，担当教員や就職キャリアセンターに相談する。

　● 学内外の合同企業説明会の参加
　● 会社訪問・会社説明会・採用試験（筆記・面接等）の就職活動

４年間の主な取り組み

Ⅸ

 ．課 外 活 動Ⅸ



Ⅸ

 ．課 外 活 動Ⅸ
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１．課外活動とは

課外活動の目的・意義
学生生活を有意義に送るためには，勉学に励むことはもちろんですが，課外活動も大切な位置を占めてい
ます。課外活動は，広い視野を求め，豊かな情操を身につけ，健康な心身を育成して，全人的な成長をはか
ることを目的としています。
本学には現在，体育，文化系合わせて約50のサークルがあり，在学生の約４割が参加しています。学生生
活における課外活動は〝人間形成の場〟として重要な意義をもっています。充実した４年間の学生生活を送
るためにも，しっかりとした目標をもって参加することを勧めます。
自分でチャレンジしたい分野のサークルを積極的に選んで，いきいきとしたキャンパスライフを楽しんで
ください。

課外活動に関する規程と手続き
⑴　学 生 団 体
①学生団体の設立
学生が学友会に属する団体及びその他の団体を組織しようとするときは，部長（専任教職員）及び学生
責任者を定め，所定の用紙に記載の上，規約（会則）並びに団体員名簿（５名以上の活動人員）を添え，
学生課に書類を提出し，総務委員会の承認及び代議員会の議決を経なければなりません。
詳細は，学生課に相談してください。
②部員名簿
サークル又はクラブ等の責任者は，学生課から配付された所定の部員名簿を作成し，在学生分は１月下
旬，新入生分は４月下旬までに学生課に提出してください。
なお，部員の異動等，変更があった場合はその都度届け出てください。
③学生団体の解散
団体の行為が大学の機能を害し，学内の秩序を乱すと認められた時は，活動停止又は解散を命ぜられる
ことがあります。集会その他についても同じです。
④学生団体の停止・廃止
総務委員会が部・同好会・愛好会の主将・代表者を招集しても何ら連絡がないとき，または活動状況が
６カ月以上不明の時は，代議員会の議決を経て，休止扱いとしその部の予算は停止されます。また，同好
会・愛好会については総務委員会により警告がなされます。
以後，１年間上記のような状況が継続した場合は，代議員会の議決を経て，会長はその部・同好会・愛
好会を廃止することが出来ます。
⑤学生団体の名称変更
所定の用紙に記載の上，学生課に提出してください。
⑥学友会掲示板
学内数箇所に学友会掲示板が設けてあります。学友会機関，サークル部員相互の連絡用として利用して
ください。利用については総務委員会に相談してください。
⑦集会・行事
学内において，団体が集会又は行事を行うときは，事前に，責任者，目的，時期並びに人員等を所定の
用紙に記載の上，学生課に提出し，学生部長の承認を経て，学長の許可を得なければなりません。
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⑧合宿・遠征
学生団体が各種大会（対外試合，研修会，合宿など）に参加する場合は，所定の用紙に記載の上，事前
にサークル部長・総務委員会の承認を受け，学生部長の承認を経て，学長の許可を得なければなりません。
⑨大会・行事の主管主催
大会の開催及び合宿にともなう施設利用の場合は，できるだけ早く学生課に連絡してください。
学友会に属する団体が主管・主催あるいは共催をして，大会，その他の行事を行うときは，事前に計画
書，収支予算書を学生課に提出し，学生部長の承認を経て，学長の許可を得てください。一定の範囲で補
助を受けることができます。
⑩学生団体への入部・退部について
学生団体への入部は学生自身の自由意志によるもので，決して他から強制されるものではありません。
もし入部・退部について困ることが生じた場合には，直ちに所属団体の部長または学生課まで申し出てく
ださい。

⑵　学生団体の部長
本学では，課外活動を大学教育の一貫として積極的に育成していく方針に基づき，本学の専任教職員を
学生団体の部長としています。サークルの在り方や運営などについての助言はもちろん，個人的な悩みな
ども気軽に部長に相談してください。

⑶　集会・行事
①学生活動について
学生が学内外で集会をしようとするときは，学生課へ届け，学生部長の許可を得なければなりません。
なお，学生部長が許可した集会であっても，次の条件に抵触する場合は許可を取り消すことがあります。
㋑学内外の秩序を乱すもの　　　㋺学生としての品位，体面を保てないと思われるもの

②催物について
有料で催物を行うときは，入場券発行申請書を学生課へ提出し，学生部長の許可を得なければなりませ
ん。
③署名運動について
学生又は学生団体が，学内外において署名運動をする場合には，事前に学生部長の許可を得なければな
りません。
④教室の使用について
課外活動のため教室を使用するときは，教務課へ届け出て，許可を得なければなりません。
⑤備品の借用について
集会又は行事開催のため大学の備品を借用する場合は，願書（所定用紙）を学生課に提出してください。
借用した備品を破損，あるいは，紛失した場合は弁償しなければなりません。

⑷　印刷物の配布
学生及び学生団体が，本学内において，印刷物，出版物を配布しようとする場合は，責任者はその配布
物を学生課に提出して学生部長の許可を得なければなりません。学外で配布する場合でも印刷物の内容が
本学に関するものであるときは同じです。

⑸　掲　　　示
学友会，その他の団体又は個人が学内に掲示しようとするときは，責任者の氏名を付記し，学生課に提
出し，学生部長の許可を得たうえで，所定の場所に掲示しなければなりません。
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また，掲示物の内容，外観とも本学の学風にふさわしく節度のあるものであるよう十分心掛けてくださ
い。
立看板は原則として使用できませんが，講習会，研究発表会その他重要な通告などで立看板の使用が特
に必要と思われるときは，学生部長の承認を受けなければなりません（大学祭，体育祭，研究発表会等，
大学全体の行事のため，特に必要と認められる場合は，学生部長の承認を受けて適当な場所に掲示するこ
とができます）。

〈サークル勧誘における注意〉
各サークルは多くの入学生を迎え入れ，サークル活動を充実させるために様々な工夫を凝らして勧誘を行
います。
入学生に対して入部を強制するような勧誘は，大学はもちろんのこと学友会総務委員会でも一切認めてい
ません。
サークル勧誘を受けた時は，次のことを心掛けてください。
①　勧誘を受けたら自分の意志をはっきりと相手に伝える。
②　無責任な一時逃れの言動や入部手続きはしない。
③　サークルに入部する時は，そのサークルの性格や規則（部則）等をよく確かめ理解してから入部する。
④　退部しようとする時は，そのサークルの責任者（主将）に直接会って，明確に自分の意志を告げる。
サークルに関してトラブルが起きたときは，一人で思い悩まず学生課に相談してください。

課外活動の時間等について
活 動 時 間 留　意　事　項

開講期
平　日 16：10～21：00 願出により１時間の延長可（１ヵ月以内）。

土・日・祝日 ８：30～17：00 原則として延長は出来ませんが，大会等の事情により許可す
る場合もあるので学生課に相談してください。長　期　休　暇　中 ８：30～17：00

【定期試験中の取扱い】
◎試験期間中の課外活動（練習）は禁止する。ただし，特に学生部長の許可を受けた場合はこの限りでない。

①大会等が試験期間中に開催される場合，又は，試験期間終了直後に開催される場合。
②試験期間中の大会等については，単に申込みによる出場 （参加）資格でないこと。
　〔例えば，地区大会等を経て前記大会等への出場 （参加）資格が得られた場合。〕
③ 上記大会等に出場 （参加）することが当該団体にとって有意義であり，出場 （参加）者全員が同意し
ていること。
④上記①～③の全てを満たす場合に限り許可することがある。
※ ただし，上記①に係る試験期間中の練習は，試験終了後通常の時間内とし，場所・方法等については
試験に影響のない範囲で許可する。

【参考】当日の試験が５限まである場合は17時50分～21時とする。

【注】試験１週間前の課外活動（練習）については，各団体の自主性に任せるものとする。ただし，実施す
るにあたっては関係者で十分話し合うこと。
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課外活動施設 
課外活動の施設として，フィールドハウス，野球場，テニスコート，弓道場，洋弓場，剣道場，空手道場，
卓球練習室，音楽練習室，射撃場，総合グラウンドなどがあり，各サークルにはそれぞれ部室が配備されて
います。
また，宿泊施設として合宿研修所があり，広く学生の皆さんに利用されています。
施設の利用及びその手続きについては事前に学生課で確認してください。

部室使用内規 
（使用の目的）
第１条　本学が課外活動の場として提供した学生の部室は，学生相互の理解と心身の錬磨に資するために使
用されなければならない。
 （部室の管理）
第２条　部室の使用管理は学生課が行う。
（使用するものの資格）
第３条　部室を使用できるものは，大学および代議員会において認定された団体に限る。
（部室割当）
第４条　部室の割り当ては大学施設の状況を考慮して，学生課及び総務委員会が行う。ただし一度割り当て
が決定しても，大学施設の必要上変更することがある。
（遵守事項）
第５条　部室の使用については当該部室を使用する団体が責任をもって使用し，清掃の励行，火気の取り扱
い，盗難の予防，設備器具の保全などについて，学生課の指示及び「部室使用心得」に掲げる事項を守ら
なければならない。
（使用禁止と制限）
第６条　この部室使用内規あるいは使用心得に違反し，また重大な事故のあった団体については，部室の明
け渡しを求め，またはその使用を停止することがある。
（使用心得）
第７条　部室使用心得は別に定める。
（使用手続）
第８条　使用期間は４月１日から翌年３月31日までの１年間とし，引き続き使用しようとする場合は，毎年
１月末までに所定の使用願を学生課へ提出し学長の許可を得なければならない。

附　則
この内規は，昭和57年４月１日から施行する。 
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部室使用心得 
第１条　部室に関しては部の代表者が責任を負う。
第２条　火気その他危険物の使用は，学生課の許可するほかは厳禁する。
第３条　１ ．大学から部室の備品を借用するときは，部の責任者が所定の使用願を学生課に提出して許可を

受けなければならない。
２．部の代表者は使用許可を受けた備品について備品目録を形成，保管状況を明らかにし，総務委
員会に届け出なければならない。

第４条　１ ．部室の鍵は，部の代表者と学生課で保管する。部室を使用しないときは，盗難予防のため施錠
しなければならない。

　　　２．盗難等異常のあった場合，部の代表者は直ちにその旨を学生課に届け出なければならない。
第５条　部室の使用時間は８時30分から21時までとする。ただし，学生課があらかじめ許可した場合はこ
の限りではない。
第６条　１．部室の保安，防火，清掃等の指導は総務委員会が行わなければならない。
　　　２．部室の清掃は各部部員で行い，常に室内の整理と美化に心がけなければならない。
　　　３．清掃用具の保管は，各部で行うものとする。
第７条　１．部室での飲酒は厳禁する。
　　　２．部室を使用目的以外の用に供してはならない。

附　則
この心得は，昭和57年４月１日から施行する。
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２．学友会について（学友会の機関及びサークル紹介）

１）学　友　会 
本学における課外活動の組織として，鹿児島国際大学学友会があります。この学友会は，学生が自主的に
運営している自治団体で，全学生を正会員，教職員を特別会員として構成され，正会員の中から会長・副会
長を選出します。入学生の皆さんも，入学と同時に全員が学友会会員となります。

２）学友会組織図 

顧　　　問 会　　　長

副　会　長

合同協議会 総　　　会

総務委員会 大学祭実行委員会代 議 員 会

体
　
育
　
会

体
育
系
サ
ー
ク
ル

学
術
文
化
会

文
化
系
サ
ー
ク
ル

監
査
委
員
会

備
品
検
査
委
員
会

選
挙
管
理
委
員
会

学　　　友　　　会　　　会　　　員
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３）学友会の機関 
〈学友会総会〉
全学生，教職員出席のもとで，総務委員会，代議員会又は他の機関から提出された事項について，学友会
会員の意見を聞く会です。この会で審議された結果は，学友会の運営において十分に尊重されます。

〈代 議 員 会〉
学友会選挙規則により選ばれた代表によって構成される学友会の最高決議機関です。
学友会会則の制定改廃，本会の基本方針，予算及び決算，サークルの新設及び廃止，その他本会における
重要事項などは代議員会によって決定されます。

〈総務委員会〉
学友会の執行機関であり，会務を管理するとともに各サークルを統率する役割を任っています。委員長，
副委員長，書記長，及び会計，企画，渉外，広報，庶務，体育，文化等の委員によって構成されます。予算
の起案，本会の１年間の基本方針など重要な事項を立案し，代議員会によって決定された事項にもとづいて
実行する機関です。
総務委員会のもとに「体育会」・「学術文化会」があります。

〈合同協議会〉
学友会と大学との意志疎通を図り，学友会の運営を円滑
にするための会です。この会は，学友会から会長・副会長・
代議員会の正副議長・総務委員会の正副委員長及び各部
長・大学祭実行委員会の正副委員長，大学側から学長・学
生部長・事務局長・学生委員会の委員・特別代議員で構成
され，学生と大学側との意見交換の場でもあります。
必要なときはいつでも開かれ，学友会総会，代議員会，
総務委員会などで生じた事項について話し合います。

〈監査委員会・備品検査委員会〉
監査委員会は学友会活動におけるすべての会計が予算ど
おり活用され，運営されているかどうか監視する機関で
す。また，備品検査委員会は学友会会費で購入された備品
がうまく活用されているか，またきちんと保管されている
かを調査する機関です。

〈選挙管理委員会〉
学友会の役員の選挙に関する一切の事務的管理を行う機
関で，代議員会で選出された５名がその任にあたっています。

〈大学祭実行委員会〉
大学祭を企画運営していく機関です。実行委員長を中心に各役員（常任委員）がメンバーとなり，毎年11
月に行われる大学祭に向けて１年間を通して活動しています。
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皆さんが課外活動を行う場合，既存のサークルに加入することになります。また，皆さんが新しいサーク
ルを設立して活動することもできます。サークル活動を通して，自主性・協調性・社会性・責任感などを身
に付けることができます。
サークル活動に熱中するがあまり学業がおろそかになる学生が一部に見受けられます。学業とサークル活

動を両立させ，学生生活を楽しく思い出の多いものにしてください。

４）サークル紹介 
大学には，正課授業のほかに，個人の才能や趣味に適した分野で自主的に参加できる各種の課外活動（体

育系・文化系サークル）があります。
オリエンテーション期間中の「学友会サークル紹介」にぜひ参加してください。

2026年度　サークル・機関一覧

号 体 育 系 サ ー ク ル（ 部 ）
1 空 手 道
2 弓 道
3 剣 道
4 硬 式 庭 球
5 硬 式 野 球
6 サ ッ カ ー
7 創 作 ダ ン ス
8 ソ フ ト テ ニ ス
9 ソ フ ト ボ ー ル
10 卓 球
11 ダ ン ス
12 軟 式 野 球
13 バ ス ケ ッ ト ボ ー ル
14 バ ド ミ ン ト ン
15 バ レ ー ボ ー ル
16 ハ ン ド ボ ー ル
17 フ ッ ト サ ル
18 よ さ こ い 創 生 児
19 ヨ ッ ト
20 陸 上 競 技
号 体 育 系 同 好 会
21 モ ー タ ー ス ポ ー ツ
22 女 子 サ ッ カ ー
号 体 育 系 愛 好 会
23 ラ ケ ッ ト ス ポ ー ツ

号 文 化 系 サ ー ク ル（ 部 ）
24 合 唱
25 器 楽
26 子ども文化サークルおひさま
27 写 真
28 書 道
29 吹 奏 楽
30 そ よ か ぜ
31 美 術
32 フ ォ ー ク ソ ン グ
33 ふ れ あ い
34 放 送
35 ロ ッ ク
36 手話サークルユートピア
号 文 化 系 同 好 会
37 E 　 　 　 S 　 　 　 S
38 イ ラ ス ト ・ デ ザ イ ン
39 茶 道
40 さ つ ま ⊕
号 文 化 系 愛 好 会
41 文 芸
42 留 学 生 会
43 ボ ー ド ゲ ー ム
44 み つ ば ち
45 園芸（伊敷キャンパス）
46 助産師研究（伊敷キャンパス）
47 日 本 文 化 研 究
48 Ｃ.Ｒ.Ｏ.Ｓ.Ｓ.（ 国 際 交 流 ）

号 機 関
① 総 務 委 員 会
② 体 育 会
③ 学 術 文 化 会
④ 大 学 祭 実 行 委 員 会
⑤ 代 議 員 会
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３．鹿児島国際大学学生ボランティア支援センター

本学では，学生が自発的な意思に基づいて参加するボランティア活動を支援するためのセンターを置き，
学生が社会に出る前から，積極的に社会と関わりを持たせ，学生自身の成長を促し，キャリア形成を助成す
ることを目的としています。

○ボランティア登録から実施までの流れ

１．ボランティア登録はQRコードを読み取り，google フォームの「ボランティア登録申込票」に必要事
項を入力し，送信してください。

２．ボランティア活動保険への加入は，申請の手続き上20日に登録を締め切ります。活
動の予定がある場合は20日までに登録を済ませてください。なお，加入費は大学が
負担します。 
また，保険加入後に「ボランティア活動保険加入カード」を配付しますので，LCU
の連絡通知で受取の案内が来た場合は早急に学生課へ受け取りに来てください。
☆加入期限は12月末日までとさせていただきます。なるべく早い加入をお願いします。

活動する学生        ボランティア活動

学生課

学生ボランティア支援センター

ボランティア情報の発信
ボランティア保険の加入
活動証明書発行

ボランティア登録
参加届・報告・証明書発行申請

ボランティア活動証明

希望学生の紹介 募集依頼

ボランティア募集団体・施設

活動を希望する学生
〈ボランティア登録の手続き〉
1ボランティア登録→登録受付→2ボランティア活動保険加入

〈ボランティアへの参加の流れ〉
学生ボランティア支援センター（学生課）

↓
3ボランティア依頼→4ボランティア参加届提出→ボランティア実施→4各種書類提出 →

活
動
証
明
書
発
行
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３．学生ボランティアセンター（以下，センター）で各種団体等からボランティアの依頼を受け，LCUの連
絡通知にてお知らせいたします。
☆センターでのボランティア参加の取りまとめは基本的に行っていませんので，申し込み等の詳細は学生
課前ボランティア掲示板を各自でご確認ください。

４．ボランティア参加前に「ボランティア参加届」をセンターに提出してください。活動終了後は，「ボラン
ティア活動報告書」を提出してください。また，「ボランティア活動証明書」が必要な場合は，「ボラン
ティア活動証明書発行申請書」を提出してください。当該活動内容が適当と認めた場合は，申請者に対
し，「ボランティア活動証明書」を発行します。

Ⅹ

 ．大学院生への案内Ⅹ



Ⅹ

 ．大学院生への案内Ⅹ
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１．奨学金制度（大学院生）
日本学生支援機構奨学事業

日本学生支援機構奨学事業は，学業成績優秀で経済的理由のため修学困難な者に，学資を貸与して教育の
機会均等および学生生活の充実をはかり，社会の健全な発展に尽くすことを目的として設けられている制度
である。
大学院の奨学金は，教育・研究者，高度の専門性を要する職業人の養成を目的として貸与するものであり，
修了後，規程によって必ず返還しなければならない。

奨学金種類 貸　　与　　月　　額

第一種奨学金（無利子）
博士前期課程（修士課程） 50,000円・88,000円

博士後期課程 80,000円・122,000円

授業料後払い制度（無利子）
※修士のみ利用可

授業料支援金 【年額】47万円　※大学に直接振り込まれる
生活費奨学金 【月額】２万円・４万円

第二種奨学金（有利子） 50,000円・80,000円・100,000円・130,000円・150,000円

※年度によって貸与月額は変更されることがある。
※貸与月額は申込者が選択することになる。
※ 授業料後払い制度は，授業料支援金と生活費奨学金を無利子で貸与する制度。卒業（修了） した後，貸与奨学金と
して所得に応じた金額の返還が必要。第一種奨学金と授業料後払い制度の併用はできない。また，「生活費奨学金」
のみの申し込みはできない。

⑴　奨学生の募集・出願の手続き
４月初旬頃，募集日程等の詳細を掲示するので，希望者は学生課で出願書類を受け取り，指定された
日時までに関係書類を提出すること。
⑵　採否決定
奨学生としての適否を日本学生支援機構の示す推薦基準に基づき審査したうえで学長が日本学生支援
機構に推薦する。
採否の決定は日本学生支援機構の選考を経て決定される。

⑶　奨学金の交付
奨学金は採用時から最短修業年限の終期まで（修了年次の３月），原則として，毎月１回日本学生支援
機構より奨学生本人の銀行口座に振り込まれる。
⑷　奨学金貸与の停止および廃止
学業成績の状況や，性行の状況によって，貸与が停止又は廃止されることがある。

⑸　休・退学等の異動による諸願届の提出
奨学生は，休・退学その他奨学生として資格に異動が生じた場合は，直ちに学生課へ連絡をとり，速
やかに奨学生に関する異動の願届を提出すること。この願届の提出が遅れたため余分に振り込まれた奨
学金は奨学生本人から直接日本学生支援機構へ返戻しなければならない。
⑹　奨学金継続願の提出
奨学生は毎年冬季，奨学金継続願をインターネット入力により提出しなければならない（期間は掲示
する）。継続願の手続きを行った奨学生に対しては引続き奨学金が振り込まれるが，手続きを行わなかっ
た場合，廃止となり奨学生の資格を失うことになる。
⑺　奨学金の返還
在学中受領した奨学金は，貸与であるから，修了後所定の期間内に決められた方法で返還しなければ
ならない。



Ⅺ

 ．専任教員及び主な担当科目Ⅺ



Ⅺ

 ．専任教員及び主な担当科目Ⅺ





― 89―

専任教員及び主な担当科目【学部】
経済学部（経済学科）

職　名 氏　　　名 担　　当　　科　　目

教　授 池 田 亮 一 財 政 学

〃 小 川 英 司 社 会 思 想 史

〃 加 藤 一 弘 西 洋 経 済 史

〃 康 上 賢 淑 流 通 経 済 論

〃 武 村 和 正 金 融 論

〃 豊 永 憲 治 統 計 学

〃 槇 　 満 信 経 済 政 策

〃 渡 辺 克 司 農 業 経 済 論

（特任教授） 日 野 一 成 保 険 論

准教授 今 村 隼 人 経 済 数 学

〃 高 橋 文 紀 国 際 経 済 論

〃 松 本 俊 哉 日 本 経 済 論

講　師 磯 野 将 吾 社 会 経 済 学

〃 山 本 卓 登 地 域 経 済 論

経済学部（経営学科）

職　名 氏　　　名 担　当　科　目

教　授 青 木 康 一 会 計 監 査 論

〃 稲 村 由 美 会 計 学 原 理

〃 表 　 正 幸 英 語

〃 中 西 孝 平 中 小 企 業 論

〃 西 　 宏 樹 マ ー ケ テ ィ ン グ 論

〃 西 村 知 晃 経 営 統 計

（特任教授） 米　山　毅一郎 商 法

准教授 大 野 直 也 税 法

〃 奧 平 敦 也 アルゴリズムとデータ構造

〃 倉 掛 　 崇 情 報 シ ス テ ム

〃 武 田 篤 志 社 会 学

講　師 キ ム　リ ー ナ 国 際 経 営 論

〃 成 宮 広 理 税 務 会 計 論

〃 根 本 萌 希 管 理 会 計 論

〃 樋 口 晃 太 経 営 学 総 論
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福祉社会学部（社会福祉学科）

職　名 氏　　　名 担　当　科　目

教　授 岩 崎 房 子 こころとからだのしくみ

〃 大 山 朝 子 社 会 福 祉 概 論

〃 小松尾　京　子 ソ ー シ ャ ル ワ ー ク

〃 佐 野 正 彦 社 会 学 概 論

〃 茶屋道　拓　哉 障 害 者 福 祉 論

〃 林 　 岳 宏 精 神 医 学

〃 藤 島 法 仁 地 域 福 祉 論

〃 山　下　利恵子 社 会 保 障 論

（特任教授） 松 元 泰 英 特 別 支 援 教 育 総 論

准教授 有 村 玲 香 子 ど も 家 庭 福 祉 論

〃 川 﨑 竜 太 高 齢 者 福 祉 論

〃 永 冨 大 舗 知 的 障 害 児 の 心 理

〃 福 永 宏 子 介 護 福 祉 論

（特任准教授） 古 賀 政 文 知的障害児の言語指導

講　師 中 井 康 貴 基 礎 介 護 技 術

福祉社会学部（児童学科）

職　名 氏　　　名 担　当　科　目

教　授 飯 野 直 子 幼 児 と 環 境

〃 岩 井 浩 英 教 育 福 祉 論

〃 ⻆ 野 雅 彦 幼 児 理 解 と 教 育 相 談

〃 階 戸 陽 太 英 語

〃 千々岩　弘　一 国 語 科 教 育 法

〃 帖 佐 尚 人 道 徳 教 育 の 指 導 法

〃 中　村　ますみ 音 楽

〃 吉 留 久 晴 教 育 原 理

准教授 辻　　　慎一郎 教 育 に お け る ICT 活 用

〃 福 島 　 豪 保 育 指 導 法（ 言 葉 ）

〃 馬 原 裕 子 音 楽

〃 丸 田 愛 子 保 育 原 理

（特任准教授） 鮫 島 準 一 理 科

〃 関 山 　 均 図 画 工 作

〃 中 村 武 司 算 数 科 教 育 法

〃 脇 　 正 一 初 等 教 育 方 法

講　師 加 藤 　 凌 ス ポ ー ツ 実 習

〃 金 浦 美 咲 幼 児 と 健 康

〃 原 口 　 恵 教 育 心 理 学
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国際文化学部（国際文化学科）

職　名 氏　　　名 担　当　科　目

教　授 飯 田 伸 二 フ ラ ン ス 語

〃 太 田 秀 春 日 本 史

〃 大 西 智 和 考 古 学 概 論

〃 小 林 潤 司 イ ギ リ ス 文 学

〃 杉 山 朱 実 フ ラ ン ス 語

〃 住 田 裕 子 教 育 心 理 学

〃 トーランド・
ショーン･ヘンリー 英 語

〃 中 園 　 聡 比 較 考 古 学

〃 マクマレイ・
デビッド 英 語

〃 松 尾 弘 徳 日 本 語 学 概 論

〃 武　藤　那賀子 日 本 古 典 文 学

〃 村 瀬 士 朗 日 本 近 代 文 学

〃 山 川 仁 子 日 本 語 教 育 入 門

〃 山 下 孝 子 外 国 文 学

（特任教授） 戦 　 慶 勝 日 中 比 較 言 語 学

准教授 内 山 　 仁 教 育 課 程 論

講　師 濵　田　みゆき 図 書 館 概 論

〃 吉 津 京 平 ア メ リ カ 文 学

（特任助教） 中 尾 真 央 日 本 語 入 門

国際文化学部（音楽学科）

職　名 氏　　　名 担　当　科　目

教　授 伊 藤 　 綾 音 楽 史

〃 及 川 寛 繁 管弦打楽器（オーボエ）

〃 岡 村 重 信 ピ ア ノ

〃 久 保 　 禎 作 曲

〃 中 島 一 光 ピ ア ノ
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看護学部（看護学科）

職　名 氏　　　名 担　　　当　　　科　　　目

教　授 佐々木　くみ子 家族看護論

〃 白　井　みどり 健康増進看護総論Ⅲ：成人老年保健

〃 中 馬 成 子 看護学概論

〃 堤　　　由美子 援助関係論

〃 鳥 越 郁 代 成育健康回復ケア概論

〃 丹　羽　さよ子 在宅健康回復ケア論

〃 山 田 　 巧 成人健康回復ケア論

〃 米 増 直 美 健康増進ケア論Ⅰ：地域保健看護活動の基礎

准教授 安 藤 光 子 精神健康回復ケア論

〃 稻 留 直 子 健康増進ケア論Ⅲ：健康課題の特性に応じた地域看護活動

〃 小 玉 博 子 健康回復看護総論

〃 塩 満 智 子 健康増進ケア論Ⅱ：対象の発達段階に応じた地域看護活動

〃 武　　　亜希子 生活機能援助論Ⅳ：排便・排尿を支える機能

〃 中 俣 直 美 長期療養生活ケア論

講　師 有 村 優 子 看護展開基礎実習

〃 一 宮 絵 美 生活機能援助論Ⅰ：安全をまもる機能

〃 西 頭 知 子 成育健康回復ケア論Ⅱ

〃 野 中 弘 美 老年健康回復ケア論

助　教 石 川 志 保 生活機能援助論Ⅷ：救命救急・診療の補助

〃 梅 木 由 紀 成育健康回復ケア論実習Ⅰ

〃 小　原　めぐみ 老年健康回復ケア論実習

〃 久富木　有　加 健康回復看護総論実習

〃 田　中　友和子 健康回復過程論Ⅰ：急性－回復期・治療過程における看護

〃 津 曲 真 二 健康回復過程論Ⅰ：急性－回復期・治療過程における看護

〃 春 田 陽 子 精神健康回復ケア論実習

〃 平 松 明 子 健康回復過程論Ⅲ：人生の最期のとき・外来通院期の看護

〃 水 迫 友 和 在宅健康回復ケア論実習

〃 持 留 里 奈 成人健康回復ケア論実習

助　手 田 代 恵 里 －

〃 松 本 麻 衣 －
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専任教員及び主な担当科目【大学院研究科】
経済学研究科

職　名 氏　　　名 担　　当　　科　　目

教　授 青 木 康 一 会 計 監 査

〃 池 田 亮 一 財 政

〃 稲 村 由 美 会 計

〃 加 藤 一 弘 経 済 史

〃 康 上 賢 淑 国 際 経 営

〃 中 西 孝 平 中 小 企 業 経 営

〃 西 　 宏 樹 マ ー ケ テ ィ ン グ

〃 西 村 知 晃 経 営 情 報

〃 槇 　 満 信 経 済 政 策

（特任教授） 日 野 一 成 保 険 経 済

准教授 大 野 直 也 税 法

〃 松 本 俊 哉 産 業 経 済

講　師 成 宮 広 理 税 務 会 計

〃 根 本 萌 希 管 理 会 計

福祉社会学研究科

職　名 氏　　　名 担　当　科　目

教　授 岩 井 浩 英 児 童 福 祉 学 特 講

〃 岩 崎 房 子 地 域 包 括 ケ ア 特 講

〃 大 山 朝 子 社 会 福 祉 政 策 特 講

〃 小松尾　京　子 スーパービジョン特講

〃 佐 野 正 彦 社 会 病 理 学 特 講

〃 千々岩　弘　一 生 涯 教 育 学 特 講

〃 茶屋道　拓　哉 精 神 保 健 福 祉 学 特 講

〃 林 　 岳 宏 精 神 医 学 特 講

〃 藤 島 法 仁 地 域 福 祉 学 特 講

〃 山　下　利恵子 社 会 保 障 論 特 講

〃 吉 留 久 晴 職 業 教 育 学 特 講

（特任教授） 松 元 泰 英 健 康 福 祉 学 特 講

准教授 有 村 玲 香 対 人 援 助 学 特 講

〃 川 﨑 竜 太 高 齢 者 福 祉 学 特 講

〃 永 冨 大 舗 臨 床 発 達 心 理 学 特 講

〃 福 島 　 豪 幼 児 教 育 学 特 講

〃 丸 田 愛 子 保 育 方 法 学 特 講
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国際文化研究科

職　名 氏　　　名 担　当　科　目

教　授 飯 田 伸 二 フ ラ ン ス 文 学

〃 伊 藤 　 綾 地 域 芸 術 文 化 論

〃 太 田 秀 春 日 本 史 特 殊 講 義

〃 大 西 智 和 考 古 学 特 論

〃 久 保 　 禎 楽 曲 研 究 特 殊 講 義

〃 小 林 潤 司 イ ギ リ ス 文 学

〃 杉 山 朱 実 日 欧 比 較 言 語 論

〃 住 田 裕 子 国 語 科 教 育 法 研 究

〃 トーランド・
ショーン･ヘンリー 英 語 論 文 研 究

〃 中 園 　 聡 考 古 学 特 論

職　名 氏　　　名 担　当　科　目

教　授 マクマレイ・
デビッド 英 語 特 殊 講 義

〃 松 尾 弘 徳 日 本 文 化 と 国 語 教 育

〃 武　藤　那賀子 日 本 古 典 文 学

〃 村 瀬 士 朗 日 本 近 代 文 学

〃 山 川 仁 子 日 本 語 学 特 殊 講 義

〃 山 下 孝 子 イ ギ リ ス 演 劇

（特任教授） 戦 　 慶 勝 中 国 語 特 殊 講 義

准教授 内 山 　 仁 教 育 学 特 殊 講 義

〃 馬 原 裕 子 西 洋 音 楽 論

Ⅻ

．鹿児島国際大学学則及び諸規程Ⅻ

以下のページにデータをアップしておりますので，いずれかのページを必要に
応じてご確認ください。

１．本学公式ホームページ（「情報公表」のページ）
　　※最下部までスクロール
　　https://www.iuk.ac.jp/gaiyou/kouhyou/
　　スマートフォンからはこちら

２．学生情報システム（Live Campus U）学内共有ファイル
　　ログイン　→　メニュー　→　キャンパス Info　→　学内共有ファイル



Ⅻ

．鹿児島国際大学学則及び諸規程Ⅻ

以下のページにデータをアップしておりますので，いずれかのページを必要に
応じてご確認ください。

１．本学公式ホームページ（「情報公表」のページ）
　　※最下部までスクロール
　　https://www.iuk.ac.jp/gaiyou/kouhyou/
　　スマートフォンからはこちら

２．学生情報システム（Live Campus U）学内共有ファイル
　　ログイン　→　メニュー　→　キャンパス Info　→　学内共有ファイル
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〈坂之上キャンパス〉
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さかのうえテラス
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A棟（本館）

学務室
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〈伊敷キャンパス〉
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坂之上キャンパス校舎等建物配置図
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伊敷キャンパス校舎等建物配置図



事務局連絡先一覧
坂之上キャンパス代表：TEL（099）261-3211
伊敷キャンパス代表：TEL（099）800-0555

〔坂之上キャンパス〕

相　　談　　内　　容 担 当 部 局 連 絡 先

学友会・サークル活動について

学 生 課 （099）263-0641（直通）（099）263-0709（直通）

ボランティア活動について

奨 学 金 関 係 に つ い て

休学・退学・除籍・復籍について

住 所 変 更 等 に つ い て

ア ル バ イ ト に つ い て

ア パ ー ト ・ 下 宿 に つ い て

各 種 ト ラ ブ ル に つ い て

心身の健康，対人，家庭等の相談について
学 生 相 談 室 （099）263-0695（直通）

保 健 室 （099）263-0778（直通）

履 修 に つ い て
教 務 課 （099）263-0706（直通）

成 績 に つ い て

実 習 に つ い て
教 職 課 程 及 び 資 格 課 程 実 習 支 援 課 （099）263-0530（直通）（099）263-0531（直通）

授 業 に つ い て の 要 望 等
研究教育開発センター （099）263-0607（直通）

教 務 課 （099）263-0706（直通）

学費の支払い方法について 会 計 課 （099）263-0708（直通）

就 職 ・ 進 路 に つ い て 就職キャリアセンター （099）263-0722（直通）

公務員試験対策･各種資格取得について 資格教育センター （099）263-0838（直通）

〔伊敷キャンパス〕

相　　談　　内　　容 担 当 部 局 連 絡 先

看護学部についての総合案内等 伊敷キャンパス事務部 （099）800-0555（代表）
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学　　　　　則

第１章　総　則
（目的）
第１条　本学は，鹿児島の進取開明の伝統を継承しつつ，東西文化の融合と地域社会への貢献を趣旨とする建学の精神に則り，学術的
知識・技能の教育研究を推進し，国際社会及び地域社会の発展に寄与しうる人材を養成することを目的とする。

（自己評価等）
第２条　本学は，教育研究水準の向上を図り，その目的及び社会的使命を達成するため，教育研究活動等の状況について自ら点検及び
評価を行う。

２　前項の点検及び評価を行うにあたっての項目の設定，実施体制等については，別に定める。

（名称及び所在地）
第３条　本学は，鹿児島国際大学と称し，大学本部を鹿児島市坂之上８丁目34番１号に設置する。
２　本学は，大学本部とは他に別置キャンパスを鹿児島市下伊敷一丁目52番17号に設置する。

第２章　組織及び教育課程
（学部・学科の設置）
第４条　本学に次の学部及び学科を置く。

学　　部 学　　科

経 　 済 　 学 　 部 経 済 学 科
経 営 学 科

福 祉 社 会 学 部 社 会 福 祉 学 科
児 童 学 科

国 際 文 化 学 部 国 際 文 化 学 科
看 　 護 　 学 　 部 看 護 学 科

（教育研究上の目的の公表等）
第４条の２　本学は，学部及び学科ごとに，人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的を学則に定め，それを公表するものと
する。

２　学部・学科における人材の養成及びその他の教育研究上の目的は以下のとおりである。
⑴　経済学部は，経済及び経営に関する専門的な教育研究を行い，理論だけでなく実践的な知識と技能を備え，国際社会及び地域社
会の発展に貢献する人材を養成することを目的とする。
ア　経済学科は，経済に関する専門的な教育研究を行い，経済情勢の分析能力と総合的な判断力を備え，国際化・情報化が進む現
代社会の発展に貢献する人材を養成することを目的とする。
イ　経営学科は，経営や地域創生に関する専門的な教育研究を行い，企業経営及び地域再生・活性化に必要な知識，技能，意思決
定力，さらに現場での実践力を備えた地域社会の発展に貢献する人材を養成することを目的とする。

⑵　福祉社会学部は，福祉社会に関する専門的知識を教授し，総合的な人間関係を基に，社会・福祉・教育の分野の理解と分析を身
につけて，時代が求める「福祉社会」実現のために，参画する広い視野を持った人材を養成することを目的とする。
ア　社会福祉学科は，福祉に関する専門的知識を教授し，福祉・医療・介護・教育分野の社会福祉全般にわたる幅広い専門知識と
技術を学び，福祉社会を実践的に支える人材を養成することを目的とする。
イ　児童学科は，子どもに関する専門的知識を教授し，子どもたちの未来を創造していける豊かな感性と深い知識をもつ，子ども
をめぐる諸問題に積極的に関わる人材を養成することを目的とする。

⑶　国際文化学部は，人間考察に関する専門的知識を教授し，国際交流に必要な豊かなコミュニケーション能力と異文化に対する理
解を深め，グローバルな視点にたった相互理解を図る真の国際人を養成することを目的とする。
ア　国際文化学科は，異文化理解とコミュニケーション能力を体系的・融合的に身につけ，国際的キャリア形成についての明確な
ビジョンと人類の福祉に貢献できる資質とを備えた人材を養成することを目的とする。

⑷　看護学部は，看護学を発展させるための専門的な教育研究を行い，あらゆるいのちに思いやりと関心を持ち，その尊厳を護りつ
つ，倫理的・科学的態度を基に，人々の健康的な暮らしの実現に向けて，看護できる人材を養成することを目的とする。
ア　看護学科は，いのちをとうとび，はぐくみ，つなぐことを基本姿勢とし，人々が地域において健康的な暮らしを営めるように，
よりよい健康課題の解決法を探究しつつ取り組むことができる看護職を養成することを目的とする。

（大学院の設置）
第５条　本学に大学院を置く。
２　大学院の学則は，別に定める。

第６条　削除

（授業科目）
第７条　授業科目は，共通教育科目，専門教育科目，教職課程に関する科目，特別支援教育に関する科目，司書に関する科目，司書教
諭に関する科目，社会福祉士に関する科目，精神保健福祉士に関する科目，介護福祉士に関する科目，保育士に関する科目，育児セ
ラピストに関する科目，学芸員に関する科目，日本語教員に関する科目，日本語特別プログラムに関する科目，グローバル英語プロ
グラムに関する科目及び学部横断プログラムに関する科目に分ける。

（授業の方法）
第７条の２　授業は，講義，演習，実験，実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。
２　前項の授業は，文部科学大臣が別に定めるところにより，多様なメディアを高度に利用して，当該授業を行う教室等以外の場所で
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履修させることができる。
３　第１項の授業は，外国において履修させることができる。前項の規定により，多様なメディアを高度に利用して，当該授業を行う
教室等以外の場所で履修させる場合についても，同様とする。

（授業科目の担当）
第７条の３　本学は，教育課程上主要と認める授業科目（以下「主要授業科目」という。） については，原則として基幹教員（教育課程
の編成その他の学部の運営について責任を担う教員（助手を除く。）であって，当該学部の教育課程に係る主要授業科目を担当するも
の（専ら本学の教育研究に従事するものに限る。）又は一年につき８単位以上の当該学部の教育課程に係る授業科目を担当するものを
いう。以下同じ。）に，主要授業科目以外の授業科目についてはなるべく基幹教員に担当させるものとする。

２　前項に規定する他，基幹教員に関する必要な事項は，別に定める。
３　本学は，各授業科目について，当該授業科目を担当する教員以外の教員，学生その他の大学が定める者（以下「指導補助者」とい
う。）に補助させることができ，また，十分な教育効果を上げることができると認められる場合は，当該授業科目を担当する教員の指
導計画に基づき，指導補助者に授業の一部を分担させることができる。

（１年間の授業期間）
第７条の４　１年間の授業を行う期間は，35週にわたることを原則とする。

（各授業科目の授業期間）
第７条の５　各授業科目の授業は，十分な教育効果を上げることができるよう，８週，10週，15週その他の本学が定める適切な期間
を単位として行うものとする。

（組織的な研修等）
第７条の６　本学の教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため，その教員及び事務職員等に必要な知識及び技能を習得させ，
並びにその能力及び資質を向上させるための研修(次項に規定する研修に該当するものを除く。）の機会を設けることその他必要な取
組を行うものとする。

２　本学は，学生に対する教育の充実を図るため，当該大学の授業の内容及び方法を改善するための組織的な研修及び研究を行うもの
とする。

３　本学は，指導補助者（教員を除く。）に対し，必要な研修を行うものとする。

（教育課程・単位数）
第８条　教育課程と単位数は，別に定める。

（収容定員）
第９条　各学部・学科の入学定員及び収容定員は，次のとおりとする。

学　　部 学　科 入学定員 収容定員

経　済　学　部 経 済 学 科 170名 680名
経 営 学 科　 170名 680名

福祉社会学部 社 会 福 祉 学 科  90名 360名
児 童 学 科 120名 480名

国際文化学部 国 際 文 化 学 科 125名 500名
看　護　学　部 看 護 学 科  80名 320名

第３章　履修方法及び単位の計算方法
（単位数）
第10条　本学学生は，次に定める単位数を修得しなければならない。
⑴　経済学部
①　共通教育科目
共通教育科目は，経済学科は30単位以上，経営学科は30単位以上を修得しなければならない。

②　専門教育科目
専門教育科目は，経済学科は94単位以上，経営学科は94単位以上を修得しなければならない。

⑵　福祉社会学部
①　共通教育科目
共通教育科目は，社会福祉学科は14単位以上，児童学科は15単位以上を修得しなければならない。

②　専門教育科目
専門教育科目は，社会福祉学科は110単位以上，児童学科は109単位以上を修得しなければならない。

⑶　国際文化学部
①　共通教育科目
共通教育科目は，国際文化学科は26単位以上を修得しなければならない。

②　専門教育科目
専門教育科目は，国際文化学科は98単位以上を修得しなければならない。

⑷　看護学部
①　共通教育科目
共通教育科目は，看護学科は18単位以上を修得しなければならない。

②　専門教育科目
専門教育科目は，看護学科は専門基礎科目と専門科目から成る。専門基礎科目は32単位以上，専門科目は79単位を修得しな
ければならない。

⑸　教職課程に関する科目
教員免許状を取得しようとする者は，前各号の規定のほか，教育職員免許法及び同法施行規則に定める単位数を修得しなければ
ならない。
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⑹　特別支援教育に関する科目
特別支援学校教員免許状を取得しようとする者は，前各号の規定のほか，教育職員免許法及び同法施行規則に定める単位数を修
得しなければならない。
⑺　本学の各学部学科で取得できる免許状の種類及び教科は，次のとおりである。

学　　部 学　　科 免　許　状　の　種　類
免　許　状 免許教科

経　済　学　部

経　済　学　科

中 学 校 教 諭 一 種 免 許 状 社　　会
高等学校教諭一種免許状 地理歴史
高等学校教諭一種免許状 公　　民
高等学校教諭一種免許状 商　　業

経　営　学　科

中 学 校 教 諭 一 種 免 許 状 社　　会
高等学校教諭一種免許状 地理歴史
高等学校教諭一種免許状 公　　民
高等学校教諭一種免許状 情　　報
高等学校教諭一種免許状 商　　業

福祉社会学部
社会福祉学科

中 学 校 教 諭 一 種 免 許 状 社　　会
高等学校教諭一種免許状 公　　民
高等学校教諭一種免許状 福　　祉
特別支援学校教諭一種免許状 ―

児　童　学　科 幼 稚 園 教 諭 一 種 免 許 状 ―
小 学 校 教 諭 一 種 免 許 状 ―

国際文化学部 国際文化学科

中 学 校 教 諭 一 種 免 許 状 国　　語
中 学 校 教 諭 一 種 免 許 状 英　　語
高等学校教諭一種免許状 国　　語
高等学校教諭一種免許状 英　　語

⑻　司書に関する科目
司書の資格を取得しようとする者は，図書館法及び同法施行規則に定める単位数を修得しなければならない。

⑼　司書教諭に関する科目
司書教諭の資格を取得しようとする者は，学校図書館法及び学校図書館司書教諭講習規程に定めるところにより単位を修得しな
ければならない。
⑽　社会福祉士に関する科目
社会福祉士の受験資格を取得しようとする者は，社会福祉士及び介護福祉士法に定める単位数を修得しなければならない。

⑾　精神保健福祉士に関する科目
精神保健福祉士の受験資格を取得しようとする者は，精神保健福祉士法に定める単位数を修得しなければならない。

⑿　介護福祉士に関する科目
介護福祉士国家試験受験資格を取得しようとする者は，社会福祉士及び介護福祉士法並びに社会福祉士介護福祉士学校指定規則
に定める科目及び単位数を修得しなければならない。
なお，介護福祉士養成に関する履修については別に定める。

⒀　保育士に関する科目
保育士の資格を取得しようとする者は，別に定める規程にしたがって児童福祉法施行令及び児童福祉法施行規則に定める単位数
を修得しなければならない。
⒁　育児セラピストに関する科目
育児セラピスト１級及びABMアタッチメント・ベビーマッサージインストラクターの資格を取得しようとする者は，別に定め
る規程にしたがって，その単位数を修得しなければならない。
⒂　学芸員に関する科目
学芸員の資格を取得しようとする者は，博物館法及び関係法令の定めによるほか，別に定める規程にしたがって，その単位を修
得しなければならない。
⒃　日本語教員に関する科目
日本語教員の認定を受けようとする者は，認定に必要な単位数を修得しなければならない。

⒄　日本語特別プログラムに関する科目
日本語特別プログラム修了の認定を受けようとする者は，認定に必要な単位数を修得しなければならない。

⒅　グローバル英語プログラムに関する科目
グローバル英語プログラム修了の認定を受けようとする者は，認定に必要な単位数を修得しなければならない。

⒆　学部横断プログラムに関する科目
学部横断プログラム修了の認定を受けようとする者は，認定に必要な単位数を修得しなければならない。

（授業科目及び単位数）
第11条　前条に定める各授業科目及びその単位数は，別に定める。

（履修規程）
第11条の２　履修方法に関する規程は，別に定める。

（単位数の算定基準）
第12条　各授業科目の単位数を定めるに当たっては，１単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標
準とし，授業の方法に応じ，当該授業による教育効果，時間外に必要な学修等を考慮して，おおむね15時間から45時間までの範囲
で本学が定める時間の授業をもつて１単位として単位数を計算するものとする。ただし，芸術等の分野における個人指導による実技
等については，本学が定める時間の授業をもって１単位とすることができる。
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２　前項の規定にかかわらず，卒業論文，卒業研究等の授業科目については，これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適
切と認められる場合には，これらに必要な学修等を考慮して，単位数を定めることができる。

第４章　入学・編入学・在学・留学・休学・復学・退学・除籍・ 
再入学・転学・転学部・転学科及び修業年限

（入学の時期）
第13条　入学の時期は，学年の始めとする。ただし，外国人留学生・帰国子女の入学及び第26条に定める再入学については，学期の始
めとすることができる。

（入学資格）
第14条　本学の第１年次に入学できる者は，次の各号に該当する者に限る。
⑴　高等学校（中等教育学校の後期課程を含む。以下同じ）を卒業した者
⑵　通常の課程による12年の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。）
⑶　高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者
ア　外国において，学校教育における12年の課程を修了した者またはこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者
イ　文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
ウ　文部科学大臣の指定した者
エ　高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者（同規則附則第２条の規程による廃止前の大学
入学資格検定規程による大学入学資格検定に合格した者を含む。）
オ　その他本学において相当の年齢に達し高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者

（入学試験）
第15条　入学志願者に対しては，入学試験を行う。
２　入学試験に関しては，別に定める。

（入学許可）
第16条　本学の入学試験に合格し，所定の期日までに入学金，授業料その他の納入金を納め，必要書類を提出した者に対しては，入学
を許可する。

２　既納の納入金は，返還しない。

（編入学）
第17条　大学を卒業もしくは中途退学した者，他の大学に在学している者，短期大学もしくは高等専門学校を卒業した者，または専修
学校専門課程のうち文部科学大臣の定める基準を満たす課程を修了した者で，本学の途中年次への入学（以下「編入学」という。）を
希望する者（外国人留学生を含む）があるときは，選考の上，２年次または３年次への編入学を許可することがある。ただし，本学
を卒業もしくは中途退学した者が以前所属した同一学科への編入学はできないものとする。

２　本学の２年次に編入学できる者は，大学，短期大学もしくは高等専門学校を卒業した者，大学に１年以上在学し31単位以上修得し
た者，または専修学校専門課程のうち文部科学大臣の定める基準を満たす課程を修了した者とする。

３　本学の３年次に編入学できる者は，大学，短期大学もしくは高等専門学校を卒業した者，大学に２年以上在学し62単位以上修得し
た者，または専修学校専門課程のうち文部科学大臣の定める基準を満たす課程を修了した者とする。

４　第28条の規定にかかわらず，編入学を許可された者の修業年限は２年次に編入学した場合は３年，３年次に編入学した場合は２年
とし，在学年限は２年次に編入学した場合は６年，３年次に編入学した場合は４年を超えることができないものとする。

（他の大学または短期大学における授業科目の履修等）
第18条　本学は，教育上有益と認めるときは，学生が本学の定めるところにより他の大学または短期大学（以下「他の大学等」という。）
において履修した授業科目について修得した単位を，60単位を超えない範囲で本学における授業科目の履修により修得したものと
みなすことができる。

２　前項の規定は，学生が外国の大学または短期大学に留学する場合に準用する。
３　本条により，本学において修得したものとみなす単位の認定についての必要な事項は，別に定める。

（大学以外の教育施設等における学修）
第19条　本学は，教育上有益と認めるときは，学生が行う短期大学または高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別
に定める学修を，本学における授業科目の履修とみなし，本学の定めるところにより単位を与えることができる。

２　前項により与えることができる単位数は，前条第１項及び第２項により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60
単位を超えないものとする。

（入学前の既修得単位等の認定）
第20条　本学は，教育上有益と認めるときは，学生が本学に入学する前に大学または短期大学において履修した授業科目について修得
した単位（本学または他の大学もしくは短期大学において科目等履修生として修得した単位を含む。）を，本学に入学した後の本学に
おける授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

２　本学は，教育上有益と認めるときは，学生が本学に入学する前に行った前条第１項に規定する学修を，本学における授業科目の履
修とみなし，本学の定めるところにより単位を与えることができる。

３　前２項により修得したものとみなし，または与えることのできる単位数は，編入学，転学等の場合を除き，本学において修得した
単位以外のものについては，合わせて30単位を超えないものとし，また，第18条第１項及び第２項ならびに前条第１項により本学に
おいて修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。

４　本条により，本学において修得したものとみなす単位の認定及び編入学者の既修得単位の認定について必要な事項は，別に定める。

第21条　学生は，入学（再入学，編入学を含む。）に関する手続きを終えた後，学生証の交付を受けなければならない。
２　学生証の取扱いについては，別に定める。

第22条　本学学生が，外国の大学への留学を願い出たときは，所属学部教授会の議を経て，学長がこれを許可することができる。
２　前項の許可を得て留学した期間は，１年を限度として，本学の修業年限に算入することができる。
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３　留学に関する規程は，別に定める。

（休学及び復学）
第23条　学生は，疾病その他の理由により３ヵ月以上修学できない場合は，医師の診断書またはその理由を記した書類を添付して，保
証人連署の上，学長に届け出て，その許可を得て休学することができる。

２　前項の休学期間は，在学年限に通算しない。
３　休学期間は，１ヵ年以内とする。ただし，特に学長の許可を得て１ヵ年以内に限り延長することができる。また，休学期間は，通
算して４年を超えることができない。ただし，第17条に規定する編入学の学生の休学期間は，２年次に編入学した場合は通算して３
年，３年次に編入学した場合は通算して２年を超えることができない。

４　休学者は，学長の許可を得て復学することができる。

（退学）
第24条　学生は，退学しようとするときには，その理由を付した退学願を保証人連署の上，学長に提出し，その許可を受けなければな
らない。

（除籍）
第25条　本学学生で，次の各号の一に該当する者は，教授会の議を経て，学長が除籍する。
⑴　授業料等を滞納し，督促してもなお納付しない者
⑵　第17条第４項及び第28条に定める在学年限を超えた者
⑶　第23条第３項に定める休学期間を超えてなお復学できない者
⑷　死亡した者

２　前項第１号に該当して除籍された者が復籍を希望するときは，除籍された日から３週間以内に限りこれを許可することがある。
３　除籍及び復籍に関する規程は，別に定める。

（再入学）
第26条　本学を正当な理由で退学した後，再入学を希望する者があるときは，選考の上，許可することがある。
２　前条第１項第１号に該当して除籍された日から１ヵ月を超えた後，再入学を希望する者があるときも，前項と同様とする。
３　再入学に関する規程は，別に定める。

（転学部・転学科）
第27条　本学学生が，転学部・転学科を願い出たときは，関係学部の教授会の議を経て，学長がこれを許可することができる。
２　転学部・転学科に関する規程は，別に定める。

（修業年限）
第28条　本学の修業年限は，４年とする。ただし，やむを得ない場合でも在学年限は８年を超えることはできない。

第５章　科目等履修生・特別科目等履修生・聴講生及び外国人留学生
（科目等履修生）
第29条　本学の学生以外の者もしくは本学大学院在学者で，１または複数の授業科目を履修し，単位の修得を希望する者があるときは，
選考の上，科目等履修生としてこれを許可することがある。

２　科目等履修生に関する規程は，別に定める。

（特別科目等履修生）
第29条の２　他の大学等の学生で，本学と当該他の大学等との協定に基づき，１または複数の授業科目を履修し，単位の修得を希望す
る者があるときは，選考の上，特別科目等履修生としてこれを許可することがある。

２　特別科目等履修生に関する規程は，別に定める。

（聴講生）
第30条　本学の学生以外の者もしくは本学大学院在学者で，１または複数の授業科目について聴講を希望する者があるときは，選考の
上，聴講生としてこれを許可することがある。

２　聴講生に関する規程は，別に定める。

（学則の準用）
第31条　科目等履修生，特別科目等履修生及び聴講生には，本学学則を準用する。

（外国人留学生）
第32条　外国人で，大学において教育を受ける目的をもって入国し，本学に入学を希望する者があるときは，特別な選考の上，外国人
留学生としてこれを許可することがある。

２　外国人留学生に関する規程は，別に定める。

第６章　試験，単位の授与，進級及び卒業要件
（成績評価基準等の明示等）
第33条　本学は，学生に対して，授業及びその他の教育指導の方法及び内容並びに１年間の授業及びその他の教育指導の計画を予め明
示するものとする。

２　本学部・学科は，学修の成果及び試験に係る評価並びに修了の認定に当たっては，客観性及び厳格性を確保するため，学生に対し
てその基準を予め明示するとともに当該基準にしたがって適切に行うものとする。

（各授業科目の試験及び成績評価）
第33条の２　各授業科目の成績評価は，原則として毎学期試験等によりこれを行う。
２　成績評価は，試験結果，出席状況及び平常の学習状況等に基づき，科目担当者がこれを行う。
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３　試験は，研究報告，論文，実験，実習，実技の審査，その他の適切な評価手段をもってこれに代えることができる。
４　成績の評価は，原則として100点法を持って表し，60点以上を合格とする。
５　前項の成績評価による学習の成果を総合的に判断する指標として，GPA（Grade Point Average）を用いる。なお，GPAによる
総合的な成績評価は，前項に定める100点法に基づいて不合格の授業科目を含めて行い，学期GPA，年度GPA，通算GPAを別に
定める式で算出する。

６　授業料・教育充実費を納めない者は，試験を受けることができない。
７　試験及び成績評価に関する細則は，別に定める。

（単位の授与）
第34条　各授業科目を履修し，試験その他の本学が定める適切な方法により学修の成果を評価し，合格した者には，その授業科目所定
の単位を与える。

（進級）
第34条の２　進級に必要な要件に関する規定は，履修規程に定める。

（卒業要件及び時期）
第35条　本学に４年以上在学し，卒業に必要な授業科目及び単位数を修得した者には卒業を認定し，卒業証書を授与する。
２　卒業の時期は，学期または学年の終りとする。
３　卒業の要件として修得すべき単位数のうち，第７条の２第２項の授業の方法により修得する単位数は60単位を超えないものとす
る。

第７章　学位
（学位の授与）
第36条　前条の規定により卒業を認定された者には，次の区分に従って学士の学位を授与する。

学部 学科 学位

経 済 学 部 経 済 学 科 学 士 （ 経 済 学 ）
経 営 学 科 学 士 （ 経 営 学 ）

福 祉 社 会 学 部 社 会 福 祉 学 科 学 士 （ 社 会 福 祉 学 ）
児 童 学 科 学 士 （ 児 童 学 ）

国 際 文 化 学 部 国 際 文 化 学 科 学 士 （ 国 際 文 化 学 ）
看 護 学 部 看 護 学 科 学 士 （ 看 護 学 ）

２　前項の学位記の様式は別に定め，卒業証書を兼ねるものとする。

第８章　授業料その他納付金
（授業料及び教育充実費）
第37条　学生は，本学所定の授業料及び教育充実費を所定の期日までに納入しなければならない。ただし，休学中の者の授業料及び教
育充実費は免除する。

２　既納の授業料及び教育充実費は，返還しない。
３　授業料及び教育充実費の額ならびに納入期日については，別に定める。

（その他の納入金）
第38条　学生は，授業料及び教育充実費以外に実験・実習費ならびに履修費等の納入金を納めなければならない。
２　前項の納入金及び納入期日については，その都度定める。

第９章　賞罰
（特待生）
第39条　人物・徳操，学業，健康ともに優秀な学生は，これを特待生としてその当該年度の授業料を免除することがある。
２　特待生に関する規程は，別に定める。

（特別奨学生）
第40条　成績優秀で体育・学術文化活動及び社会的活動において優秀な業績を修めた学生は，これを特別奨学生として当該年度の授業
料の一部を免除することがある。

２　特別奨学生に関する規程は，別に定める。

（懲戒）
第41条　本学学則，諸規程または指示に違反し，あるいは学生としての本分にもとる行為をした者に対しては，学長はその情状により
次の懲戒を加える。

２　懲戒は譴責，謹慎，停学及び退学とする。
３　前項の退学は，次の各号の一に該当する者に対して行う。
⑴　性行不良で改善の見込みがないと認められる者
⑵　学業不振で修学の見込みがないと認められる者
⑶　本学の秩序を乱す者

４　３ヵ月以上の停学の期間は，第28条に定める修業年限には算入せず，在学年限にも算入しない。
５　懲戒の手続に関する必要な事項は，別に定める。
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第10章　職員組織
（学長及び学長補佐・副学長）
第42条　本学に学長を置く。
２　学長は，大学の校務をつかさどり，所属職員を統督する。
３　本学に学長補佐及び副学長を置くことができる。
４　学長に事故があるとき，又は学長が欠けたときは，学長補佐又はあらかじめ学長が指名する副学長がその校務を代理し，又はその
校務をつかさどる。

５　学長補佐は，運営全般に関して，学長を補佐し，学長の委任する校務について，自らの権限で処理することができる。
６　副学長は，学長を助け，学長からの指示を受けた範囲の校務について，自らの権限で処理することができる。

（学部長）
第43条　本学の各学部に学部長を置く。
２　学部長は，学部に関する校務をつかさどる。

（教授，准教授，講師，助教及び助手）
第44条　本学に教授，准教授，講師及び助教を置く。
２　必要に応じて本学に助手を置くことができる。

（事務職員及びその他の職員）
第45条　本学に事務職員及びその他の職員を置く。

第11章　教授会
（構成及び招集）
第46条　本学の各学部に教授会を置く。
２　教授会は各学部に所属する専任の教授をもって構成し，学部長が招集し，議長となる。
３　教授会には，各学部に所属する専任の准教授，講師，助教及び助手を加えることができる。
４　教授会には，各学部に所属する特別任用教員及び再雇用教員を加えることができる。
５　教授会が必要と認めた時は，会議にその他の教育職員を加え，また事務職員を列席させることができる。

（審議事項）
第47条　教授会は，当該学部に関する次に掲げる事項を審議し，第１号から第３号の事項について，学長が決定を行うに当たり意見を
述べるものとする。
⑴　学生の入学，卒業に関する事項
⑵　学位の授与に関する事項
⑶　教育研究に関する重要な事項で，教授会の意見を聴くことが必要な事項
⑷　学長，学部長等がつかさどる教育研究に関する事項で，学長，学部長等の求めに応じ，意見を述べることができる事項
⑸　学長，学部長等がつかさどる教育研究に関する事項で，学長，学部長等の求めがない場合でも意見を述べることができる事項

２　前項第３号及び第４号の学長が意見を求める事項は別に定める。
３　教授会は，理事会の業務に関する事項には関与しない。
４　教授会に関する必要な事項は，別に定める。

第12章　大学評議会
（構成及び招集）
第48条　本学における全学的に重要な事項を審議するため大学評議会（以下「評議会」という。）を置く。
２　評議会は次の各号に掲げる大学評議員をもって構成し，学長が招集し，議長となる。
⑴　学長
⑵　学長補佐
⑶　副学長
⑷　大学院各研究科長
⑸　各学部長
⑹　大学院各研究科から選出された者１名
⑺　各学部から選出された者１名
⑻　図書館長
⑼　地域総合研究所長
⑽　学生総合支援センター長
⑾　産学官地域連携センター長
⑿　教務部長
⒀　学生部長
⒁　研究教育開発センター長
⒂　情報処理センター所長
⒃　事務局長

（審議事項）
第49条　評議会は，次に掲げる事項を審議する。
⑴　教学の基本方針に関する事項
⑵　学部その他の機関の連絡調整に関する事項
⑶　その他教学に関する重要な事項及び学長の諮問する事項

２　評議会は，理事会の業務に関する事項には関与しない。
３　評議会に関する必要な事項は，別に定める。
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第13章　附属図書館
（附属図書館）
第50条　本学に附属図書館を置く。
２　附属図書館に関する規程は，別に定める。

第14章　附置地域総合研究所
（附置地域総合研究所）
第51条　本学に附置地域総合研究所を置く。
２　附置地域総合研究所に関する規程は，別に定める。

第15章　情報処理センター
（情報処理センター）
第52条　本学に情報処理センターを置く。
２　情報処理センターに関する規程は，別に定める。

第16章　削除
第53条　削除

第17章　削除
第54条　削除

第18章　女子学生寮
（女子学生寮）
第55条　本学に女子学生寮を設置する。
２　女子学生寮に関する規程は，別に定める。

第19章　学年度・学期・休業日
（学年度）
第56条　学年度は，４月１日に始まり，翌年３月31日に終る。

（学期）
第57条　学年度を分けて次の２期とする。
前期　４月１日に始まり，９月30日に終る
後期　10月１日に始まり，翌年３月31日に終る

（休業日）
第58条　学年中の休業日を次のように定める。
⑴　日曜日
⑵　国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日
⑶　夏季休業日　８月１日から９月30日まで
⑷　冬季休業日　12月23日から翌年１月７日まで
⑸　春季休業日　３月15日から３月31日まで

２　必要ある場合は，前項の休業日を変更することがある。
３　休業日であっても授業を行うことがある。

第20章　学則の改廃
（学則の改廃）
第59条　学長は，学則の改廃を行うときは，大学評議会の審議を経て，理事会の承認を得なければならない。

附　則
１　本学則（昭和35年１月20日制定）は，昭和35年４月１日から施行する。
２　本学則は，平成13年４月１日から施行する。ただし，学則第３条を除き，現在在学する者については，従前の学則による。
３　本学則は，平成13年４月１日から施行する。ただし，第29条，第30条の規定については，本学大学院在学者に限り，平成11年10
月１日から施行する。

４　本学則は，平成13年４月１日から施行する。ただし，経済学部・社会学部の「臨時的定員に関する平成12年度以降の取り扱いに
ついて」の制度を利用した，平成16年度までの期間延長を，平成13年４月１日で廃止する。

５　鹿児島国際大学教授会通則は，廃止する。〔昭和36年４月１日改正学則から平成12年４月１日改正学則までの附則は省略する。〕
６　本学則は，平成14年４月１日から施行する。ただし，学則第３条を除き，現在在学する者については，従前の学則による。
７　本学則は，平成15年４月１日から施行する。ただし，学則第３条を除き，現在在学する者については，従前の学則による。

附　則
本学則は，平成16年４月１日から施行する。ただし，学則第３条を除き，現在在学する者については，従前の学則による。さらに，

学則第11条については，本学経済学部に平成10年度以前に入学した学生及び本学国際文化学部に平成12年度入学した学生に限り，従
前の学則による。
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附　則
本学則は，平成17年４月１日から施行する。ただし，学則第３条及び第41条第４項を除き，平成16年度以前に入学し，現在在学す

る者については，従前の学則による。

附　則
１　本学則は，平成18年４月１日から施行する。ただし，学則第３条及び第41条第４項を除き，平成17年度以前に入学し，現在在学
する者については，従前の学則による。

２　本学則は，平成18年４月１日から施行する。なお，別表第６「基礎ゼミナール」「コンピュータと情報倫理」「情報処理入門」「情
報活用」以外の科目については，平成13年度以降入学者にも適用する。

３　本学則は，平成18年４月１日から施行する。なお，別表第７「基礎介護技術」「社会福祉援助技術演習Ⅰ」「社会福祉援助技術演習
Ⅱ」に限り，平成17年度入学者にも適用する。ただし，平成17年度以前に入学した学生については従前の学則による。

附　則
１　本学則は，平成19年４月１日から施行する。ただし，平成18年度以前に入学した学生については，従前の学則による。なお，第
10条第１項10号から17号については，平成18年度以前入学者から適用する。

２　本学則は，平成19年４月１日から施行する。ただし，第44条，第46条，第48条及び第58条については，平成18年度以前の入学
者にも適用する。

３　本学則は，平成19年４月１日から施行する。ただし，別表第１「英語検定科目」及び別表第６「情報活用C」に限り，平成16年
度入学者から適用する。

４　本学則は，平成19年４月１日から施行する。ただし，別表第７及び別表第21に限り，平成18年度入学者から適用する。
５　本学則は，平成19年４月１日から施行する。ただし，別表第８「現代社会と職業」については平成17年度入学者から適用し，「社
会調査実習」「公務知識・行政」については平成13年度入学者から適用する。

附　則
１　本学則は，平成20年４月１日から施行し，改正後の第３条の規定は，平成20年２月25日から適用する。なお，第４条の２，第８
条の２，第33条及び第33条の２については，平成19年度以前入学者にも適用する。

２　本学則は，平成20年４月１日から施行する。ただし，平成19年度以前に入学した学生については，従前の学則による。なお，別
表第４・５「英語検定科目」に限り，平成17年度入学者から適用する。

３　本学則は，平成20年４月１日から施行する。なお，別表第８「地域創生特殊実習科目」に限り，平成18年度入学者から適用する。
４　本学則は，平成20年４月１日から施行する。ただし，別表第10「特別支援教育総論」及び「障害児心理学総論」に限り，平成19
年度入学者から適用する。

５　本学則は，平成20年４月１日から施行する。ただし，別表第12「D群（コース科目）」に限り，平成19年度入学者から適用する。
６　本学則は，平成20年４月１日から施行する。ただし，別表第12及び別表第13「インターンシップ実習科目」に限り，平成17年度
入学者から適用する。

附　則
１　本学則は，平成21年４月１日から施行する。ただし，平成20年度以前に入学した学生については，従前の学則による。なお，別
表第10「社会福祉特講Ⅲ」「社会福祉特講Ⅳ」「社会福祉学特論」に限り，平成18年度入学者から適用する。

２　本学則は，平成21年４月１日から施行する。ただし，平成21年度に福祉社会学部社会福祉学科に２年次編入学及び転学部・転学
科した社会福祉士国家試験受験資格取得を希望する者に限り，平成21年度学則別表第４，別表第10及び別表第23を適用する。

附　則
１　本学則は，平成22年４月１日から施行する。ただし，平成21年度以前に入学した学生については，従前の学則による。
２　本学則は，平成22年４月１日から施行する。ただし，平成19年度以降に福祉社会学部社会福祉学科に入学した学生に限り，平成
22年度学則別表第25を適用する。

３　本学則は，平成22年４月１日から施行する。ただし，別表第33「日本語特別プログラムに関する科目」に限り，平成19年度入学
者から適用する。

附　則
１　本学則は，平成23年４月１日から施行する。ただし，平成22年度以前に入学した学生については，従前の学則による。
２　本学則は，平成23年４月１日から施行する。ただし，平成22年度以前に入学した学生については，従前の学則による。なお，別
表第６「社会調査論Ⅰ」「社会調査論Ⅱ」は平成21年度入学生から適用，別表第６「量的データ解析法」「質的データ分析法」「社会
調査実習」は平成20年度入学生から適用する。

附　則
本学則は，平成24年４月１日から施行する。ただし，平成23年度以前に入学した学生については，従前の学則による。

附　則
本学則は，平成25年４月１日から施行する。ただし，平成24年度以前に入学した学生については，従前の学則による。

附　則
本学則は，平成26年４月１日から施行する。ただし，平成25年度以前に入学した学生については，従前の学則による。なお，短期

大学部については廃止申請認可日までは存続する。

附　則
本学則は，平成27年４月１日から施行する。ただし，平成26年度以前に入学した学生については，従前の学則による。なお，第25

条第２項，第41条第５項，第42条第３項，第47条第１項，第47条第２項，第48条第２項，第49条第１項第１号から第３号，第59条
については，平成26年度以前に入学した学生にも適用する。

附　則
本学則は，平成28年４月１日から施行する。ただし，平成27年度以前に入学した学生については，従前の学則による。
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附　則
本学則は，平成29年４月１日から施行する。ただし，平成28年度以前に入学した学生については，従前の学則による。

附　則
１　本学則は，平成30年４月１日から施行する。ただし，平成29年度以前に入学した学生については，従前の学則による。なお，改
正後の学則第29条の２の規程は，平成29年11月１日から適用する。

２　本学則は，平成30年４月１日から施行する。ただし，別表第７「教育実習A」「教育実習 B」及び別表第12「教育実習A」「教育
実習 B」に限り，平成28年度入学者から適用する。

３　本学則は，平成30年４月１日から施行する。ただし，別表第26に限り，平成29年度入学者から適用する。

附　則
本学則は，平成30年７月１日から施行する。

附　則
本学則は，平成31年４月１日から施行する。ただし，平成30年度以前に入学した学生については，従前の学則による。

附　則
本学則は，令和２年４月１日から施行する。ただし，令和元年度以前に入学した学生については，従前の学則による。

附　則
本学則は，令和３年４月１日から施行する。ただし，令和２年度以前に入学した学生については，従前の学則による。なお，第７条

の２及び第35条第３項については，令和２年度以前に入学した学生にも適用する。

附　則
本学則は，令和５年４月１日から施行する。ただし，令和４年度以前に入学した学生については，従前の学則による。なお，学則第

３条については，令和４年度以前に入学した学生にも適用する。

附　則
本学則は，令和８年４月１日から施行する。ただし，令和７年度以前に入学した学生については，従前の学則による。なお，第７条

の３第３項，第７条の４，第７条の５，第７条の６第１項，第７条の６第２項，第７条の６第３項，第12条第１項及び第34条につい
ては，令和７年度以前の入学生にも適用する。

経済学部履修規程
第１章　総　　　　　則

第１条　鹿児島国際大学学則（以下「学則」という。）第11条の２に基づき，経済学部履修規程（以下「履修規程」という。）を定める。
２　卒業資格を得るための履修は，学則及び履修規程の定めるところによる。
３　学則及び履修規程は，原則として入学当時のものによる。

第２章　科 目 の 履 修
（卒業資格）
第２条　卒業資格を得るためには，学則に定められた在学期間中に，経済学科は別表第１及び別表第３に従い，経営学科は別表第２及
び別表第４に従って授業科目を履修しなければならない。なお，卒業に必要な最低単位数は，124単位とする。

（共通教育科目）
第３条　共通教育科目は，経済学科は別表第１に，経営学科は別表第２に従って履修しなければならない。

（外国人留学生の履修方法）
第３条の２　外国人留学生は母語である「外国語」の科目の履修はできない。
２　外国人留学生が，以下の表の科目を履修し修得した単位は，必要に応じて26単位を上限に卒業所要単位として振替えることができ
る。
日本語入門Ⅰ 日本語教育入門
日本語入門Ⅱ 日本語と日本文化
初級日本語Ⅰ 留学生のための日本事情
初級日本語Ⅱ 日本語学概論Ⅰ
中級日本語Ⅰ 日本語学概論Ⅱ
中級日本語Ⅱ 日本語史
上級日本語Ⅰ 日本文化史
上級日本語Ⅱ 日本文学概論
日本語講読
日本語作文

３　単位の振替え方法については以下のように定める。
① 経済学科については，共通教育科目英語（２単位），共通教育科目全体の順に振替える。
② 経営学科については，共通教育科目英語（２単位），共通教育科目全体の順に振替える。

４　卒業所要単位として振替える科目は，指定して登録しなければならない。
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（専門教育科目）
第４条　経済学科の専門教育科目は別表第３に従い，経営学科の専門教育科目は別表第４に従って，履修しなければならない。

（教職科目）
第５条　教職科目の履修については，別に定める。

（司書に関する科目及び司書教諭に関する科目）
第６条　司書に関する科目，司書教諭に関する科目の履修については，別に定める。

（日本語特別プログラム）
第６条の２　日本語特別プログラムに関する科目の履修については，別に定める。

（グローバル英語プログラム）
第６条の３　グローバル英語プログラムに関する科目の履修については，別に定める。

（学部横断プログラム）
第６条の４　学部横断プログラムに関する科目の履修については，別に定める。

（他学部・他学科及び教職・資格課程の開設科目）
第７条　他学部・他学科及び教職・資格課程において開設される授業科目のうち専門教育科目について，所定の手続きを経て履修する
ことができる。

２　履修した科目は，「他学部・他学科履修科目」として認定する。
３　履修した教職・資格課程科目を「教職・資格課程履修科目」として認定する。
４　他学部・他学科及び教職・資格課程において開設される授業科目のうち専門教育科目並びに単位互換制度・留学による修得単位の
認定に関する規程第３条１項第２号に定める単位互換認定科目の単位は，合計16単位までを卒業所要単位として認める。ただし，修
得した単位は選択科目として認定し，経済学科は，「合計94単位以上」に，経営学科は「合計94単位以上」にそれぞれ算入する。

５　卒業所要単位として履修する他学部・他学科専門教育科目及び教職・資格課程に開設される科目は，第８条第１項の表に示された
単位制限に含まれる。

６　履修できる他学部・他学科専門教育科目及び教職・資格課程に開設される科目は，演習，実習，事前登録を要する科目及び福祉社
会学部社会福祉学科介護福祉関連科目及び介護福祉士課程科目を除く専門教育科目とする。

７　卒業所要単位とする科目は，指定して登録しなければならない。

（自由選択科目）
第７条の２　単位互換制度・留学による修得単位の認定に関する規程に定める自由選択科目の単位は卒業所要単位に算入しない。

（年次別履修登録制限及び成績優秀者の表彰）
第８条　学生が１年間に履修登録できる科目の単位数は，次の表に定める単位数を超えることはできない。

１　 年 　次 ２　 年 　次 ３　 年 　次 ４年次（留年生を含む） 
48 48 48 48

前期　24 後期　24 前期　24 後期　24 前期　24 後期　24 前期　24 後期　24
２　教職に関する科目，司書に関する科目，司書教諭に関する科目及びグローバル英語プログラムに関する科目は，前項の表に示され
た単位制限には含まれない。ただし，これらの科目を専門教育科目の卒業所要単位として履修する場合は，同表に示された単位制限
に含まれる。

３　単位互換科目を卒業所要単位として履修する場合は，同表に示された単位制限に含まれる。
４　日本語特別プログラムに関する科目は，第１項の表に示された単位制限には含まれない。ただし，これらの科目を卒業所要単位と
して履修する場合は，同表に示された単位制限に含まれる。

５　前学期のGPAが3.0を超えた学生は，所定の手続きを経て25単位を上限として履修登録できるものとする。この場合，追加単位
の次学期への繰り越しはできない。

６　入学時から卒業時までの通算GPAが4.0の学生は，卒業時に成績優秀者として表彰する。

（履修の順序）
第９条　授業科目の履修は，低学年次配当科目から順次履修することが望ましい。
２　高学年次生が低学年次配当科目を履修することはさしつかえないが，低学年次生が高学年次配当科目を履修することはできない。

（転学部・転学科・編入・復学者等の履修）
第10条　転学科者，復学者の履修は，入学時の学則及び履修規程によるものとする。
２　転学部者，編入学者，再入学者の履修は，特に定めがない限り，所属する学科の同学年の学生と同様に取り扱う。

（科目等履修生・聴講生の履修）
第11条　科目等履修生・聴講生の履修は，別に定める。

（科目等の公示）
第12条　授業科目及び授業時間割は，毎学年の始めにこれを公示する。履修に関するその他の事項については，その都度掲示する。

（登　　録）
第13条　学生は，毎学年の始めの指定の登録日までに所定の履修届を教務課に提出し，履修科目を登録しなければならない。ただし，
登録日までに登録できなかった場合でも正当な理由があれば教務部長が登録を許可することがある。

２　各学期の開始時に履修登録修正期間を設け，登録済みの科目の取消し及び履修科目の追加登録を認める。
３　前項の履修登録修正期間とは別に，学期の中途に履修登録取消期間を設ける。この期間には登録済みの科目の取消しのみを認め，
追加登録は認めない。

４　前２項及び３項の期間以外に登録済みの科目の取消し及び履修登録の追加登録はできない。ただし，正当な理由があればこれを許
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可することがある。
５　演習については，担当教員の承認を受けて登録しなければならない。

（二重登録の禁止） 
第14条　同一時間に２つ以上の科目を重複して登録することはできない。

（履修届未提出者の取扱い）
第15条　正当な理由なく履修届を提出せず，又は指示に従わない者は，その年度の履修は認められない。

（進　　級）
第16条　次に掲げる進級要件の単位数（卒業に必要な単位として計算されない科目に係る単位数を除く。）を満たさない者は，現年次に
留めおく。

（経済学科）
進級年次 進　　級　　要　　件
３ 年 次 ２年次に１年以上在籍し，かつ，２年次までの修得単位数が40単位以上であること。

（経営学科）
進級年次 進　　級　　要　　件
３ 年 次 ２年次に１年以上在籍し，かつ，２年次までの修得単位数が40単位以上であること。

２　進級判定は各学期末に行い，前項に掲げる要件を満たした学生は，翌期から３年次に進級することができる。

（学習支援及び修学確認）
第17条　前条に掲げる進級要件を満たせない恐れがある学生及び満たせなかった学生に対しては，必要な学習支援を行うものとする。
２　進級できなかった学生に対して，学生部長は，必要に応じて，本人及び保証人に修学の意思を確認することができる。
３　前学期のGPAが1.5未満の場合は，担任又は指導教員が本人と面談し，必要な学習支援を行う。
４　GPA1.5未満が２学期連続，又は通算で３学期になった学生に対しては，担任又は指導教員が本人及び保証人と面談し，必要な学
習支援を行う。

５　GPA1.0未満が３学期連続した学生に対しては，学生委員会及び教授会の審議を経て，学長が必要と認めた場合にのみ，学生部長
が本人及び保証人に対して，退学を含めた修学の意思確認を行う。

第３章　授　　　　　業
（授　　業）
第18条　学生は，登録した科目でなければ授業を受けることはできない。

（授業の開設期間）
第19条　授業は，その開講期間によって次の種類とする。
⑴　前期開設授業（前期開講，前期完結の授業）
⑵　後期開設授業（後期開講，後期完結の授業）
⑶　通年授業（１年間の継続授業）
⑷　集中講義
⑸　臨時授業

（授業の開講）
第20条　選択科目は，年度により開講しないことがある。

（授業を受ける人員の制限）
第21条　授業は，その内容・教室の都合により授業を受ける資格を限定し，その人数を制限することがある。

（授業の選択と指定）
第22条　同一科目につき２つ以上の授業が開講されているときは，受けるべき授業が特に指定されている場合を除き，その中の１つを
選択しなければならない。

（感染症の防止と措置）
第23条　学校保健安全法施行規則に定める学校感染症（第一種から第三種）に罹患した学生は，速やかに学生課へ連絡のうえ，必要な
手続きを行わなければならない。必要な手続きを行った学生に対しては，履修上不利益とならないように配慮する。

第４章　単 位 の 修 得
（単位の修得）
第24条　授業科目の単位を修得するためには，その授業科目を履修し，所定の試験に合格しなければならない。
２　その授業科目の単位が修得できず再履修する場合は，再度授業を受けなければならない。
３　単位を修得した科目は，再度履修することはできない。

第５章　試　　　　　験
（試　　験）
第25条　試験は各科目につき，原則として所定の授業が終了した学期末又は学年末に行う。
２　通年科目においては，中間的な成績評価等のための試験を前期末に行うことがある。
３　試験は，研究報告，論文，実験，実習，実技の審査，その他の適切な評価手段をもってこれに代えることがある。
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（受験資格）
第26条　次の各号の一に該当する者は，試験を受けることができない。
⑴　試験を受けようとする授業科目の履修届を提出していない者
⑵　授業時数の３分の２以上出席していない者
⑶　授業料，その他の納付金未納の者
⑷　受験に際して有効な学生証を携帯していない者
⑸　試験監督者の指示に従わない者又は試験に関する注意事項を守らない者

（追 試 験）
第27条　就職試験，疾病，忌引等やむを得ない理由により，試験を受験できなかった者に対しては，追試験を行う。
２　追試験については，別に定める。

（再 試 験）
第27条の２　不合格になった科目の再試験は行わない。ただし，卒業年次在学者で，卒業に必要な単位が一定数不足した者に対しては，
再試験を行う。

２　再試験については，別に定める。

（成　　績）
第28条　成績評価は原則として試験による。
２　成績については，別に定める。

第６章　規 程 の 改 廃
（規程の改廃）
第29条　この規程の改廃は，教務委員会，学部教授会及び大学評議会の審議を経て，学長の承認を得なければならない。

附　　　　　則
この規程は，昭和58年４月１日から施行する。
〔昭和59年４月１日改正規程から平成12年４月１日改正規程までの附則は省略する。〕  

附　　　　　則
この規程は，平成13年４月１日から施行する。

附　　　　　則
この規程は，平成14年４月１日から施行する。

附　　　　　則
この規程は，平成17年４月１日から施行する。ただし，平成16年度以前に入学した学生については，従前の規程による。

附　　　　　則
この規程は，平成18年４月１日から施行する。ただし，平成17年度以前に入学した学生については，従前の規程による。

附　　　　　則
この規程は，平成19年４月１日から施行する。ただし，平成18年度以前に入学した学生については，従前の規程による。

附　　　　　則
この規程は，平成19年４月１日から施行する。ただし，第３条第４項の１，第８条第４項，第21条第４項に限り，平成16年度入学

者から適用する。

附　　　　　則
この規程は，平成20年４月１日から施行する。ただし，平成19年度以前に入学した学生については，従前の規程による。なお，別

表第８ 「地域創生特殊実習科目」に限り，平成18年度入学生から適用する。

附　　　　　則
１　この規程は，平成21年４月１日から施行する。ただし，平成20年度以前に入学した学生については，従前の規程による。なお，別
表第４注）⑥に限り，平成19年度入学者から追加適用する。

２　この規程は，平成21年４月１日から施行する。ただし，別表第５〔履修上の注意事項〕⑥に限り，平成19年度入学者から追加適
用する。

附　　　　　則
この規程は，平成22年４月１日から施行する。ただし，平成21年度以前に入学した学生については，従前の規程による。なお，第

３条の２，第６条の２及び第８条６項に限り，平成19年度入学者から追加適用する。

附　　　　　則
この規程は，平成23年４月１日から施行する。ただし，平成22年度以前に入学した学生については，従前の規程による。

附　　　　　則
この規程は，平成24年４月１日から施行する。ただし，平成23年度以前に入学した学生については，従前の規程による。なお，第

４条別表第３〔履修上の注意事項〕①に限り平成23年度入学生から適用する。

附　　　　　則
この規程は，平成25年４月１日から施行する。ただし，平成24年度以前に入学した学生については，従前の規程による。なお，第
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27条の２ （再試験）に限り平成24年度以前に入学した学生にも適用する。

附　　　　　則
この規程は，平成27年４月１日から施行する。ただし，平成26年度以前に入学した学生については，従前の規程による。なお，第

29条に限り平成26年度以前に入学した学生にも適用する。

附　　　　　則
この規程は，平成28年４月１日から施行する。ただし，平成27年度以前に入学した学生については，従前の規程による。なお，第

13条第２項に限り平成27年度以前に入学した学生にも適用する。

附　　　　　則
１　この規程は，平成30年４月１日から施行する。ただし，平成27年度以前に入学した学生については，従前の規程による。
２　この規程は，平成30年４月１日から施行する。ただし，平成29年度以前に入学した学生については，従前の規程による。

附　　　　　則
この規程は，平成31年４月１日から施行する。ただし，平成30年度以前に入学した学生については，従前の規程による。

附　　　　　則
この規程は，令和５年４月１日から施行する。ただし，令和４年度以前に入学した学生については，従前の規程による。なお，第23

条に限り，令和４年度以前に入学した学生にも適用する。

附　　　　　則
この規程は，令和６年４月１日から施行する。ただし，令和５年度以前に入学した学生については，従前の規程による。

附　　　　　則
この規程は，令和８年４月１日から施行する。ただし，令和７年度以前に入学した学生については，従前の規程による。
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別表第１　経済学科共通教育科目

科　　目　　区　　分 授　　業　　科　　目 単位 年次
配当 卒業所要単位数

基　
礎　
科　
目

新入生ゼミナール 新入生ゼミナールⅠ 2 1
履修指定
（注）①参照

共　

 

通　

 

教 　
育 　
科 　
目 　
合 　
計 　
30 　
単 　
位 　
以 　
上

新入生ゼミナールⅡ 2 1

数理・データサイエンス・ＡＩ
データサイエンス・ＡＩ入門 2 1
情報処理 2 1
確率と統計 2 1

キャリアデザイン
コミュニケーション力育成 2 1
論理的思考と数的処理 2 2
キャリア形成のための文章力育成 2 3

人　
　
　
間　
　
　
教　
　
　
養　
　
　
科　
　
　
目

人文科学

日本文学 2 1

６単位以上

外国文学 2 1
音楽文化論 2 1
日本史 2 1
西洋史 2 1
東洋史 2 1
東西文化の交流 2 1
哲学 2 1
倫理学 2 1
心理学 2 1

社会科学

法学 2 1
日本国憲法 2 1
政治学 2 1

経済学 2 1 履修指定（注）②参
照

社会学 2 1
地理学 2 1
社会科学概論 2 1

自然科学

数学Ⅰ 2 1
数学Ⅱ 2 1
生命科学 2 1
環境科学 2 1

地域志向

地域創生Ⅰ 2 1
地域創生Ⅱ 2 1
Japanology 2 1
地域から世界へ 2 1
鹿児島データサインス実践 2 1
ボランティア活動 2 1
教養特講Ⅰ 2 1
教養特講Ⅱ 2 1
教養特講Ⅲ 2 1
教養特講Ⅳ 2 1

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ス
キ
ル
ズ
科
目

英　
　
　
語

コア

英語オーラル・コミュニケーションⅠ 1 1
２単位以上
（注）③参照英語オーラル・コミュニケーションⅡ 1 1

英語海外研修 2 1
英語リーディング 1 1
英語ライティング 1 1

関連

英文読解の技法 2 1
TOEIC・TOEFL 対策 2 1
コミュニケーションのための英文法 2 1
Global Economy and Business 2 1

第　
二　
外　
国　
語

中国語
基礎中国語Ⅰ 1 1
基礎中国語Ⅱ 1 1
中国語海外研修 2 1

フランス語 基礎フランス語Ⅰ 1 1
基礎フランス語Ⅱ 1 1

ドイツ語 基礎ドイツ語Ⅰ 1 1
基礎ドイツ語Ⅱ 1 1
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科　　目　　区　　分 授　　業　　科　　目 単位 年次
配当 卒業所要単位数

韓国語
基礎韓国語Ⅰ 1 1
基礎韓国語Ⅱ 1 1
韓国語海外研修 2 1

日本語
（留学生科目）

日本語入門Ⅰ 2 1
日本語入門Ⅱ 2 1
留学生のための日本事情 2 1

ス
ポ
ー
ツ
・
健
康
科
目

講義 日常生活に生かすスポーツ科学 2 1
現代社会とスポーツ 2 1

実習

スポーツ実習Ⅰ（屋内集団球技） 1 1
スポーツ実習Ⅱ（屋内個人球技） 1 1
スポーツ実習Ⅲ（個  人  種  目） 1 1
スポーツ実習Ⅳ（屋外個人球技） 1 1
スポーツ実習Ⅴ（屋外集団球技） 1 1

 （注）
①� 新入生ゼミナールⅠ，新入生ゼミナールⅡ，データサイエンス・AI 入門及び情報処理は，履修指定とし，配当された年次に全員必
ず登録し授業を受けなければならない。なお，新入生ゼミナールⅠ及び新入生ゼミナールⅡの再履修はできない。

② 経済学は，履修指定とし，配当された年次に全員必ず登録し授業を受けなければならない。
③� コミュニケーションスキルズ科目の英語は，コア科目の英語オーラル・コミュニケーションⅠ及び英語オーラル・コミュニケーショ
ンⅡ又は英語海外研修から２単位以上を修得しなければならない。

別表第２　経営学科共通教育科目

科　　目　　区　　分 授　　業　　科　　目 単位 年次
配当 卒業所要単位数

基　
礎　
科　
目

新入生ゼミナール 新入生ゼミナールⅠ 2 1
履修指定

（注）①参照

共
通
教
育
科
目
合
計
30
単
位
以
上

新入生ゼミナールⅡ 2 1

数理・データサイエンス・ＡＩ
データサイエンス・ＡＩ入門 2 1
情報処理 2 1
確率と統計 2 1

キャリアデザイン
コミュニケーション力育成 2 1
論理的思考と数的処理 2 2
キャリア形成のための文章力育成 2 3

人　
間　
教　
養　
科　
目

人文科学

日本文学 2 1

６単位以上

外国文学 2 1
音楽文化論 2 1
日本史 2 1
西洋史 2 1
東洋史 2 1
東西文化の交流 2 1
哲学 2 1
倫理学 2 1
心理学 2 1

社会科学

法学 2 1
日本国憲法 2 1
政治学 2 1
経済学 2 1
社会学 2 1
地理学 2 1
社会科学概論 2 1

自然科学

数学Ⅰ 2 1
数学Ⅱ 2 1
生命科学 2 1
環境科学 2 1

地域志向

Japanology 2 1
地域から世界へ 2 1
鹿児島データサインス実践 2 1
ボランティア活動 2 1
教養特講Ⅰ 2 1
教養特講Ⅱ 2 1
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科　　目　　区　　分 授　　業　　科　　目 単位 年次
配当 卒業所要単位数

教養特講Ⅲ 2 1
教養特講Ⅳ 2 1

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ス
キ
ル
ズ
科
目

英　
　
　
語

コア

英語オーラル・コミュニケーションⅠ 1 1
２単位以上
（注）②参照英語オーラル・コミュニケーションⅡ 1 1

英語海外研修 2 1
英語リーディング 1 1
英語ライティング 1 1

関連

英文読解の技法 2 1
TOEIC・TOEFL 対策 2 1
コミュニケーションのための英文法 2 1
Global Economy and Business 2 1

第　
　
二　
　
外　
　
国　
　
語

中国語
基礎中国語Ⅰ 1 1
基礎中国語Ⅱ 1 1
中国語海外研修 2 1

フランス語 基礎フランス語Ⅰ 1 1
基礎フランス語Ⅱ 1 1

ドイツ語 基礎ドイツ語Ⅰ 1 1
基礎ドイツ語Ⅱ 1 1

韓国語
基礎韓国語Ⅰ 1 1
基礎韓国語Ⅱ 1 1
韓国語海外研修 2 1

日本語
（留学生科目）

日本語入門Ⅰ 2 1
日本語入門Ⅱ 2 1
留学生のための日本事情 2 1

ス
ポ
ー
ツ
・
健
康
科
目

講義 日常生活に生かすスポーツ科学 2 1
現代社会とスポーツ 2 1

実習

スポーツ実習Ⅰ（屋内集団球技） 1 1
スポーツ実習Ⅱ（屋内個人球技） 1 1
スポーツ実習Ⅲ（個  人  種  目） 1 1
スポーツ実習Ⅳ（屋外個人球技） 1 1
スポーツ実習Ⅴ（屋外集団球技） 1 1

 （注）
①� 新入生ゼミナールⅠ，新入生ゼミナールⅡ，データサイエンス・AI 入門及び情報処理は，履修指定とし，配当された年次に全員必
ず登録し授業を受けなければならない。なお，新入生ゼミナールⅠ及び新入生ゼミナールⅡの再履修はできない。

②� コミュニケーションスキルズ科目の英語は，コア科目の英語オーラル・コミュニケーションⅠ及び英語オーラル・コミュニケーショ
ンⅡ又は英語海外研修から２単位以上を修得しなければならない。

別表第３　経済学科専門教育科目

科　　目　　区　　分 授　　業　　科　　目 単位 年次
配当 卒業所要単位数

基本科目 理論・歴史・政策

ミクロ経済学入門 2 1 履修指定
（注）①参照

合 　
　
計 　
　
94 　
　
単 　
　
位 　
　
以 　
　
上

マクロ経済学入門 2 1
ミクロ経済学Ⅰ 2 2

16単位以上

マクロ経済学Ⅰ 2 2
ミクロ経済学Ⅱ 2 3
マクロ経済学Ⅱ 2 3
経済学史Ⅰ 2 2
経済学史Ⅱ 2 2
経済政策Ⅰ 2 2
経済政策Ⅱ 2 2
西洋経済史Ⅰ 2 1
西洋経済史Ⅱ 2 2
社会思想史Ⅰ 2 1
社会思想史Ⅱ 2 1
社会経済学 2 2
情報経済論 2 2
統計学Ⅰ 2 1
統計学Ⅱ 2 1
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科　　目　　区　　分 授　　業　　科　　目 単位 年次
配当 卒業所要単位数

経済数学Ⅰ 2 1
経済数学Ⅱ 2 1
数理経済学 2 2
ゲーム理論 2 2
計量経済学 2 3

応用科目

日本経済

日本経済論Ⅰ 2 1

16単位以上

日本経済論Ⅱ 2 1
日本経済史 2 1
財政学Ⅰ 2 2
財政学Ⅱ 2 2
農業経済論 2 2
食料経済論 2 2
産業経済論Ⅰ 2 2
産業経済論Ⅱ 2 2
流通経済論Ⅰ 2 2
流通経済論Ⅱ 2 2
環境経済論Ⅰ 2 2
環境経済論Ⅱ 2 2
経済地理学Ⅰ 2 2
経済地理学Ⅱ 2 2
中小企業論 2 3
地域経済論 2 2
鹿児島経済論 2 1
地方財政論 2 2
経済統計 2 2

金融・国際経済

金融論Ⅰ 2 2

10単位以上

金融論Ⅱ 2 2
金融工学 2 3
保険論 2 3
コーポレート・ファイナンス 2 2
証券論 2 2
国際経済論Ⅰ 2 2
国際経済論Ⅱ 2 2
国際金融論Ⅰ 2 3
国際金融論Ⅱ 2 3
アジア経済論 2 2
中国経済論 2 3
欧米経済論 2 2
グローバル経済論 2 2
外書講読Ⅰ 2 1
外書講読Ⅱ 2 1

情報

コンピュータ概論 2 1

４単位以上

情報システム 2 1
情報社会と情報倫理 2 1
プログラミング入門 2 1
データサイエンス・AI 応用 2 2
情報処理論 2 2
プログラミングⅠ 2 2
プログラミングⅡ 2 2
情報ネットワークⅠ 2 2
情報ネットワークⅡ 2 2
アルゴリズムとデータ構造 2 2
ビジネスデータ処理 2 2
データベース論 2 3
マルチメディア表現と技術Ⅰ 2 2
マルチメディア表現と技術Ⅱ 2 2
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科　　目　　区　　分 授　　業　　科　　目 単位 年次
配当 卒業所要単位数

演習科目

基礎演習Ⅰ 2 2

履修指定
（注）②③参照

基礎演習Ⅱ 2 2
演習Ⅰ 2 3
演習Ⅱ 2 3
演習Ⅲ 2 4
演習Ⅳ（卒業研究含む） 4 4

実習科目

国内インターンシップ 2 2
海外インターンシップ 3 2
経済調査実習 4 3
海外調査実習 3 2

法学科目

消費者法 2 1

４単位以上

民法入門 2 1
民法総論 2 1
経済法 2 2
商法 4 2
会社法 4 2
憲法 4 2
労働法Ⅰ 2 2
労働法Ⅱ 2 2

関連科目

簿記原理 4 1
経営学総論 4 1
商学総論Ⅰ 2 1
商学総論Ⅱ 2 1
経営管理論Ⅰ 2 2
経営管理論Ⅱ 2 2
経営史Ⅰ 2 2
経営史Ⅱ 2 2
マーケティング論Ⅰ 2 3
マーケティング論Ⅱ 2 3
会計学原理Ⅰ 2 2
会計学原理Ⅱ 2 2
中級簿記論 2 1
上級簿記論 2 1
貿易論Ⅰ 2 2
貿易論Ⅱ 2 2
職業指導Ⅰ 2 3
職業指導Ⅱ 2 3
人文地理学概論 2 3
自然地理学概論 2 3
地誌学概論 2 3
法律学概論（国際法を含む） 2 3
政治学概論（国際政治を含む） 2 3

他学部・他学科開設及び
教職・資格課程開設科目

※16単位までを卒業
所要単位として算入
可。 （注）④参照

（注）
①� ミクロ経済学入門及びマクロ経済学入門は，履修指定科目とし，配当された年次に全員必ず登録し授業を受けなければならない。
②� 基礎演習Ⅰ及び基礎演習Ⅱは，半期科目とする。また，基礎演習の選択は，学科を超えて履修することができる。なお，基礎演習Ⅰ
及び基礎演習Ⅱは，履修指定科目とし，配当された年次に全員必ず登録し授業を受けなければならない。

③� 演習Ⅰ，演習Ⅱ，演習Ⅲ及び演習Ⅳ（卒業研究含む）は，半期科目とする。また，演習の選択は，学科を超えて履修することができ
る。なお，演習科目は，履修指定科目とし，配当された年次に全員必ず登録し授業を受けなければならない。

④� 他学部・他学科開設及び教職・資格課程開設科目は，合計で16単位までを経済学科専門教育科目の卒業所要単位数 〔合計94単位以
上〕に算入することができる。その内容・手続については経済学部履修規程第７条に定める。
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別表第４　経営学科専門教育科目

科　　目　　区　　分 授　　業　　科　　目 単位 年次
配当 卒業所要単位数

基
本
科
目

必修科目 簿記原理 4 1 ４単位

合 　
　
　
計 　
　
　
94 　
　
　
単 　
　
　
位 　
　
　
以 　
　
　
上

選択必修
経営学総論 4 1

４単位以上商学総論Ⅰ 2 1
商学総論Ⅱ 2 1

専　
　
　
　
　
門　
　
　
　
　
科　
　
　
　
　
目

経営領域

経営管理論Ⅰ 2 2

16単位以上

経営管理論Ⅱ 2 2
経営戦略論 2 2
経営史Ⅰ 2 2
経営史Ⅱ 2 2
企業形態論 2 2
人的資源管理論Ⅰ 2 2
人的資源管理論Ⅱ 2 2
財務管理論Ⅰ 2 2
財務管理論Ⅱ 2 2
経営組織論 2 3
中小企業論 2 3
国際経営論Ⅰ 2 3
国際経営論Ⅱ 2 3
経営シミュレーション 2 1
経営統計 2 2
経営情報論 2 3
経営数学 2 2
保険論 2 2
リスクマネジメント論 2 2
マーケティング論Ⅰ 2 3
マーケティング論Ⅱ 2 3

会計領域

会計学原理Ⅰ 2 2

12単位以上

会計学原理Ⅱ 2 2
中級簿記論 2 1
国際会計論 2 3
原価計算論Ⅰ 2 2
原価計算論Ⅱ 2 2
管理会計論Ⅰ 2 3
管理会計論Ⅱ 2 3
会計監査論Ⅰ 2 3
会計監査論Ⅱ 2 3
経営分析論Ⅰ 2 3
経営分析論Ⅱ 2 3
税務会計論Ⅰ 2 3
税務会計論Ⅱ 2 3
上級簿記論 2 1

専　
門　
関　
連　
科　
目

地域ビジネス領域

地域創生Ⅰ 2 1

８単位以上

地域創生Ⅱ 2 1
鹿児島論 2 1
地場産業論 2 1
起業論 2 1
ＮＰＯ概論 2 2
まちづくり概論 2 2
地域社会論 2 1
地域経済論 2 2
国内インターンシップ 2 2
海外インターンシップ 3 2
地域フィールドワーク 2 3
貿易論Ⅰ 2 2
貿易論Ⅱ 2 2
金融論Ⅰ 2 3
金融論Ⅱ 2 3
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科　　目　　区　　分 授　　業　　科　　目 単位 年次
配当 卒業所要単位数

商業政策Ⅰ 2 3
商業政策Ⅱ 2 3
観光概論 2 1
観光事業論 2 1
観光政策 2 3
旅行業務論Ⅰ 2 1
旅行業務論Ⅱ 2 1
職業指導Ⅰ 2 3
職業指導Ⅱ 2 3

情報領域

コンピュータ概論 2 1
情報システム 2 1
情報社会と情報倫理 2 1
プログラミング入門 2 1
データサイエンス・AI 応用 2 2
情報処理論 2 2
プログラミングⅠ 2 2
プログラミングⅡ 2 2
情報ネットワークⅠ 2 2
情報ネットワークⅡ 2 2
アルゴリズムとデータ構造 2 2
ビジネスデータ処理 2 2
データベース論 2 3
マルチメディア表現と技術Ⅰ 2 2
マルチメディア表現と技術Ⅱ 2 2

法学科目

民法入門 2 1

６単位以上

消費者法 2 1
民法総論 2 1
憲法 4 2
商法 4 2
行政法 4 2
民法各論 4 2
経済法 2 2
会社法 4 2
労働法Ⅰ 2 2
労働法Ⅱ 2 2
税法 2 2

演習科目

基礎演習Ⅰ 2 2

履修指定
（注）①②参照

基礎演習Ⅱ 2 2
演習Ⅰ 2 3
演習Ⅱ 2 3
演習Ⅲ 2 4
演習Ⅳ（卒業研究含む） 4 4

経営特講・外書講読科目

経営特講Ⅰ 2 2
経営特講Ⅱ 2 2
外書講読Ⅰ 2 3
外書講読Ⅱ 2 3

関連科目

ミクロ経済学入門 2 1
マクロ経済学入門 2 1
ミクロ経済学Ⅰ 2 2
マクロ経済学Ⅰ 2 2
経済学史Ⅰ 2 2
経済学史Ⅱ 2 2
経済政策Ⅰ 2 2
経済政策Ⅱ 2 2
西洋経済史Ⅰ 2 1
西洋経済史Ⅱ 2 2
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科　　目　　区　　分 授　　業　　科　　目 単位 年次
配当 卒業所要単位数

社会思想史Ⅰ 2 1
社会思想史Ⅱ 2 1
情報経済論 2 2
統計学Ⅰ 2 1
統計学Ⅱ 2 1
日本経済論Ⅰ 2 1
日本経済論Ⅱ 2 1
日本経済史 2 1
財政学Ⅰ 2 2
財政学Ⅱ 2 2
農業経済論 2 2
食料経済論 2 2
環境経済論Ⅰ 2 2
環境経済論Ⅱ 2 2
経済地理学Ⅰ 2 2
経済地理学Ⅱ 2 2
地方財政論 2 2
人文地理学概論 2 3
自然地理学概論 2 3
地誌学概論 2 3
法律学概論（国際法を含む） 2 3
政治学概論（国際政治を含む） 2 3

他学部・他学科開設及び
教職・資格課程開設科目

※16単位までを卒業
所要単位として認め
る。 （注）③参照　　 

（注）
①� 基礎演習Ⅰ及び基礎演習Ⅱは，半期科目とする。また，基礎演習の選択は，学科を超えて履修することができる。なお，基礎演習Ⅰ
及び基礎演習Ⅱは，履修指定科目とし，配当された年次に全員必ず登録し授業を受けなければならない。

②� 演習Ⅰ，演習Ⅱ，演習Ⅲ及び演習Ⅳ（卒業研究含む）は，半期科目とする。また，演習の選択は，学科を超えて履修することができ
る。なお，演習科目は，履修指定科目とし，配当された年次に全員必ず登録し授業を受けなければならない。

③� 「他学部・他学科開設及び教職・資格課程開設科目」は，合計で16単位までを経営学科専門教育科目の卒業所要単位数〔合計94単位
以上〕に算入できる。その内容・手続については，経済学部履修規程第７条に定める。

福祉社会学部履修規程

第１章　総　　　　　則
第１条　鹿児島国際大学学則（以下「学則」という。）第11条の２に基づき，福祉社会学部履修規程（以下 「履修規程」という。）を定
める。

２　卒業資格を得るための履修は，学則及び履修規程の定めるところによる。
３　学則及び履修規程は，原則として入学当時のものによる。

第２章　科 目 の 履 修
（卒業資格）
第２条　卒業資格を得るためには，学則に定められた在学期間中に，社会福祉学科は別表第１及び別表第３に従い，児童学科は別表第
２及び別表第４に従って授業科目を履修しなければならない。なお，卒業に必要な最低単位数は，124単位とする。

（共通教育科目）
第３条　共通教育科目は，社会福祉学科は別表第１に従い，児童学科は別表第２に従って履修しなければならない。

（外国人留学生の履修方法）
第３条の２　外国人留学生は母語である「外国語」の科目の履修はできない。
２　外国人留学生が，以下の表の科目を履修し修得した単位は，必要に応じて12単位を上限に卒業所要単位として振替えることができ
る。
日本語入門Ⅰ 日本語教育入門
日本語入門Ⅱ 日本語と日本文化
初級日本語Ⅰ 留学生のための日本事情
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初級日本語Ⅱ 日本語学概論Ⅰ
中級日本語Ⅰ 日本語学概論Ⅱ
中級日本語Ⅱ 日本語史
上級日本語Ⅰ 日本文化史
上級日本語Ⅱ 日本文学概論
日本語講読
日本語作文

３　単位の振替え方法については以下のように定める。
① 社会福祉学科については，共通教育科目英語（２単位），共通教育科目全体の順に振替える。
② 児童学科については，共通教育科目英語（２単位），共通教育科目全体の順に振替える。

４　卒業所要単位として振替える科目は，指定して登録しなければならない。

（専門教育科目）
第４条　社会福祉学科の専門教育科目は，別表第３に従い，児童学科の専門教育科目は，別表第４に従って履修しなければならない。

（教職科目）
第５条　教職科目の履修については，別に定める。

（司書に関する科目，司書教諭に関する科目，育児セラピストに関する科目及び特別支援教育に関する科目）
第６条　司書に関する科目，司書教諭に関する科目，育児セラピストに関する科目及び特別支援教育に関する科目の履修については，
別に定める。

（日本語特別プログラム）
第６条の２　日本語特別プログラムに関する科目の履修については，別に定める。

（グローバル英語プログラム）
第６条の３　グローバル英語プログラムに関する科目の履修については，別に定める。

（学部横断プログラム）
第６条の４　学部横断プログラムに関する科目の履修については，別に定める。

（他学部・他学科及び教職・資格課程の開設科目）
第７条　他学部・他学科及び教職・資格課程において開設される専門教育科目の履修科目の単位並びに単位互換制度・留学による修得
単位の認定に関する規程第３条第１項第２号に定める単位互換認定科目の単位は，合計16単位までを卒業所要単位として認める。た
だし，修得した単位は選択科目として認定し，社会福祉学科は，「専門選択科目から合計102単位以上」に，児童学科は「合計109単
位以上」にそれぞれ算入する。

２　履修できる他学部専門教育科目は，演習，実習，事前登録を要する科目を除く専門教育科目とする。
３　履修できる他学科専門教育科目は，演習，実習，事前登録を要する科目及び社会福祉学科の介護福祉関連科目及び介護福祉士課程
科目を除く専門教育科目とする。

４　履修できる教職・資格課程専門教育科目は，別に定める。
５　卒業所要単位とする科目は，指定して登録しなければならない。

（自由選択科目）
第７条の２　単位互換制度・留学による修得単位の認定に関する規程に定める自由選択科目の単位は卒業所要単位に算入しない。

（年次別履修登録制限及び成績優秀者の表彰）
第８条　学生が１年間に履修登録できる科目の単位数は，次の表に定める単位数を超えることはできない。
（社会福祉学科）

１　 年 　次 ２　 年 　次 ３　 年 　次 ４年次（留年生を含む） 
48 48 48 48

前期　24 後期　24 前期　24 後期　24 前期　24 後期　24 前期　24 後期　24
（児童学科）

１　 年 　次 ２　 年 　次 ３　 年 　次 ４年次（留年生を含む） 
48 48 48 48

前期　24 後期　24 前期　24 後期　24 前期　24 後期　24 前期　24 後期　24
２　教職に関する科目，司書に関する科目，司書教諭に関する科目及び特別支援教育に関する科目は，前項の表に示された単位制限に
は含まれない。ただし，これらの科目を卒業所要単位として履修する場合は，同表に示された単位制限に含まれる。

３　単位互換科目を卒業所要単位として履修する場合は，同表に示された単位制限に含まれる。
４　日本語特別プログラムに関する科目は，第１項の表に示された単位制限には含まれない。ただし，これらの科目を卒業所要単位と
して履修する場合は，同表に示された単位制限に含まれる。

５　前学期のGPAが一定の値を超えた学生は，以下のとおり履修登録できるものとする。
（社会福祉学科）
前学期のGPAが3.0を超えた学生は，所定の手続きを経て25単位を上限として履修登録できるものとする。この場合，追加単位
の次学期への繰り越しはできない。
（児童学科）
前学期のGPAが3.6を超えた学生は，所定の手続きを経て25単位を上限として履修登録できるものとする。この場合，追加単位
の次学期への繰り越しはできない。

６　入学時から卒業時までの通算GPAが4.0の学生は，卒業時に成績優秀者として表彰する。
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（履修の順序）
第９条　授業科目の履修は，低学年次配当科目から順次履修することが望ましい。
２　科目の履修については，必修科目を優先的に組み入れなければならない。
３　高学年次生が低学年次配当科目を履修することはさしつかえないが，低学年次生が高学年次配当科目を履修することはできない。

（転学部・転学科・編入・復学者等の履修）
第10条　転学科者，復学者の履修は入学時の学則及び履修規程によるものとする。
２　転学部者，編入者の履修は特に定めがない限り，所属する学科の同学年の学生と同様に取り扱う。

（科目等履修生・聴講生の履修）
第11条　科目等履修生・聴講生の履修は，別に定める。

（科目等の公示）
第12条　授業科目及び授業時間は，毎学年の始めにこれを公示する。履修に関するその他の事項については，その都度掲示する。

（登　　録）
第13条　学生は，毎学年の始めの指定の登録日までに所定の履修届を教務課に提出し，履修科目を登録しなければならない。ただし，
登録日までに登録できなかった場合でも正当な理由があれば教務部長が登録を許可することがある。

２　各学期の開始時に履修登録修正期間を設け，登録済みの科目の取消し及び履修科目の追加登録を認める。
３　前項の履修登録修正期間とは別に，学期の中途に履修登録取消期間を設ける。この期間には登録済みの科目の取消しのみを認め，
追加登録は認めない。

４　前２項及び３項の期間以外に登録済みの科目の取消し及び履修登録の追加登録はできない。ただし，正当な理由があればこれを許
可することがある。

５　演習及び実習については，担当教員の承認を受けて登録しなければならない。

（二重登録の禁止） 
第14条　同一時間に２つ以上の科目を重複して登録することはできない。

（必修科目の再履修）
第15条　必修科目の再履修は，原則として次年度において行わなければならない。

（履修届未提出者の取扱い）
第16条　正当な理由なく履修届を提出せず又は指示に従わない者は，その年度の履修は認められない。

（進　　級）
第17条　次に掲げる進級要件の単位数（卒業に必要な単位として計算されない科目に係る単位数を除く。）を満たさない者は，現年次に
留めおく。

（社会福祉学科）
進級年次 進　　級　　要　　件
３ 年 次 ２年次に１年以上在籍し，かつ，２年次までの修得単位数が40単位以上であること。

（児童学科）
進級年次 進　　級　　要　　件
２ 年 次 １年次に１年以上在籍し，かつ，１年次までの修得単位数が16単位以上であること。

２　進級判定は各学期末に行い，前項に掲げる要件を満たした学生は，翌期から社会福祉学科は３年次，児童学科は２年次に進級する
ことができる。

（学習支援及び修学確認）
第18条　前条に掲げる進級要件を満たせない恐れがある学生及び満たせなかった学生に対しては，必要な学習支援を行うものとする。
２　進級できなかった学生に対して，学生部長は，必要に応じて，本人及び保証人に修学の意思を確認することができる。
３　前学期のGPAが1.5未満の場合は，担任又は指導教員が本人と面談し，必要な学習支援を行う。
４　GPA1.5未満が２学期連続，又は通算で３学期になった学生に対しては，担任又は指導教員が本人及び保証人と面談し，必要な学
習支援を行う。

５　GPA1.0未満が３学期連続した学生に対しては，学生委員会及び教授会の審議を経て，学長が必要と認めた場合にのみ，学生部長
が本人及び保証人に対して，退学を含めた修学の意思確認を行う。

第３章　授　　　　　業
（授　　業）
第19条　学生は，登録した科目でなければ授業を受けることはできない。

（授業の開設期間） 
第20条　授業は，その開講期間によって次の種類とする。
⑴　前期開設授業（前期開講，前期完結の授業）
⑵　後期開設授業（後期開講，後期完結の授業）
⑶　通年授業（１年間の継続授業）
⑷　集中講義
⑸　臨時授業

（授業の開講）
第21条　選択科目は，年度により開講しないことがある。
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（授業を受ける人員の制限） 
第22条　授業は，その内容・教室の都合により授業を受ける資格を限定し，その人数を制限することがある。

（授業の選択と指定）
第23条　同一科目につき２つ以上の授業が開講されているときは，受けるべき授業が特に指定されている場合を除き，その中の１つを
選択しなければならない。

（感染症の防止と措置）
第24条　学校保健安全法施行規則に定める学校感染症（第一種から第三種）に罹患した学生は，速やかに学生課へ連絡のうえ，必要な
手続きを行わなければならない。必要な手続きを行った学生に対しては，履修上不利益とならないように配慮する。

第４章　単 位 の 修 得
（単位の修得）
第25条　授業科目の単位を修得するためには，その授業科目を履修し，所定の試験に合格しなければならない。
２　その授業科目の単位が修得できず再履修する場合は，再度授業を受けなければならない。
３　単位を修得した科目は，再度履修することはできない。

第５章　試　　　　　験
（試　　験）
第26条　試験は各科目につき，原則として所定の授業が終了した学期末又は学年末に行う。
２　通年科目においては，中間的な成績評価等のための試験を前期末に行うことがある。
３　試験は，研究報告，論文，実験，実習の審査，その他の適切な評価手段をもってこれに代えることがある。

（受験資格）
第27条　次の各号の一に該当する者は，試験を受けることができない。
⑴　試験を受けようとする授業科目の履修届を提出していない者
⑵　授業時数の３分の２以上出席していない者
⑶　授業料，その他の納付金未納の者
⑷　受験に際して有効な学生証を携帯していない者
⑸　試験監督者の指示に従わない者又は試験に関する注意事項を守らない者

（追 試 験）
第28条　就職試験，疾病，忌引等やむを得ない理由により，試験を受験できなかった者に対しては，追試験を行う。
２　追試験については，別に定める。

（再 試 験）
第28条の２　不合格になった科目の再試験は行わない。ただし，卒業年次在学者で，卒業に必要な単位が一定数不足した者に対しては，
再試験を行う。

２　再試験については，別に定める。

（成　　績）
第29条　成績評価は原則として試験による。
２　成績については，別に定める。

第６章　規 程 の 改 廃
（規程の改廃）
第30条　この規程の改廃は，教務委員会，学部教授会及び大学評議会の審議を経て，学長の承認を得なければならない。

附　則
この規程は，昭和58年４月１日から施行する。
〔昭和59年４月１日改正規程から平成12年４月１日改正規程までの附則は省略する。〕 

附　則
この規程は，平成13年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成14年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成15年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成17年４月１日から施行する。ただし，平成10年度以前に入学した学生については，従前の規程による。

附　則
この規程は，平成18年４月１日から施行する。ただし，平成17年度以前に入学した学生については，従前の規程による。

附　則
１　この規程は，平成19年４月１日から施行する。ただし，平成18年度以前に入学した学生については，従前の規程による。
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２　この規程は，平成19年４月１日から施行する。ただし，第４条第３項に限り，平成18年度入学者から適用する。
３　この規程は，平成19年４月１日から施行する。ただし，別表第２「現代社会と職業」については平成17年度以降入学者に適用し，
「社会調査実習」「公務知識・行政」については平成13年度入学者から適用する。

附　則
１　この規程は，平成20年４月１日から施行する。ただし，平成19年度以前に入学した学生については，従前の規程による。なお，別
表第１「英語検定科目」に限り，平成17年度入学者から適用する。

２　この規程は，平成20年４月１日から施行する。ただし，別表第３「特別支援教育総論」及び「障害者心理学総論」に限り，平成19
年度入学者から適用する。

附　則
１　この規程は，平成21年４月１日から施行する。ただし，平成20年度以前に入学した学生については，従前の規程による。なお，別
表第３「社会福祉特講Ⅲ」「社会福祉特講Ⅳ」「社会福祉学特論」に限り , 平成18年度入学者から適用する。

２　この規程は，平成21年４月１日から施行する。ただし，平成21年度に福祉社会学部社会福祉学科に２年次編入学及び転学部・転
学科した社会福祉士国家試験受験資格取得を希望する者に限り，平成21年度履修規程別表第１及び別表第３を適用する。

附　則
１　この規程は，平成22年４月１日から施行する。ただし，平成21年度以前に入学した学生については，従前の規程による。なお，第
３条の２，第６条の２及び第８条５項に限り，平成19年度入学者から追加適用する。

２　この規程は，平成22年４月１日から施行する。ただし，別表第２注）③に限り，平成20年度入学者から追加適用する。

附　則
この規程は，平成23年４月１日から施行する。ただし，平成22年度以前に入学した学生については，従前の規程による。なお，別

表第５「社会調査論Ⅰ」「社会調査論Ⅱ」は平成21年度入学生から適用し，別表第５ 「量的データ解析法」「質的データ分析法」「社会
調査実習」は平成20年度入学生から適用する。

附　則
この規程は，平成24年４月１日から施行する。ただし，平成23年度以前に入学した学生については，従前の規程による。

附　則
この規程は，平成25年４月１日から施行する。ただし，平成24年度以前に入学した学生については，従前の規程による。なお，第

28条の２（再試験）に限り，平成24年度以前に入学した学生にも適用する。

附　則
この規程は，平成26年４月１日から施行する。ただし，平成25年度以前に入学した学生については，従前の規程による。

附　則
この規程は，平成27年４月１日から施行する。ただし，平成26年度以前に入学した学生については，従前の規程による。なお，第

30条に限り，平成26年度以前に入学した学生にも適用する。

附　則
この規程は，平成28年４月１日から施行する。ただし，平成27年度以前に入学した学生については，従前の規程による。なお，第

13条第２項に限り平成27年度以前に入学した学生にも適用する。

附　則
１　この規程は，平成30年４月１日から施行する。ただし，平成27年度以前に入学した学生については，従前の規程による。
２　この規程は，平成30年４月１日から施行する。ただし，平成29年度以前に入学した学生については，従前の規程による。なお，別
表第４「教育実習Ａ」「教育実習Ｂ」は平成28年度以降に入学した学生から適用する。

附　則
この規程は，平成31年４月１日から施行する。ただし，平成30年度以前に入学した学生については，従前の規程による。

附　則
この規程は，令和３年４月１日から施行する。ただし，令和２年度以前に入学した学生については，従前の規程による。

附　則
この規程は，令和４年４月１日から施行する。ただし，令和３年度以前に入学した学生については，従前の規程による。

附　則
この規程は，令和５年４月１日から施行する。ただし，令和４年度以前に入学した学生については，従前の規程による。なお，第24

条に限り，令和４年度以前に入学した学生にも適用する。

附　則
この規程は，令和６年４月１日から施行する。ただし，令和５年度以前に入学した学生については，従前の規程による。

附　則
この規程は，令和８年４月１日から施行する。ただし，令和７年度以前に入学した学生については，従前の規程による。
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別表第１　社会福祉学科共通教育科目

科　　目　　区　　分 授　　業　　科　　目 単位 年次
配当 卒業所要単位数

基　
礎　
科　
目

新入生ゼミナール 新入生ゼミナール 2 1 履修指定（注）①参照

共　
通　
教　
育　
科　
目　
合　
計　
14　
単　
位　
以　
上

数理・データサイエンス・ＡＩ
データサイエンス・ＡＩ入門 2 1
情報処理 2 1 履修指定（注）①参照
確率と統計 2 1

６単位以上

キャリアデザイン
コミュニケーション力育成 2 1
論理的思考と数的処理 2 2
キャリア形成のための文章力育成 2 3

人　
間　
教　
養　
科　
目

人文科学

日本文学 2 1
外国文学 2 1
音楽文化論 2 1
日本史 2 1
西洋史 2 1
東洋史 2 1
東西文化の交流 2 1
哲学 2 1
倫理学 2 1
心理学 2 1

社会科学

法学 2 1
日本国憲法 2 1
政治学 2 1
経済学 2 1
社会学 2 1
地理学 2 1
社会科学概論 2 1

自然科学

数学Ⅰ 2 1
数学Ⅱ 2 1
生命科学 2 1
環境科学 2 1

地域志向

地域創生Ⅰ 2 1
地域創生Ⅱ 2 1
J a p a n o l o g y 2 1
地域から世界へ 2 1
鹿児島データサイエンス実践 2 1
ボランティア活動 2 1
国内インターンシップ 2 2
海外インターンシップ 3 2
教養特講Ⅰ 2 1
教養特講Ⅱ 2 1
教養特講Ⅲ 2 1
教養特講Ⅳ 2 1

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ス
キ
ル
ズ
科
目

英　
　
　
　
　
語

コア

英語オーラル・コミュニケーションⅠ 1 1
２単位以上
（注）②参照英語オーラル・コミュニケーションⅡ 1 1

英語海外研修 2 1
英語リーディング 1 1
英語ライティング 1 1

関連

英文読解の技法 2 1
TOEIC・TOEFL 対策 2 1
コミュニケーションのための英文法 2 1
Global Economy and Business 2 1

第　
二　
外　
国　
語

中国語
基礎中国語Ⅰ 1 1
基礎中国語Ⅱ 1 1
中国語海外研修 2 1

フランス語 基礎フランス語Ⅰ 1 1
基礎フランス語Ⅱ 1 1

ドイツ語 基礎ドイツ語Ⅰ 1 1
基礎ドイツ語Ⅱ 1 1
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科　　目　　区　　分 授　　業　　科　　目 単位 年次
配当 卒業所要単位数

韓国語
基礎韓国語Ⅰ 1 1
基礎韓国語Ⅱ 1 1
韓国語海外研修 2 1

日本語
（留学生科目）

日本語入門Ⅰ 2 1
日本語入門Ⅱ 2 1
留学生のための日本事情 2 1

ス
ポ
ー
ツ
・
健
康
科
目

講義 日常生活に生かすスポーツ科学 2 1

１科目履修指定
（注）③参照

現代社会とスポーツ 2 1

実習

スポーツ実習Ⅰ（屋内集団球技） 1 1
スポーツ実習Ⅱ（屋内個人球技） 1 1
スポーツ実習Ⅲ（個  人  種  目） 1 1
スポーツ実習Ⅳ（屋外個人球技） 1 1
スポーツ実習Ⅴ（屋外集団球技） 1 1

（注）
①� 新入生ゼミナール及び情報処理は，履修指定とし，配当された年次に全員必ず登録し授業を受けなければならない。なお，新入生ゼ
ミナールの再履修はできない。

②� コミュニケーションスキルズ科目の英語は，コア科目の英語オーラル・コミュニケーションⅠ及び英語オーラル・コミュニケーショ
ンⅡ又は英語海外研修から２単位以上を修得しなければならない。

③ スポーツ・健康科目は，１科目履修指定とし，配当された年次に全員必ず登録し授業を受けなければならない。

別表第２　児童学科共通教育科目

科　　目　　区　　分 授　　業　　科　　目 単位 年次
配当 卒業所要単位数

基　
礎　
科　
目

新入生ゼミナール 新入生ゼミナール 2 1 履修指定（注）①参照

共
通
教
育
科
目
合
計
15
単
位
以
上

数理・データサイエンス・AI
データサイエンス・ＡＩ入門 2 1
情報処理 2 1 履修指定（注）①参照
確率と統計 2 1

キャリアデザイン
コミュニケーション力育成 2 1
論理的思考と数的処理 2 2
キャリア形成のための文章力育成 2 3

人　
　
間　
　
教　
　
養　
　
科　
　
目

人文科学

日本文学 2 1
外国文学 2 1
音楽文化論 2 1
日本史 2 1
西洋史 2 1
東洋史 2 1
東西文化の交流 2 1
哲学 2 1
倫理学 2 1
心理学 2 1

社会科学

法学 2 1
日本国憲法 2 1
政治学 2 1
経済学 2 1
社会学 2 1
地理学 2 1
社会科学概論 2 1

自然科学

数学Ⅰ 2 1
数学Ⅱ 2 1
生命科学 2 1
環境科学 2 1

地域志向

地域創生Ⅰ 2 1
地域創生Ⅱ 2 1
J a p a n o l o g y 2 1
地域から世界へ 2 1
鹿児島データサインス実践 2 1
ボランティア活動 2 1
国内インターンシップ 2 2
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科　　目　　区　　分 授　　業　　科　　目 単位 年次
配当 卒業所要単位数

海外インターンシップ 3 2
教養特講Ⅰ 2 1
教養特講Ⅱ 2 1
教養特講Ⅲ 2 1
教養特講Ⅳ 2 1

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ス
キ
ル
ズ
科
目

英　
　
　
　
　
語

コア

英語オーラル・コミュニケーションⅠ 1 1
２単位以上
（注）②参照英語オーラル・コミュニケーションⅡ 1 1

英語海外研修 2 1
英語リーディング 1 1 ��
英語ライティング 1 1

関連

英文読解の技法 2 1
TOEIC・TOEFL 対策 2 1
コミュニケーションのための英文法 2 1
Global Economy and Business 2 1

第
二
外
国
語

中国語
基礎中国語Ⅰ 1 1
基礎中国語Ⅱ 1 1
中国語海外研修 2 1

フランス語 基礎フランス語Ⅰ 1 1
基礎フランス語Ⅱ 1 1

ドイツ語 基礎ドイツ語Ⅰ 1 1
基礎ドイツ語Ⅱ 1 1

韓国語
基礎韓国語Ⅰ 1 1
基礎韓国語Ⅱ 1 1
韓国語海外研修 2 1

日本語
（留学生科目）

日本語入門Ⅰ 2 1
日本語入門Ⅱ 2 1
留学生のための日本事情 2 1

ス
ポ
ー
ツ
・
健
康
科
目

講義 日常生活に生かすスポーツ科学 2 1
現代社会とスポーツ 2 1

実習

スポーツ実習Ⅰ（屋内集団球技） 1 1
スポーツ実習Ⅱ（屋内個人球技） 1 1
スポーツ実習Ⅲ（個  人  種  目） 1 1
スポーツ実習Ⅳ（屋外個人球技） 1 1
スポーツ実習Ⅴ（屋外集団球技） 1 1

（注）
①� 新入生ゼミナール及び情報処理は，履修指定とし，配当された年次に全員必ず登録し授業を受けなければならない。なお，新入生ゼ
ミナールの再履修はできない。

②� コミュニケーションスキルズ科目の英語は，コア科目の英語オーラル・コミュニケーションⅠ及び英語オーラル・コミュニケーショ
ンⅡ又は英語海外研修から２単位以上を修得しなければならない。

別表第３　社会福祉学科専門教育科目

科　　目　　区　　分 授　　業　　科　　目 単位 年次
配当 卒業所要単位数

学　
　
科　
　
基　
　
本　
　
科　
　
目

必修

社会福祉概論Ⅰ 2 1

８単位社会福祉概論Ⅱ 2 1
ソーシャルワークⅠ 2 1
ソーシャルワークⅡ 2 1

履修指定

演習Ⅰ 2 3

30単位以上

専
門
選
択
科
目
か
ら
合
計
102
単
位
以
上�

演習Ⅱ 2 3
演習Ⅲ 2 4
演習Ⅳ（演習論文含む） 4 4
鹿児島社会福祉入門 2 1

社会福祉基礎

医学一般 2 1
心理学概論 2 1
社会学概論 2 1
社会福祉調査 2 3
ソーシャルワークⅢ 2 2
ソーシャルワークⅣ 2 2
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科　　目　　区　　分 授　　業　　科　　目 単位 年次
配当 卒業所要単位数

ソーシャルワークⅤ 2 3
ソーシャルワークⅥ 2 3
公的扶助論 2 2
地域福祉論Ⅰ 2 2
地域福祉論Ⅱ 2 2
社会福祉運営管理 2 3
保健医療サービス 2 2
高齢者福祉論 2 1
障害者福祉論 2 2
子ども家庭福祉論 2 2
権利擁護と成年後見制度 2 3
司法福祉 2 2
ソーシャルワーク実習入門 2 2
ソーシャルワーク演習Ⅰ 2 2
ソーシャルワーク演習Ⅱ 2 2
ソーシャルワーク演習Ⅲ 3 2
ソーシャルワーク演習Ⅳ 2 3
ソーシャルワーク現場実習指導Ⅰ 1 2
ソーシャルワーク現場実習指導Ⅱ 2 3
ソーシャルワーク現場実習Ⅰ 2 2
ソーシャルワーク現場実習Ⅱ 4 3
社会福祉学特論 4 4
社会保障論Ⅰ 2 3
社会保障論Ⅱ 2 3

社会福祉特設

家族社会学 2 2

８単位以上

社会福祉法制 2 4
発達心理学 2 2
臨床心理学 2 3
精神保健学Ⅰ 2 3
精神医学Ⅱ 2 3
精神保健福祉制度論 2 3
精神保健福祉の原理Ⅰ 2 3
社会病理論 2 2
基礎介護技術 2 2
手話 2 1
点字 2 1
社会福祉特講Ⅰ 2 1
社会福祉特講Ⅱ 2 1
社会福祉特講Ⅲ 2 3
ケアマネジメント論 2 2
発達と老化の理解Ⅱ 2 4
こころとからだのしくみⅠ 2 2
認知症の理解Ⅰ 2 1
障害の理解Ⅱ 2 3
介護福祉論 2 1
福祉行財政と福祉計画 2 3
就労支援サービス 1 2

学　
科　
発　
展　
科　
目

精神保健福祉関連

精神保健学Ⅱ 2 3
精神医学Ⅰ 2 3
精神障害リハビリテーション論 2 4
精神保健福祉の原理Ⅱ 2 3
精神保健福祉援助技術各論Ⅰ 2 4
精神保健福祉援助技術各論Ⅱ 2 4
精神保健福祉援助演習Ⅰ 2 4
精神保健福祉援助演習Ⅱ 4 4
精神保健福祉援助実習指導Ⅰ 2 4
精神保健福祉援助実習指導Ⅱ 2 4
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科　　目　　区　　分 授　　業　　科　　目 単位 年次
配当 卒業所要単位数

精神保健福祉援助実習指導Ⅲ 2 4
精神保健福祉援助実習 4 4

介護福祉関連

介護福祉の基本Ⅰ 2 1
介護福祉の基本Ⅱ 2 3
介護実習指導Ⅱ 1 2
介護実習Ⅱ 4 2
こころとからだのしくみⅢ 2 2
手話・点字 1 3
生活支援技術Ⅳ（栄養・調理） 2 3
生活支援技術Ⅴ（被服及び住居） 2 3
生活支援技術Ⅴ（被服及び住居実習） 1 3
障害の理解Ⅰ 2 2
介護福祉特講Ⅰ 2 4
介護福祉特講Ⅱ 2 4
介護過程Ⅰ 1 1
介護過程Ⅱ 1 1
介護過程Ⅲ 1 4
医療的ケアⅠ 2 4
医療的ケアⅡ 2 4
医療的ケアⅢ（演習含む） 1 4
介護実習指導Ⅲ 2 4
介護実習Ⅲ 5 4

教職関連

教育社会学 2 2
社会心理学 2 2
生涯学習概論 2 2
障害児の心理・生理・病理 2 2
特別支援教育総論 2 2
経済原論（国際経済を含む） 2 2
人文地理学概論 2 3
自然地理学概論 2 3
地誌学概論 2 3
法律学概論（国際法を含む） 2 3
政治学概論（国際政治を含む） 2 3
民法 2 3

自
由
科
目
（
卒
業
所
要
単
位
に
含
ま
れ
な
い
）

介護福祉士課程

リハビリテーション論 2 3
生きがい活動援助法Ⅰ 2 2
生きがい活動援助法Ⅱ 2 2
生活支援技術Ⅰ 1 1
生活支援技術Ⅱ 1 1
生活支援技術Ⅲ 1 2
生活支援技術Ⅳ（栄養・調理実習） 2 3
介護実習指導Ⅰ 1 1
介護実習Ⅰ 2 1
発達と老化の理解Ⅰ 2 2
認知症の理解Ⅱ 2 3
こころとからだのしくみⅡ 2 2

計 110単位以上
注）
①� ソーシャルワーク現場実習指導Ⅰを履修できる者は，ソーシャルワーク実習入門の単位を修得したものでなければならない。
② ソーシャルワーク現場実習Ⅰを履修する者は，ソーシャルワーク現場実習指導Ⅰを履修しなければならない。
③� ソーシャルワーク現場実習指導Ⅱを履修できる者は，ソーシャルワーク現場実習指導Ⅰ及びソーシャルワーク現場実習Ⅰの単位を
修得したものでなければならない。ただし，⑥に定める場合を除く。

④ ソーシャルワーク現場実習Ⅱを履修する者は，ソーシャルワーク現場実習指導Ⅱを履修しなければならない。
⑤� ソーシャルワーク演習Ⅳを履修する者は，原則としてソーシャルワーク現場実習Ⅱに規定されている実施時間数を終えたものでな
ければならない。

⑥� 介護福祉士資格を有する者は，ソーシャルワーク現場実習Ⅰの履修を免除できる。ただし，ソーシャルワーク現場実習指導Ⅰについ
ては履修しなければならない。

⑦� 社会福祉士国家試験受験資格に関する履修規程の別表（第３条関係）に掲げる各科目の出席時間数が，養成施設指定規則に定める時
間数の３分の２（ソーシャルワーク実習にあっては５分の４）に満たない者については，当該科目の履修を認定しない。ただし，ソー
シャルワーク演習Ⅰ，ソーシャルワーク演習Ⅱ，ソーシャルワーク演習Ⅲ，ソーシャルワーク演習Ⅳ，ソーシャルワーク現場実習指
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導Ⅰ及びソーシャルワーク現場実習指導Ⅱについては，出席時間数が養成施設指定規則に定める時間数の５分の４に満たない者は，
当該科目の単位を認定しない。

⑧� 他学部・他学科専門教育科目及び教職・資格課程の科目の履修により修得した単位並びに単位互換認定科目の単位は，福祉社会学部
履修規程第７条により，「専門選択科目から合計102単位以上」の枠で16単位を限度に卒業所要単位として認める。

⑨� 特定の養成課程の登録は，介護福祉士課程については１年次開始時に行う。精神保健福祉士養成課程登録は４年次開始時に行う。た
だし，３年次編入学生は，精神保健福祉士養成課程への登録はできない。

⑩� 学科発展科目群の精神保健福祉関連科目について，「精神保健福祉援助演習Ⅰ」，「精神保健福祉援助演習Ⅱ」，「精神保健福祉援助実
習指導Ⅰ」，「精神保健福祉援助実習指導Ⅱ」，「精神保健福祉援助実習指導Ⅲ」及び「精神保健福祉援助実習」以外の科目については
精神保健福祉士養成課程以外の学生も履修することができる。

⑪� 学科発展科目群の介護福祉関連科目及び自由科目の介護福祉士課程科目について，介護福祉士課程以外の学生は履修することがで
きない。ただし，高校福祉の教職免許状取得希望者は，「発達と老化の理解Ⅰ」を履修することができる。

⑫ 学科発展科目群の教職関連科目について，教職課程以外の学生も履修することができる。
⑬� 「演習Ⅰ」，「演習Ⅱ」，「演習Ⅲ」，「演習Ⅳ（演習論文含む）」及び「鹿児島社会福祉入門」は，履修指定とし，配当された年次に全員
必ず登録し授業を受けなければならない。

別表第４　児童学科専門教育科目

科　　目　　区　　分 授　　業　　科　　目 単位 年次
配当

コース／卒業所要単位数
保　育　系 児童教育系

学　
科　
基　
本　
科　
目

必修 総合講義「子ども学」 2 1 ２単位 ２単位

合　
計　
109　
単　
位　
以　
上

履修指定 子どもの教育福祉 2 2 履修指定 履修指定鹿児島の教育 2 2

選択 基礎実習 1 2
保育基礎実習 1 2

履修指定

演習Ⅰ 2 3

履修指定 履修指定演習Ⅱ 2 3
演習Ⅲ 2 4
演習Ⅳ（卒業研究含む） 4 4

選択 小学校教育基礎Ⅰ 2 1
小学校教育基礎Ⅱ 2 1

子どもと福祉に関する科目

社会福祉 2 1
保育原理 2 1
手話 2 1
点字 2 1
保育者論 2 1
幼児理解と教育相談 2 3 ２単位
子ども家庭福祉 2 2 �
社会的養護 2 2
子どもの保健 2 2
子どもの健康と安全 1 2
子どもの食と栄養 2 2
乳児保育Ⅰ 2 2
乳児保育Ⅱ 1 3
障がい児保育 2 2
障がい者福祉 2 3
社会的養護内容 2 3
子ども家庭支援論 2 1
保育実習Ⅰ 4 3
保育実習指導Ⅰ 2 3
保育実習Ⅱ 2 3
保育実習指導Ⅱ 1 3
保育実習Ⅲ 2 3
保育実習指導Ⅲ 1 3
保育実践演習 2 4
育児学 2 3

子どもと教育に関する科目

教育原理 2 1 ４単位 ４単位学校の制度・教育課程編成論 2 1
教育史 2 2
教育臨床 2 2
教職入門 2 2 ４単位 ６単位特別支援教育論 2 3
児童理解と教育相談 2 3



― 33―

科　　目　　区　　分 授　　業　　科　　目 単位 年次
配当

コース／卒業所要単位数
保　育　系 児童教育系

教育実習（幼・小） 5 4
教職実践演習（幼・小） 2 4
国語 2 1
算数Ⅰ 2 1
算数Ⅱ 2 2
生活 2 2
音楽 2 1
図画工作 2 2
体育 2 2
社会Ⅰ 2 1
社会Ⅱ 2 2
理科Ⅰ 2 1
理科Ⅱ 2 2
家庭 2 2
英語 2 2
離島教育の理解と体験的活動 2 3
生徒指導・進路指導 2 2 ４単位道徳教育の指導法 2 3
英語教育の指導法 2 3
教育におけるＩＣＴ活用 1 1

５単位特別活動・総合的な学習の時間 2 2
初等教育方法 2 2
国語科教育法 2 3
社会科教育法 2 3
算数科教育法 2 3
理科教育法 2 3
生活科教育法 2 3
音楽科教育法 2 3
図画工作科教育法 2 3
家庭科教育法 2 3
体育科教育法 2 3

幼児の教育に関する科目

教育課程論（保育の計画と評価を含む） 2 2 ２単位
幼児と健康 2 1
幼児と人間関係 2 1
幼児と環境 2 1
幼児と言葉 2 1
幼児と表現 2 1
幼児教育方法 2 1

６単位保育指導法（健康） 2 2
保育指導法（表現） 2 2
保育指導法（言葉） 2 2
保育指導法（環境） 2 2
保育指導法（人間関係） 2 2
保育指導法特別研究 2 3 ２単位
幼稚園観察演習 2 3

子どもと心理に関する科目

保育の心理学 2 1
子ども家庭支援の心理学 2 1
子どもの理解と援助 1 2
臨床心理学 2 2
教育心理学 2 1 ２単位 ２単位
精神保健 2 2

子どもと表現文化に
関する科目

音楽表現技術Ⅰ 2 2
音楽表現技術Ⅱ 2 3
音楽基礎演習 1 2
造形基礎演習 1 2
書道 2 2
児童文学 2 1
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注）
① コースの選択は２年次開始時に必ず行わなければならない。
②� 他学部・他学科専門教育科目，教職・資格課程の科目の履修により修得した単位及び単位互換認定科目の単位は，福祉社会学部履修
規程第７条により，「合計109単位以上」の枠で16単位を限度に卒業所要単位として認める。

③� 「子どもの教育福祉」，「鹿児島の教育」，「演習Ⅰ」，「演習Ⅱ」，「演習Ⅲ」及び「演習Ⅳ（卒業研究含む）」は，履修指定とし，配当さ
れた年次に全員必ず登録し，授業を受けなければならない。また，小学校教諭一種免許，幼稚園教諭一種免許，保育士資格のいずれ
かの免許・資格の取得を希望する学生は，「基礎実習」について，履修指定とし，配当された年次に全員必ず登録し，授業を受けなけ
ればならない。さらに，保育士資格の取得を希望する学生は，「保育基礎実習」についても，履修指定とし，配当された年次に全員必
ず登録し，授業を受けなければならない。

④� 保育実習は，「保育実習指導Ⅰ・保育実習Ⅰ」に加えて，「保育実習指導Ⅱ・保育実習Ⅱ」又は「保育実習指導Ⅲ・保育実習Ⅲ」を登
録しなければならない。

国 際 文 化 学 部 履 修 規 程

第１章　総　　　　　則
第１条　鹿児島国際大学学則（以下「学則」という。）第11条の２に基づき，国際文化学部履修規程（以下「履修規程」という。）を定
める。

２　卒業資格を得るための履修は，学則及び履修規程の定めるところによる。
３　学則及び履修規程は，原則として入学当時のものによる。

第２章　科 目 の 履 修
（卒業資格）
第２条　卒業資格を得るためには，学則に定められた在学期間中に，別表第１及び別表第２に従って，授業科目を履修しなければなら
ない。なお，卒業に必要な最低単位数は，124単位とする。

（共通教育科目）
第３条　共通教育科目は，別表第１に従って，履修しなければならない。

（外国人留学生の履修方法）
第４条　外国人留学生は母語である外国語の科目の履修はできない。
２　外国人留学生が，以下の表の科目を履修し修得した単位は，必要に応じて20単位を上限に卒業所要単位として振替えることができ
る。
日本語入門Ⅰ 日本語学概論Ⅰ
日本語入門Ⅱ 日本語学概論Ⅱ
初級日本語Ⅰ 日本語史
初級日本語Ⅱ 日本文化史
中級日本語Ⅰ 日本文学概論
中級日本語Ⅱ 日本古典文学Ⅰ
上級日本語Ⅰ 日本古典文学Ⅱ
上級日本語Ⅱ 日本近代文学Ⅰ
日本語講読 日本近代文学Ⅱ
日本語作文 日本文学講読
日本語教育入門 日本語学特論Ⅰ
日本語と日本文化 日本語学特論Ⅱ
留学生のための日本事情 日本語学特論Ⅲ

３　単位の振替え方法については以下のように定める。
共通教育科目英語（２単位），共通教育科目第二外国語（４単位），共通教育科目全体，専攻科目学科基本科目英語（４単位）の順
に振替える。

４　卒業所要単位として振替える科目は，指定して登録しなければならない。

（専門教育科目）
第５条　別表第２に従って履修しなければならない。
第５条の２　「専攻実技Ⅰ～Ⅷ」の履修希望者は，指定する期間に別表第７に示す履修費を納入しなければならない。

（コース科目）
第５条の３　別表第３，別表第４，別表第５，別表第６及び別表第７に従って履修しなければならない。

（資格科目）
第６条　教職，司書，司書教諭，学芸員及び日本語教員の課程の履修については，別に定める。

（日本語特別プログラム）
第６条の２　日本語特別プログラムの履修については，別に定める。

（グローバル英語プログラム）
第６条の３　グローバル英語プログラムに関する科目の履修については，別に定める。
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（学部横断プログラム）
第６条の４　学部横断プログラムに関する科目の履修については，別に定める。

（他学部・他学科，教職・資格課程及び日本語特別プログラムの開設科目）
第７条　他学部・他学科及び教職・資格課程において開設される授業科目のうち専門教育科目について，所定の手続きを経て履修する
ことができる。

２　履修した他学部・他学科科目を「他学部・他学科履修科目」として認定する。
３　履修した教職・資格課程科目を「教職・資格課程履修科目」として認定する。
４　卒業所要単位として認めることのできる他学部・他学科，教職・資格課程及び日本語特別プログラムにおいて開設される授業科目
のうち専門教育科目並びに単位互換制度・留学による修得単位の認定に関する規程第３条第１項第２号に定める単位互換認定科目に
ついて，合計16単位までを専門教育科目の卒業所要単位数〔合計98単位以上〕に算入する。

５　卒業所要単位として履修する他学部・他学科，教職・資格課程及び日本語特別プログラムに開設される授業科目のうち専門教育科
目は，第９条第１項の表に示された単位制限に含まれる。

６　履修できる他学部・他学科専門教育科目及び教職・資格課程に開設される授業科目のうち専門教育科目は，演習，実習，事前登録
を要する科目及び福祉社会学部社会福祉学科介護福祉関連科目及び介護福祉士課程科目を除く専門教育科目とする。

７　履修できる教職・資格課程専門教育科目及び日本語特別プログラム科目は別に定める。
８　卒業所要単位とする科目は，指定して登録しなければならない。

（自由選択科目）
第８条　単位互換制度・留学による修得単位の認定に関する規程に定める自由選択科目の単位は卒業所要単位に算入しない。

（年次別履修登録制限及び成績優秀者の表彰）
第９条　学生が１年間に履修登録できる科目の単位数は，次の表に定める単位数を超えることはできない。

１　 年 　次 ２　 年 　次 ３　 年 　次 ４年次（留年生を含む） 
44 44 44 48

前期　22 後期　22 前期　22 後期　22 前期　22 後期　22 前期　24 後期　24
２　教職，司書，司書教諭，学芸員及び日本語教員の資格に関する科目の中で，卒業所要単位として履修するものは，上表に示された
単位制限に含まれる。

３　単位互換科目を卒業所要単位として履修する場合は，同表に示された単位制限に含まれる。
４　日本語特別プログラムに関する科目は，第１項の表に示された単位制限には含まれない。ただし，これらの科目を卒業所要単位と
して履修する場合は，同表に示された単位制限に含まれる。

５　前学期のGPAが3.0を超えた学生は，所定の手続きを経て，25単位を上限として履修登録できるものとする。この場合，追加単
位の次学期への繰り越しはできない。

６　入学時から卒業時までの通算GPAが4.0の学生は，卒業時に成績優秀者として表彰する。

（履修の順序）
第10条　授業科目の履修は，低学年次配当科目から順次履修することが望ましい。
２　高学年次生が低学年次配当科目を履修することはさしつかえないが，低学年次生が高学年次配当科目を履修することはできない。

（転学部・転学科・編入学・復学者等の履修）
第11条　転学科者，復学者の履修は，入学時の学則及び履修規程によるものとする。
２　転学部者，編入学者，再入学者の履修は，特に定めがない限り，所属する学科の同学年の学生と同様に取り扱う。

（科目等履修生・聴講生の履修）
第12条　科目等履修生・聴講生の履修は，別に定める。

（科目等の公示）
第13条　授業科目及び授業時間割は，毎学年の始めにこれを公示する。履修に関するその他の事項については，その都度掲示する。

（登　　録）
第14条　学生は，学年始めの指定の登録日までに所定の履修届を教務課に提出し，履修科目を登録しなければならない。ただし，登録
日までに登録できなかった場合でも正当な理由があれば教務部長が登録を許可することがある。

２　各学期の開始時に履修登録修正期間を設け，登録済みの科目の取消し及び履修科目の追加登録を認める。
３　前項の履修登録修正期間とは別に，学期の中途に履修登録取消期間を設ける。この期間には登録済みの科目の取消しのみを認め，
追加登録は認めない。

４　前２項及び３項の期間以外に登録済みの科目の取消し及び履修登録の追加登録はできない。ただし，正当な理由があればこれを許
可することがある。

５　演習及び芸術等の分野における個人指導による実技については，担当教員の承認を受けて登録しなければならない。

（二重登録の禁止）
第15条　同一時間に２つ以上の科目を重複して登録することはできない。

（履修届未提出者の取扱い）
第16条　正当な理由なく履修届を提出せず，又は指示に従わない者は，その年度の履修は認められない。

（進　　級）
第17条　次に掲げる進級要件の単位数（卒業に必要な単位として計算されない科目に係る単位数を除く。）を満たさない者は，現年次に
留めおく。



― 36―

（国際文化学科）
進級年次 進　　級　　要　　件
３ 年 次 ２年次に１年以上在籍し，かつ，２年次までの修得単位数が40単位以上であること。

２　進級判定は各学期末に行い，前項に掲げる要件を満たした学生は，翌期から３年次に進級することができる。

（学習支援及び修学確認）
第18条　前条に掲げる進級要件を満たせない恐れがある学生及び満たせなかった学生に対しては，必要な学習支援を行うものとする。
２　進級できなかった学生に対して，学生部長は，必要に応じて，本人及び保証人に修学の意思を確認することができる。
３　前学期のGPAが1.5未満の場合は，担任又は指導教員が本人と面談し，必要な学習支援を行う。
４　GPA1.5未満が２学期連続，又は通算で３学期になった学生に対しては，担任又は指導教員が本人及び保証人と面談し，必要な学
習支援を行う。

５　GPA1.0未満が３学期連続した学生に対しては，学生委員会及び教授会の審議を経て，学長が必要と認めた場合にのみ，学生部長
が本人及び保証人に対して，退学を含めた修学の意思確認を行う。

第３章　授　　　　　業
（授　　業）
第19条　学生は，登録した科目でなければ授業を受けることはできない。

（授業の開設期間）
第20条　授業は，その開講期間によって次の種類とする。
⑴　前期開設授業（前期開講，前期完結の授業）
⑵　後期開設授業（後期開講，後期完結の授業）
⑶　通年授業（１年間の継続授業）
⑷　集中講義
⑸　臨時授業

（授業の開講）
第21条　選択科目は，年度により開講しないことがある。

（授業を受ける人員の制限）
第22条　授業は，その内容・教室の都合により授業を受ける資格を限定し，その人数を制限することがある。

（授業の選択と指定）
第23条　同一科目につき２つ以上の授業が開講されているときは，受けるべき授業が特に指定されている場合を除き，その中の１つを
選択しなければならない。

（感染症の防止と措置）
第24条　学校保健安全法施行規則に定める学校感染症（第一種から第三種）に罹患した学生は，速やかに学生課へ連絡のうえ，必要な
手続きを行わなければならない。必要な手続きを行った学生に対しては，履修上不利益とならないように配慮する。

第４章　単　位　の　修　得
（単位の修得）
第25条　授業科目の単位を修得するためには，その授業科目を履修し，所定の試験に合格しなけばならない。
２　その授業科目の単位が修得できず再履修する場合は，再度授業を受けなければならない。
３　単位を修得した科目は，再度履修することはできない。

第５章　試　　　　　験
（試　　験）
第26条　試験は各科目につき，原則として所定の授業が終了した学期末又は学年末に行う。
２　通年科目においては，中間的な成績評価等のための試験を前期末に行うことがある。
３　試験は，研究報告，論文，実験，実習，実技の審査，その他の適切な評価手段をもってこれに代えることがある。

（受験資格）
第27条　次の各号の一に該当する者は，試験を受けることができない。
⑴　試験を受けようとする授業科目の履修届を提出していない者
⑵　授業時数の３分の２以上出席していない者
⑶　授業料，その他の納付金未納の者
⑷　受験に際して有効な学生証を携帯していない者
⑸　試験監督者の指示に従わない者又は試験に関する注意事項を守らない者

（追 試 験）
第28条　就職試験，疾病，忌引等やむを得ない理由により，試験を受験できなかった者に対しては，追試験を行う。
２　追試験については，別に定める。

（再 試 験）
第28条の２　不合格になった科目の再試験は行わない。ただし，卒業年次在学者で，卒業に必要な単位が一定数不足した者に対しては，
再試験を行う。

２　再試験については，別に定める。
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（成　　績）
第29条　成績評価は原則として試験による。
２　成績については，別に定める。

第６章　規 程 の 改 廃
（規程の改廃）
第30条　この規程の改廃は，教務委員会，学部教授会及び大学評議会の審議を経て，学長の承認を得なければならない。

附　則
この規程は，平成12年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成13年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成14年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成15年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成16年４月１日から施行する。ただし，平成12年度に入学した学生については，従前の規程による。

附　則
この規程は，平成17年４月１日から施行する。ただし，平成16年度以前に入学した学生については，従前の規程による。

附　則
この規程は，平成18年４月１日から施行する。ただし，平成17年度以前に入学した学生については，従前の規程による。

附　則
この規程は，平成19年４月１日から施行する。ただし，平成18年度以前に入学した学生については，従前の規程による。

附　則
１　この規程は，平成20年４月１日から施行する。ただし，平成19年度以前に入学した学生については，従前の規程による。なお，別
表第１「英語検定科目」に限り，平成17年度入学者から適用する。

２　この規程は，平成20年４月１日から施行する。ただし，別表第２「Ｄ群（コース科目）」，別表第３「英米語コース関連科目」及び
別表第４「国際言語文化コース科目ａ群（言語）」に限り，平成19年度入学者から適用する。

３　この規程は，平成20年４月１日から施行する。ただし，別表第２及び別表第６「インターンシップ実習科目」に限り，平成17年
度入学者から適用する。

附　則
この規程は，平成21年４月１日から施行する。ただし，平成20年度以前に入学した学生については，従前の規程による。

附　則
この規程は，平成22年４月１日から施行する。ただし，平成21年度以前に入学した学生については，従前の規程による。なお，第

４条，第６条の２及び第９条５項に限り，平成19年度入学者から追加適用する。

附　則
この規程は，平成23年４月１日から施行する。ただし，平成22年度以前に入学した学生については，従前の規程による。

附　則
この規程は，平成24年４月１日から施行する。ただし，平成23年度以前に入学した学生については，従前の規程による。なお，第5

条別表第３（注）⑤に限り，平成23年度入学者から追加適用する。

附　則
この規程は，平成25年４月１日から施行する。ただし，平成24年度以前に入学した学生については，従前の規程による。なお，第

28条の２（再試験）に限り，平成24年度以前に入学した学生にも適用する。

附　則
この規程は，平成27年４月１日から施行する。ただし，平成26年度以前に入学した学生については，従前の規程による。なお，第

30条に限り，平成26年度以前に入学した学生にも適用する。

附　則
この規程は，平成28年４月１日から施行する。ただし，平成27年度以前に入学した学生については，従前の規程による。なお，第

14条第２項に限り平成27年度以前に入学した学生にも適用する。

附　則
１　この規程は，平成30年４月１日から施行する。ただし，平成27年度以前に入学した学生については，従前の規程による。
２　この規程は，平成30年４月１日から施行する。ただし，平成29年度以前に入学した学生については，従前の規程による。
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附　則
この規程は，平成31年４月１日から施行する。ただし，平成30年度以前に入学した学生については，従前の規程による。

附　則
この規程は，令和２年４月１日から施行する。ただし，令和元年度以前に入学した学生については，従前の規程による。なお，第９

条第３項に限り，令和元年度以前に入学した学生にも適用する。

附　則
この規程は，令和５年４月１日から施行する。ただし，令和４年度以前に入学した学生については，従前の規程による。なお，第24

条に限り，令和４年度以前に入学した学生にも適用する。

附　則
この規程は，令和８年４月１日から施行する。ただし，令和７年度以前に入学した学生については，従前の規程による。なお，第７

条に限り，令和７年度以前に入学した学生にも適用する。

別表第１　国際文化学科共通教育科目

科　　目　　区　　分 授　　業　　科　　目 単位 年次
配当 卒業所要単位数

基　
礎　
科　
目

新入生ゼミナール 新入生ゼミナールⅠ 2 1
履修指定

（注）①参照

共　

 

通　

 

教 　
育 　
科 　
目 　
合 　
計 　
26 　
単 　
位 　
以 　
上

新入生ゼミナールⅡ 2 1

数理・データサイエンス・ＡＩ
データサイエンス・ＡＩ入門 2 1
情報処理 2 1
確率と統計 2 1

キャリアデザイン
コミュニケーション力育成 2 1
論理的思考と数的処理 2 2
キャリア形成のための文章力育成 2 3

人　
　
　
間　
　
　
教　
　
　
養　
　
　
科　
　
　
目

人文科学

日本文学 2 1

８単位以上

外国文学 2 1
音楽文化論 2 1
日本史 2 1
西洋史 2 1
東洋史 2 1
東西文化の交流 2 1
哲学 2 1
倫理学 2 1
心理学 2 1

社会科学

法学 2 1
日本国憲法 2 1
政治学 2 1
経済学 2 1
社会学 2 1
地理学 2 1
社会科学概論 2 1

自然科学

数学Ⅰ 2 1
数学Ⅱ 2 1
生命科学 2 1
環境科学 2 1

地域志向

地域創生Ⅰ 2 1
地域創生Ⅱ 2 1
J a p a n o l o g y 2 1
地域から世界へ 2 1
鹿児島データサインス実践 2 1
ボランティア活動 2 1
教養特講Ⅰ 2 1
教養特講Ⅱ 2 1
教養特講Ⅲ 2 1
教養特講Ⅳ 2 1

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ス
キ
ル
ズ
科
目

英　
　
　
語

コア

英語オーラル・コミュニケーションⅠ 1 1
２単位以上
（注）②参照英語オーラル・コミュニケーションⅡ 1 1

英語海外研修 2 1
英語リーディング 1 1
英語ライティング 1 1
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科　　目　　区　　分 授　　業　　科　　目 単位 年次
配当 卒業所要単位数

関連

英文読解の技法 2 1
TOEIC・TOEFL 対策 2 1
コミュニケーションのための英文法 2 1
Global Economy and Business 2 1

第
二
外
国
語

中国語

初級中国語ⅠＡ 1 1

４単位以上
※第二外国語は， 同一
外国語のⅠＡ，ⅠＢ，
ⅡＡ及びⅡＢを修得し
なければならない。　　　　

初級中国語ⅠＢ 1 1
初級中国語ⅡＡ 1 1
初級中国語ⅡＢ 1 1
中国語海外研修 2 1

フランス語

初級フランス語ⅠＡ 1 1
初級フランス語ⅠＢ 1 1
初級フランス語ⅡＡ 1 1
初級フランス語ⅡＢ 1 1

ドイツ語

初級ドイツ語ⅠＡ 1 1
初級ドイツ語ⅠＢ 1 1
初級ドイツ語ⅡＡ 1 1
初級ドイツ語ⅡＢ 1 1

韓国語

初級韓国語ⅠＡ 1 1
初級韓国語ⅠＢ 1 1
初級韓国語ⅡＡ 1 1
初級韓国語ⅡＢ 1 1
韓国語海外研修 2 1

イタリア語

初級イタリア語ⅠＡ 1 1
初級イタリア語ⅠＢ 1 1
初級イタリア語ⅡＡ 1 1
初級イタリア語ⅡＢ 1 1

日本語
（留学生科目）

日本語入門Ⅰ 2 1
日本語入門Ⅱ 2 1
留学生のための日本事情 2 1

ス
ポ
ー
ツ
・
健
康
科
目

講義 日常生活に生かすスポーツ科学 2 1
現代社会とスポーツ 2 1

実習

スポーツ実習Ⅰ（屋内集団球技） 1 1
スポーツ実習Ⅱ（屋内個人球技） 1 1
スポーツ実習Ⅲ（個  人  種  目） 1 1
スポーツ実習Ⅳ（屋外個人球技） 1 1
スポーツ実習Ⅴ（屋外集団球技） 1 1

（注）
①� 新入生ゼミナールⅠ，新入生ゼミナールⅡ，データサイエンス・AI 入門及び情報処理は，履修指定とし，配当された年次に全員必
ず登録し授業を受けなければならない。なお，新入生ゼミナールⅠ及び新入生ゼミナールⅡの再履修はできない。

②� コミュニケーションスキルズ科目の英語は，コア科目の英語オーラル・コミュニケーションⅠ及び英語オーラル・コミュニケーショ
ンⅡ又は英語海外研修から２単位以上を修得しなければならない。

別表第２　国際文化学科専門教育科目

科　　目　　区　　分 授　　業　　科　　目 単位 年次
配当 卒業所要単位数

学　
　
科　
　
基　
　
本　
　
科　
　
目

学科基幹科目

演習Ⅰ 2 3

合　
計　
98　
単　
位　
以　
上

演習Ⅱ 2 3
演習Ⅲ 2 4 履修指定
演習Ⅳ（卒業研究含む） 4 4 ４単位

学科基礎科目

基礎演習Ⅰ 2 2
基礎演習Ⅱ 2 2
フィールドスタディ 2 1

４単位以上

比較文化論 2 1
異文化コミュニケーション論 2 1
言語学入門 2 1
映像文化論 2 1
日本文化史 2 1
先史・原史文化論 2 1
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科　　目　　区　　分 授　　業　　科　　目 単位 年次
配当 卒業所要単位数

西洋音楽史Ⅰ 2 1
西洋音楽史Ⅱ 2 1
文学と音楽Ⅰ 2 1
文学と音楽Ⅱ 2 1
英会話Ⅰ 2 1

４単位以上

英会話Ⅱ 2 1
英語中級リーディング・スキルズ 2 1
英語上級リーディング・スキルズ 2 2
中級中国語Ⅰ 4 2
中級中国語Ⅱ 4 2
中級韓国語Ⅰ 4 2
中級韓国語Ⅱ 4 2

専　
　
　
門　
　
　
関　
　
　
連　
　
　
科　
　
　
目

英語・欧米文化コース

ビジネス英語 2 2
ヨーロッパ文化論 2 1
地域文化研究 2 1
外国事情Ⅰ 2 1
外国事情Ⅱ 2 1
英語学概論 2 1
英語教授法 2 1
イギリス文学 2 1
アメリカ文学 2 1
ヨーロッパ文学 2 1
英米文学講読Ⅰ 2 2
英米文学講読Ⅱ 2 2
英語中級オーラル・スキルズⅠ 2 1
英語中級オーラル・スキルズⅡ 2 1
英語中級ライティング・スキルズ 2 1
実用英語Ⅰ 2 1
実用英語Ⅱ 2 1
英語プレゼンテーション ･スキルズ 2 2
英和翻訳ワークショップ 2 2
和英翻訳ワークショップ 2 2
英語通訳ワークショップ 2 2
ヨーロッパ言語論 2 2
検定英語 2 1

アジア言語・文化コース

中国文化論 2 1
韓国・朝鮮文化論 2 1
日中比較言語学 2 1
日韓文化交流論 2 2
漢文学 2 2
中国文学 2 2
上級中国語Ⅰ 4 3
上級中国語Ⅱ 4 3
中国語会話（基礎） 2 1
中国語会話（中級） 2 2
観光中国語会話 2 3
ビジネス中国語会話 2 2
上級韓国語Ⅰ 4 3
上級韓国語Ⅱ 4 3
韓国語会話（基礎） 2 1
韓国語会話（中級） 2 2
観光韓国語会話 2 3
ビジネス韓国語会話 2 2
韓国語ライティング 2 1
アジア文化論 2 1
検定中国語 2 1
検定韓国語 2 1



― 41―

科　　目　　区　　分 授　　業　　科　　目 単位 年次
配当 卒業所要単位数

日本語・日本文化コース

日本文学概論 2 1
日本文学講読 2 1
日本古典文学Ⅰ 2 1
日本古典文学Ⅱ 2 1
日本近代文学Ⅰ 2 1
日本近代文学Ⅱ 2 1
児童文学 2 1
鹿児島の文学 2 1
日本語学概論Ⅰ 2 1
日本語学概論Ⅱ 2 1
日本語学特論Ⅰ 2 2
日本語学特論Ⅱ 2 2
日本語学特論Ⅲ 2 2
日本語史 2 2
日本語と日本文化 2 1
日本語教育入門 2 1
書道Ⅰ 2 2
書道Ⅱ 2 2
現代メディア表象論 2 2
日本文化フィールドワーク 2 1
検定日本語 2 1

考古・歴史コース

考古学概論 2 1
日本史概論 2 1
日本近代史特講 2 1
認知考古学 2 1
考古学研究法 2 1
比較考古学 2 2
地域と考古学 2 1
韓国・朝鮮史 2 1
日本史特論 2 1
鹿児島の歴史 2 1
文化人類学 2 1
鹿児島の文化 2 1
博物館概論 2 2
博物館経営論 2 2
博物館資料論 2 2
博物館資料保存論 2 2
博物館展示論 2 2
博物館教育論 2 2
博物館情報・メディア論 2 2

音楽文化コース

音楽理論 2 1
コンピュータ音楽演習Ⅰ 2 1
コンピュータ音楽演習Ⅱ 2 1
合唱Ⅰ 1 1
合唱Ⅱ 1 1
楽曲研究 2 1
アンサンブルⅠ 1 1
アンサンブルⅡ 1 1
楽曲分析 2 2
舞台表現法 1 2
伝統音楽演習 1 3
演奏指導法Ⅰ 1 2
演奏指導法Ⅱ 1 2
合唱Ⅲ 1 2
合唱Ⅳ 1 2
合唱Ⅴ 1 3
合唱Ⅵ 1 3
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科　　目　　区　　分 授　　業　　科　　目 単位 年次
配当 卒業所要単位数

合唱Ⅶ 1 4
合唱Ⅷ 1 4
器楽アンサンブルⅠ 1 2
器楽アンサンブルⅡ 1 2
器楽アンサンブルⅢ 1 3
器楽アンサンブルⅣ 1 3
器楽アンサンブルⅤ 1 4
器楽アンサンブルⅥ 1 4
専攻実技Ⅰ 3 1
専攻実技Ⅱ 3 1
専攻実技Ⅲ 3 2
専攻実技Ⅳ 3 2
専攻実技Ⅴ 3 3
専攻実技Ⅵ 3 3
専攻実技Ⅶ 3 4
専攻実技Ⅷ 3 4

インターンシップ 国内インターンシップ 2 2
海外インターンシップ 3 2

スキルアッププログラム

生涯学習概論 2 2
映像編集入門 2 1
コンピュータ概論 2 1
ビジネスデータ処理 2 2
アルゴリズムとデータ構造 2 2
情報処理論 2 2
情報ネットワークⅠ 2 2
情報ネットワークⅡ 2 2
マルチメディア表現と技術Ⅰ 2 2
マルチメディア表現と技術Ⅱ 2 2

他学部・他学科，教職・資格課程及
び日本語特別プログラム開設科目 注）④参照

※16単位までを卒業
所要単位数として認め
る。 

注）
① コース・ゼミ登録は，２年次開始時に行う。
② ３年次開始時に，コース・ゼミ登録の変更を認める。
③ コース修了所要単位数は別表第３・４・５・６・７に定める。
④� 他学部・他学科，教職・資格課程及び日本語特別プログラムの開設科目並びに単位互換認定科目は，国際文化学部履修規程第７条に
より，合計16単位までを専門教育科目の卒業所要単位数〔合計98単位以上〕に算入する。

⑤ 「演習Ⅲ」は，履修指定とし，配当された年次に全員必ず登録し授業を受けなければならない。
⑥ 「専攻実技Ⅰ～Ⅷ」の履修希望者は，指定する期間に別表第７に示す履修費を納入しなければならない。

別表第３　国際文化学科コース科目（英語・欧米文化コース）

科　目　区　分 授　　業　　科　　目 単位 年次
配当 コース修了所要単位数

コア科目

ビジネス英語 2 2

４単位以上 20　
　
　
単　
　
　
位　
　
　
以　
　
　
上

ヨーロッパ文化論 2 1
地域文化研究 2 1
外国事情Ⅰ 2 1
外国事情Ⅱ 2 1

関連科目

英語学概論 2 1
英語教授法 2 1
イギリス文学 2 1
アメリカ文学 2 1
ヨーロッパ文学 2 1
英米文学講読Ⅰ 2 2
英米文学講読Ⅱ 2 2
英語中級オーラル・スキルズⅠ 2 1
英語中級オーラル・スキルズⅡ 2 1
英語中級ライティング・スキルズ 2 1
実用英語Ⅰ 2 1
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実用英語Ⅱ 2 1
英語プレゼンテーション・スキルズ 2 2
英和翻訳ワークショップ 2 2
和英翻訳ワークショップ 2 2
英語通訳ワークショップ 2 2
ヨーロッパ言語論 2 2
検定英語 2 1

別表第４　国際文化学科コース科目（アジア言語・文化コース）

科　目　区　分 授　　業　　科　　目 単位 年次
配当 コース修了所要単位数

コア科目

中国文化論 2 1

４単位以上

20　
　
　
　
単　
　
　
　
位　
　
　
　
以　
　
　
　
上

韓国・朝鮮文化論 2 1
日中比較言語学 2 1
日韓文化交流論 2 2

関連科目

漢文学 2 2
中国文学 2 2
上級中国語Ⅰ 4 3
上級中国語Ⅱ 4 3
中国語会話（基礎） 2 1
中国語会話（中級） 2 2
観光中国語会話 2 3
ビジネス中国語会話 2 2
上級韓国語Ⅰ 4 3
上級韓国語Ⅱ 4 3
韓国語会話（基礎） 2 1
韓国語会話（中級） 2 2
観光韓国語会話 2 3
ビジネス韓国語会話 2 2
韓国語ライティング 2 1
アジア文化論 2 1
検定中国語 2 1
検定韓国語 2 1

別表第５　国際文化学科コース科目（日本語・日本文化コース）

科　目　区　分 授　　業　　科　　目 単位 年次
配当 コース修了所要単位数

コア科目
日本文学概論 2 1

４単位以上

20　
単　
位　
以　
上

日本語学概論Ⅰ 2 1
日本史概論 2 1

関連科目

日本文学講読 2 1
日本古典文学Ⅰ 2 1
日本古典文学Ⅱ 2 1
日本近代文学Ⅰ 2 1
日本近代文学Ⅱ 2 1
児童文学 2 1
鹿児島の文学 2 1
日本語学概論Ⅱ 2 1
日本語学特論Ⅰ 2 2
日本語学特論Ⅱ 2 2
日本語学特論Ⅲ 2 2
日本語史 2 2
日本語と日本文化 2 1
日本語教育入門 2 1
書道Ⅰ 2 2
書道Ⅱ 2 2
現代メディア表象論 2 2
日本文化フィールドワーク 2 1
検定日本語 2 1
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別表第６　国際文化学科コース科目（考古・歴史コース）

科　目　区　分 授　　業　　科　　目 単位 年次
配当 コース修了所要単位数

コア科目

考古学概論 2 1

４単位以上

20　
単　
位　
以　
上

日本史概論 2 1
日本史特論 2 1
文化人類学 2 1

関連科目

日本近代史特講 2 1
認知考古学 2 1
考古学研究法 2 1
比較考古学 2 2
地域と考古学 2 1
韓国・朝鮮史 2 1
鹿児島の歴史 2 1
鹿児島の文化 2 1
博物館概論 2 2
博物館経営論 2 2
博物館資料論 2 2
博物館資料保存論 2 2
博物館展示論 2 2
博物館教育論 2 2
博物館情報・メディア論 2 2

別表第７　国際文化学科コース科目（音楽文化コース）

科　目　区　分 授　　業　　科　　目 単位 年次
配当 コース修了所要単位数

コア科目

音楽理論 2 1

４単位以上

20　
　
　
　
単　
　
　
　
位　
　
　
　
以　
　
　
　
上

コンピュータ音楽演習Ⅰ 2 1
コンピュータ音楽演習Ⅱ 2 1
合唱Ⅰ 1 1
合唱Ⅱ 1 1
楽曲研究 2 1
アンサンブルⅠ 1 1
アンサンブルⅡ 1 1
楽曲分析 2 2
舞台表現法 1 2
伝統音楽演習 1 3

関連科目

演奏指導法Ⅰ 1 2
演奏指導法Ⅱ 1 2
合唱Ⅲ 1 2
合唱Ⅳ 1 2
合唱Ⅴ 1 3
合唱Ⅵ 1 3
合唱Ⅶ 1 4
合唱Ⅷ 1 4
器楽アンサンブルⅠ 1 2
器楽アンサンブルⅡ 1 2
器楽アンサンブルⅢ 1 3
器楽アンサンブルⅣ 1 3
器楽アンサンブルⅤ 1 4
器楽アンサンブルⅥ 1 4
専攻実技Ⅰ 3 1
専攻実技Ⅱ 3 1
専攻実技Ⅲ 3 2
専攻実技Ⅳ 3 2
専攻実技Ⅴ 3 3
専攻実技Ⅵ 3 3
専攻実技Ⅶ 3 4
専攻実技Ⅷ 3 4
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※「専攻実技Ⅰ～Ⅷ」の履修上の注意事項
① 専攻実技は，専門的な個人レッスン科目です。
② 専攻実技１科目の履修費は，45,000円（音楽練習室使用料を含む）です。
③ 履修登録後，指定する期間に履修費を納入してください。
④ 納入した履修費は，どのような理由があっても返金しません。
⑤ 履修についての詳細は，オリエンテーション期間に指示します。

看 護 学 部 履 修 規 程
第１章　総　　　　　則

第１条　鹿児島国際大学学則（以下「学則」という。）第11条の２に基づき，看護学部履修規程（以下「履修規程」という。）を定める。
２　卒業資格を得るための履修は，学則及び履修規程の定めるところによる。
３　学則及び履修規程は，原則として入学当時のものによる。

第２章　科 目 の 履 修
（卒業資格）
第２条　卒業資格を得るためには，学則に定められた在学期間中に，別表第１及び別表第２に従って授業科目を履修しなければならな
い。なお，卒業に必要な最低単位数は，129単位とする。

２　卒業資格を満たした者は，看護師国家試験受験資格及び保健師国家試験受験資格を得ることができる。

（共通教育科目）
第３条　共通教育科目は，別表第１に従って履修しなければならない。

（専門教育科目）
第４条　専門教育科目は，別表第２に従って履修しなければならない。

（他学部・他学科，単位互換制度及び留学による認定科目）
第５条　他学部・他学科において開設される授業科目のうち専門教育科目について，所定の手続きを経て履修することができる。
２　前項の履修できる専門教育科目は以下の科目以外とする。
⑴　演習，実習，事前登録を要する科目
⑵　福祉社会学部社会福祉学科の介護福祉関連科目及び介護福祉士課程科目
⑶　福祉社会学部社会福祉学科の発展科目群の精神保健福祉関連科目（「精神保健福祉援助演習Ⅰ」「精神保健福祉援助演習Ⅱ」「精神
保健福祉援助実習指導Ⅰ」「精神保健福祉援助実習指導Ⅱ」「精神保健福祉援助実習指導Ⅲ」「精神保健福祉援助実習」）

３　履修した科目の修得単位は，「他学部・他学科履修科目」の単位として認定する。ただし，卒業所要単位数には算入しない。
４　単位互換制度及び留学による修得単位の認定については，別に定める。

（自由選択科目）
第６条　単位互換制度・留学による修得単位の認定に関する規程に定める自由選択科目の単位は卒業所要単位に算入しない。

（年次別履修登録制限及び成績優秀者の表彰）
第７条　卒業の要件として学生が修得すべき卒業所要単位について，１学期の履修科目として登録することができる単位数は，次の表
に定める単位数を超えることはできない。

１　 年 　次 ２　 年 　次 ３　 年 　次 ４年次（留年生を含む） 
48 48 48 48

前期　24 後期　24 前期　24 後期　24 前期　24 後期　24 前期　24 後期　24
２　卒業所要単位数としない履修科目の登録は，前項の表に示された単位制限には含まれない。また，集中講義科目及び実習科目も前
項の表に示された単位制限には含まれない。

３　前学期のGPAが3.0を超えた学生は，所定の手続きを経て25単位を上限として履修登録できるものとする。この場合，追加単位
の次学期への繰り越しはできない。

４　入学時から卒業時までの通算GPAが4.0の学生は，卒業時に成績優秀者として表彰する。

（履修の順序）
第８条　授業科目の履修は，低学年次配当科目から順次履修することが望ましい。
２　高学年次生が低学年次配当科目を履修することはさしつかえないが，低学年次生が高学年次配当科目を履修することはできない。

（転学部・転学科・復学者等の履修）
第９条　転学科者，復学者の履修は入学時の学則及び履修規程によるものとする。
２　転学部者の履修は，特に定めがない限り，所属する学科の同学年の学生と同様の学則及び履修規程によるものとする。

（科目等履修生・聴講生の履修）
第10条　科目等履修生・聴講生の履修は，別に定める。

（科目等の公示）
第11条　授業科目及び授業時間は，毎学年の始めにこれを公示する。履修に関するその他の事項については，その都度掲示する。

（登　　録）
第12条　学生は，毎学年の始めの指定の登録日までに所定の履修届を教務課に提出し，履修科目を登録しなければならない。ただし，
登録日までに登録できなかった場合でも正当な理由があれば教務部長が登録を許可することがある。
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２　各学期の開始時に履修登録修正期間を設け，登録済みの科目の取消し及び履修科目の追加登録を認める。
３　前項の履修登録修正期間とは別に，学期の中途に履修登録取消期間を設ける。この期間には登録済みの科目の取消しのみを認め，
追加登録は認めない。

４　第２項及び第３項の期間以外に登録済みの科目の取消し及び履修登録の追加登録はできない。だだし，正当な理由があればこれを
許可することがある。

５　演習及び実習については，担当教員の承認を受けて登録しなければならない。

（二重登録の禁止）
第13条　同一時間に２つ以上の科目を重複して登録することはできない。

（履修科目未登録者の取扱い）
第14条　正当な理由なく履修科目を登録しなかった者又は指示に従わない者は，その年度の履修は認められない。

（進　　級）
第15条　次に掲げる進級要件を全て満たさない者には，現年次に留めおく。

進級年次 進　　級　　要　　件

２ 年 次
⑴　１年次に１年以上在籍（ただし，休学期間は除く）していること。
⑵�　１年次後期終了までに履修すべき専門基礎科目及び専門科目の必修科目における単位未修得科目が２科目以
内であること。

３ 年 次
⑴　２年次に１年以上在籍（ただし，休学期間は除く）していること。
⑵�　２年次後期終了までに履修すべき専門基礎科目及び専門科目の必修科目における単位未修得科目が２科目以
内であること。

４ 年 次
⑴　３年次に１年以上在籍（ただし，休学期間は除く）していること。
⑵�　３年次後期終了までに履修すべき専門基礎科目及び専門科目の必修科目における単位未修得科目が２科目以
内であること。

２　ただし，前項に限らず教授会が必要と認めた場合は，進級できる。
３　進級判定は各学期末に行い，第１項に掲げる進級要件を全て満たした学生は，翌期から進級することができる。

（学習支援及び修学確認）
第16条　前条に掲げる進級要件を満たせない恐れがある学生及び満たせなかった学生に対しては，必要な学習支援を行うものとする。
２　進級できなかった学生に対して，学生部長は，必要に応じて，本人及び保証人に修学の意思を確認することができる。
３　前学期のGPAが1.5未満の場合は，担任又は指導教員が本人と面談し，必要な学習支援を行う。
４　GPA1.5未満が２学期連続，又は通算で３学期になった学生に対しては，担任又は指導教員が本人及び保証人と面談し，必要な学
習支援を行う。

５　GPA1.0未満が３学期連続した学生に対しては，学生委員会及び教授会の審議を経て，学長が必要と認めた場合にのみ，学生部長
が本人及び保証人に対して，退学を含めた修学の意思確認を行う。

第３章　授　　　　　業
（授　　業）
第17条　学生は，登録した科目でなければ授業を受けることはできない。

（授業の開設期間）
第18条　授業は，その開講期間によって次の種類とする。
⑴　前期開設授業（前期開講，前期完結の授業）
⑵　後期開設授業（後期開講，後期完結の授業）
⑶　通年授業（１年間の継続授業）
⑷　集中講義
⑸　臨時授業

（授業の開講）
第19条　選択科目は，年度により開講しないことがある。

（授業を受ける人員の制限）
第20条　授業は，その内容・教室の都合により授業を受ける資格を限定し，その人数を制限することがある。

（授業の選択と指定）
第21条　同一科目につき２つ以上の授業が開講されているときは，受けるべき授業が特に指定されている場合を除き，その中の１つを
選択しなければならない。

（感染症の防止と措置）
第22条　学校保健安全法施行規則に定める学校感染症（第一種から第三種）に罹患した学生は，速やかに事務室へ連絡のうえ，必要な
手続きを行わなければならない。必要な手続きを行った学生に対しては，履修上不利益とならないように配慮する。

第４章　単 位 の 修 得
（単位の修得）
第23条　授業科目の単位を修得するためには，その授業科目を履修し，所定の試験に合格しなければならない。
２　その授業科目の単位が修得できず再履修する場合は，再度授業を受けなければならない。
３　前項の規定にかかわらず，専門基礎科目及び専門科目の必修科目における成績評価が不可で，当該授業科目を再履修する場合は，
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再度授業を受けることを免除し，次学期以降に行う当該授業科目の試験を受けることができる。ただし，再度授業を受けることを指
示された学生は授業を受けなければならない。

４　単位を修得した科目は，再度履修することはできない。

第５章　試　　　　　験
（試　　験）
第24条　試験は各科目につき，原則として所定の授業が終了した学期末又は学年末に行う。
２　通年科目においては，中間的な成績評価等のための試験を前期末に行うことがある。
３　試験は，研究報告，論文，実験，実習，実技の審査，その他の適切な評価手段をもってこれに代えることがある。

（受験資格）
第25条　次の各号の一に該当する者は，試験を受けることができない。
⑴　試験を受けようとする授業科目の履修の登録を行っていない者
⑵　授業時数の３分の２以上出席していない者
⑶　授業料，その他の納付金未納の者
⑷　受験に際して有効な学生証を携帯していない者
⑸　試験監督者の指示に従わない者又は試験に関する注意事項を守らない者

（追 試 験）
第26条　追試験については，別に定める。

（再 試 験）
第27条　再試験については，別に定める。

（成　　績）
第28条　成績評価については，別に定める。

第６章　規 程 の 改 廃
（規程の改廃）
第29条　この規程の改廃は，教務委員会，学部教授会及び大学評議会の審議を経て，学長の承認を得なければならない。

附　　則
この規程は，令和５年４月１日から施行する。

別表第１　看護学科共通教育科目

科　 目　 区　 分 主要
概念 授　　業　　科　　目 単位 配当

年次 卒業所要単位数

基　
礎　
科　
目

新入生ゼミナール

暮らし

新入生ゼミナール 2 1 ２単位

共　

 

通　

 

教 　
育 　
科 　
目 　
合 　
計 　
18 　
単 　
位 　
以 　
上�

数理・データサイエンス・
ＡＩ

データサイエンス・ＡＩ入門 2 1 履修指定 （注）参照
情報処理 2 1 ２単位
確率と統計 2 1

キャリアデザイン

人　間 コミュニケーション力育成 2 1
キャリア形成のための一般教養Ⅰ 2 1
キャリア形成のための一般教養Ⅱ 2 1
キャリア形成のための一般教養Ⅲ 2 3
キャリア形成のための一般教養Ⅳ 2 3

暮らし 論理的思考と数的処理 2 2
キャリア形成のための文章力育成 2 3

人　
　
　
間　
　
　
教　
　
　
養　
　
　
科　
　
　
目

人文科学 人　間

日本文学 2 1
外国文学 2 1
音楽文化論 2 1
日本史 2 1
西洋史 2 1
東洋史 2 1
東西文化の交流 2 1
哲学 2 1
倫理学 2 1
心理学 2 1

社会科学 暮らし

法学 2 1
日本国憲法 2 1 ２単位
政治学 2 1
経済学 2 1
社会学 2 1
地理学 2 1
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科　 目　 区　 分 主要
概念 授　　業　　科　　目 単位 配当

年次 卒業所要単位数

自然科学
暮らし 数学Ⅰ 2 1

数学Ⅱ 2 1

いのち 生命科学 2 1
環境科学 2 1

地域志向

暮らし 地域創生Ⅰ 2 1
地域創生Ⅱ 2 1

人　間 J a p a n o l o g y 2 1

暮らし

地域から世界へ 2 1
かごしま教養プログラム 2 1
かごしまフィールドスクール 2 1
ボランティア活動 2 1

人　間 海外インターンシップ 3 2
教養特講Ⅰ 2 1

暮らし 教養特講Ⅱ 2 1
教養特講Ⅲ 2 1

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ス
キ
ル
ズ
科
目

英　
　
　
　
　
語

コア

人　間

英語オーラル・コミュニケーションⅠ 1 1 ２単位英語オーラル・コミュニケーションⅡ 1 1
英語海外研修 2 1
英語リーディング 1 1
英語ライティング 1 1

関連

英文読解の技法 2 1
TOEIC・TOEFL 対策 2 1
コミュニケーションのための英文法 2 1
Global Economy and Business 2 1

第
二
外
国
語

中国語 基礎中国語Ⅰ 1 1
基礎中国語Ⅱ 1 1

フランス語 基礎フランス語Ⅰ 1 1
基礎フランス語Ⅱ 1 1

ドイツ語 基礎ドイツ語Ⅰ 1 1
基礎ドイツ語Ⅱ 1 1

韓国語
基礎韓国語Ⅰ 1 1
基礎韓国語Ⅱ 1 1
韓国語海外研修 2 1

ス
ポ
ー
ツ
・
健
康
科
目

講義

健　康

日常生活に生かすスポーツ科学 2 1
現代社会とスポーツ 2 1 ２単位

実習

スポーツ実習Ⅰ（屋内集団球技） 1 1
スポーツ実習Ⅱ（屋内個人球技） 1 1
スポーツ実習Ⅲ（個  人  種  目） 1 1
スポーツ実習Ⅳ（屋外個人球技） 1 1
スポーツ実習Ⅴ（屋外集団球技） 1 1

（注�）「データサイエンス・ＡＩ入門」は，履修指定とし，配当された年次に全員必ず登録し授業を受けなければならない。

別表第２　看護学科専門教育科目

科　 目　 区　 分 主要
概念 授　　業　　科　　目 単位 配当

年次 卒業所要単位数

専　
門　
基　
礎　
科　
目

看護構想科目

いのち いのちをはぐくむ地球 1 1 ２単位

専
門
基
礎
科
目
32
単
位
以
上

地球で生きるいのち 1 1

人　間

教育方法学 2 1

４単位以上
文化人類学 2 1
社会心理学 2 1
日本史特論 2 1
鹿児島の歴史 2 1
生涯発達論 2 2 ２単位

暮らし

地域社会論 2 1

４単位以上まちづくり概論 2 1
地域経済論 2 1
環境経済論Ⅰ 2 1
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科　 目　 区　 分 主要
概念 授　　業　　科　　目 単位 配当

年次 卒業所要単位数

環境経済論Ⅱ 2 1
医療情報活用論 1 2

20単位

暮らしをまもる制度 1 2

健　康

からだの仕組みと働きⅠ 1 1
からだの仕組みと働きⅡ 1 1
代謝と栄養 1 1
からだの異常と発生メカニズム 1 1
感染と防御 1 1
からだの異常の診断技術 1 1
薬理学 1 2
働く人の健康 1 1
健康障害とその治療Ⅰ 1 2
健康障害とその治療Ⅱ 1 2
健康障害とその治療Ⅲ 1 2
健康障害とその治療Ⅳ 1 2
保健統計学 1 2
疫学 2 2
健康をまもる法律 1 2
保健医療福祉行政論 2 2

専　
　
門　
　
科　
　
目

看護導入
科目

いのち いのちと看護 1 1

専 

門 

科 

目 

79 

単 

位

人　間 人間と看護 1 2
暮らし 暮らしと看護 1 2
健　康 健康と看護 1 2
看　護 看護への招待 1 1

看護実践コア科目 看　護

看護学概論 1 1
援助関係論 1 1
看護倫理 1 2
生活機能援助論Ⅰ：安全をまもる機能 1 1
生活機能援助論Ⅱ：生きるを支える機能 1 1
生活機能援助論Ⅲ：食物・水分摂取を支える機能 1 1
生活機能援助論Ⅳ：排便・排尿を支える機能 1 1
生活機能援助論Ⅴ：動くを支える機能 1 2
生活機能援助論Ⅵ：休むと情報交換を支える機能 1 2
生活機能援助論Ⅶ：子どもを産み育てることを支える機能 1 2
生活機能援助論Ⅷ：救命救急・診療の補助 1 2
生活機能援助論Ⅸ：在宅展開・事例展開 1 2
家族看護論 1 2
看護展開基礎論 1 2
看護展開基礎実習 2 2

看　
護　
実　
践　
能　
力　
育　
成　
科　
目

健康増進看護

看　護

健康増進看護総論Ⅰ：地域保健 1 1
健康増進看護総論Ⅱ：成育保健 1 1
健康増進看護総論Ⅲ：成人老年保健 1 1
健康増進看護総論Ⅳ：精神保健 1 1
健康増進ケア論Ⅰ：地域保健看護活動の基礎 1 2
健康増進ケア論Ⅱ：対象の発達段階に応じた地域看護活動 1 2
健康増進ケア論Ⅲ：健康課題の特性に応じた地域看護活動 1 2
健康増進ケア論Ⅳ：学校・産業保健活動 1 2
健康増進ケア論実習 3 3

健康回復看護

健康回復看護総論 1 2
健康回復過程論Ⅰ：急性－回復期･治療過程における看護 1 2
健康回復過程論Ⅱ：リハビリ期 ･慢性期の看護 1 2
健康回復過程論Ⅲ：人生の最期のとき･外来通院期の看護 1 2
成育健康回復ケア概論 1 2
成人老年健康回復ケア概論 1 2
精神・在宅健康回復ケア概論 1 2
成育健康回復ケア論Ⅰ 1 2
成育健康回復ケア論Ⅱ 1 2
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科　 目　 区　 分 主要
概念 授　　業　　科　　目 単位 配当

年次 卒業所要単位数

成人健康回復ケア論 1 2
老年健康回復ケア論 1 2
精神健康回復ケア論 1 2
在宅健康回復ケア論 1 2
健康回復看護総論実習 1 2
成育健康回復ケア論実習Ⅰ 3 3
成育健康回復ケア論実習Ⅱ 3 3
成人健康回復ケア論実習 3 3
老年健康回復ケア論実習 3 3
精神健康回復ケア論実習 3 3
在宅健康回復ケア論実習 3 3

統　
合　
科　
目

長期療養
生活看護

長期療養生活看護総論 1 3
長期療養生活ケア論 1 4
長期療養生活ケア論実習 2 4

発展
健康増進ケア論発展実習 2 4
看護管理論 1 4
看護統合演習 1 4

学部横
断科目

地域包括チームケア論 1 3
災害支援論 1 3

看
護
探
究
科
目

探究

暮らし探索フィールドワーク 1 1
看護研究 1 2
卒業研究Ⅰ 1 4
卒業研究Ⅱ 1 4
看護キャリア発達論 1 4

合　　　　計 111単位

試　験　施　行　細　則
１　各科目の成績評価は，原則として試験による。ただし，科目によっては研究報告，論文，実験，実習，実技の審査，その他の適切
な評価手段によることがある。

２　成績評価には，平常の学習状況が加味されることがある。
３　成績は，原則として100点法をもって表し，次表に掲げる基準によって判定する。
判　定 評　語 英訳（証明書）評語 評　点 理　　　　　由

合　格

秀 S 90点～100点 到達目標を達成し，特に優れた学力を示した場合。
優 A 80点～89点 到達目標を達成し，優れた学力を示した場合。
良 B 70点～79点 妥当と認められる学力を示した場合。
可 C 60点～69点 合格と認められる最低限の学力を示した場合。
合　格 P:Pass 合否のみで成績を評価する場合。

認　定 Ctf.:Certified
本学の開講科目以外の授業科目及び外部試験等の結果により，
評価する授業科目において合格と認められた学力を示した場
合。ただし，単位互換協定書等により定めがある場合は，この
限りでない。

不合格

不　可 D 59点以下 合格と認められるに足る学力を示さなかった場合。
不合格 F:Failure 合否のみで成績を評価する場合。
欠　席 定期試験期間中に行われる試験を受験しなかった場合。

無　効 受講放棄又は授業中に課されるレポート課題等を提出しなかっ
た場合。

保　留 保　留 I:Incomplete
履修未完了又はやむをえない事由により，当該期内に評価が行
えない場合において，評価を保留し当該期以降の期に成績評価
を行う場合。

なお，GPAによる総合的な成績評価は，上表の評点に基づいて不合格の授業科目を含めて行い，学期GPA，年度GPA，通算GPA
を以下の式で算出する。
GPA=（（ｎ*GP）の総和）／（ｎの総和）
ｎ：履修申告した科目の単位
GP：評点 Pが，60点以上の場合は，GP=(P-50)/10
59点以下の場合は，GP=P/60により求め，小数点第３位を四捨五入する。
但し，GPが4.0を超えた場合は，4.0とする。また，欠席・無効の成績は０点として計算する。
不合格科目の点数は，同一科目を再履修し合格した場合，GPAの算出対象とせず，合格した点数を，これに代えて算出対象とす
る。
評点が存在しない科目はGPAの算出対象としない。
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４　授業開始の際，所定の期間内に履修の登録をした科目について，授業時数の３分の２以上出席した場合には，その科目の受験資格
が与えられる。この場合において，受験資格は，原則として取得した年度内に限り有効である。
この受験資格は，追試験を含めて授業料滞納者に対しては，事由の止むまで停止する。

５　試験の結果，合格点を得た科目については，試験の受け直しを許さない。
６　成績の発表は，原則として別に指定する期間にWebサイトを通じて行う。
７　試験は次の諸事項に基づいて行われなければならない。
⑴　学生証を持たない者には受験を許可しない。学生証を紛失した者は，試験前日までに再発行を願い出ること。
⑵　受験者は試験時刻に定められた試験場の座席に着席し，受験中常に学生証を机上に置き，監督者の閲覧に供しなければならない。
⑶　試験開始後20分以上の遅刻者は，入場できない。また，試験開始後30分以内は退場できない。
⑷　受験に不必要な物品は，監督者の指示する所定の位置に置かねばならない。
⑸　受験者が監督者の指示又は注意事項を厳守しない場合には，監督者はその受験者に試験場より退場を命ずることができる。
⑹　試験場を退場する場合は，必ず試験答案を監督者の指示する所定の場所に提出してからでなければならない。試験答案を試験場
外へ持ち出すことはできない。
⑺　試験中不正行為をした者は，規定により厳重に処分する。この場合において，処分は，学生委員会及び教授会の審議を経て学長
が行う。なお，不正行為の内容が懲戒の対象となり得る行為の場合は，鹿児島国際大学学生懲戒規程により手続きを行う。
⑻　就職試験，疾病，忌引きなどやむを得ない事由により，試験を受験できなかった者に対しては，追試験を行う。なお，追試験施
行細則については，別に定める。
⑼　経済学部，福祉社会学部及び国際文化学部の卒業年次在学者で，卒業に必要な単位が一定数不足した者に対して，再試験を行う。
また，看護学部の在学者で定期試験等において不合格になった者に対して，再試験を行う。なお，再試験施行細則については，別
に定める。

附　則
この細則は，平成７年４月１日から施行する。

附　則
１　この細則は，平成11年４月１日から施行する。
２　再試験施行細則は，廃止する。

附　則
この細則は，平成22年４月１日から施行する。

附　則
１　この細則は，平成25年４月１日から施行する。ただし，平成24年度以前の入学者についても適用する。
２　再試験施行細則を制定する。

附　則
この細則は，平成28年４月１日から施行する。ただし，平成27年度以前の入学者については，従前の規程による。また，第６項及

び第７項７号に限り，平成27年度以前の入学者にも適用する。

附　則
この細則は，令和５年４月１日から施行する。

追 試 験 施 行 細 則
１　「追試験」とは，下記のような真にやむを得ない事由により試験を受験できなかった者に対して行う試験をいう。
⑴　３親等内の忌引又は２親等内の危篤
⑵　教育実習
⑶　就職試験
⑷　交通機関の途絶及び延着
⑸　交通事故
⑹　不慮の災害
⑺　疾　　病
⑻　その他，特に認められる場合

２　追試験期日は，教授会において定める。
３　追試験を受けようとする者は，以下の期間内に所定の「追試験願」及び事由を証明する書類を教務課又は伊敷キャンパス事務部に
提出しなければならない。ただし，事由を証明する書類については，期限内に提出できない場合，追試験期間の初日までに提出する
ものとする。
⑴　坂之上キャンパスで実施する試験科目は，当該キャンパスの試験期間から試験期間終了後の事務開室日２日以内とする。
⑵　伊敷キャンパスで実施する試験科目は，当該キャンパスの試験期間から試験期間終了後の事務開室日２日以内とする。

４　追試験の実施要項は，試験施行細則に準ずる。
５　この細則の改廃は，教務委員会及び大学評議会の審議を経て，学長の承認を得なければならない。

附　則
この細則は，昭和54年４月１日から施行する。

附　則
この細則は，平成３年４月１日から施行する。

附　則
この細則は，平成７年４月１日から施行する。
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附　則
この細則は，平成11年４月１日から施行する。

附　則
この細則は，平成22年１月１日から施行する。

附　則
この細則は，令和６年１月27日から施行する。

附　則
この細則は，令和７年１月６日から施行する。

不 正 行 為 に 関 す る 処 置 規 程
１　「試験施行細則７の⑺」の内規として次の処置を定める。
⑴　当該科目を無効とする。
⑵　受験科目のうち当該科目を含め，その前，後合計５科目を無効とする。
⑶　当該学期の全履修登録科目を無効とする。
⑷　当該年度の全履修登録科目を無効とする。
備考：受験科目について

本内規にいう受験科目とは試験時間割表にある科目のうちで受験した科目をさす。
２　不正行為の手続
⑴　坂之上キャンパス
①不正行為が発覚した場合，発見者は教務課へ連絡し，教務課は学生課へ連絡する。
②学生課は，当該学生に不正行為事実を確認し，学生委員会へ審議を依頼する。
⑵　伊敷キャンパス
①不正行為が発覚した場合，発見者は伊敷キャンパス事務部へ連絡する。伊敷キャンパス事務部は教務課へ連絡し，教務課は学生
課へ連絡する。
②学生課は，当該学生に不正行為事実を確認し，学生委員会へ審議を依頼する。

３　公示について
従来どおり公示する。

附　則
この規程は，昭和59年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成16年７月１日から施行する。

附　則
この規程は，令和６年１月５日から施行する。

再  試  験  施  行  細  則
１　経済学部，福祉社会学部及び国際文化学部の再試験とは，卒業に必要な単位の不足した者に対して，各学期における卒業判定結果
の発表直後に以下のとおり行う試験をいう。
⑴　９月卒業見込者の場合は，当該年度の前期試験又は前期追試験が不合格（評点が50点以上の「不可」の場合に限る）の科目を対
象とする。
⑵　３月卒業見込者の場合は，当該年度の後期試験又は後期追試験が不合格（評点が50点以上の「不可」の場合に限る）の科目を対
象とする。
⑶　上記⑴及び⑵のいずれにおいても，定期試験期間中に試験を実施しなかった科目は，再試験の対象とならない。
⑷　再試験は，当該学期に履修した卒業に必要な科目のうち，不足する単位が合わせて６単位以内の場合，その不足する単位数に限
り受験することができる。
⑸　再試験の受験を希望する者は，卒業判定結果発表の日を含めて２日以内に所定の 「再試験願」を再試験料とともに，教務課へ提
出しなければならない。

２　看護学部の再試験とは，定期試験等において不合格（「不可」の場合に限る）となった者に対して，以下のとおり行う試験をいう。
⑴　当該年度の定期試験等が不合格（「不可」の場合に限る）の専門基礎科目（必修科目のみ）及び専門科目（実習科目を除く）を対
象とする。
⑵　再試験は，各学期受験することができる。
⑶　再試験の受験を希望する者は，成績発表の日を含めて２日以内に所定の「再試験願」を再試験料とともに，事務室へ提出しなけ
ればならない。

３　再試験の期日は，教授会において定める。
４　再試験の受験料は，一単位2,000円とする。なお，看護学部の受験料は，一単位1,000円とする。
５　再試験の評価は，「可」又は「不可」の二段階とし，「可」は60点とする。
６　再試験を受験できなかった者に対する試験は実施しない。
７　再試験の実施要項は，試験施行細則に準ずる。
８　この細則の改廃は，教務委員会及び大学評議会の審議を経て，学長の承認を得なければならない。

附　則
この細則は，平成25年４月１日から施行する。ただし，平成24年度以前の入学者についても適用する。
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附　則
この細則は，平成27年４月１日から施行する。

附　則
この細則は，令和５年４月１日から施行する。ただし，令和４年度以前に入学した学生については，従前の細則による。

附　則
この細則は，令和７年１月24日から施行する。

教 職 課 程 履 修 規 程
第１条　教育職員の免許状を得ようとする者は，教育職員免許法，同法施行規則及び鹿児島国際大学学則の定めるところに従い，所定
の単位を修得しなければならない。

第２条　本学教職課程の履修によって取得できる免許状は次のとおりである。

学　　部 学　　科 免　許　状　の　種　類
免　　許　　状 免許教科

経済学部

経済学科

中学校教諭一種免許状 社会
高等学校教諭一種免許状 地理歴史
高等学校教諭一種免許状 公民
高等学校教諭一種免許状 商業

経営学科

中学校教諭一種免許状 社会
高等学校教諭一種免許状 地理歴史
高等学校教諭一種免許状 公民
高等学校教諭一種免許状 情報
高等学校教諭一種免許状 商業

福祉社会学部
社会福祉学科

中学校教諭一種免許状 社会
高等学校教諭一種免許状 公民
高等学校教諭一種免許状 福祉
特別支援学校教諭一種免許状 －

児童学科 幼稚園教諭一種免許状 －
小学校教諭一種免許状 －

国際文化学部 国際文化学科

中学校教諭一種免許状 国語
中学校教諭一種免許状 英語
高等学校教諭一種免許状 国語
高等学校教諭一種免許状 英語

第３条　前条の免許状を得ようとする者は，次表に示した基礎資格及び本学における最低修得単位数をみたさなければならない。

学　
　
部

学　
　
科

免 許 状 の 種 類 免許教科 基礎資格

大学における最低修得単位数
領域及び
保育内容
の指導法
に関する
科目

教科及び
教科の指
導法に関
する科目

教育の基
礎的理解
に関する
科目等

大学が独自
に設定する
科目

特別支援
教育に関
する科目

教育職員免許法
施行規則第66条
の６に定める科目

経　
済　
学　
部

経
済
学
科

中学校教諭一種免許状 社会

学士の学位を
有すること。 

－ 30 29

第３条
第３項
参　照

⎧︱︱⎩

中学校 
４単位  
高等学校  
12単位

⎫︱︱⎭

－

9

高等学校教諭一種免許状 地理歴史 － 34 25
高等学校教諭一種免許状 公民 － 34 25
高等学校教諭一種免許状 商業 － 34 25

経　
営　
学　
科

中学校教諭一種免許状 社会 － 30 29
高等学校教諭一種免許状 地理歴史 － 34 25
高等学校教諭一種免許状 公民 － 34 25
高等学校教諭一種免許状 情報 － 34 25
高等学校教諭一種免許状 商業 － 34 25

福
祉
社
会
学
部

社
会
福
祉
学
科

中学校教諭一種免許状 社会 － 30 29
高等学校教諭一種免許状 公民 － 34 25
高等学校教諭一種免許状 福祉 － 40 25

特別支援学校教諭一種免許状 －

学士の学位を
有すること及
び小学校，中
学校，高等学
校又は幼稚園
の教諭の普通
免許状を有す
ること。

－ － － － 27
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学　
　
部

学　
　
科

免 許 状 の 種 類 免許教科 基礎資格

大学における最低修得単位数
領域及び
保育内容
の指導法
に関する
科目

教科及び
教科の指
導法に関
する科目

教育の基
礎的理解
に関する
科目等

大学が独自
に設定する
科目

特別支援
教育に関
する科目

教育職員免許法
施行規則第66条
の６に定める科目

児
童
学
科

幼稚園教諭一種免許状 －

学士の学位を
有すること。

20 － 23 9

－

小学校教諭一種免許状 － － 30 28 ６
国
際
文
化
学
部

国
際
文
化
学
科

中学校教諭一種免許状 国語 － 30 29 第３条
第３項
参　照

⎧︱︱⎩

中学校  
４単位  
高等学校  
12単位

⎫︱︱⎭

中学校教諭一種免許状 英語 － 30 29
高等学校教諭一種免許状 国語 － 34 25

高等学校教諭一種免許状 英語 － 34 25

２　前項に規定する「領域及び保育内容の指導法に関する科目」，「教科及び教科の指導法に関する科目」，「教育の基礎的理解に関す
る科目等」，「大学が独自に設定する科目」，「特別支援教育に関する科目」及び教育職員免許法施行規則第66条の６に定める科目に
ついては，別表第１から別表第５に掲げるとおりとする。
３　経済学部と福祉社会学部（社会福祉学科），国際文化学部の「大学が独自に設定する科目」の最低修得単位数（中学校４単位，高
等学校12単位）は，「大学が独自に設定する科目」の選択科目又は教育職員免許法で定めた最低修得単位数（中学校28単位，高等
学校24単位）を超えて修得した「教科及び教科の指導法に関する科目」の選択科目も併せて修得することができる。

第４条　小学校教諭一種免許状又は中学校教諭一種免許状を取得しようとする者は，介護等体験特例法に基づき，介護等体験を行わな
ければならない。

第５条　教職課程の履修についての細則は別に定める。

第６条　この規程の改廃は，教職課程・教育実習委員会，教授会及び大学評議会の審議を経て，学長の承認を得なければならない。

別表第１　教育職員免許法施行規則第66条の６に定める科目
①経済学部（経済学科・経営学科）
免許法施行規則に定める
科 目 及 び 単 位 左　記　に　対　応　す　る　開　設　科　目

科　 目 　名 単位数 授　　業　　科　　目 単位 年次
配当 所　　　属 最低修得

単 位 数
日本国憲法 2 日本国憲法 2 1 共通教育科目 2

体育 2

日常生活に生かすスポーツ科学 2 1 〃 2現代社会とスポーツ 2 1 〃
スポーツ実習Ⅰ（屋内集団球技） 1 1 〃

1
スポーツ実習Ⅱ（屋内個人球技） 1 1 〃
スポーツ実習Ⅲ（個人種目） 1 1 〃
スポーツ実習Ⅳ（屋外個人球技） 1 1 〃
スポーツ実習Ⅴ（屋外集団球技） 1 1 〃

外国語コミュニケー
ション 2

英語オーラル・コミュニケーションⅠ 1 1 〃
2英語オーラル・コミュニケーションⅡ 1 1 〃

英語海外研修 2 1 〃
数理，データ活用
及び人工知能に
関する科目又は
情報機器の操作

数理，データ活用
及び人工知能に
関する科目 2 データサイエンス・ＡＩ入門 2 1 〃 2
情報機器の操作 情報処理 2 1 〃

合　　　　　　　計 9

②福祉社会学部（社会福祉学科・児童学科）
免許法施行規則に定める
科 目 及 び 単 位 左　記　に　対　応　す　る　開　設　科　目

科　 目 　名 単位数 授　　業　　科　　目 単位 年次
配当 所　　　属 最低修得

単 位 数
日本国憲法 2 日本国憲法 2 1 共通教育科目 2

体育 2

日常生活に生かすスポーツ科学 2 1 〃 2現代社会とスポーツ 2 1 〃
スポーツ実習Ⅰ（屋内集団球技） 1 1 〃

1スポーツ実習Ⅱ（屋内個人球技） 1 1 〃
スポーツ実習Ⅲ（個人種目） 1 1 〃
スポーツ実習Ⅳ（屋外個人球技） 1 1 〃
スポーツ実習Ⅴ（屋外集団球技） 1 1 〃
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免許法施行規則に定める
科 目 及 び 単 位 左　記　に　対　応　す　る　開　設　科　目

科　 目 　名 単位数 授　　業　　科　　目 単位 年次
配当 所　　　属 最低修得

単 位 数

外国語
コミュニケーション 2

英語オーラル・コミュニケーションⅠ 1 1 共通教育科目
2英語オーラル・コミュニケーションⅡ 1 1 〃

英語海外研修 2 1 〃
数理，データ活用
及び人工知能に
関する科目又は
情報機器の操作

数理，データ活用
及び人工知能に
関する科目 2 データサイエンス・ＡＩ入門 2 1 〃 2
情報機器の操作 情報処理 2 1 〃

合　　　　　　　計 9

③国際文化学部（国際文化学科）
免許法施行規則に定める
科 目 及 び 単 位 左　記　に　対　応　す　る　開　設　科　目

科　 目 　名 単位数 授　　業　　科　　目 単位 年次
配当 所　　　属 最低修得

単 位 数
日本国憲法 2 日本国憲法 2 1 共通教育科目 2

体育 2

日常生活に生かすスポーツ科学 2 1 〃 2現代社会とスポーツ 2 1 〃
スポーツ実習Ⅰ（屋内集団球技） 1 1 〃

1
スポーツ実習Ⅱ（屋内個人球技） 1 1 〃
スポーツ実習Ⅲ（個人種目） 1 1 〃
スポーツ実習Ⅳ（屋外個人球技） 1 1 〃
スポーツ実習Ⅴ（屋外集団球技） 1 1 〃

外国語
コミュニケーション 2

英語オーラル・コミュニケーションⅠ 1 1 〃

2

英語オーラル・コミュニケーションⅡ 1 1 〃
英語海外研修 2 1 〃
観光中国語会話 2 3 専門教育科目
中国語海外研修 2 1 共通教育科目
観光韓国語会話 2 3 専門教育科目
韓国語海外研修 2 1 共通教育科目

数理，データ活用
及び人工知能に
関する科目又は
情報機器の操作

数理，データ活用
及び人工知能に
関する科目 2 データサイエンス・ＡＩ入門 2 1 〃 2
情報機器の操作 情報処理 2 1 〃

合　　　　　　　計 9

別表第２　教科 （領域） 及び教科 （保育内容） の指導法に関する科目
①中学校教諭一種免許 （社会） 　経済学部 （経済学科）
免許法施行規則に定める
科 目 の 区 分 左記に対応する開設科目

科目区分 各科目に含めること
が必要な事項 授　 業　 科　 目 単位 年次

配当 所　　　属 最低修得
単位数

教
科
及
び
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項

日本史・外国史

日本史 2 1 共通教育科目
6

全
体
か
ら
更
に
２
単
位

西洋史 2 1 〃
東洋史 2 1 〃
日本経済史 2 1 専門教育科目
西洋経済史Ⅰ 2 1 〃
西洋経済史Ⅱ 2 2 〃
経営史Ⅰ 2 2 〃
経営史Ⅱ 2 2 〃
社会思想史Ⅰ 2 1 〃
社会思想史Ⅱ 2 1 〃
経済学史Ⅰ 2 2 〃
経済学史Ⅱ 2 2 〃

地理学（地誌を含
む。）　　　　　 

人文地理学概論 2 3 〃
6自然地理学概論 2 3 〃

地誌学概論 2 3 〃
経済地理学Ⅰ 2 2 〃
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免許法施行規則に定める
科 目 の 区 分 左記に対応する開設科目

科目区分 各科目に含めること
が必要な事項 授　 業　 科　 目 単位 年次

配当 所　　　属 最低修得
単位数

経済地理学Ⅱ 2 2 専門教育科目
環境経済論Ⅰ 2 2 〃
環境経済論Ⅱ 2 2 〃

「法律学，政治学」

法律学概論（国際法を含む） 2 3 〃 2政治学概論（国際政治を含む） 2 3 〃
消費者法 2 1 〃
民法入門 2 1 〃
民法総論 2 1 〃
憲法 4 2 〃
経済法 2 2 〃
地方財政論 2 2 〃

「社会学，経済学」

マクロ経済学入門 2 1 〃 4ミクロ経済学入門 2 1 〃
マクロ経済学Ⅰ 2 2 〃
ミクロ経済学Ⅰ 2 2 〃
マクロ経済学Ⅱ 2 3 〃
経済数学Ⅰ 2 1 〃
経済数学Ⅱ 2 1 〃
経済政策Ⅰ 2 2 〃
経済政策Ⅱ 2 2 〃
産業経済論Ⅰ 2 2 〃
産業経済論Ⅱ 2 2 〃
日本経済論Ⅰ 2 1 〃
日本経済論Ⅱ 2 1 〃
食料経済論 2 2 〃
農業経済論 2 2 〃
流通経済論Ⅰ 2 2 〃
流通経済論Ⅱ 2 2 〃
国際金融論Ⅰ 2 3 〃
国際金融論Ⅱ 2 3 〃
国際経済論Ⅰ 2 2 〃
国際経済論Ⅱ 2 2 〃
アジア経済論 2 2 〃
中国経済論 2 3 〃
金融工学 2 3 〃
数理経済学 2 2 〃

「哲学，倫理学，宗教
学」  

哲学 2 1 共通教育科目 2倫理学 2 1 〃

各教科の指導法（情報通
信技術の活用を含む。）

社会科教育法Ⅰ 2 3 教職課程に関する科目

8社会科教育法Ⅱ 2 3 〃
社会科教育法Ⅲ 2 3 〃
社会科教育法Ⅳ 2 3 〃

合　　　　　　　計 30

②中学校教諭一種免許（社会） 　経済学部（経営学科）
免許法施行規則に定める
科 目 の 区 分 左記に対応する開設科目

科目区分 各科目に含めること
が必要な事項 授　 業　 科　 目 単位 年次

配当 所　　　属 最低修得
単位数

教
科
及
び
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項

日本史・外国史

日本史 2 1 共通教育科目
6

全
体
か
ら
更
に
２
単
位

西洋史 2 1 〃
東洋史 2 1 〃
日本経済史 2 1 専門教育科目
西洋経済史Ⅰ 2 1 〃
西洋経済史Ⅱ 2 2 〃
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免許法施行規則に定める
科 目 の 区 分 左記に対応する開設科目

科目区分 各科目に含めること
が必要な事項 授　 業　 科　 目 単位 年次

配当 所　　　属 最低修得
単位数

経営史Ⅰ 2 2 専門教育科目
経営史Ⅱ 2 2 〃
社会思想史Ⅰ 2 1 〃
社会思想史Ⅱ 2 1 〃
経済学史Ⅰ 2 2 〃
経済学史Ⅱ 2 2 〃

地理学（地誌を含
む。）　　　　　 

人文地理学概論 2 3 〃
6自然地理学概論 2 3 〃

地誌学概論 2 3 〃
経済地理学Ⅰ 2 2 〃
経済地理学Ⅱ 2 2 〃
環境経済論Ⅰ 2 2 〃
環境経済論Ⅱ 2 2 〃
まちづくり概論 2 2 〃

「法律学，政治学」

法律学概論（国際法を含む） 2 3 〃 2政治学概論（国際政治を含む） 2 3 〃
消費者法 2 1 〃
民法入門 2 1 〃
民法総論 2 1 〃
憲法 4 2 〃
行政法 4 2 〃
民法各論 4 2 〃
経済法 2 2 〃
地方財政論 2 2 〃

「社会学，経済学」

マクロ経済学入門 2 1 〃 4ミクロ経済学入門 2 1 〃
マクロ経済学Ⅰ 2 2 〃
ミクロ経済学Ⅰ 2 2 〃
統計学Ⅰ 2 1 〃
統計学Ⅱ 2 1 〃
経済政策Ⅰ 2 2 〃
経済政策Ⅱ 2 2 〃
日本経済論Ⅰ 2 1 〃
日本経済論Ⅱ 2 1 〃
食料経済論 2 2 〃
農業経済論 2 2 〃
地域社会論 2 1 〃

「哲学，倫理学，宗教
学」  

哲学 2 1 共通教育科目 2倫理学 2 1 〃

各教科の指導法（情報通
信技術の活用を含む。）

社会科教育法Ⅰ 2 3 教職課程に関する科目

8社会科教育法Ⅱ 2 3 〃
社会科教育法Ⅲ 2 3 〃
社会科教育法Ⅳ 2 3 〃

合　　　　　　　計 30

③高等学校教諭一種免許（地理歴史） 　経済学部（経済学科）
免許法施行規則に定める
科 目 の 区 分 左記に対応する開設科目

科目区分 各科目に含めること
が必要な事項 授　 業　 科　 目 単位 年次

配当 所　　　属 最低修得
単位数

教
科
及
び
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項

日本史

日本史 2 1 共通教育科目 2 全
体
か
ら
更
に
18
単
位

日本経済史 2 1 専門教育科目
経営史Ⅰ 2 2 〃
経営史Ⅱ 2 2 〃

外国史 西洋史 2 1 共通教育科目 4東洋史 2 1 〃
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免許法施行規則に定める
科 目 の 区 分 左記に対応する開設科目

科目区分 各科目に含めること
が必要な事項 授　 業　 科　 目 単位 年次

配当 所　　　属 最低修得
単位数

西洋経済史Ⅰ 2 1 専門教育科目
西洋経済史Ⅱ 2 2 〃
社会思想史Ⅰ 2 1 〃
社会思想史Ⅱ 2 1 〃
経済学史Ⅰ 2 2 〃
経済学史Ⅱ 2 2 〃

人文地理学・自然地
理学　　　　　

人文地理学概論 2 3 〃 4自然地理学概論 2 3 〃
経済地理学Ⅰ 2 2 〃
経済地理学Ⅱ 2 2 〃
環境経済論Ⅰ 2 2 〃
環境経済論Ⅱ 2 2 〃
貿易論Ⅰ 2 2 〃
貿易論Ⅱ 2 2 〃

地　　誌 地誌学概論 2 3 〃 2
各教科の指導法（情報通
信技術の活用を含む。）

地理歴史科教育法Ⅰ 2 3 教職課程に関する科目 4地理歴史科教育法Ⅱ 2 3 〃
合　　　　　　　計 34

④高等学校教諭一種免許（地理歴史） 　経済学部（経営学科）
免許法施行規則に定める
科 目 の 区 分 左記に対応する開設科目

科目区分 各科目に含めること
が必要な事項 授　 業　 科　 目 単位 年次

配当 所　　　属 最低修得
単位数

教
科
及
び
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項

日本史

日本史 2 1 共通教育科目 2

全　
　
体　
　
か　
　
ら　
　
更　
　
に　
　
18　
　
単　
　
位

日本経済史 2 1 専門教育科目
経営史Ⅰ 2 2 〃
経営史Ⅱ 2 2 〃

外国史

西洋史 2 1 共通教育科目 4東洋史 2 1 〃
西洋経済史Ⅰ 2 1 専門教育科目
西洋経済史Ⅱ 2 2 〃
社会思想史Ⅰ 2 1 〃
社会思想史Ⅱ 2 1 〃
経済学史Ⅰ 2 2 〃
経済学史Ⅱ 2 2 〃

人文地理学・自然地
理学　　　　　

人文地理学概論 2 3 〃 4自然地理学概論 2 3 〃
経済地理学Ⅰ 2 2 〃
経済地理学Ⅱ 2 2 〃
環境経済論Ⅰ 2 2 〃
環境経済論Ⅱ 2 2 〃
貿易論Ⅰ 2 2 〃
貿易論Ⅱ 2 2 〃
まちづくり概論 2 2 〃

地　　誌 地誌学概論 2 3 〃 2
各教科の指導法（情報通
信技術の活用を含む。）

地理歴史科教育法Ⅰ 2 3 教職課程に関する科目 4地理歴史科教育法Ⅱ 2 3 〃
合　　　　　　　計 34
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⑤高等学校教諭一種免許（公民） 　経済学部（経済学科）
免許法施行規則に定める
科 目 の 区 分 左記に対応する開設科目

科目区分 各科目に含めること
が必要な事項 授　 業　 科　 目 単位 年次

配当 所　　　属 最低修得
単位数

教
科
及
び
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項

「法律学（国際法を
含む。），政治学（国
際政治を含む。）」 

法律学概論（国際法を含む） 2 3 専門教育科目 2

全
体
か
ら
更
に
22
単
位

政治学概論（国際政治を含む） 2 3 〃
消費者法 2 1 〃
民法入門 2 1 〃
民法総論 2 1 〃
憲法 4 2 〃
経済法 2 2 〃
地方財政論 2 2 〃

「社会学，経済学（国
際経済を含む。）」  

マクロ経済学入門 2 1 〃 4ミクロ経済学入門 2 1 〃
マクロ経済学Ⅰ 2 2 〃
ミクロ経済学Ⅰ 2 2 〃
マクロ経済学Ⅱ 2 3 〃
経済数学Ⅰ 2 1 〃
経済数学Ⅱ 2 1 〃
経済政策Ⅰ 2 2 〃
経済政策Ⅱ 2 2 〃
産業経済論Ⅰ 2 2 〃
産業経済論Ⅱ 2 2 〃
日本経済論Ⅰ 2 1 〃
日本経済論Ⅱ 2 1 〃
食料経済論 2 2 〃
農業経済論 2 2 〃
流通経済論Ⅰ 2 2 〃
流通経済論Ⅱ 2 2 〃
国際金融論Ⅰ 2 3 〃
国際金融論Ⅱ 2 3 〃
国際経済論Ⅰ 2 2 〃
国際経済論Ⅱ 2 2 〃
アジア経済論 2 2 〃
中国経済論 2 3 〃
金融工学 2 3 〃
数理経済学 2 2 〃

「哲学，倫理学， 宗教
学，心理学」

哲学 2 1 共通教育科目
2倫理学 2 1 〃

心理学 2 1 〃
各教科の指導法（情報通
信技術の活用を含む。）

公民科教育法Ⅰ 2 3 教職課程に関する科目 4公民科教育法Ⅱ 2 3 〃
合　　　　　　　計 34

⑥高等学校教諭一種免許（公民） 　経済学部（経営学科）
免許法施行規則に定める
科 目 の 区 分 左記に対応する開設科目

科目区分 各科目に含めること
が必要な事項 授　 業　 科　 目 単位 年次

配当 所　　　属 最低修得
単位数

教
科
及
び
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項

「法律学（国際法を
含む。），政治学（国
際政治を含む。）」 

法律学概論（国際法を含む） 2 3 専門教育科目 2

全
体
か
ら
更
に
22
単
位

政治学概論（国際政治を含む） 2 3 〃
消費者法 2 1 〃
民法入門 2 1 〃
民法総論 2 1 〃
憲法 4 2 〃
行政法 4 2 〃
民法各論 4 2 〃
経済法 2 2 〃
地方財政論 2 2 〃
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免許法施行規則に定める
科 目 の 区 分 左記に対応する開設科目

科目区分 各科目に含めること
が必要な事項 授　 業　 科　 目 単位 年次

配当 所　　　属 最低修得
単位数

「社会学，経済学（国
際経済を含む。）」  

マクロ経済学入門 2 1 専門教育科目 4ミクロ経済学入門 2 1 〃
マクロ経済学Ⅰ 2 2 〃
ミクロ経済学Ⅰ 2 2 〃
統計学Ⅰ 2 1 〃
統計学Ⅱ 2 1 〃
経済政策Ⅰ 2 2 〃
経済政策Ⅱ 2 2 〃
日本経済論Ⅰ 2 1 〃
日本経済論Ⅱ 2 1 〃
食料経済論 2 2 〃
農業経済論 2 2 〃
地域社会論 2 1 〃

「哲学，倫理学， 宗教
学，心理学」

哲学 2 1 共通教育科目
2倫理学 2 1 〃

心理学 2 1 〃
各教科の指導法（情報通
信技術の活用を含む。）

公民科教育法Ⅰ 2 3 教職課程に関する科目 4公民科教育法Ⅱ 2 3 〃
合　　　　　　　計 34

⑦高等学校教諭一種免許（情報） 　経済学部（経営学科）
免許法施行規則に定める
科 目 の 区 分 左記に対応する開設科目

科目区分 各科目に含めること
が必要な事項 授　 業　 科　 目 単位 年次

配当 所　　　属 最低修得
単位数

教
科
及
び
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項

情報社会（職業に関
する内容を含む。）･
情報倫理

情報社会と情報倫理 2 1 専門教育科目 2

全

体

か

ら

更

に

２

単

位

コンピュータ・
情報処理

コンピュータ概論 2 1 〃

8情報処理論 2 2 〃
プログラミング入門 2 1 〃
アルゴリズムとデータ構造 2 2 〃
プログラミングⅠ 2 2 〃
プログラミングⅡ 2 2 〃

情報システム

情報システム 2 1 〃
6経営情報論 2 3 〃

データベース論 2 3 〃
ビジネスデータ処理 2 2 〃

情報通信
ネットワーク

情報ネットワークⅠ 2 2 〃 4情報ネットワークⅡ 2 2 〃

マルチメディア表
現・マルチメディア
技術

マルチメディア表現と技術Ⅰ 2 2 〃

8マルチメディア表現と技術Ⅱ 2 2 〃
経営シミュレーション 2 1 〃
経営統計 2 2 〃
経営数学 2 2 〃

各教科の指導法（情報通
信技術の活用を含む。）

情報科教育法Ⅰ 2 3 教職課程に関する科目 4情報科教育法Ⅱ 2 3 〃
合　　　　　　　計 34



― 61―

⑧高等学校教諭一種免許（商業） 　経済学部（経済学科）
免許法施行規則に定める
科 目 の 区 分 左記に対応する開設科目

科目区分 各科目に含めること
が必要な事項 授　 業　 科　 目 単位 年次

配当 所　　　属 最低修得
単位数

教
科
及
び
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項

商業の関係科目

経営学総論 4 1 専門教育科目 4

全
体
か
ら
更
に
22
単
位

簿記原理 4 1 〃
経営管理論Ⅰ 2 2 〃
経営管理論Ⅱ 2 2 〃
コーポレート・ファイナンス 2 2 〃
証券論 2 2 〃
中小企業論 2 3 〃
会計学原理Ⅰ 2 2 〃
会計学原理Ⅱ 2 2 〃
中級簿記論 2 1 〃
上級簿記論 2 1 〃
マーケティング論Ⅰ 2 3 〃
マーケティング論Ⅱ 2 3 〃
商学総論Ⅰ 2 1 〃
商学総論Ⅱ 2 1 〃
保険論 2 3 〃
統計学Ⅰ 2 1 〃
統計学Ⅱ 2 1 〃
金融論Ⅰ 2 2 〃
金融論Ⅱ 2 2 〃
ミクロ経済学Ⅱ 2 3 〃
商法 4 2 〃
会社法 4 2 〃

職業指導 職業指導Ⅰ 2 3 〃 4職業指導Ⅱ 2 3 〃
各教科の指導法（情報通
信技術の活用を含む。）

商業科教育法Ⅰ 2 3 教職課程に関する科目 4商業科教育法Ⅱ 2 3 〃
合　　　　　　　計 34

⑨高等学校教諭一種免許（商業） 　経済学部（経営学科）
免許法施行規則に定める
科 目 の 区 分 左記に対応する開設科目

科目区分 各科目に含めること
が必要な事項 授　 業　 科　 目 単位 年次

配当 所　　　属 最低修得
単位数

教
科
及
び
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項

商業の関係科目

経営学総論 4 1 専門教育科目 4

全　

 

体　

 

か　

 

ら　

 

更　

 

に　

 

22　

 

単　

 

位

簿記原理 4 1 〃
経営管理論Ⅰ 2 2 〃
経営管理論Ⅱ 2 2 〃
企業形態論 2 2 〃
財務管理論Ⅰ 2 2 〃
財務管理論Ⅱ 2 2 〃
経営組織論 2 3 〃
中小企業論 2 3 〃
国際経営論Ⅰ 2 3 〃
国際経営論Ⅱ 2 3 〃
会計学原理Ⅰ 2 2 〃
会計学原理Ⅱ 2 2 〃
中級簿記論 2 1 〃
原価計算論Ⅰ 2 2 〃
原価計算論Ⅱ 2 2 〃
管理会計論Ⅰ 2 3 〃
管理会計論Ⅱ 2 3 〃
会計監査論Ⅰ 2 3 〃
会計監査論Ⅱ 2 3 〃
経営分析論Ⅰ 2 3 〃
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免許法施行規則に定める
科 目 の 区 分 左記に対応する開設科目

科目区分 各科目に含めること
が必要な事項 授　 業　 科　 目 単位 年次

配当 所　　　属 最低修得
単位数

税務会計論Ⅰ 2 3 専門教育科目
税務会計論Ⅱ 2 3 〃
上級簿記論 2 1 〃
商学総論Ⅰ 2 1 〃
商学総論Ⅱ 2 1 〃
保険論 2 2 〃
リスクマネジメント論 2 2 〃
マーケティング論Ⅰ 2 3 〃
マーケティング論Ⅱ 2 3 〃
金融論Ⅰ 2 3 〃
金融論Ⅱ 2 3 〃
商業政策Ⅰ 2 3 〃
商業政策Ⅱ 2 3 〃
商法 4 2 〃
会社法 4 2 〃

職業指導 職業指導Ⅰ 2 3 〃 4職業指導Ⅱ 2 3 〃
各教科の指導法（情報通
信技術の活用を含む。）

商業科教育法Ⅰ 2 3 教職課程に関する科目 4商業科教育法Ⅱ 2 3 〃
合　　　　　　　計 34

⑩中学校教諭一種免許（社会） 　福祉社会学部（社会福祉学科）
免許法施行規則に定める
科 目 の 区 分 左記に対応する開設科目

科目区分 各科目に含めること
が必要な事項 授　 業　 科　 目 単位 年次

配当 所　　　属 最低修得
単位数

教
科
及
び
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項

日本史・外国史
日本史 2 1 共通教育科目

6西洋史 2 1 〃
東洋史 2 1 〃

地理学（地誌を含
む。）　　　　　

人文地理学概論 2 3 専門教育科目
6自然地理学概論 2 3 〃

地誌学概論 2 3 〃

「法律学，政治学」

法律学概論（国際法を含む） 2 3 〃 2政治学概論（国際政治を含む） 2 3 〃
権利擁護と成年後見制度 2 3 〃
司法福祉 2 2 〃
民法 2 3 〃

「社会学，経済学」

社会学概論 2 1 〃
6社会保障論Ⅰ 2 3 〃

社会保障論Ⅱ 2 3 〃
社会病理論 2 2 〃
地域福祉論Ⅰ 2 2 〃
地域福祉論Ⅱ 2 2 〃
社会福祉調査 2 3 〃
教育社会学 2 2 〃
生涯学習概論 2 2 〃
経済原論（国際経済を含む） 2 2 〃

「 哲 学， 倫 理 学，	
宗教学」　　　　

哲学 2 1 共通教育科目 2倫理学 2 1 〃

各教科の指導法（情報通
信技術の活用を含む。）

社会科教育法Ⅰ 2 3 教職課程に関する科目

8社会科教育法Ⅱ 2 3 〃
社会科教育法Ⅲ 2 3 〃
社会科教育法Ⅳ 2 3 〃

合　　　　　　　計 30
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⑪高等学校教諭一種免許（公民） 　福祉社会学部（社会福祉学科）
免許法施行規則に定める
科 目 の 区 分 左記に対応する開設科目

科目区分 各科目に含めること
が必要な事項 授　 業　 科　 目 単位 年次

配当 所　　　属 最低修得
単位数

教
科
及
び
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項

「法律学（国際法を
含む。），政治学（国
際政治を含む。）」

法律学概論（国際法を含む） 2 3 専門教育科目 2

全
体
か
ら
更
に
20
単
位

政治学概論（国際政治を含む） 2 3 〃
権利擁護と成年後見制度 2 3 〃
司法福祉 2 2 〃
民法 2 3 〃

「社会学，経済学（国
際経済を含む。）」

社会学概論 2 1 〃
6社会保障論Ⅰ 2 3 〃

社会保障論Ⅱ 2 3 〃
社会病理論 2 2 〃
地域福祉論Ⅰ 2 2 〃
地域福祉論Ⅱ 2 2 〃
社会福祉調査 2 3 〃
教育社会学 2 2 〃
生涯学習概論 2 2 〃
経済原論（国際経済を含む） 2 2 〃

「哲学，倫理学，
宗教学，心理学」

哲学 2 1 共通教育科目

2倫理学 2 1 〃
心理学 2 1 〃
心理学概論 2 1 専門教育科目
社会心理学 2 2 〃
発達心理学 2 2 〃

各教科の指導法（情報通
信技術の活用を含む。）

公民科教育法Ⅰ 2 3 教職課程に関する科目 4公民科教育法Ⅱ 2 3 〃
合　　　　　　　計 34

⑫高等学校教諭一種免許（福祉） 　福祉社会学部（社会福祉学科）
免許法施行規則に定める
科 目 の 区 分 左記に対応する開設科目

科目区分 各科目に含めること
が必要な事項 授　 業　 科　 目 単位 年次

配当 所　　　属 最低修得
単位数

教
科
及
び
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項

社会福祉学
（職業指導を含む。）

社会福祉概論Ⅰ 2 1 専門教育科目 4社会福祉概論Ⅱ 2 1 〃

高齢者福祉・児童福
祉・障害者福祉

子ども家庭福祉論 2 2 〃
6高齢者福祉論 2 1 〃

障害者福祉論 2 2 〃

社会福祉援助技術

ソーシャルワークⅠ 2 1 〃 4ソーシャルワークⅡ 2 1 〃
ソーシャルワークⅢ 2 2 〃

4ソーシャルワークⅣ 2 2 〃
ソーシャルワークⅤ 2 3 〃
ソーシャルワークⅥ 2 3 〃

介護理論 ･介護技術 介護福祉論 2 1 〃 4基礎介護技術 2 2 〃
社会福祉総合実習（社
会福祉援助実習及び社
会福祉施設等における
介護実習を含む。）　　

ソーシャルワーク現場実習指導Ⅱ 2 3 〃
6ソーシャルワーク現場実習Ⅱ 4 3 〃

人体構造に関する理
解・日常生活行動に
関する理解

こころとからだのしくみⅠ 2 2 〃 2

加齢に関する理解・障
害に関する理解

発達と老化の理解Ⅰ 2 2 〃
6認知症の理解Ⅰ 2 1 〃

障害の理解Ⅱ 2 3 〃
各教科の指導法（情報通
信技術の活用を含む。）

福祉科教育法Ⅰ 2 3 教職課程に関する科目 4福祉科教育法Ⅱ 2 3 〃
合　　　　　　　計 40
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⑬幼稚園教諭一種免許　福祉社会学部（児童学科）
免許法施行規則に定める
科 目 の 区 分 左記に対応する開設科目

科目区分 各科目に含めること
が必要な事項 授　 業　 科　 目 単位 年次

配当 所　　　属 最低修得
単位数

領
域
及
び
保
育
内
容
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目

領
域
に
関
す
る
専
門
的
事
項

健康 幼児と健康 2 1 専門教育科目 全
体
か
ら
８
単
位

人間関係 幼児と人間関係 2 1 〃
環境 幼児と環境 2 1 〃
言葉 幼児と言葉 2 1 〃
表現 幼児と表現 2 1 〃

保育内容の指導法（情報
機器及び教材の活用を含
む。）

保育指導法（健康） 2 2 〃

12

保育指導法（表現） 2 2 〃
保育指導法（言葉） 2 2 〃
保育指導法（環境） 2 2 〃
保育指導法（人間関係） 2 2 〃
保育指導法特別研究 2 3 〃

合　　　　　　　計 20

⑭小学校教諭一種免許　福祉社会学部（児童学科）
免許法施行規則に定める
科 目 の 区 分 左記に対応する開設科目

科目区分 各科目に含めること
が必要な事項 授　 業　 科　 目 単位 年次

配当 所　　　属 最低修得
単位数

教
科
及
び
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項

国　語
（書写を含む。） 国語 2 1 専門教育科目

全
体
か
ら
10
単
位

社　会 社会Ⅰ 2 1 〃
社会Ⅱ 2 2 〃

算　数 算数Ⅰ 2 1 〃
算数Ⅱ 2 2 〃

理　科 理科Ⅰ 2 1 〃
理科Ⅱ 2 2 〃

生　活 生活 2 2 〃
音　楽 音楽 2 1 〃
図画工作 図画工作 2 2 〃
家　庭 家庭 2 2 〃
体　育 体育 2 2 〃
外国語 英語 2 2 〃

各
教
科
の
指
導
法
（
情
報
通
信
技
術
の
活
用
を
含
む
。）

国　語
（書写を含む。） 国語科教育法 2 3 〃

20

社　会 社会科教育法 2 3 〃
算　数 算数科教育法 2 3 〃
理　科 理科教育法 2 3 〃
生　活 生活科教育法 2 3 〃
音　楽 音楽科教育法 2 3 〃
図画工作 図画工作科教育法 2 3 〃
家　庭 家庭科教育法 2 3 〃
体　育 体育科教育法 2 3 〃
外国語 英語教育の指導法 2 3 〃

合　　　　　　　計 30

⑮中学校教諭一種免許（国語） 　国際文化学部（国際文化学科）
免許法施行規則に定める
科 目 の 区 分 左記に対応する開設科目

科目区分 各科目に含めること
が必要な事項 授　 業　 科　 目 単位 年次

配当 所　　　属 最低修得
単位数

教
科
及
び
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項

国語学
（音声言語及び文章
表現に関するものを
含む。）

日本語学概論Ⅰ 2 1 専門教育科目 4 全
体
か
ら
更
に
４
単
位

日本語学概論Ⅱ 2 1 〃
日本語学特論Ⅰ 2 2 〃
日本語学特論Ⅱ 2 2 〃
日本語と日本文化 2 1 〃
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免許法施行規則に定める
科 目 の 区 分 左記に対応する開設科目

科目区分 各科目に含めること
が必要な事項 授　 業　 科　 目 単位 年次

配当 所　　　属 最低修得
単位数

日本語史 2 2 専門教育科目

国文学
（国文学史を含む。）

日本近代文学Ⅰ 2 1 〃

8日本近代文学Ⅱ 2 1 〃
日本古典文学Ⅰ 2 1 〃
日本古典文学Ⅱ 2 1 〃
日本文学概論 2 1 〃
日本文学講読 2 1 〃
児童文学 2 1 〃

漢文学 漢文学 2 2 〃 2
中国文学 2 2 〃

書道（書写を中心と
する。）

書道Ⅰ 2 2 〃 4書道Ⅱ 2 2 〃

各教科の指導法（情報通
信技術の活用を含む。）

国語科教育法Ⅰ 2 3 教職課程に関する科目

8国語科教育法Ⅱ 2 3 〃
国語科教育法Ⅲ 2 3 〃
国語科教育法Ⅳ 2 3 〃

合　　　　　　　計 30

⑯中学校教諭一種免許（英語） 　国際文化学部（国際文化学科）
免許法施行規則に定める
科 目 の 区 分 左記に対応する開設科目

科目区分 各科目に含めること
が必要な事項 授　 業　 科　 目 単位 年次

配当 所　　　属 最低修得
単位数

教
科
及
び
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項

英語学 英語学概論 2 1 専門教育科目 2

全　
　
体　
　
か　
　
ら　
　
更　
　
に　
　
12　
　
単　
　
位

英語教授法 2 1 〃

英語文学

イギリス文学 2 1 〃

4アメリカ文学 2 1 〃
英米文学講読Ⅰ 2 2 〃
英米文学講読Ⅱ 2 2 〃

英語コミュニ
ケーション

英会話Ⅰ 2 1 〃

2英会話Ⅱ 2 1 〃
実用英語Ⅰ 2 1 〃
実用英語Ⅱ 2 1 〃
英語中級オーラル・スキルズⅠ 2 1 〃
英語中級オーラル・スキルズⅡ 2 1 〃
英語中級リーディング・スキルズ 2 1 〃
英語中級ライティング・スキルズ 2 1 〃
英語上級リーディング・スキルズ 2 2 〃
英語プレゼンテーション・スキルズ 2 2 〃
ビジネス英語 2 2 〃
英和翻訳ワークショップ 2 2 〃
和英翻訳ワークショップ 2 2 〃
英語通訳ワークショップ 2 2 〃

異文化理解

異文化コミュニケーション論 2 1 〃 2比較文化論 2 1 〃
地域文化研究 2 1 〃
外国事情Ⅰ 2 1 〃
外国事情Ⅱ 2 1 〃

各教科の指導法（情報通
信技術の活用を含む。）

英語科教育法Ⅰ 2 3 教職課程に関する科目

8英語科教育法Ⅱ 2 3 〃
英語科教育法Ⅲ 2 3 〃
英語科教育法Ⅳ 2 3 〃

合　　　　　　　計 30
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⑰高等学校教諭一種免許（国語） 　国際文化学部（国際文化学科）
免許法施行規則に定める
科 目 の 区 分 左記に対応する開設科目

科目区分 各科目に含めること
が必要な事項 授　 業　 科　 目 単位 年次

配当 所　　　属 最低修得
単位数

教
科
及
び
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項

国語学
（音声言語及び文章
表現に関するものを
含む。）

日本語学概論Ⅰ 2 1 専門教育科目 4

全　
体　
か　
ら　
更　
に　
16　
単　
位

日本語学概論Ⅱ 2 1 〃
日本語学特論Ⅰ 2 2 〃
日本語学特論Ⅱ 2 2 〃
日本語と日本文化 2 1 〃
日本語史 2 2 〃

国文学（国文学史を
含む。）

日本近代文学Ⅰ 2 1 〃

8日本近代文学Ⅱ 2 1 〃
日本古典文学Ⅰ 2 1 〃
日本古典文学Ⅱ 2 1 〃
日本文学概論 2 1 〃
日本文学講読 2 1 〃
児童文学 2 1 〃

漢文学 漢文学 2 2 〃 2
中国文学 2 2 〃

各教科の指導法（情報通
信技術の活用を含む。）

国語科教育法Ⅰ 2 3 教職課程に関する科目 4国語科教育法Ⅱ 2 3 〃
国語科教育法Ⅲ 2 3 〃
国語科教育法Ⅳ 2 3 〃

合　　　　　　　計 34

⑱高等学校教諭一種免許（英語） 　国際文化学部（国際文化学科）
免許法施行規則に定める
科 目 の 区 分 左記に対応する開設科目

科目区分 各科目に含めること
が必要な事項 授　 業　 科　 目 単位 年次

配当 所　　　属 最低修得
単位数

教
科
及
び
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項

英語学 英語学概論 2 1 専門教育科目 2

全　
体　
か　
ら　
更　
に　
20　
単　
位

英語教授法 2 1 〃

英語文学

イギリス文学 2 1 〃

4アメリカ文学 2 1 〃
英米文学講読Ⅰ 2 2 〃
英米文学講読Ⅱ 2 2 〃

英語コミュニケー
ション

英会話Ⅰ 2 1 〃

2英会話Ⅱ 2 1 〃
実用英語Ⅰ 2 1 〃
実用英語Ⅱ 2 1 〃
英語中級オーラル・スキルズⅠ 2 1 〃
英語中級オーラル・スキルズⅡ 2 1 〃
英語中級リーディング・スキルズ 2 1 〃
英語中級ライティング・スキルズ 2 1 〃
英語上級リーディング・スキルズ 2 2 〃
英語プレゼンテーション・スキルズ 2 2 〃
ビジネス英語 2 2 〃
英和翻訳ワークショップ 2 2 〃
和英翻訳ワークショップ 2 2 〃
英語通訳ワークショップ 2 2 〃

異文化理解

異文化コミュニケーション論 2 1 〃 2比較文化論 2 1 〃
地域文化研究 2 1 〃
外国事情Ⅰ 2 1 〃
外国事情Ⅱ 2 1 〃

各教科の指導法（情報通
信技術の活用を含む。）

英語科教育法Ⅰ 2 3 教職課程に関する科目 4英語科教育法Ⅱ 2 3 〃
英語科教育法Ⅲ 2 3 〃
英語科教育法Ⅳ 2 3 〃

合　　　　　　　計 34
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別表第３　大学が独自に設定する科目
①幼稚園教諭一種免許
免許法施行規則に定める
科 目 の 区 分 左記に対応する開設科目

科　 目　 区　 分 授　 業　 科　 目 単位 年次
配当 所　　　属 最低修得

単位数

大学が独自に設定する科目

音楽表現技術Ⅰ 2 2 専門教育科目 2
音楽表現技術Ⅱ 2 3 〃 2
子ども家庭支援の心理学 2 1 〃 2
音楽基礎演習 1 2 〃 1造形基礎演習 1 2 〃
総合講義「子ども学」 2 1 〃 2
離島教育の理解と体験的活動 2 3 〃

合　　　　　　　計 9

②小学校教諭一種免許
免許法施行規則に定める
科 目 の 区 分 左記に対応する開設科目

科　 目　 区　 分 授　 業　 科　 目 単位 年次
配当 所　　　属 最低修得

単位数

大学が独自に設定する科目

音楽表現技術Ⅰ 2 2 専門教育科目 2
音楽表現技術Ⅱ 2 3 〃 2
総合講義「子ども学」 2 1 〃 2
離島教育の理解と体験的活動 2 3 〃

合　　　　　　　計 6

③中学校教諭一種免許・高等学校教諭一種免許
免許法施行規則に定める
科 目 の 区 分 左記に対応する開設科目

科　 目　 区　 分 授　 業　 科　 目 単位 年次
配当 所　　　属 最低修得

単位数

大学が独自に設定する科目

学習指導と学校図書館 2 2 司書教諭課程

教職課程
履修規程
第３条第
３項参照

読書と豊かな人間性 2 2 〃
離島教育の理解と体験的活動 2 3 教職課程に関する科目

地域創生Ⅰ 2 1 共通教育科目
経営学科専門教育科目

地域創生Ⅱ 2 1 〃
地域から世界へ 2 1 共通教育科目

別表第４　教育の基礎的理解に関する科目等
①中学校教諭一種免許・高等学校教諭一種免許

免許法施行規則に定める科目区分等 左 記 に 対 応 す る
開 設 科 目

最 低 修 得 単 位 数
中 学 校 高等学校

計 備　考区
分 科　 目 各科目に含めることが必要な

事 項
最低修得
単 位 数 授 業 科 目 年次

配当 必修 選択 必修 選択

第　
　
三　
　
欄

教育の基礎
的理解に関
する科目

・�教育の理念並びに教育に関
する歴史及び思想

10

教育原理 2 2 2 2

・�教職の意義及び教員の役割・職
務内容（チーム学校運営への
対応を含む。）

教職概論 2 2 2 2

・�教育に関する社会的，制度
的又は経営的事項 （学校と
地域との連携及び学校安全
への対応を含む。）

学校の制度 2 2 2 2

・�幼児，児童及び生徒の心身の
発達及び学習の過程 教育心理学 2 2 2 2

・�特別の支援を必要とする幼
児，児童及び生徒に対する
理解

特別支援教育論 3 2 2 2

・�教育課程の意義及び編成の方
法（カリキュラム・マネジメン
トを含む。）

教育課程論 3 2 2 2
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免許法施行規則に定める科目区分等 左 記 に 対 応 す る
開 設 科 目

最 低 修 得 単 位 数
中 学 校 高等学校

計 備　考区
分 科　 目 各科目に含めることが必要な

事 項
最低修得
単 位 数 授 業 科 目 年次

配当 必修 選択 必修 選択

第　
　
四　
　
欄

道徳，総合
的な学習の
時間等の指
導法及び生
徒指導，教
育相談等に
関する科目

・道徳の理論及び指導法

中10
高8

道徳教育の指導法 3 2

中10
高8

・�総合的な学習（探究）の時
間の指導法

特別活動・総合的
な学習の時間 3 2 2 特別活動の指

導法を含む。
・特別活動の指導法

・教育の方法及び技術
教育の方法及び技
術（情報通信技術
の活用を含む）

3 2 2
情報通信技術
を活用した教
育の理論及び
方法を含む。

・�情報通信技術を活用した教
育の理論及び方法

・生徒指導の理論及び方法 生徒・進路指導論 3 2 2
進路指導及び
キャリア教育
の理論及び方
法を含む。

・�教育相談（カウンセリング
に関する基礎的な知識を含
む。）の理論及び方法

学校教育相談 3 2 2

・�進路指導及びキャリア教育
の理論及び方法

第　
五　
欄

教育実践に
関する科目

教育実習 中5
高3

教育実習Ⅰ 4 5 中5
高3教育実習Ⅱ 4 3

教職実践演習 2 教職実践演習
 （中・高） 4 2 2 2

中27
高23 合　　計　 中29 高25 中29

高25

②幼稚園教諭一種免許・小学校教諭一種免許

免許法施行規則に定める科目区分等 左 記 に 対 応 す る
開 設 科 目

最 低 修 得 単 位 数
小学校 幼稚園

計 備　考区
分 科　 目 各科目に含めることが必要な

事 項
最低修得
単 位 数 授 業 科 目 年次

配当 必修 選択 必修 選択

第　
　
三　
　
欄

教育の基
礎的理解
に関する
科目

・�教育の理念並びに教育に関
する歴史及び思想

10

教育原理 1 2 2

4・�教職の意義及び教員の役割･職
務内容（チーム学校運営への
対応を含む。）

教職入門 2 2 2

・�教育に関する社会的，制度
的又は経営的事項 （学校と
地域との連携及び学校安全
への対応を含む。）

学校の制度・教育
課程編成論 1 2 2 2

教育課程の
意義及び編
成の方法（カ
リキュラム・
マネジメン
トを含む。）
を含む。

・�幼児，児童及び生徒の心身の
発達及び学習の過程 教育心理学 1 2 2 2

・�特別の支援を必要とする幼
児，児童及び生徒に対する
理解

特別支援教育論 3 2 2 2

・�教育課程の意義及び編成の方
法（カリキュラム・マネジメ
ントを含む。）

教育課程論
（保育の計画と評
価を含む）

2 2 幼2

第　
　
四　
　
欄

道徳，総合
的な学習の
時間等の指
導法及び生
徒指導，教
育相談等に
関する科目

・�教育の方法及び技術（情報
機器及び教材の活用を含
む。）

幼4

幼児教育方法 1 2 幼4

・幼児理解の理論及び方法
・�教育相談（カウンセリング
に関する基礎的な知識を含
む。）の理論及び方法

幼児理解と教育相
談 3 2

幼児理解の理
論及び方法を
含む。

・道徳の理論及び指導法 小10 道徳教育の指導法 3 2 小11
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免許法施行規則に定める科目区分等 左 記 に 対 応 す る
開 設 科 目

最 低 修 得 単 位 数
小学校 幼稚園

計 備　考区
分 科　 目 各科目に含めることが必要な

事 項
最低修得
単 位 数 授 業 科 目 年次

配当 必修 選択 必修 選択

・�総合的な学習の時間の指導
法

特別活動・総合的
な学習の時間 2 2 特別活動の指

導法を含む。
・特別活動の指導法
・教育の方法及び技術 初等教育方法 2 2
・�情報通信技術を活用した教
育の理論及び方法

教育におけるＩＣ
Ｔ活用 1 1

・生徒指導の理論及び方法 生徒指導・進路指
導 2 2

進路指導及び
キャリア教育
の理論及び方
法を含む。

・�教育相談（カウンセリング
に関する基礎的な知識を含
む。）の理論及び方法

児童理解と教育相
談 3 2

・�進路指導及びキャリア教育
の理論及び方法

第
五
欄
教育実践に
関する科目

教育実習 5 教育実習（幼・小） 4 5 5 5

教職実践演習 2 教職実践演習
 （幼・小） 4 2 2 2

小27
幼21 合　計 28 23 小28

幼23

別表第５　特別支援教育に関する科目　福祉社会学部（社会福祉学科）
免許法施行規則に定める科目区分等 左記に対応する開設科目 最低必要単位数

区　　分 最 低 修 得
単 位 数

左 記 の 科 目 に
含 め る べ き 科 目 授　業　科　目 年次

配当 所　　属 必修 選択 計

第
一
欄
特別支援教育領
域に関する科目 2 特別支援教育総論 2 専門教育科目 2 2

第　
　
二　
　
欄

特別支援教育領
域に関する科目 16

心身に障害のある幼児，
児童又は生徒の心理，生
理及び病理に関する科目

知的障害児の心理Ⅰ 3 特別支援学校
教員養成課程 2

16

知的障害児の心理Ⅱ 3 〃 2
知的障害児の生理と病理 3 〃 2

心身に障害のある幼児，
児童又は生徒の教育課程
及び指導法に関する科目

知的障害児教育論Ⅰ 2 〃 2
知的障害児教育論Ⅱ 3 〃 2
知的障害児教育論Ⅲ 3 〃 2
知的障害児指導法Ⅰ 3 〃 2
知的障害児指導法Ⅱ 3 〃 2

第　
　
三　
　
欄

免許状に定めら
れることとなる
特別支援教育領
域以外の領域に
関する科目

５

心身に障害のある幼児，
児童又は生徒の心理，生
理及び病理に関する科目

心身に障害のある幼児，
児童又は生徒の教育課程
及び指導法に関する科目

障害児の心理・生理・病
理 2 専門教育科目 2

６重複障害児教育総論 3 特別支援学校教
員養成課程 2

発達障害児教育総論 3 〃 2

第 

四 

欄

心身に障害のあ
る幼児，児童又
は生徒について
の教育実習

3 特別支援教育実習 4 〃 3 3

合　計 27

附　　則
この履修規程は，昭和58年４月１日から施行する。

⎧
︱
⎩
昭和59年４月１日改正規程から平成13年４月１日⎫︱

⎭　改正規程までの附則は省略する。

附　則
この規程は，平成18年４月１日から施行する。
ただし，平成17年度以前に入学した児童学科の学生については，従前の規程による。

附　則
この規程は，平成19年４月１日から施行する。
ただし，平成18年度以前の入学者については，従前の規程による。
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附　則
この規程は，平成20年４月１日から施行する。
ただし，平成19年度以前の入学者については，従前の規程による。

附　則
この規程は，平成21年４月１日から施行する。
ただし，平成20年度以前の入学者については，従前の規程による。

附　則
この規程は，平成22年４月１日から施行する。
ただし，平成21年度以前の入学者については，従前の規程による。

附　則
この規程は，平成23年４月１日から施行する。
ただし，平成22年度以前の入学者については，従前の規程による。

附　則
この規程は，平成24年４月１日から施行する。
ただし，平成23年度以前の入学者については，従前の規程による。

附　則
この規程は，平成25年４月１日から施行する。
ただし，平成24年度以前の入学者については，従前の規程による。

附　則
この規程は，平成27年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成28年４月１日から施行する。
ただし，平成27年度以前の入学者については，従前の規程による。

附　則
この規程は，平成30年４月１日から施行する。ただし，平成29年度以前に入学した学生については，従前の規程による。なお，別

表４②「幼稚園教諭一種免許・小学校教諭一種免許」に限り，平成28年度以降に入学した学生にも適用する。

附　則
この規程は，平成31年４月１日から施行する。ただし，平成30年度以前の入学者については，従前の規程による。

附　則
この規程は，令和３年４月１日から施行する。ただし，令和２年度以前の入学者については，従前の規程による。

附　則
この規程は，令和４年４月１日から施行する。ただし，令和３年度以前の入学者については，従前の規程による。

附　則
この規程は，令和５年４月１日から施行する。ただし，令和４年度以前の入学者については，従前の規程による。

附　則
この規程は，令和６年４月１日から施行する。ただし，令和５年度以前の入学者については，従前の規程による。なお，別表第４①

に限り，令和５年度に入学した学生も適用する。

附　則
この規程は，令和７年４月１日から施行する。ただし，令和６年度以前の入学者については，従前の規程による。

附　則
この規程は，令和８年４月１日から施行する。ただし，令和７年度以前の入学者については，従前の規程による。

特別支援学校教員養成課程に関する履修規程
第１条　教育職員免許法第５条，同施行規則第７条及び鹿児島国際大学学則（以下「学則」という。）第10条により，特別支援学校教員
養成課程に関する履修規程を次のとおり定める。

第２条　本課程を履修できる者は，教育職員免許法及び学則の定めるところにより，鹿児島国際大学福祉社会学部社会福祉学科の学生
及び科目等履修生とする。

第３条　特別支援学校教諭一種免許状の資格を取得しようとする者は，小学校，中学校，高等学校又は幼稚園の教諭の普通免許状に必
要な単位及び別表１に定める授業科目の所定の単位を修得しなければならない。

第４条　別表第１に定める授業科目のうち，特別支援学校教員養成課程に関する科目において開設される 「知的障害児の心理Ⅰ」「知的
障害児の心理Ⅱ」「知的障害児の生理と病理」「知的障害児教育論Ⅰ」「知的障害児教育論Ⅱ」「知的障害児教育論Ⅲ」「「知的障害児指
導法Ⅰ」「知的障害児指導法Ⅱ」「重複障害児教育総論」及び「発達障害児教育総論」の修得単位は，所定の手続きを経て卒業に必要
な単位数に算入することができる。

第５条　この課程に関する授業科目について所定の単位を修得した者は，本人の申請により特別支援学校教諭一種免許状を取得するこ
とができる。
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第６条　この課程の履修希望者は，別表第２に定める特別支援教育実習費を所定の期日までに納入しなければならない。
第７条　提出した書類及び実習費は，どのような理由があっても返還しない。
第８条　この規程の改廃は，教職課程・教育実習委員会，学部教授会及び大学評議会の審議を経て，学長の承認を得なければならない。

附　則
この規程は，昭和59年４月１日から施行する。

⎧
︱
⎩
平成２年４月１日改正規程から平成11年４月１日⎫

︱
⎭　改正規程までの附則は省略する。

附　則
この規程は平成13年４月１日から施行する。ただし，平成12年度以前の入学者については，従前の規程による。

附　則
この規程は平成19年４月１日から施行する。ただし，平成18年度以前の入学者については，従前の規程による。

附　則
この規程は平成25年４月１日から施行する。ただし，平成24年度以前の入学者については，従前の規程による。

附　則
この規程は，平成27年４月１日から施行する。

附　則
この規程は令和６年４月１日から施行する。ただし，令和５年度以前の入学者については，従前の規程による。

別表第１　（第４条関係）特別支援学校一種免許状に関する科目
免許法施行規則に定める科目区分等 左記に対応する開設科目 最低必要単位数

区　　分 最 低 修 得
単 位 数

左 記 の 科 目 に
含 め る べ き 科 目 授　業　科　目 年次

配当 所　　属 必修 選択 計

第
一
欄

特別支援教育の
基礎理論に関す
る科目

2 特別支援教育総論 2 専門教育科目 2 2

第　
　
二　
　
欄

特別支援教育領
域に関する科目 16

心身に障害のある幼児，
児童又は生徒の心理，生
理及び病理に関する科目

知的障害児の心理Ⅰ 3 特別支援学校
教員養成課程 2

16

知的障害児の心理Ⅱ 3 〃 2
知的障害児の生理と病理 3 〃 2

心身に障害のある幼児，
児童又は生徒の教育課程
及び指導法に関する科目

知的障害児教育論Ⅰ 2 〃 2
知的障害児教育論Ⅱ 3 〃 2
知的障害児教育論Ⅲ 3 〃 2
知的障害児指導法Ⅰ 3 〃 2
知的障害児指導法Ⅱ 3 〃 2

第　
　
三　
　
欄

免許状に定めら
れることとなる
特別支援教育領
域以外の領域に
関する科目

５

心身に障害のある幼児，
児童又は生徒の心理，生
理及び病理に関する科目

心身に障害のある幼児，
児童又は生徒の教育課程
及び指導法に関する科目

障害児の心理・生理・病
理 2 専門教育科目 2

６重複障害児教育総論 3 特別支援学校教
員 養 成 課 程 2

発達障害児教育総論 3 〃 2

第 

四 

欄

心身に障害のあ
る幼児，児童又
は生徒について
の教育実習

3 特別支援教育実習 4 〃 3 3

合　計 27

別表第２　（第６条関係）納入金
区　　　　　分 金　　　　　額
特別支援教育実習費 12,000円

教 職 課 程 履 修 細 則
第１条　教職課程履修規程第５条により，教職課程の履修に関する細則を次のとおり定める。
第２条　教職課程を履修できる者は，教育職員免許法及び本学学則の定めるところにより，本学学生及び科目等履修生とする。
第３条　本学教職課程の履修によって取得できる教育職員免許状は，次のとおりである。
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学　　部 学　　科 免　許　状　の　種　類
免　　許　　状 免許教科

経 済 学 部

経 済 学 科

中 学 校 教 諭 一 種 免 許 状 社 会
高 等 学 校 教 諭 一 種 免 許 状 地 理 歴 史
高 等 学 校 教 諭 一 種 免 許 状 公 民
高 等 学 校 教 諭 一 種 免 許 状 商 業

経 営 学 科

中 学 校 教 諭 一 種 免 許 状 社 会
高 等 学 校 教 諭 一 種 免 許 状 地 理 歴 史
高 等 学 校 教 諭 一 種 免 許 状 公 民
高 等 学 校 教 諭 一 種 免 許 状 情 報
高 等 学 校 教 諭 一 種 免 許 状 商 業

福 祉 社 会 学 部
社 会 福 祉 学 科

中 学 校 教 諭 一 種 免 許 状 社 会
高 等 学 校 教 諭 一 種 免 許 状 公 民
高 等 学 校 教 諭 一 種 免 許 状 福 祉
特 別 支 援 学 校 教 諭 一 種 免 許 状 －

児 童 学 科 幼 稚 園 教 諭 一 種 免 許 状 －
小 学 校 教 諭 一 種 免 許 状 －

国 際 文 化 学 部 国 際 文 化 学 科

中 学 校 教 諭 一 種 免 許 状 国 語
中 学 校 教 諭 一 種 免 許 状 英 語
高 等 学 校 教 諭 一 種 免 許 状 国 語
高 等 学 校 教 諭 一 種 免 許 状 英 語

第４条　教育職員免許状を取得しようとする者は，教育職員免許法，同法施行規則及び学則に従い，所定の単位を修得しなければなら
ない。

２　中学校教諭一種免許状及び高等学校教諭一種免許状に係る教育の基礎的理解に関する科目等において開設される「教職概論」「教育
原理」「教育心理学」「学校の制度」「教育課程論」及び「教育の方法及び技術（情報通信技術の活用を含む）」の修得単位は，所定の
手続を経て卒業に必要な単位数に算入することができる。

第５条　削　　除
第６条　教職課程は，第２年次から履修できるが，第４年次からの履修は認めない。

ただし，中学校教諭一種免許状及び高等学校教諭一種免許状の教職課程を履修できる者は，次の要件をみたした者でなければなら
ない。
⑴　第２年次から履修する者は，１年次終了までに卒業所要単位を37単位以上修得し，GPA2.5以上の者。
⑵　第３年次から履修する者は，２年次終了までに卒業所要単位を78単位以上修得し，GPA2.5以上の者。
⑶　編入学生の場合は編入学前に修得した卒業所要単位全科目の平均点が75点以上の者。

第７条　「教育実習（幼・小）」（幼稚園・小学校の免許状を取得する者。）を履修できる者は，原則として次の別表１に掲げる教職課程
に関する科目の単位を修得した者でなければならない。「教育実習Ⅰ」（中学校の免許状を取得する者。高等学校の免許状を併せて取
得する者を含む。）又は，「教育実習Ⅱ」（高等学校の免許状を取得する者。）を履修できる者は，次の別表２に掲げる教職課程に関す
る科目を修得し，実習を実施する教科において，本学で定める教科に関する専門的事項の最低修得単位数の半数以上の単位数を修得
した者でなければならない。

（別表１）
教　 職　 課　 程　 に　 関　 す　 る　 科　 目

幼　　　稚　　　園 小　　　学　　　校
教 育 原 理 保育指導法（人間関係） 教 育 原 理 音 楽 科 教 育 法
教 職 入 門 保 育 指 導 法 特 別 研 究 教 職 入 門 図 画 工 作 科 教 育 法
学校の制度･教育課程編成論 幼 児 教 育 方 法 学校の制度・教育課程編成論 家 庭 科 教 育 法
教 育 心 理 学 － 教 育 心 理 学 体 育 科 教 育 法
教育課程論（保育の計画と評価を含む） － 　国 語 科 教 育 法 英 語 教 育 の 指 導 法
保 育 指 導 法 （ 健 　 康 ） － 　社 会 科 教 育 法 道 徳 教 育 の 指 導 法
保 育 指 導 法 （ 表 現 ） － 　算 数 科 教 育 法 特別活動・総合的な学習の時間
保 育 指 導 法 （ 言 　 葉 ） － 　理 科 教 育 法 初 等 教 育 方 法
保 育 指 導 法 （ 環 　 境 ） － 　生 活 科 教 育 法 － 　

（別表２）
教　 職　 課　 程　 に　 関　 す　 る　 科　 目

中学国語 中学社会 中学英語 高校国語 地理歴史
教 育 原 理 教 育 原 理 教 育 原 理 教 育 原 理 教 育 原 理
教 職 概 論 教 職 概 論 教 職 概 論 教 職 概 論 教 職 概 論
教 育 心 理 学 教 育 心 理 学 教 育 心 理 学 教 育 心 理 学 教 育 心 理 学
国語科教育法Ⅰ 社会科教育法Ⅰ 英語科教育法Ⅰ 国語科教育法Ⅰ 地理歴史科教育法Ⅰ
国語科教育法Ⅱ 社会科教育法Ⅱ 英語科教育法Ⅱ 国語科教育法Ⅱ 地理歴史科教育法Ⅱ
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教　 職　 課　 程　 に　 関　 す　 る　 科　 目
公民 情報 商業 福祉 高校英語

教 育 原 理 教 育 原 理 教 育 原 理 教 育 原 理 教 育 原 理
教 職 概 論 教 職 概 論 教 職 概 論 教 職 概 論 教 職 概 論
教 育 心 理 学 教 育 心 理 学 教 育 心 理 学 教 育 心 理 学 教 育 心 理 学
公民科教育法Ⅰ 情報科教育法Ⅰ 商業科教育法Ⅰ 福祉科教育法Ⅰ 英語科教育法Ⅰ
公民科教育法Ⅱ 情報科教育法Ⅱ 商業科教育法Ⅱ 福祉科教育法Ⅱ 英語科教育法Ⅱ

２　「特別支援教育実習」を履修できる者は，前項の「教育実習Ⅰ」又は「教育実習Ⅱ」の要件をみたし，更に 「特別支援教育総論」，
「障害児の心理・生理・病理」の単位を修得した者でなければならない。

３　１，２項の条件をみたした者であっても当該年度に卒業の見込みがない者は「教育実習（幼・小）」，「教育実習Ⅰ」，「教育実習Ⅱ」
及び「特別支援教育実習」の履修を認めない。

４　１，２，３項の条件をみたした者であっても「教育実習Ⅰ」，「教育実習Ⅱ」，「特別支援教育実習」履修資格認定時までの教職課程
履修期間中に，学則第41条の規定に基づき懲戒処分を受けた者については，「教育実習Ⅰ」，「教育実習Ⅱ」，「特別支援教育実習」の履
修を認めないことがある。

５　 「教育実習（幼・小）」の履修については，実習に対する意欲と目的意識，諸講義の履修態度，その他について「福祉社会学部児童
学科教育実習に関する内規」に定める基準に基づいて，その可否につき判定する。

第８条　第６条及び前条の要件をみたさない者でも教職課程履修者として適当と思われる者については選考のうえ，履修を認めること
がある。

２　交換留学生及び認定留学生については留学制度の主旨を尊重し，留学終了後の履修認定について特別に配慮することがある。
第９条　第７条及び第８条に基づき，一旦「教育実習Ⅰ」，「教育実習Ⅱ」，「特別支援教育実習」の履修を認められた者であっても，以
下に示す事由により，実習校での実習を中止しかつ当該科目の履修を取り消すことがある。
⑴　当該科目の実習事前指導の講義に，特別な理由なく，欠席・遅刻する者。
⑵　教育実習にかかわる説明会に，特別な理由なく欠席・遅刻する者。
⑶　教育実習に耐えうる健康状態にないと判断される者。
⑷　実習校での実習中に，実習生として著しく相応しくない言動があった者。
⑸　第７条及び第８条に基づく当該科目履修資格認定後，学則第41条の規定に基づき，懲戒処分を受けた者。
⑹　その他，教育実習の実施に特別な支障がある場合。

第10条　削　　除
第11条　「教職実践演習」は，履修予定年度の前期成績発表時までに「教育実習（幼・小）」（児童学科），「教育実習Ⅰ」（児童学科以外
の学生），「教育実習Ⅱ」（児童学科以外の学生）の単位を修得した者又は履修予定年度後期に同時に「教育実習（幼・小）」，「教育実
習Ⅰ」，「教育実習Ⅱ」の単位を修得する予定の者のみが履修できる。ただし，履修年度後期に「教育実習（幼・小）」，「教育実習Ⅰ」，
「教育実習Ⅱ」の単位修得予定者がその単位を修得できなかった場合，同時期に履修する「教職実践演習」は履修取り消し又は評価 
「無効」とする。

第12条　教職課程履修希望者は，履修費を納入しなければならない。また，「教育実習（幼・小）」，「教育実習Ⅰ」，「教育実習Ⅱ」及び
「特別支援教育実習」を履修する者，介護等体験を行う者は，所定の期日までに次の表に掲げる実習費を納入しなければならない。

（別表）納　入　金
区　　　　　分 金　　　　　額

教 職 課 程 履 修 費 10,000円
教育実習費（教育実習（幼・小）） 18,000円
教 育 実 習 費 （ 教 育 実 習 Ⅰ ） 18,000円
教 育 実 習 費 （ 教 育 実 習 Ⅱ ） 12,000円
特 別 支 援 教 育 実 習 費 12,000円
介 護 等 体 験 費 実　　費

第13条　履修費・実習費等は，どのような理由があっても返金しない。

附　則
この細則は，昭和46年４月１日から施行する。

⎧
︱
⎩
昭和51年４月１日改正細則から平成13年４月１日⎫

︱
⎭　改正細則までの附則は省略する。

附　則
この細則は，平成16年４月１日から施行する。ただし，平成12年度以前の入学者については，従前の細則による。

附　則
この細則は，平成18年４月１日から施行する。ただし，平成17年度以前に入学した学生については，従前の細則による。

附　則
この細則は，平成19年４月１日から施行する。ただし，平成18年度以前に入学した学生については，従前の細則による。

附　則
この細則は，平成22年４月１日から施行する。ただし，平成21年度以前に入学した学生については，従前の細則による。

附　則
この細則は，平成23年４月１日から施行する。ただし，平成22年度以前に入学した学生については，従前の細則による。

附　則
この細則は，平成25年４月１日から施行する。ただし，平成22年度入学生から適用する。
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附　則
この細則は，平成26年４月１日から施行する。ただし，平成25年度以前に入学した学生にも適用する。

附　則
この細則は，平成28年４月１日から施行する。ただし，平成27年度以前の入学者については，従前の細則による。

附　則
この細則は，平成30年４月１日から施行する。ただし，平成29年度以前に入学した学生については，従前の細則による。なお，第

７条第１項・第３項・第５項，第11条，第12条，第12条別表に限り，平成28年度以降に入学した学生も適用する。

附　則
この細則は，平成31年４月１日から施行する。ただし，平成30年度以前の入学者については，従前の細則による。

附　則
この細則は，令和５年４月１日から施行する。ただし，令和４年度以前の入学者については，従前の細則による。

附　則
この細則は，令和６年４月１日から施行する。ただし，令和５年度以前に入学した学生については，従前の細則による。なお，第12

条及び第13条については，令和５年度以前に入学した学生にも適用する。

附　則
この細則は，令和８年４月１日から施行する。ただし，令和７年度以前の入学者については，従前の細則による。

司 書 課 程 に 関 す る 履 修 規 程
第１条　図書館法第５条，同法施行規則及び鹿児島国際大学学則（以下「学則」という。）第10条により，司書課程に関する履修規程を
次のとおり定める。

第２条　この課程を履修できる者は，学則の定めるところにより，鹿児島国際大学の学生及び科目等履修生とする。
第３条　司書の資格を取得しようとする者は，別表第１に定める授業科目の所定の単位を修得しなければならない。
第４条　別表第１に定める授業科目は，福祉社会学部の専門教育科目，国際文化学部の専門教育科目又は本課程に関する科目として開
設されるが，学部・学科等（看護学部看護学科を除く）に関わりなく所定の手続きを経て履修することができる。

第５条　別表第１に定める授業科目のうち，司書課程に関する専門教育科目において開設される「図書館概論」「図書館制度・経営論」
「図書館情報技術論」「図書館サービス概論」及び「図書館実習」の修得単位は，所定の手続きを経て卒業に必要な単位数に算入する
ことができる。

第６条　この課程に関する授業科目について所定の単位を修得した者は，本人の請求により修得した単位の証明を求めることができ
る。

第７条　この課程の履修希望者は，別表第２に定める履修費を納入しなければならない。
２　「図書館実習」を履修する者は，指定する期間内に別表第２に定める図書館実習費を納入しなければならない。
第８条　履修費・実習費等は，どのような理由があっても返金しない。
第９条　この規程の改廃は，教務委員会及び大学評議会の審議を経て，学長の承認を得なければならない。

附　則
この規程は，昭和58年４月１日から施行する。

⎧
︱
⎩
昭和61年４月１日改正規程から平成22年４月１日⎫

︱
⎭　改正規程までの附則は省略する。

附　則
この規程は，平成23年４月１日から施行する。ただし，平成22年度以前の入学者については，従前の規程による。

附　則
この規程は，平成24年４月１日から施行する。ただし，平成23年度以前の入学者については，従前の規程による。

附　則
この規程は，平成25年４月１日から施行する。ただし，平成24年度以前の入学者については，従前の規程による。

附　則
この規程は，平成27年４月１日から施行する。ただし，平成26年度以前に入学した学生については，従前の規程による。なお，第

９条に限り平成26年度以前に入学した学生にも適用する。

附　則
この規程は，平成28年４月１日から施行する。ただし，平成27年度以前の入学者については，従前の規程による。

附　則
この規程は，平成29年４月１日から施行する。ただし，平成28年度以前の入学者については，従前の規程による。

附　則
この規程は，令和５年４月１日から施行する。ただし，令和４年度以前に入学した学生については，従前の規程による。

附　則
この規程は，令和６年４月１日から施行する。ただし，令和５年度以前に入学した学生については，従前の規程による。なお，第７

条第１項及び第８条については，令和５年度以前に入学した学生についても適用する。
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附　則
この規程は，令和８年４月１日から施行する。ただし，令和７年度以前に入学した学生については，従前の規程による。

別表第１（第３条，第４条，第５条関係）司書に関する科目
文 部 科 学 省 令 に 定 め る
授 業 科 目

本 学 に お け る
授 業 科 目

単
位

年次
配当 所　　　属 備　考

必　
　
　
　
　
　
修

生涯学習概論 生涯学習概論 2 2 社会福祉学科・国際文化学科

必　修

図書館概論 図書館概論 2 2 司書課程
図書館制度・経営論 図書館制度・経営論 2 3 〃
図書館情報技術論 図書館情報技術論 2 2 〃
図書館サービス概論 図書館サービス概論 2 2 〃
情報サービス論 情報サービス論 2 3 〃
児童サービス論 児童サービス論 2 2 〃

情報サービス演習 情報サービス演習Ⅰ 2 3 〃
情報サービス演習Ⅱ 2 3 〃

図書館情報資源概論 図書館情報資源概論 2 3 〃
情報資源組織論 情報資源組織論 2 2 〃

情報資源組織演習 情報資源組織演習Ⅰ 2 3 〃
情報資源組織演習Ⅱ 2 3 〃

選　
　
択

図書館基礎特論 学校経営と学校図書館 2 2 司書課程・司書教諭課程 ２
科
目
以
上
選
択

図書館サービス特論
学習指導と学校図書館 2 2 〃 １

科
目

選
択（
注
）

児童文学 2 1 児童学科
1 国際文化学科

図書館実習 図書館実習 1 3 司書課程
（注）�　文部科学省令に定める科目「図書館サービス特論」は，「学習指導と学校図書館」または「児童文学」のいずれか一方の修得によ

り認定する。両方修得しても，２科目を選択したとはみなさない。

別表第２（第７条関係）納入金及び納入方法
区　　　　分 金　　　額 付　　　　　　記
司書課程履修費 10,000円 所定の手続きと同時に納入すること 
図書館実習費 10,000円 指定する期間内に納入すること。

司書教諭課程に関する履修規程
（設　　置）
第１条　鹿児島国際大学（以下「本学」という。）に学校図書館法及び学校図書館司書教諭講習規程に基づく司書教諭課程を置く。

（基礎資格）
第２条　司書教諭の資格を取得するためには，基礎資格として，小学校，中学校，高等学校，特別支援学校の教員免許状のいずれか一
つを取得しなければならない。

（履修資格）
第３条　本課程を履修できる者は，前条に定める教員免許状を既に取得している者又はその免許状取得に関する教職課程を履修する本
学学生（科目等履修生を含む。）とする。

（履修方法）
第４条　司書教諭の資格を取得するためには，本学学則，学校図書館法及び学校図書館司書教諭講習規程に従い所定の授業科目（別表
第１に示す。）の単位を修得しなければならない。

（納入金）
第５条　司書教諭課程の履修希望者は，第２学年次以上に指定する期間に履修費（別表第２に示す。）を納入しなければならない。
２　履修費等は，どのような理由があっても返金しない。

（規程の改廃）
第６条　この規程の改廃は，教職課程・教育実習委員会，教授会及び大学評議会の審議を経て，学長の承認を得なければならない。

附　則
この規程は，平成13年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成27年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，令和６年４月１日から施行する。ただし，令和５年度以前に入学した学生については，従前の規程による。なお，第５

条第１項及び第５条第２項については，令和５年度以前に入学した学生にも適用する。
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別表第１（第４条関係）司書教諭に関する科目
学 校 図 書 館 司 書 教 諭 講 習
規程の科目（法令上の科目） 単位 本学における授業科目 単位 年次

配当 所　　　属 備 考

学校経営と学校図書館 ２ 学校経営と学校図書館 ２ ２ 司書教諭課程

必修
学校図書館メディアの構成 ２ 学校図書館メディアの構成 ２ ２ 〃　
学習指導と学校図書館 ２ 学習指導と学校図書館 ２ ２ 〃　
読書と豊かな人間性 ２ 読書と豊かな人間性 ２ ２ 〃　
情報メディアの活用 ２ 情報メディアの活用 ２ ２ 〃　

別表第２（第５条関係）
区　　　　分 金　　　額 付　　　　　　記

司書教諭課程履修費 3,000円 所定の手続きと同時に納入すること。 

社会福祉士国家試験受験資格に関する履修規程
第１条　鹿児島国際大学学則（以下「学則」という。）第10条に規定する，社会福祉士に関する履修規程を次のとおり定める。
第２条　社会福祉士に関する科目を履修できる者は，学則の定めるところにより，鹿児島国際大学福祉社会学部社会福祉学科の学生と
する。

第３条　社会福祉士国家試験受験資格を取得しようとする者は，別表に定める授業科目の所定の単位を修得しなければならない。
２　ソーシャルワーク現場実習Ⅰ，ソーシャルワーク現場実習Ⅱ，ソーシャルワーク現場実習指導Ⅰ，ソーシャルワーク現場実習指導
Ⅱ，ソーシャルワーク演習Ⅳを履修できる者は，各科目の下記の条件を満たすものとする。
⑴　ソーシャルワーク現場実習指導Ⅰを履修できる者は，ソーシャルワーク実習入門の単位を修得したものでなければならない。
⑵　ソーシャルワーク現場実習Ⅰを履修する者は，ソーシャルワーク現場実習指導Ⅰを履修しなければならない。
⑶　ソーシャルワーク現場実習指導Ⅱを履修できる者は，ソーシャルワーク現場実習指導Ⅰ及びソーシャルワーク現場実習Ⅰの単位
を修得したものでなければならない。ただし，同規程第３条第３項に定める場合を除く。
⑷　ソーシャルワーク現場実習Ⅱを履修する者は，ソーシャルワーク現場実習指導Ⅱを履修しなければならない。
⑸　ソーシャルワーク演習Ⅳを履修する者は，原則としてソーシャルワーク現場実習Ⅱに規定されている実施時間数を終えたもので
なければならない。

３　介護福祉士資格を有する者は、ソーシャルワーク現場実習Ⅰの履修を免除できる。ただし，ソーシャルワーク現場実習指導Ⅰにつ
いては履修しなければならない。

４　別表（第３条関係）に掲げる各科目の出席時間数が、養成施設指定規則に定める時間数の３分の２（ソーシャルワーク実習にあっ
ては５分の４）に満たない者については，当該科目の単位を認定しない。ただし，ソーシャルワーク演習Ⅰ，ソーシャルワーク演習
Ⅱ，ソーシャルワーク演習Ⅲ，ソーシャルワーク演習Ⅳ、ソーシャルワーク現場実習指導Ⅰ及びソーシャルワーク現場実習指導Ⅱに
ついては，出席時間数が養成施設指定規則に定める時間数の５分の４に満たない場合，当該科目の単位を認定しない。

第４条　本規程に関する授業科目について所定の単位を修得した者は，本人の請求により修得した単位の証明を求めることができる。
第５条　この規程の改廃は，福祉実習委員会，学部教授会及び大学評議会の審議を経て，学長の承認を得なければならない。

附　則
この規程は，昭和63年４月１日から施行する。

⎧
︱
⎩
平成３年４月１日改正規程から平成12年４月１日⎫

︱
⎭　改正規程までの附則は省略する。

附　則
この規程は，平成13年４月１日から施行する。ただし，平成12年４月１日以前の入学者については，なお，従前の規程による。

附　則
この規程は，平成17年４月１日から施行する。ただし，平成16年４月１日以前の入学者については，なお，従前の規程による。

附　則
この規程は，平成18年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成19年４月１日から施行する。ただし，平成18年４月１日以前の入学者については，従前の規程による。

附　則
この規程は，平成21年４月１日から施行する。ただし，平成20年度以前の入学者については，従前の規程による。なお，平成21年

度に福祉社会学部社会福祉学科に２年次編入及び転学部・転学科した社会福祉士国家試験受験資格取得を希望する者に限り，この規程
を適用する。

附　則
この規程は，平成24年４月１日から施行する。ただし，平成23年度以前の入学者については，従前の規程による。

附　則
この規程は，平成27年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成28年４月１日から施行する。ただし，平成27年度以前の入学者については，従前の規程による。
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附　則
この規程は，令和３年４月１日から施行する。ただし，令和２年度以前の入学者については，従前の規程による。

附　則
この規程は，令和８年４月１日から施行する。ただし，令和７年度以前の入学者については，従前の規程による。

別表（第３条関係）　社会福祉士国家試験受験資格に関する科目
� （※は基礎科目）
厚 生 労 働 省 令 に 定 め る
授 業 科 目 時間数 本 学 に お け る

授 業 科 目
実施
時間

単 
位
年次
配当 所　　　属 受験資格

科　　目
医学概論※ 30 医学一般 30 ２ １ 社会福祉学科 ○
心理学と心理的支援※ 30 心理学概論 30 ２ １ 〃 ○
社会学と社会システム※ 30 社会学概論 30 ２ １ 〃 ○

社会福祉の原理と政策 60 社会福祉概論Ⅰ 30 ２ １ 〃 ○社会福祉概論Ⅱ 30 ２ １ 〃
社会福祉調査の基礎※ 30 社会福祉調査 30 ２ ３ 〃 ○
ソーシャルワークの基盤と専門職※ 30 ソーシャルワークⅠ 30 ２ １ 〃 ○
ソーシャルワークの基盤と専門職（専門）※ 30 ソーシャルワークⅡ 30 ２ １ 〃 ○

ソーシャルワークの理論と方法 60 ソーシャルワークⅢ 30 ２ ２ 〃 ○ソーシャルワークⅣ 30 ２ ２ 〃

ソーシャルワークの理論と方法（専門） 60 ソーシャルワークⅤ 30 ２ ３ 〃 ○ソーシャルワークⅥ 30 ２ ３ 〃

地域福祉と包括的支援体制 60 地域福祉論Ⅰ 30 ２ ２ 〃 ○地域福祉論Ⅱ 30 ２ ２ 〃
福祉サービスの組織と経営※ 30 社会福祉運営管理 30 ２ ３ 〃 ○

社会保障※ 60 社会保障論Ⅰ 30 ２ ３ 〃 ○社会保障論Ⅱ 30 ２ ３ 〃
高齢者福祉※ 30 高齢者福祉論 30 ２ １ 〃 ○
障害者福祉※ 30 障害者福祉論 30 ２ ２ 〃 ○
児童・家庭福祉※ 30 子ども家庭福祉論 30 ２ ２ 〃 ○
貧困に対する支援※ 30 公的扶助論 30 ２ ２ 〃 ○
保健医療と福祉※ 30 保健医療サービス 30 ２ ２ 〃 ○
権利擁護を支える法制度※ 30 権利擁護と成年後見制度 30 ２ ３ 〃 ○
刑事司法と福祉※ 30 司法福祉 30 ２ ２ 〃 ○
ソーシャルワーク演習※ 30 ソーシャルワーク演習Ⅰ 30 ２ ２ 〃 ○

ソーシャルワーク演習（専門） 120
ソーシャルワーク演習Ⅱ 30 ２ ２ 〃

○ソーシャルワーク演習Ⅲ 60 ３ ２ 〃
ソーシャルワーク演習Ⅳ 30 ２ ３ 〃

ソーシャルワーク実習指導 90 ソーシャルワーク現場実習指導Ⅰ 30 １ ２ 〃 ○ソーシャルワーク現場実習指導Ⅱ 60 2 ３ 〃

ソーシャルワーク実習 240 ソーシャルワーク現場実習Ⅰ 60 2 ２ 〃 ○ソーシャルワーク現場実習Ⅱ 180 4 ３ 〃
（注）○印は国家試験受験資格に必要な科目である。

ソーシャルワーク実習の実習費に関する規程
第１条　ソーシャルワーク実習を履修する者は，鹿児島国際大学学則第38条により，別表に定める実習費及びソーシャルワーク実習支
援システム利用料を所定の期日までに納入しなければならない。

第２条　提出した書類，実習費及びソーシャルワーク実習支援システム利用料は，どのような理由があっても返還しない。
第３条　この規程の改廃は，福祉実習委員会及び学部教授会の審議を経て，学長の承認を得なければならない。

附　則
この規程は，平成６年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成12年４月１日から施行する。ただし，平成11年度以前入学者については，従前の規程による。

附　則
この規程は，平成13年４月１日から施行する。ただし，平成12年度以前入学者については，従前の規程による。

附　則
この規程は，平成21年４月１日から施行する。ただし，平成20年度以前の入学者については，従前の規程による。なお，平成21年

度に福祉社会学部社会福祉学科に２年次編入及び転学部・転学科したソーシャルワーク実習を履修する者に限り，この規程を適用する。
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附　則
この規程は，平成24年４月１日から施行する。ただし，平成23年度以前入学者については，従前の規程による。

附　則
この規程は，平成27年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，令和３年４月１日から施行する。ただし，令和２年度以前に入学した学生については，従前の規程による。

附　則
この規程は，令和５年４月１日から施行する。ただし，令和４年度以前に入学した学生については，従前の規程による。

附　則
この規程は，令和８年４月１日から施行する。ただし，令和７年度以前に入学した学生については，従前の規程による。

別表（第１条関係）納入金及び納入方法
（実習費）

区　　　　　分 金　　額 付　　　　　　記

ソーシャルワーク実習費
ソーシャルワーク現場実習Ⅰ 9,000円

所定の手続と同時に納入すること。
ソーシャルワーク現場実習Ⅱ 24,000円

（実習支援システム利用料）
ソーシャルワーク実習支援システム利用料金については，別途徴収する。

精神保健福祉士国家試験受験資格に関する履修規程
第１条　鹿児島国際大学学則（以下「学則」という。）第10条に規定する，精神保健福祉士に関する履修規程を次のとおり定める。
第２条　精神保健福祉士に関する科目を履修できる者は，学則の定めるところにより，鹿児島国際大学福祉社会学部社会福祉学科の学
生とする。

第３条　精神保健福祉士の受験資格を取得しようとする者は，別表に定める授業科目の所定の単位を修得しなければならない。
２　精神保健福祉援助演習Ⅰ，精神保健福祉援助演習Ⅱ，精神保健福祉援助実習指導Ⅰ，精神保健福祉援助実習指導Ⅱ，精神保健福祉
援助実習指導Ⅲ，精神保健福祉援助実習を履修できる者は，別表に定める所定の単位を修得した者でなければならない。

第４条　本規程に関する授業科目について所定の単位を修得した者は，本人の請求により修得した単位の証明を求めることができる。
第５条　この規程の改廃は，福祉実習委員会，学部教授会及び大学評議会の審議を経て，学長の承認を得なければならない。

附　則
この規程は，平成11年４月１日から施行する。ただし，平成10年度以前の入学者については，第３条第２項は適用しない。

附　則
この規程は，平成19年４月１日から施行する。ただし，平成18年度以前の入学者については，従前の規程による。

附　則
この規程は，平成21年４月１日から施行する。ただし，平成20年度以前の入学者については，従前の規程による。

附　則
この規程は，平成24年４月１日から施行する。ただし，平成23年度以前の入学者については，従前の規程による。

附　則
この規程は，平成27年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成28年４月１日から施行する。ただし，平成27年度以前の入学者については，従前の規程による。

附　則
この規程は，令和３年４月１日から施行する。ただし，令和２年度以前の入学者については，従前の規程による。

附　則
この規程は，令和８年４月１日から施行する。ただし，令和７年度以前の入学者については，従前の規程による。

別表（第３条関係）　精神保健福祉士国家試験受験資格に関する科目
⑴　単位の修得方法

受験資格を取得するには，次の表で示されている科目の単位を修得する必要がある。
（※は基礎科目）
省 令 に 定 め る
授 業 科 目

本 学 に お け る
授 業 科 目

実施
時間

単 
位

年次
配当 所　　　属 受験資格

科　　目
医学概論※ 医学一般 30 2 1 社会福祉学科 ○
心理学と心理的支援※ 心理学概論 30 2 1 〃 ○
社会学と社会システム※ 社会学概論 30 2 1 〃 ○
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省 令 に 定 め る
授 業 科 目

本 学 に お け る
授 業 科 目

実施
時間

単 
位

年次
配当 所　　　属 受験資格

科　　目

社会福祉の原理と政策 社会福祉概論Ⅰ 30 2 1 〃 ○社会福祉概論Ⅱ 30 2 1 〃

地域福祉と包括的支援体制 地域福祉論Ⅰ 30 2 2 〃 ○地域福祉論Ⅱ 30 2 2 〃

社会保障※ 社会保障論Ⅰ 30 2 3 〃 ○
社会保障論Ⅱ 30 2 3 〃 ○

障害者福祉※ 障害者福祉論 30 2 2 〃 ○
権利擁護を支える法制度※ 権利擁護と成年後見制度 30 2 3 〃 ○
刑事司法と福祉※ 司法福祉 30 2 2 〃 ○
社会福祉調査の基礎※ 社会福祉調査 30 2 3 〃 ○

精神医学と精神医療 精神医学Ⅰ 30 2 3 〃 ○
精神医学Ⅱ 30 2 3 〃 ○

現代の精神保健の課題と支援 精神保健学Ⅰ 30 2 3 〃 ○
精神保健学Ⅱ 30 2 3 〃 ○

ソーシャルワークの基盤と専門職※ ソーシャルワークⅠ 30 2 1 〃 ○

精神保健福祉の原理 精神保健福祉の原理Ⅰ 30 2 3 〃 ○
精神保健福祉の原理Ⅱ 30 2 3 〃 ○

ソーシャルワークの理論と方法 ソーシャルワークⅢ 30 2 2 〃 ○
ソーシャルワークⅣ 30 2 2 〃 ○

ソーシャルワークの理論と方法（専門） 精神保健福祉援助技術各論Ⅰ 30 2 4 〃 ○精神保健福祉援助技術各論Ⅱ 30 2 4 〃
精神障害リハビリテーション論 精神障害リハビリテーション論 30 2 4 〃 ○
精神保健福祉制度論 精神保健福祉制度論 30 2 3 〃 ○
ソーシャルワーク演習※ ソーシャルワーク演習Ⅰ 30 2 2 〃 ○

ソーシャルワーク演習（専門） 精神保健福祉援助演習Ⅰ 30 2 4 〃 ○精神保健福祉援助演習Ⅱ 60 4 4 〃

ソーシャルワーク実習指導
精神保健福祉援助実習指導Ⅰ 30 2 4 〃

○精神保健福祉援助実習指導Ⅱ 30 2 4 〃
精神保健福祉援助実習指導Ⅲ 30 2 4 〃

ソーシャルワーク実習 精神保健福祉援助実習 160
（注1） 4 4 〃 ○

（注１）厚生労働省令に定めるソーシャルワーク実習（本学における授業科目「精神保健福祉援助実習」）の時間数210時間のうち50時
間を社会福祉士養成におけるソーシャルワーク実習を履修することにより免除とする。

⑵　履修資格
精神保健福祉援助演習Ⅰ，精神保健福祉援助演習Ⅱ，精神保健福祉援助実習指導Ⅰ，精神保健福祉援助実習指導Ⅱ，精神保健福祉
援助実習指導Ⅲ，精神保健福祉援助実習の履修を希望する者は，３年次までに以下の三つの条件を満たしていることが必要である。
　① 表Ａの全ての科目単位を修得していること。
　② 表Ｂの基礎科目①～⑮の科目単位について，全て修得していること。
　③ 表Ｃの全ての科目単位を修得していること。
そして，これらの条件を満たした者を対象に３年次末に面接等を実施して上記６科目の履修者を決定する。
※面接等選考への応募は，条件となる科目について履修中も可とする。ただし，面接実施後の成績発表時，条件となる単位を修
得できなかった者については，その履修資格を取り消す。

表Ａ 精神医学Ⅰ，精神医学Ⅱ，精神保健福祉の原理Ⅰ，精神保健福祉の原理Ⅱ
精神保健福祉制度論　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

表Ｂ 基礎科目（令和２年３月文部科学省・厚生労働省令第２号）
※（　）内は科目省令により国が定めた科目名
① 医学一般（医学概論）
② 心理学概論（心理学と心理的支援）
③ 社会学概論（社会学と社会システム）
④ 社会福祉概論Ⅰ（社会福祉の原理と政策）
⑤ 社会福祉概論Ⅱ（社会福祉の原理と政策）
⑥ 地域福祉論Ⅰ（地域福祉と包括的支援体制）
⑦ 地域福祉論Ⅱ（地域福祉と包括的支援体制）
⑧ 社会保障論Ⅰ（社会保障）
⑨ 社会保障論Ⅱ（社会保障）
⑩ 障害者福祉論（障害者福祉）
⑪ 権利擁護と成年後見制度（権利擁護を支える法制度）
⑫ 司法福祉（刑事司法と福祉）
⑬ 社会福祉調査（社会福祉調査の基礎）
⑭ ソーシャルワークⅠ（ソーシャルワークの基盤と専門職）
⑮ ソーシャルワーク演習Ⅰ（ソーシャルワーク演習）
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表Ｃ ソーシャルワーク現場実習Ⅰ，ソーシャルワーク現場実習Ⅱ，ソーシャルワークⅢ，ソーシャルワークⅣ

精神保健福祉援助実習の実習費に関する規程
第１条　精神保健福祉援助実習を履修する者は，鹿児島国際大学学則第38条により，別表に定める実習費を所定の期日までに納入しな
ければならない。

第２条　提出した書類及び実習費は，どのような理由があっても返還しない。
第３条　この規程の改廃は，福祉実習委員会及び学部教授会の審議を経て，学長の承認を得なければならない。

附　則
この規程は，平成11年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成24年４月１日から施行する。ただし，平成23年度以前の入学者については，従前の規程による。

附　則
この規程は，平成26年４月１日から施行する。ただし，平成25年度以前の入学者については，従前の規程による。

附　則
この規程は，平成27年４月１日から施行する。

別表　（第１条関係）納入金及び納入方法
区　　　　分 金　　　額 付　　　　　　記

精神保健福祉援助実習費 33,000円 所定の手続きと同時に納入すること。

介護福祉士養成に関する履修規程
（介護福祉士養成施設の設置）
第１条　鹿児島国際大学（以下「本学」という。）に，社会福祉士及び介護福祉士法に基づく介護福祉士養成施設を置く。
２　鹿児島国際大学学則（以下「学則」という。）第10条に規程する，介護福祉士養成に関する履修規程を次のとおりに定める。

（履修できる学部学科）
第２条　介護福祉士養成に関する科目を履修できる学部学科は，福祉社会学部社会福祉学科介護福祉士課程とする。

（資格取得）
第３条　介護福祉士国家試験受験資格を取得しようとする者は，本学学則，社会福祉士及び介護福祉士法並びに社会福祉士介護福祉士
学校指定規則（以下「指定規則」という。）に従い所定の科目（別表第１に示す。）の単位を修得しなければならない。

２　介護実習Ⅰを履修できる者は，別表第２に掲げる科目の単位を履修しなければならない。
３　介護実習Ⅱを履修できる者は，別表第３に掲げる科目を履修し，介護実習Ⅰの単位を修得したものでなければならない。
４　介護実習Ⅲを履修できる者は，別表第４に掲げる科目を履修し，介護実習Ⅱの単位を修得したものでなければならない。

（履修資格及び履修定員）
第４条　介護福祉士国家試験受験資格取得を希望する者は，入学直後に行われる一連の説明会に参加し，面接試験等を受けるものとす
る。
ただし，履修定員は20名であり，面接試験等の結果により，履修許可が与えられる。

第５条　削除

第６条　削除
２　削除

（転入学者等の履修制限）
第７条　転入学者，編入学者，転学部者，転学科及び科目等履修生の介護福祉士課程の履修は認めない。

（出席時間数）
第８条　指定規則に掲げる各科目の出席時間数が指定規則に定める時間数の３分の２（ただし，介護実習Ⅰ，介護実習Ⅱ及び介護実習
Ⅲについては５分の４）に満たない者については，当該科目の単位の認定をしない。

（納 入 金）
第９条　介護福祉士課程の履修を認められた者は，資格判定結果発表後に設ける期間に介護福祉士課程履修費及び介護実習支援システ
ム利用料を，介護実習Ⅰ，介護実習Ⅱ及び介護実習Ⅲを履修する場合は実習施設発表後に設ける期間に介護実習費を，それぞれ別表
第５に示されたとおり，納入しなければならない。

２　履修費，実習費及び介護実習支援システム利用料等はどのような理由があっても返金しない。
第10条　本規程に関する授業科目について所定の単位数を修得した者は，本人の請求により修得した単位の証明を求めることができ
る。

（規程の改廃）
第11条　この規程の改廃は，福祉実習委員会，学部教授会及び大学評議会の審議を経て，学長の承認を得なければならない。
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附　則
この規程は，平成14年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成16年４月１日から施行する。ただし，平成14年度入学者については，従前の規程による。

附　則
この規程は，平成19年４月１日から施行する。ただし，平成18年度入学者については，従前の規程による。

附　則
この規程は，平成21年４月１日から施行する。ただし，平成20年度以前の入学者については，従前の規程による。

附　則
この規程は，平成24年４月１日から施行する。ただし，平成23年度以前の入学者については，従前の規程による。

附　則
この規程は，平成26年４月１日から施行する。ただし，平成25年度以前の入学者については，従前の規程による。なお，別表第５

（第９条関係）「介護実習費」に限り，平成23年度入学者から適用する。また，履修済みの実習費については，差額を返還しない。

附　則
この規程は，平成27年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成28年４月１日から施行する。ただし，平成27年度以前の入学者については，従前の規程による。

附　則
この規程は，平成31年４月１日から施行する。ただし，平成30年度以前の入学者については，従前の規程による。

附　則
この規程は，令和３年４月１日から施行する。ただし，令和２年度以前の入学者については，従前の規程による。

附　則
この規程は，令和６年４月１日から施行する。ただし，令和５年度以前に入学した学生については，従前の規程による。なお，第５

条，第６条第１項，第６条第２項，第９条第１項及び第９条第２項については，令和５年度以前に入学した学生についても適用する。

附　則
この規程は，令和８年４月１日から施行する。ただし，令和７年度以前の入学者については，従前の規程による。

別表第１（第３条関係）
指 定 規 則 の 科 目 本学における授業科目

備考教　育　内　容 時間
数 授　業　科　目　名 時間

数
単位
数

年次
配当

人　
間　
と　
社　
会

人間の尊厳と自立 30 権利擁護と成年後見制度 30 ２ ３

必修
人間関係とコミュニケーション 30 心理学概論 30 ２ １

30 社会福祉運営管理 30 ２ ３

社会の理解 60
社会福祉概論Ⅰ 30 ２ １
高齢者福祉論 30 ２ １
障害者福祉論 30 ２ ２

人間と社会に関する選択科目
※８単位（120時間）以上 120

社会保障論Ⅰ 30 ２ ３

選択
必修

子ども家庭福祉論 30 ２ ２
社会学概論 30 ２ １
公的扶助論 30 ２ ２
鹿児島社会福祉入門 30 ２ １
ソーシャルワーク実習入門 30 ２ ２

介　
　
　
　
　
　
　
　
護

介護の基本

180 介護福祉論 30 ２ １

必修

介護福祉の基本Ⅰ 30 ２ １
介護福祉の基本Ⅱ 30 ２ ３
リハビリテーション論 30 ２ ３
生きがい活動援助法Ⅰ 30 ２ ２
生きがい活動援助法Ⅱ 30 ２ ２

コミュニケーション技術 60 ソーシャルワークⅤ 30 ２ ３
ソーシャルワークⅥ 30 ２ ３

生活支援技術 300

社会福祉概論Ⅱ 30 ２ １
手話・点字 30 １ ３
生活支援技術Ⅰ 30 １ １
生活支援技術Ⅱ 30 １ １
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指 定 規 則 の 科 目 本学における授業科目
備考教　育　内　容 時間

数 授　業　科　目　名 時間
数

単位
数

年次
配当

生活支援技術Ⅲ 30 １ ２
生活支援技術Ⅳ（栄養・調理） 30 ２ ３
生活支援技術Ⅳ（栄養・調理実習） 60 ２ ３
生活支援技術Ⅴ（被服及び住居） 30 ２ ３
生活支援技術Ⅴ（被服及び住居実習） 30 １ ３

介護過程 150

介護過程Ⅰ 30 １ １
介護過程Ⅱ 30 １ １
介護過程Ⅲ 30 １ ４
介護福祉特講Ⅰ 30 ２ ４
介護福祉特講Ⅱ 30 ２ ４

介護総合演習 120
介護実習指導Ⅰ 30 １ １
介護実習指導Ⅱ 30 １ ２
介護実習指導Ⅲ 60 ２ ４

介護実習 450
介護実習Ⅰ 80 ２ １
介護実習Ⅱ 170 ４ ２
介護実習Ⅲ 200 ５ ４

こ
こ
ろ
と
か
ら
だ
の
し
く
み

こころとからだのしくみ 120

医学一般 30 ２ １
こころとからだのしくみⅠ 30 ２ ２
こころとからだのしくみⅡ 30 ２ ２
こころとからだのしくみⅢ 30 ２ ２

発達と老化の理解 60 発達と老化の理解Ⅰ 30 ２ ２
発達と老化の理解Ⅱ 30 ２ ４

認知症の理解 60 認知症の理解Ⅰ 30 ２ １
認知症の理解Ⅱ 30 ２ ３

障害の理解 60 障害の理解Ⅰ 30 ２ ２
障害の理解Ⅱ 30 ２ ３

医
療
的
ケ
ア

医療的ケア 50
（実時間）

医療的ケアⅠ 30 ２ ４
医療的ケアⅡ 30 ２ ４
医療的ケアⅢ（演習含む） 15 １ ４

別表第２（第３条関係）
介 護 実 習 Ⅰ に 関 す る 科 目
介 護 実 習 指 導 Ⅰ

別表第３（第３条関係）
介 護 実 習 Ⅱ に 関 す る 科 目
介 護 実 習 指 導 Ⅱ

別表第４（第３条関係）
介 護 実 習 Ⅲ に 関 す る 科 目
介 護 実 習 指 導 Ⅲ

別表第５（第９条関係）
（課程履修費及び実習費）

区　　　分 金　　　額 付　　　　記
介護福祉士課程履修費 15,000円

所定の手続きと同時に納入すること。介護実習費
介護実習Ⅰ 11,000円
介護実習Ⅱ 23,000円
介護実習Ⅲ 28,000円

（実習支援システム利用料）
介護実習支援システム利用料金については，別途徴収する。

保育士養成課程に関する履修規程
（保育士養成施設）
第１条　鹿児島国際大学（以下「本学」という。）福祉社会学部児童学科を，児童福祉法施行令に基づく保育士養成施設（以下「保育士
養成」という。）とする。
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（履修定員）
第２条　保育士養成の履修定員は，学則第９条のとおりとする。

（履修方法）
第３条　保育士の資格を取得しようとする者は，本学学則第10条第12項の定めにより，本規程（別表第１・２・３・４に示す。）が定
める単位を修得しなければならない。

（編入学者等の単位認定）
第４条　学則第17条に定める編入学者等の履修単位については，厚生労働省の通知に基づき認定するものとする。

第５条　削除

（実　　習）
第６条　別表第１に掲げる「保育実習Ⅰ」，及び別表第２に掲げる「保育実習Ⅱ」若しくは「保育実習Ⅲ」を履修する者は，指定する期
間内に 「保育実習願」を提出しなければならない。

２　実習施設等については，第３年次の指定する期間に発表する。
３　保育実習の実施にあたっては，保育実習履修資格判定を学科において行う。

（納 入 金）
第７条　保育士養成の履修を認められた者は，指定する期間内に別表第５に定める保育士養成課程履修費を納入しなければならない。
２　「保育実習Ⅰ」，及び「保育実習Ⅱ」若しくは「保育実習Ⅲ」を履修する者は，指定する期間内に別表第５に定める保育実習費を納
入しなければならない。

３　履修費及び実習費等は，どのような理由があっても返金しない。

（規程の改廃）
第８条　この規程の改廃は，福祉実習委員会，学部教授会及び大学評議会の審議を経て，学長の承認を得なければならない。

附　則
この規程は，平成13年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成14年４月１日から施行する。ただし，平成13年度以前の入学者については，従前の規程による。

附　則
この規程は，平成19年４月１日から施行する。ただし，平成18年度以前の入学者については，従前の規程による。

附　則
この規程は，平成20年４月１日から施行する。ただし，平成19年度以前の入学者については，従前の規程による。なお，別表第３

（第３条関係）「外国語」に限り，平成17年度入学者から適用する。

附　則
この規程は，平成21年４月１日から施行する。ただし，平成20年度以前の入学者については，従前の規程による。

附　則
この規程は，平成23年４月１日から施行する。ただし，平成22年度以前の入学者については，従前の規程による。

附　則
この規程は，平成27年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成28年４月１日から施行する。ただし，平成27年度以前の入学者については，従前の規程による。

附　則
この規程は，平成31年４月１日から施行する。ただし，平成30年度以前の入学者については，従前の規程による。

附　則
この規程は，令和４年４月１日から施行する。ただし，令和３年度以前の入学者については，従前の規程による。

附　則
この規程は，令和５年４月１日から施行する。ただし，令和４年度以前の入学者については，従前の規程による。

附　則
この規程は，令和６年４月１日から施行する。ただし，令和５年度以前に入学した学生については，従前の規程による。なお，第５

条及び第７条第３項については，令和５年度以前に入学した学生にも適用する。

附　則
この規程は，令和８年４月１日から施行する。ただし，令和７年度以前の入学者については，従前の規程による。
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別表第１（第３条関係）
告示別表第１による教科目 本学における教科目の開設状況等

系列 教　　科　　目 授業
形態 単位数 左に対応して開設

されている教科目
授業
形態 単位数

資格
要件 年次

配当必修
保
育
の
本
質
・
目
的
に
関

す
る
科
目

保育原理 講義 ２ 保育原理 講義 ２ ○ １
教育原理 講義 ２ 教育原理 講義 ２ ○ １
子ども家庭福祉 講義 ２ 子ども家庭福祉 講義 ２ ○ ２
社会福祉 講義 ２ 社会福祉 講義 ２ ○ １
子ども家庭支援論 講義 ２ 子ども家庭支援論 講義 ２ ○ １
社会的養護Ⅰ 講義 ２ 社会的養護 講義 ２ ○ ２
保育者論 講義 ２ 保育者論 講義 ２ ○ １

保
育
の
対
象
の
理
解

に
関
す
る
科
目

保育の心理学 講義 ２ 保育の心理学 講義 ２ ○ １
子ども家庭支援の心理学 講義 ２ 子ども家庭支援の心理学 講義 ２ ○ １
子どもの理解と援助 演習 １ 子どもの理解と援助 演習 １ ○ ２
子どもの保健 講義 ２ 子どもの保健 講義 ２ ○ ２
子どもの食と栄養 演習 ２ 子どもの食と栄養 演習 ２ ○ ２

保
育
の
内
容
・
方
法
に
関
す
る
科
目

保育の計画と評価 講義 ２ 教育課程論
（保育の計画と評価を含む） 講義 ２ ○ ２

保育内容総論 演習 １ 保育指導法特別研究 演習 ２ ○ ３

保育内容演習 演習 ５
保育指導法（健康） 演習 ２ ○ ２
保育指導法（表現） 演習 ２ ○ ２
保育指導法（言葉） 演習 ２ ○ ２

保育内容の理解と方法 演習 ４ 幼児教育方法 演習 ２ ○ １
音楽表現技術Ⅰ 演習 ２ ○ 2

乳児保育Ⅰ 講義 ２ 乳児保育Ⅰ 講義 ２ ○ ２
乳児保育Ⅱ 演習 １ 乳児保育Ⅱ 演習 １ ○ ３
子どもの健康と安全 演習 １ 子どもの健康と安全 演習 １ ○ ２
障害児保育 演習 ２ 障がい児保育 演習 ２ ○ ２
社会的養護Ⅱ 演習 １ 社会的養護内容 演習 ２ ○ ３
子育て支援 演習 １ 幼児理解と教育相談 演習 ２ ○ ３

保
育

実
習

保育実習Ⅰ 実習 ４ 保育実習Ⅰ 実習 ４ ○ ３
保育実習指導Ⅰ 演習 ２ 保育実習指導Ⅰ 演習 ２ ○ ３

総
合

演
習 保育実践演習 演習 ２ 保育実践演習 演習 ２ ○ ４

51単位 合　　　計 55単位
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別表第２（第３条関係）
別表第２による教科目 本学における教科目の開設状況等

系列 教　科　目 授業
形態 単位数 左に対応して開設

されている教科目
授業
形態 単位数 年次

配当 要修得単位数

保
育
の
本
質
・
目
的

に
関
す
る
科
目

合　
　
計　
　
15　
　
単　
　
位　
　
以　
　
上

学校の制度 ･教育課程編成論 講義 ２ １

６単位以上

障がい者福祉 講義 ２ ３

保
育
の
対
象
の
理
解

に
関
す
る
科
目　
　

教育心理学 講義 ２ １

臨床心理学 講義 ２ ２

精神保健 講義 ２ ２

保
育
の
内
容
・
方
法

に
関
す
る
科
目　
　

保育指導法（環境） 演習 ２ ２

保育指導法（人間関係） 演習 ２ ２

音楽表現技術Ⅱ 演習 2 ３

保　
　
育　
　
実　
　
習

保育実習Ⅱ 実習 ⎫
︱
⎬
︱
⎭

２

保育実習Ⅱ 実習 ２ ３
３単位以上
※保育実習は，
「保育実習Ⅱ」
（２単位），「保
育実習指導Ⅱ」
（１単位），又は 
「保育実習Ⅲ」
（２単位），「保
育実習指導Ⅲ」
（１単位）を修
得しなければ
ならない。

保育実習Ⅲ 実習 保育実習Ⅲ 実習 ２ ３

保育実習指導Ⅱ 演習 ⎫
︱
⎬
︱
⎭

１

保育実習指導Ⅱ 演習 １ ３

保育実習指導Ⅲ 演習 保育実習指導Ⅲ 演習 １ ３

設置単位数18単位以上
履修単位数９単位以上 合　　　　計 ９単位以上

別表第３（第３条関係）
告示による教科目 本学における教科目の開設状況

系列 教　　科　　目 授業
形態 単位数 左に対応して開設

されている教科目
授業
形態

要修得
単位数

基　
礎　
科　
目

外国語，体育以外の科目 ６単位
以　上

共通教育科目の人間教養科目「人文科
学」「社会科学」「自然科学」

６単位
以　上

外国語 演習 ２単位
以　上

共通教育科目の
コミュニケーションスキルズ科目

演習
講義

２単位
以　上

体育 講義 １単位 共通教育科目の
スポーツ・健康科目「講義」 講義 ２単位

以　上

体育 実技 １単位 共通教育科目の
スポーツ・健康科目「実習」 実技 １単位

以　上
設置単位数10単位以上

履修単位数８単位以上（体育（講義）と体育（実技）を含む） 合　　　計 11単位
以　上
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別表第４（第３条関係）

保育士資格取得科目ではないが， 学校独自の科
目として開設されている教科目

本学における教科目の開設状況等
左に対応して開設されている教科目 授業形態 単位数

基礎実習 演習 １
保育基礎実習 演習 １

別表第５（第７条関係）納入金
区　　　　分 金　　　額

保育士養成課程履修費 10,000円
保
育
実
習
費

保育実習Ⅰ 24,000円
保育実習Ⅱ 12,000円
保育実習Ⅲ 12,000円

育児セラピスト養成課程に関する履修規程
（設置）
第１条　鹿児島国際大学（以下「本学」という。）福祉社会学部児童学科に，一般社団法人日本アタッチメント育児協会（以下「協会」
という。）の育児セラピスト資格認定規則及び育児セラピスト養成課程認定基準に基づく育児セラピスト養成課程を置く。

（資格取得）
第２条　この課程で取得できる資格は，次のとおりである。
⑴　育児セラピスト１級
⑵　ABMアタッチメント・ベビーマッサージインストラクター

（基礎資格）
第３条　育児セラピスト１級及びABMアタッチメント・ベビーマッサージインストラクターの資格を取得するためには，基礎資格と
して，保育士，児童指導員，看護師，社会福祉士の資格のいずれか又は幼稚園，小学校，中学校，高等学校の教員免許状のいずれか
を取得しなければならない。

（履修方法）
第４条　児セラピスト１級及びABMアタッチメント・ベビーマッサージインストラクターの資格を取得しようとする者は，この規程
に従って所定の単位を修得しなければならない。

２　履修方法は，別表第１に定めるところによる。

（履修願）
第５条　この課程の履修を希望する者は，指定する期間に所定の手続きを行わなければならない。

（納入金）
第６条　この課程の履修を希望する者は，指定する期間及び手続きにより，協会の定める教材費を納入しなければならない。
２　資格取得にあたっての認定登録費は，協会の定めるところによる。
３　教材費等は，どのような理由があっても返金しない。

（規程の撤廃）
第７条　この規程の改廃は，福祉実習委員会，教授会及び大学評議会の審議を経て，学長の承認を得なければならない。

附　則
この規定は，平成８年４月１日から施行する。

別表１（第４条関係）　育児セラピストに関する科目
育児セラピスト養成課程認定基準

に定める授業科目 本学における授業科目 単位 年次
配当 所　　　属 備考

アタッチメント理論：基礎 乳児保育Ⅰ 2 2 児 童 学 科

必修

アタッチメント理論：応用 乳児保育Ⅱ 1 3 〃
発達心理学：基礎 子ども家庭支援の心理学 2 1 〃
発達心理学：応用 子どもの理解と援助 1 2 〃
社会学又は子ども家庭支援 子ども家庭支援論 2 1 〃
ベビーマッサージ理論・実習対人援助技術 育児学 2 3 〃

学芸員の資格課程に関する履修規程
第１条　博物館法第５条，同法施行規則及び鹿児島国際大学学則（以下「学則」という。）第10条により，学芸員の資格課程に関する履
修規程を次のとおり定める。

第２条　この課程を履修できる者は，博物館法及び学則の定めるところにより，鹿児島国際大学国際文化学部国際文化学科の学生及び
科目等履修生とする。

第３条　学芸員の資格を取得しようとする者は，別表第１に定める授業科目の所定の単位を修得しなければならない。
第４条　「削除」
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第５条　「削除」
第６条　この課程に関する授業科目について所定の単位を修得した者は，本人の請求により修得した単位の証明を求めることができ
る。

第７条　この課程の履修希望者は，別表第２に定める履修費を納入しなければならない。
また，博物館実習２を履修する者で，学外の博物館等での館務実習を特に希望する者は，実習先より実習費として指示された金額
を納入しなければならないことがある。

第８条　履修費及び実習費等は，どのような理由があっても返金しない。
第９条　この規程の改廃は，学芸員等実習委員会，学部教授会及び大学評議会の審議を経て，学長の承認を得なければならない。

附　則
この規程は，平成12年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成21年４月１日から施行する。ただし，平成20年度以前に入学した学生については，従前の規程による。

附　則
この規程は，平成23年４月１日から施行する。ただし，平成22年度以前に入学した学生については，従前の規程による。

附　則
この規程は，平成24年４月１日から施行する。ただし，平成23年度以前に入学した学生については，従前の規程による。

附　則
この規程は，平成27年４月１日から施行する。ただし，平成26年度以前に入学した学生については，従前の規程による。なお，第

９条に限り平成26年度以前に入学した学生にも適用する。

附　則
この規程は，平成28年４月１日から施行する。ただし，平成27年度以前に入学した学生については，従前の規程による。

附　則
この規程は，令和５年４月１日から施行する。ただし，令和４年度以前に入学した学生については，従前の規程による。

附　則
この規程は，令和６年４月１日から施行する。ただし，令和５年度以前に入学した学生については，従前の規程による。なお，第７

条及び第８条については，令和５年度以前に入学した学生についても適用する。

別表第１（第３条関係）学芸員に関する科目
省 令 に 定 め る
授 業 科 目

本 学 に お け る
授 業 科 目

単
位

年次
配当 所　　　属 備　考

生 涯 学 習 概 論 生 涯 学 習 概 論 2 2 社 会 福 祉 学 科
国 際 文 化 学 科

必修

博 物 館 概 論 博 物 館 概 論 2 2 国 際 文 化 学 科
博 物 館 経 営 論 博 物 館 経 営 論 2 2 〃
博 物 館 資 料 論 博 物 館 資 料 論 2 2 〃
博 物 館 資 料 保 存 論 博 物 館 資 料 保 存 論 2 2 〃
博 物 館 展 示 論 博 物 館 展 示 論 2 2 〃
博 物 館 教 育 論 博 物 館 教 育 論 2 2 〃
博物館情報・メディア論 博 物 館 情 報 ・ メ デ ィ ア 論 2 2 〃

博 物 館 実 習 博 物 館 実 習 １ 2 3 学 芸 員 資 格 課 程
博 物 館 実 習 ２ 1 4 〃

文 化 史 先 史 ・ 原 史 文 化 論 2 1 国 際 文 化 学 科

２分野
以上にわ
たって
４単位
以上修得

日 本 文 化 史 2 1 〃

考 古 学

比 較 考 古 学 2 2 〃
考 古 学 概 論 2 1 〃
考 古 学 研 究 法 2 1 〃
認 知 考 古 学 2 1 〃

生 物 学 生 命 科 学 2 1 学 部 共 通 科 目

別表第２（第７条関係）納入金及び納入方法
区　　　　分 金　　　額 付　　　　　記

学芸員資格課程履修費 10,000円 所定の手続きと同時に納入すること。
学芸員資格課程実習費 実　　費 実習館・園の指示による。

日本語教員養成課程に関する履修規程
第１条　鹿児島国際大学学則（以下「学則」という。）第10条により，日本語教員養成課程に関する履修規程を次のとおり定める。
第２条　この課程を履修できる者は，学則の定めるところにより，鹿児島国際大学国際文化学部国際文化学科の学生及び科目等履修生
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とする。
第３条　日本語教員の認定を受けようとする者は，別表第１に定める授業科目の所定の単位を修得しなければならない。
第４条　「削除」
第５条　日本語教員に関する科目において開設される「日本事情」「日本語演習」の修得単位は，所定の手続きを経て卒業に必要な単位
数に算入することができる。

第６条　この課程に関する授業科目について所定の単位を修得した者は，本人の請求により修得した単位の証明を求めることができ
る。

第７条　この課程の履修希望者は，別表第２に定める履修費を納入しなければならない。
第８条　履修費等は，どのような理由があっても返金しない。
第９条　この規程の改廃は，学芸員等実習委員会，学部教授会及び大学評議会の審議を経て，学長の承認を得なければならない。

附　則
この規程は，平成12年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成13年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成19年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成21年４月１日から施行する。ただし，平成20年度以前に入学した学生については，従前の規程による。

附　則
この規程は，平成23年４月１日から施行する。ただし，平成22年度以前に入学した学生については，従前の規程による。

附　則
この規程は，平成27年４月１日から施行する。ただし，平成26年度以前に入学した学生については，従前の規程による。なお，第

９条に限り，平成26年度以前に入学した学生にも適用する。

附　則
この規程は，平成28年４月１日から施行する。ただし，平成27年度以前に入学した学生については，従前の規程による。

附　則
この規程は，平成30年４月１日から施行する。ただし，平成29年度以前に入学した学生については，従前の規程による。なお，別

表第１（第３条関係）に限り，平成29年度以降に入学した学生から適用する。

附　則
この規程は，令和６年４月１日から施行する。ただし，令和５年度以前に入学した学生については，従前の規程による。なお，第７

条及び第８条については，令和５年度以前に入学した学生にも適用する。

別表第１（第３条関係）日本語教員に関する科目

区 分 本 学 に お け る
授 業 科 目

単
位

年次
配当 所　　　属 最低修得

単位数

言語と教育

日本語教育入門 2 1 国 際 文 化 学 科 ２単位
日本語演習 2 2 日 本 語 教 員 養 成 課 程 ２単位
日本語教育実習 2 3 〃 ２単位
日本語教授法Ⅰ 2 3 〃 ２単位
日本語教授法Ⅱ 2 3 〃 ２単位
日本語教育教材・教具論 2 3 〃

８単位言語

言語学入門 2 1 国 際 文 化 学 科
日中比較言語学 2 1 〃
英語学概論 2 1 〃
日本語学概論Ⅰ 2 1 〃
日本語学特論Ⅰ 2 2 〃

社会・文化・地域 日本文化史 2 1 〃
日本事情 2 2 日 本 語 教 員 養 成 課 程 ２単位

言語と社会

日本語史 2 2 国 際 文 化 学 科 ２単位日本語と日本文化 2 1 〃
異文化コミュニケーション論 2 1 〃 ２単位現代メディア表象論 2 2 〃

言語と心理 心理学 2 1 学 部 共 通 教 育 科 目 ２単位発達心理学 2 2 社 会 福 祉 学 科
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別表第２（第６条関係）納入金及び納入方法
区　　　　分 金　　　額 付　　　　　　　記

日本語教員養成課程履修費 10,000円 所定の手続きと同時に納入すること。

日本語特別プログラムに関する履修規程
（目　　的）
第１条　本プログラムは，日本語を母語としない者が日本語に関する知識を学び，高度な日本語運用能力を身につけることができるよ
う，その学修を支援することを目的とする。

（履修対象者）
第２条　このプログラムを履修できる者は，外国人留学生とする。

（履修方法）
第３条　本プログラムを履修しようとする者は，本学学則第10条の定めにより，本規程別表第１に定める単位を修得しなければならな
い。

２　本プログラムの登録は，履修登録時及び履修登録変更時に行う。

（認　　定）
第４条　本プログラム修了要件を満たした場合，「日本語特別プログラム修了」を認定する。

（単位の振替え）
第５条　本プログラムで修得した単位は，所属学科の共通教育科目若しくは専門教育科目の卒業単位として振替えることができる。

その手続き及び内容は別に定める。

（規程の改廃）
第６条　この規程の改廃は，教務委員会及び大学評議会の審議を経て，学長の承認を得なければならない。

附　則
この規程は，平成22年４月１日から施行する。ただし，平成19年度入学者から適用する。

附　則
この規程は，平成23年４月１日から施行する。ただし，平成22年度以前に入学した学生は，従前の規程による。

附　則
この規程は，平成27年４月１日から施行する。ただし，平成26年度以前に入学した学生については，従前の規程による。なお，第

６条に限り平成26年度以前に入学した学生にも適用する。

附　則
この規程は，平成28年４月１日から施行する。ただし，平成27年度以前に入学した学生については，従前の規程による。

附　則
この規程は，令和５年４月１日から施行する。ただし，令和４年度以前に入学した学生については，従前の規程による。

別表第１（第３条関係）日本語特別プログラムに関する科目

科目区分 授業科目 単位 年次
配当 所　　　　属 プログラム修了

所 要 単 位 数

日本語特別
プログラム

日 本 語 入 門 Ⅰ
日 本 語 入 門 Ⅱ

２
２

１
１

学 部 共 通
〃 　

初 級 日 本 語 Ⅰ
初 級 日 本 語 Ⅱ
中 級 日 本 語 Ⅰ
中 級 日 本 語 Ⅱ

２
２
２
２

１
１
１
１

日 本 語 特 別 プ ロ グ ラ ム
〃 　
〃 　
〃 　

16単位
以　上

上 級 日 本 語 Ⅰ
上 級 日 本 語 Ⅱ

２
２

１
１

〃 　
〃 　 ４単位

日 本 語 講 読
日 本 語 作 文

２
２

１
１

〃 　
〃 　

日 本 語 教 育 入 門
日 本 語 と 日 本 文 化
留 学 生 の た め の 日 本 事 情
日 本 語 学 概 論 Ⅰ
日 本 語 学 概 論 Ⅱ
日 本 語 史
日 本 文 化 史
日 本 文 学 概 論

２
２
２
２
２
２
２
２

１
１
１
１
１
２
１
１

国 際 文 化 学 部
〃 　

学 部 共 通
国 際 文 化 学 科

〃 　
〃 　
〃 　
〃 　
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経済学部 数理・データサイエンス・AI 応用プログラムに関する履修規程
� 令和７年12月23日制定

（目的）
第１条　本プログラムは，リテラシーレベルの教育を補完的・発展的に学び，データから意味を抽出し，現場にフィードバックする能
力，AI を活用し課題解決につなげる基礎能力を修得し，経済学・経営学の専門分野に数理・データサイエンス・AI を応用するため
の大局的な視点を獲得することを目標とする。そのために，実データ，実課題を用いた演習など，社会での実例を題材とした教育プ
ログラムを提供する。

（履修対象者）
第２条　このプログラムを履修できる者は，学部に在籍する学生とする。

（履修方法）
第３条　本プログラムの登録は，履修登録時及び履修登録変更時に行う。

（修了認定）
第４条　別表第１に定める必要な単位数を修得していること。

（修了証書の授与）
第５条　前条により本プログラムを修了したと認定された学生に対し，担当教員から修了認定証明を授与するものとする。

（規程の改廃）
第６条　この規程の改廃は，教務委員会，経済学部教授会及び大学評議会の審議を経て，学長の承認を得なければならない。

附　則
この規程は，令和８年４月１日から施行する。

別表第１　経済学部 数理・データサイエンス・AI 応用プログラム

授業科目 年次
配当 単位 修了所要単位数

必修科目

データサイエンス・AI 入門 1 2

12単位

プログラミング入門 1 2
確率と統計 1 2
データサイエンス・AI 応用 2 2
アルゴリズムとデータ構造 2 2
プログラミングⅡ 2 2

選択科目

数学Ⅱ 1 2

2単位以上

経済数学Ⅱ 1 2
統計学Ⅰ 1 2
情報社会と情報倫理 1 2
経営シミュレーション 1 2
コンピュータ概論 1 2
経営統計 2 2

グローバル英語プログラムに関する履修規程
（目　　的）
第１条　本プログラムは，英語を用いて，南九州を拠点に，環黄海，東アジア地域ビジネスの現場で，取引先の開拓，プロジェクトの
企画・立案・運営などさまざまなビジネス実務に将来携わることができる人材の育成を支援することを目的とする。また，異文化環
境下で物怖じせずコミュニケーションを図ることができる能動的なマインドセットの開発及び異文化・価値観を排除することなく寛
容に受け入れ，グローバルな人的ネットワークを形成できる素地の涵養を目的とする。

（履修対象者）
第２条　このプログラムを履修できる者は，学部に在籍する学生とし，１学年20名程度を選抜する。

（履修方法）
第３条　本プログラムを履修しようとする者は，本学学則第10条の定めにより，本規程別表第1に定める単位を修得しなければならな
い。

２　本プログラムの登録は，履修登録時及び履修登録変更時に行う。

（修了認定）
第４条　別表第１に定める必要な単位数を修得し，かつ，卒業要件を満たした場合，「グローバル英語プログラム修了」を認定する。

（修了認定証書の授与）
第５条　学長は，前条によりグローバル英語プログラムを修了したと認定された学生に対し，別記様式の修了認定証書を授与するもの
とする。
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（規程の改廃）
第６条　この規程の改廃は，教務委員会及び大学評議会の審議を経て，学長の承認を得なければならない。

附　則
この規程は，平成28年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，令和５年４月１日から施行する。ただし，令和４年度以前に入学した学生については，従前の規程による。

附　則
この規程は，令和８年４月１日から施行する。ただし，令和７年度以前に入学した学生については，従前の規程による。なお，第４

条及び第５条については，令和７年度以前に入学した学生にも適用する。

別表第１（第３条関係）グローバル英語プログラムに関する科目

科 目 区 分 授 　 　 業 　 　 科 　 　 目 単位 年次
配当 所 　 　 　 属 最 低 修 得

単 位 数

基 礎 科 目

地 域 か ら 世 界 へ 2 1 共 通 教 育

４単位
以　上

合　

 

計　

 

16　

 

単　

 

位　

 

以　

 

上

海 外 イ ン タ ー ン シ ッ プ 3 2

共 通 教 育
経 済 学 科
経 営 学 科
国 際 文 化 学 科

英語オーラル・コミュニケーションⅠ 1 1 共 通 教 育
英語オーラル・コミュニケーションⅡ 1 1 共 通 教 育

ス タ ー ト
アップ科目

英 語 リ ー デ ィ ン グ 1 1 共 通 教 育
２単位
以　上英 語 ラ イ テ ィ ン グ 1 1 共 通 教 育

G l o b a l  E c o n om y  a n d  B u s i n e s s 2 1 共 通 教 育

フ ォ ロ ー
アップ科目

英 語 海 外 研 修 2 1 共 通 教 育

４単位
以　上

英 文 読 解 の 技 法 2 1 共 通 教 育
Ｔ Ｏ Ｅ Ｉ Ｃ ・ Ｔ Ｏ Ｅ Ｆ Ｌ 対 策 2 1 共 通 教 育
コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の た め の 英 文 法 2 1 共 通 教 育

外 書 講 読 Ⅰ 2 1 経 済 学 科
3 経 営 学 科

外 書 講 読 Ⅱ 2 1 経 済 学 科
3 経 営 学 科

英 語 2 2 児 童 学 科
英 語 中 級 オ ー ラ ル ・ ス キ ル ズ Ⅰ 2 1 国 際 文 化 学 科
英 語 中 級 オ ー ラ ル ・ ス キ ル ズ Ⅱ 2 1 国 際 文 化 学 科
英 語 中 級 リ ー デ ィ ン グ ・ ス キ ル ズ 2 1 国 際 文 化 学 科
英 語 上 級 リ ー デ ィ ン グ ・ ス キ ル ズ 2 1 国 際 文 化 学 科

学部横断プログラムに関する履修規程
（目　　的）
第１条　学部横断プログラムは，個々の学生の志望，関心，学びのスタイルに応じて，学部・学科の垣根を越えて多様な学びを体系的
に提供し，広い視野と実践力を有する人材を養成することを目的とする。

（履修対象者）
第２条　学部横断プログラム履修対象者は，学部に在籍する学生とする。

（履修方法）
第３条　学部横断プログラムの登録は，履修登録時及び履修登録変更時に行う。

（修了認定）
第４条　以下の修了要件を満たした場合，学部横断プログラムの修了認定を行う。
⑴　所属学部・学科の卒業要件を満たしていること。
⑵　別表第１から別表第５に定める必要な単位数を修得していること。

（修了認定証書の授与）
第５条　学長は，前条により学部横断プログラムを修了したと認定された学生に対し，別記様式の修了認定証書を授与するものとする。

（規程の改廃）
第６条　この規程の改廃は，教務委員会及び大学評議会の審議を経て，学長の承認を得なければならない。

附　則
この規程は，令和５年４月１日から施行する。
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附　則
この規程は，令和８年４月１日から施行する。ただし，令和７年度以前に入学した学生については，従前の規程による。

別表第１（第４条関係）データサイエンス・AI プログラム
科目区分 授業科目 単位 年次配当 所　　　　属 最低修得単位数

基 礎 科 目

デ ー タ サ イ エ ン ス ・ A I 入 門 2 1 共 通 教 育

８単位

合　計
16単位

情 報 処 理 2 1 共 通 教 育
確 率 と 統 計 2 1 共 通 教 育
数 学 Ⅰ 2 1 共 通 教 育
数 学 Ⅱ 2 1 共 通 教 育

応 用 科 目

コ ン ピ ュ ー タ 概 論 2 1
経 済 学 科
経 営 学 科
国 際 文 化 学 科

２単位

統 計 学 Ⅰ 2 1 経 済 学 科
経 営 学 科

統 計 学 Ⅱ 2 1 経 済 学 科
経 営 学 科

経 済 数 学 Ⅰ 2 1 経 済 学 科

プ ロ グ ラ ミ ン グ Ⅱ 2 2 経 済 学 科
経 営 学 科

マ ル チ メ デ ィ ア 表 現 と 技 術 Ⅰ 2 2
経 済 学 科
経 営 学 科
国 際 文 化 学 科

マ ル チ メ デ ィ ア 表 現 と 技 術 Ⅱ 2 2
経 済 学 科
経 営 学 科
国 際 文 化 学 科

発 展 科 目

数 理 経 済 学 2 2 経 済 学 科

４単位

ビ ジ ネ ス デ ー タ 処 理 2 2
経 済 学 科
経 営 学 科
国 際 文 化 学 科

情 報 経 済 論 2 2 経 済 学 科
経 営 学 科

経 済 統 計 2 2 経 済 学 科
計 量 経 済 学 2 3 経 済 学 科

情 報 処 理 論 2 2
経 済 学 科
経 営 学 科
国 際 文 化 学 科

デ ー タ ベ ー ス 論 2 3 経 済 学 科
経 営 学 科

経 営 数 学 2 2 経 営 学 科
経 営 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 2 1 経 営 学 科

マ ー ケ テ ィ ン グ 論 Ⅰ 2 3 経 済 学 科
経 営 学 科

マ ー ケ テ ィ ン グ 論 Ⅱ 2 3 経 済 学 科
経 営 学 科

別表第２（第４条関係）公共経済プログラム
科目区分 授業科目 単位 年次配当 所　　　　属 最低修得単位数

基 礎 科 目
日 本 国 憲 法 2 1 共 通 教 育

４単位

合　計
16単位

論 理 的 思 考 と 数 的 処 理 2 2 共 通 教 育
法 学 2 1 共 通 教 育

応 用 科 目

政 治 学 2 1 共 通 教 育

４単位

社 会 学 2 1 共 通 教 育

ミ ク ロ 経 済 学 入 門 2 1 経 済 学 科
経 営 学 科

マ ク ロ 経 済 学 入 門 2 1 経 済 学 科
経 営 学 科

経 営 学 総 論 4 1 経 済 学 科
経 営 学 科

民 法 入 門 2 1 経 済 学 科
経 営 学 科

発 展 科 目 民 法 総 論 2 1 経 済 学 科
経 営 学 科 ４単位
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科目区分 授業科目 単位 年次配当 所　　　　属 最低修得単位数

財 政 学 Ⅰ 2 2 経 済 学 科
経 営 学 科

財 政 学 Ⅱ 2 2 経 済 学 科
経 営 学 科

地 方 財 政 論 2 2 経 済 学 科
経 営 学 科

労 働 法 Ⅰ 2 2 経 済 学 科
経 営 学 科

労 働 法 Ⅱ 2 2 経 済 学 科
経 営 学 科

行 政 法 4 2 経 営 学 科
福 祉 行 財 政 と 福 祉 計 画 2 3 社 会 福 祉 学 科

別表第３（第４条関係）金融経済プログラム
科目区分 授業科目 単位 年次配当 所　　　　属 最低修得単位数

基 礎 科 目
数 学 Ⅰ 2 1 共 通 教 育

４単位

合　計
16単位

数 学 Ⅱ 2 1 共 通 教 育
確 率 と 統 計 2 1 共 通 教 育

応 用 科 目

経 済 数 学 Ⅰ 2 1 経 済 学 科

４単位

経 済 数 学 Ⅱ 2 1 経 済 学 科
証 券 論 2 2 経 済 学 科

情 報 経 済 論 2 2 経 済 学 科
経 営 学 科

経 済 統 計 2 2 経 済 学 科
経 営 統 計 2 2 経 営 学 科
経 営 数 学 2 2 経 営 学 科

発 展 科 目

金 融 論 Ⅰ 2 2
3

経 済 学 科
経 営 学 科

４単位

金 融 論 Ⅱ 2 2
3

経 済 学 科
経 営 学 科

保 険 論 2 3
2

経 済 学 科
経 営 学 科

コ ー ポ レ ー ト ・ フ ァ イ ナ ン ス 2 2 経 済 学 科
国 際 経 済 論 Ⅰ 2 2 経 済 学 科
国 際 経 済 論 Ⅱ 2 2 経 済 学 科
国 際 金 融 論 Ⅰ 2 3 経 済 学 科
国 際 金 融 論 Ⅱ 2 3 経 済 学 科
リ ス ク マ ネ ジ メ ン ト 論 2 2 経 営 学 科

別表第４（第４条関係）鹿児島プログラム
科目区分 授業科目 単位 年次配当 所　　　　属 最低修得単位数

基 礎 科 目
地 域 か ら 世 界 へ 2 1 共 通 教 育

４単位

合　計
16単位

東 西 文 化 の 交 流 2 1 共 通 教 育
日 本 史 2 1 共 通 教 育

応 用 科 目

地 域 経 済 論 2 2 経 済 学 科
経 営 学 科

４単位

鹿 児 島 経 済 論 2 1 経 済 学 科
鹿 児 島 論 2 1 経 営 学 科
地 場 産 業 論 2 1 経 営 学 科
地 域 社 会 論 2 1 経 営 学 科
鹿 児 島 社 会 福 祉 入 門 2 1 社 会 福 祉 学 科
日 本 史 特 論 2 1 国 際 文 化 学 科
鹿 児 島 の 歴 史 2 1 国 際 文 化 学 科
鹿 児 島 の 文 化 2 1 国 際 文 化 学 科

発 展 科 目

農 業 経 済 論 2 2 経 済 学 科
経 営 学 科

４単位地 方 財 政 論 2 2 経 済 学 科
経 営 学 科

Ｎ Ｐ Ｏ 概 論 2 2 経 営 学 科
ま ち づ く り 概 論 2 2 経 営 学 科
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別表第５（第４条関係）メンタルヘルスプログラム
科目区分 授業科目 単位 年次配当 所　　　　属 最低修得単位数
基 礎 科 目 心 理 学 2 1 共 通 教 育 ２単位

合　計
16単位

応 用 科 目

心 理 学 概 論 2 1 社 会 福 祉 学 科

４単位認 知 症 の 理 解 Ⅰ 2 1 社 会 福 祉 学 科
発 達 心 理 学 2 2 社 会 福 祉 学 科
社 会 心 理 学 2 2 社 会 福 祉 学 科

発 展 科 目

臨 床 心 理 学 2 3 社 会 福 祉 学 科

６単位

精 神 保 健 学 Ⅰ 2 3 社 会 福 祉 学 科
精 神 保 健 学 Ⅱ 2 3 社 会 福 祉 学 科
精 神 医 学 Ⅰ 2 3 社 会 福 祉 学 科
精 神 医 学 Ⅱ 2 3 社 会 福 祉 学 科
精 神 保 健 福 祉 制 度 論 2 3 社 会 福 祉 学 科
精 神 保 健 福 祉 の 原 理 Ⅰ 2 3 社 会 福 祉 学 科

既修得単位の認定及び単位の授与に関する規程
（趣　　旨）
第１条　鹿児島国際大学（以下「本学」という。）学則第20条第４項に基づき，本学に入学又は編入学した者で，それ以前に修得した単
位については，本学で開講している科目と同一か若しくは関連を有するとみなされる科目について，本学で履修し修得した卒業所要
単位として認定する（以下，この方法を「読替え」と称する）。

（１年次入学者の既修得単位の認定）
第２条　第１年次に入学した者については，30単位を読替える。
２　単位の認定対象科目が30単位を超える場合，経済学部，福祉社会学部及び国際文化学部については，人間教養科目，スポーツ・健
康科目，外国語科目，専門教育科目の順に読替える。

（２年次編入学者の既修得単位の認定）
第３条　短期大学及び他大学での既修得単位は，31単位を上限として読替える。

（３年次編入学者の既修得単位の認定）
第４条　短期大学及び他大学での既修得単位は，62単位を上限として読替える。

（単位の授与）
第５条　本学の１年次に入学した者で，それ以前に行った短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に
定める学修については，第２条に準じて単位を授与する。

２　本学に編入学した者で，それ以前に行った高等専門学校の課程又は専修学校の専門課程における学修については，第３条及び前条
に準じて弾力的に単位を授与する。

附　則
この規程は，平成７年４月１日から施行する。

〘
⎜
〘
 
平成11年４月１日改正規程から平成12年４月１日〙

⎜
〙改正規程までの附則は省略する。

附　則
この規程は，平成13年４月１日から施行する。ただし，平成12年度以前の入学者については，本規程にある福祉社会学部と現代社

会学科をそれぞれ社会学部と産業社会学科とする。

附　則
この規程は，平成19年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成20年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成21年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成21年９月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成26年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成27年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成28年４月１日から施行する。ただし，平成27年度以前の入学者については，従前の規程による。
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他の大学又は短期大学における授業科目の履修に関する規程
� 平成29年９月27日制定

（趣　　旨）
第１条　鹿児島国際大学学則第18条第１項により，鹿児島国際大学（以下「本学」という。）の学生が，他の大学又は短期大学（以下
「他の大学等」という。）において授業科目を履修する場合の取扱いに関し必要な事項を定める。

（事前の協議）
第２条　他の大学等の授業科目の履修にあたっては，本学は，あらかじめ当該他の大学等との間で，次の各号について協議しなければ
ならない。
⑴　履修することのできる授業科目
⑵　履修期間
⑶　対象となる学生数
⑷　単位の認定方法
⑸　聴講料等の費用
⑹　その他必要な事項

（資　　格）
第３条　他の大学等の授業科目を履修しようとする者は，次の条件を満たしていなければならない。
⑴　本学の２年次以上の者で，本学に１年以上在学している者
⑵　学費等を完納している者

（申　　請）
第４条　他の大学等の授業科目を履修しようとする者は，指定の期日までに，当該他の大学等が定める書類を添えて，履修願を学長に
提出しなければならない。

（選考及び許可）
第５条　他の大学等の授業科目の履修については，教務委員会及び当該学生が所属する学部の教授会の審議を経て，当該他の大学等と
の協議に従って学長がこれを許可する。

（履修報告の義務）
第６条　他の大学等における授業科目の履修を終了した学生は，当該他の大学等の交付する単位修得証明書等を学長に提出しなければ
ならない。

（履修の停止）
第７条　次の各号のいずれかに該当する者は，当該他の大学等との協議のうえ，履修を停止することができる。
⑴　学修の成果が期待できないと認められた者
⑵　学生の本分に反する行為があったと認められた者
⑶　学費等を完納していない者

（規程の改廃）
第８条　この規程の改廃は，教務委員会，教授会及び大学評議会の審議を経て，学長の承認を得なければならない。

附　則
この規程は，平成29年11月１日から施行する。

鹿児島国際大学における大学以外の教育施設等における 
学修の単位の認定に関する規程

（趣　　旨）
第１条　この規程は，鹿児島国際大学学則（以下「学則」という。）第19条の規定に基づき，鹿児島国際大学（以下「本学」という。）
の学生が行う短期大学若しくは高等専門学校の専攻科における学修又は大学設置基準第29条第１項の規定により文部科学大臣が定め
る学修（以下「大学以外の教育施設等における学修」という。）を，本学における授業科目の履修とみなし，当該学修を評価し単位を
与えること（以下「単位認定」という。）に関し必要な事項を定める。

（事前届出）
第２条　単位認定を受ける目的をもって大学以外の教育施設等において学修しようとする学生は，事前に「大学以外の教育施設等にお
ける学修に係る単位認定届出書」（別記様式第１）を教務部長に届け出るものとする。

（申請手続）
第３条　単位認定を受けようとする学生（以下「申請者」という。）は，原則として大学以外の教育施設等における学修が終了した直後
に始まる学期の始めに，「大学以外の教育施設等における学修に係る単位認定申請書」（別記様式第２）に成績証明書その他必要書類
を添えて，教務部長及び所属する学部長を経て学長に申請するものとする。

２　前項の規定に関わらず，卒業判定に係る者が申請する場合は，卒業判定に係る学期の定期試験期間前までに申請するものとする。

（審査及び単位認定）
第４条　学長は，前条に規定する申請があった場合は，当該授業科目に関係する本学の教員 （以下 「関係教員」という。）の判定に基づ
き，教務委員会及び教授会の審査を経て単位認定する。

２　関係教員は，必要に応じ，申請者に対し試問を行うことができる。
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（申請者への通知） 
第５条　学長は，単位認定の結果を，所定の手続きにより申請者に通知するものとする。

（雑　　則）
第６条　この規程に定めるもののほか，大学以外の教育施設等における学修の単位認定に関し必要な事項は，教務委員会，教授会及び
大学評議会の審議を経て学長が定める。

（規程の改廃）
第７条　この規程の改廃は，教務委員会，教授会及び大学評議会の審議を経て，学長の承認を得なければならない。

附　則
この規程は，平成29年４月１日から施行する。
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別記様式第１

大学以外の教育施設等における学修に係る単位認定届出書
� 　　年　　月　　日　

教務部長　　　　殿

� 所 属 学 部　　　　　　　　　　　　
� 学 籍 番 号　　　　　　　　　　　　
� 申請者署名　　　　　　　　　　　　

鹿児島国際大学学則第19条の規定により大学以外の教育施設等における学修に係る単位の認定を受けたいので，下記により届出ま
す。

記
１　認定を申請する単位

認定を申請する鹿児島国際大学の単位 左に対応する大学以外の教育施設等における学修

授業科目の区分 授業科目名 単　位 教育施設等名 学修の名称 履修期間 延時間数 備　考

２　鹿児島国際大学学則第18条（他の大学または短期大学における授業科目の履修等）及び第19条（大学以外の教育施設における学
修）により既に認定を受けた単位
認定学部等 授業科目の区分 授 業 科 目 名 単位 認定年度

注１：指導教員は，上記の申請を確認の上，確認欄に署名又は押印のこと。
注２：TOEFL，TOEIC の獲得した得点によって単位認定を受ける場合は，申請手続時において２年以内に獲得した得点を証明する成
績証明書を添付して提出すること。

〈参考〉
　鹿児島国際大学学則（抄）
（他の大学または短期大学における授業科目の履修等）
第18条　本学は，教育上有益と認めるときは，学生が本学の定めるところにより他の大学または短期大学において履修した授業科目に
ついて修得した単位を，60単位を超えない範囲で本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

２　前項の規定は，学生が外国の大学または短期大学に留学する場合に準用する。
３　本条により，本学において修得したものとみなす単位の認定についての必要な事項は，別に定める。

（大学以外の教育施設等における学修） 
第19条　本学は，教育上有益と認めるときは，学生が行う短期大学または高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別
に定める学修を，本学における授業科目の履修とみなし，本学の定めるところにより単位を与えることができる。

２　前項により与えることができる単位数は，前条第１項及び第２項により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60
単位を超えないものとする。

指導教員確認欄
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別記様式第２

大学以外の教育施設等における学修に係る単位認定申請書
� 　　年　　月　　日　

鹿児島国際大学長　　　殿

� 所 属 学 部　　　　　　　　　　　　
� 学 籍 番 号　　　　　　　　　　　　
� 申請者署名　　　　　　　　　　　　

鹿児島国際大学学則第19条の規定により大学以外の教育施設等における学修に係る単位の認定を受けたいので，下記により申請し
ます。

記
１　認定を申請する単位

認定を申請する鹿児島国際大学の単位 左に対応する大学以外の教育施設等における学修

授業科目の区分 授業科目名 単　位 教育施設等名 学修の名称 履修期間 延時間数 評　価 備　考

２　鹿児島国際大学学則第18条（他の大学または短期大学における授業科目の履修等）及び第19条（大学以外の教育施設における学
修）により既に認定を受けた単位
認定学部等 授業科目の区分 授 業 科 目 名 単位 認定年度

３　添付書類
①　成績証明書
②　授業科目に係る講義要目を記載した書類
③　その他　　　　　　　　　　

注１：指導教員は，上記の申請を確認の上，確認欄に署名又は押印のこと。
注２：TOEFL，TOEIC の獲得した得点によって単位認定を受ける場合は，申請手続時において２年以内に獲得した得点を証明する成
績証明書を添付すること。

〈参考〉
　鹿児島国際大学学則（抄）
（他の大学または短期大学における授業科目の履修等）
第18条　本学は，教育上有益と認めるときは，学生が本学の定めるところにより他の大学または短期大学において履修した授業科目に
ついて修得した単位を，60単位を超えない範囲で本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

２　前項の規定は，学生が外国の大学または短期大学に留学する場合に準用する。
３　本条により，本学において修得したものとみなす単位の認定についての必要な事項は，別に定める。

（大学以外の教育施設等における学修）
第19条　本学は，教育上有益と認めるときは，学生が行う短期大学または高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別

指導教員確認欄
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に定める学修を，本学における授業科目の履修とみなし，本学の定めるところにより単位を与えることができる。
２　前項により与えることができる単位数は，前条第１項及び第２項により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60
単位を超えないものとする。

単位互換制度・留学による修得単位の認定に関する規程
� 平成12年２月22日 制定

（単位互換制度による単位認定）
第１条　鹿児島国際大学学則（以下「学則」という。）第18条第３項に基づき，本学の学生が単位互換制度を利用して，他の大学又は短
期大学（以下「他の大学等」という。）で履修した単位については，本学における授業科目の履修により修得したものとみなす。

第２条　本学において既に修得している単位の科目と同一内容の科目を他の大学等で履修し単位を修得した場合については，本学の卒
業単位として重複認定することは，原則として，できないものとし，この場合の単位は卒業所要単位（以下「卒業単位」という。）以
外の自由選択科目として認定する。

第３条　単位互換認定基準は，次の通りとする。
⑴　他の大学等で修得した単位のうち，本学で開講している科目と同一か若しくは関連を有するとみなされる科目について，本学で
履修し修得した卒業単位として認定する。（以下，この方法を「読替え」と称する。）
⑵　他の大学等で修得した単位のうち，前号には該当しないが，卒業単位として認定することが教育上有益と認められる単位につい
ては，単位互換制度による単位として認定し，その科目名称を単位互換認定科目とする。
⑶　前２号に該当しない単位は，卒業単位以外の自由選択科目の単位として認定する。

２　前項第３号における認定については，学生が本学の定める基準に該当する教職・資格課程科目の単位を他の大学等で修得した場合
には適用しない。ただし，この場合の単位は，本学の教職・資格課程科目として認定する。

（留学による単位認定）
第４条　鹿児島国際大学学則第18条第３項に基づき，本学の学生が留学して修得した単位については，次の基準により本学において修
得した単位として認定する。

２　本学の学生が外国の大学又は短期大学に留学して修得した単位は，１年の留学の場合は30単位，半年の場合は15単位を上限とし
て，本学の共通教育科目又は専門教育科目の卒業単位として認定する。

３　前項による単位認定は，「読替え」によるものとし，学生が卒業単位を充足できるように，できるだけ弾力的に対処する。
４　学生が第２項に定める上限単位数を超えて修得した単位は自由選択科目として認定する。
５　平成10年度以前の入学者については，本条にある共通教育科目を一般教育科目とする。

（認定できる単位数の上限）
第５条　この規程において認定できる単位数は，学則第18条，第19条及び第20条により本学において修得したとみなす単位数と合わせ
て60単位を超えないものとする。

（規程の改廃）
第６条　この規程の改廃は，教務委員会及び大学評議会の審議を経て，学長の承認を得なければならない。

附　則
この規程は，平成12年４月１日より施行する。ただし，第１条，第２条，第３条については平成10年度以前に入学した者には適用

しない。

附　則
この規程は，平成13年４月１日から施行する。ただし，平成12年度以前の入学者については，なお，従前の規程による。

附　則
この規程は，平成21年９月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成27年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成28年４月１日から施行する。ただし，平成27年度以前の入学者については，従前の規程による。

附　則
この規程は，平成30年４月１日から施行する。ただし，平成27年度以前に入学した学生については，従前の規程による。

ボランティア活動の単位認定実施要項
（目　　的）
第１条　学生がボランティア活動に参加し，地域社会に貢献することをとおして，実践的な学習ができるように支援することを目的と
する。なお，ボランティア活動の学生の教育に果たす意義を考慮し，単位認定に必要な履修登録及び書類等の提出を行った学生に対
して評価を行い，単位を与えることとする。

（実施の時期及び期間）
第２条　単位認定の対象となるボランティア活動は，本学に入学後に実施したものに限る。
２　各年度の単位認定の対象となるボランティア活動は，前年度の１月から３月及び当該年度の４月から12月の期間に実施した活動
とする。

３　各年度の単位認定のために必要なボランティア活動の時間数は，合計60時間以上とする。
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（成績の評価及び単位，単位認定授業科目等）
第３条　成績の評価は，「認定」と称する。
２　認定する単位数は２単位とし，共通教育科目「ボランティア活動」（後期）の単位とする。
３　学生部長が共通教育科目「ボランティア活動」の担当者となり，単位認定の可否を判定する。

（履修登録）
第４条　単位認定を希望する学生は，共通教育科目 「ボランティア活動」の履修登録を行わなければならない。

（必要書類等の提出）
第５条　単位認定を希望する学生は，学生ボランティア支援センター（学生課）で必要書類を受け取り，合計60時間以上の活動実績を
あげた時点で，学生ボランティア支援センターに「ボランティア活動の単位認定申請書」（別記様式第１号），「ボランティア活動証明
書」（別記様式第２号），「ボランティア活動レポート」（2000字以上：書式自由）を提出しなければならない。

２　必要書類等の提出締切日は，各年度後期の授業最終日とする。

（要項の改廃）
第６条　この要項の改廃は，教務委員会及び大学評議会の審議を経て，学長の承認を得なければならない。

附　則
この要項は，令和５年４月１日から施行する。
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別記様式第１号� 年　　月　　日　

ボランティア活動の単位認定申請書

　鹿児島国際大学　学生部長　殿

� 所属学部　　　　　　　　　　　　　
� 所属学科　　　　　　　　　　　　　
� 学籍番号　　　　　　　　　　　　　
� 氏　　名　　　　　　　　　　　　　

　共通教育科目 「ボランティア活動」 の単位認定を申請いたします。 

記

ボランティア活動の時間数

ボランティア活動受入団体名 総 時 間 数

時間

時間

時間

時間

時間

時間

時間

時間

時間

時間

合計 時間

※下記の書類等を必ず添付し， この申請書を提出すること。 
　（1） ボランティア活動証明書
　（2） ボランティア活動レポート
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別記様式第２号� 年　　月　　日　

ボランティア活動証明書

　

鹿児島国際大学　　　　　　　　　　
所属学部　　　　　　　　　　　　　
学籍番号　　　　　　　　　　　　　
学生氏名　　　　　　　　　　　　　

　上記の者が， ボランティア活動に従事したことについて， 下記のとおり証明いたします。 

記

活　動　日 活　　　動　　　内　　　容 活 動 時 間

時間

時間

時間

時間

時間

時間

時間

時間

時間

時間

時間

時間

時間

時間

時間

合計 時間

【証明者】太枠内のみボランティア受入団体の方がご記入願います。 

　　受入団体名

　　住　　　所　〒

　　電　　　話

　　担当者氏名
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転学部・転学科に関する規程
（趣　　旨）
第１条　鹿児島国際大学学則第27条第２項に基づき，転学部・転学科に関する規程を次のとおり定める。

（受入れ許可年次）
第２条　転学部・転学科を許可する受入れ年次は，２年次又は３年次とする。

（出願資格）
第３条　転学部・転学科を出願できる者は，次のとおりとする。
⑴　２年次に転学部・転学科を出願できる者は，本学に１年以上在学し，31単位以上修得した者又は修得見込みの者
⑵　３年次に転学部・転学科を出願できる者は，本学に２年以上在学し，62単位以上修得した者又は修得見込みの者

２　一度，転学部・転学科を許可された者は，再度出願することはできない。

（出願手続）
第４条　転学部・転学科を願い出る者は，所定の期日までに次の書類を提出しなければならない。
⑴　転学部・転学科願（本学所定のもの）
⑵　写真１枚

（選考試験）
第５条　出願した者に対して選考試験を行う。
２　選考試験に関しては別に定める。

（既修得単位の認定）
第６条　既修得単位の認定方法は，読替えのできるものは全て認定する。ただし，「保育士」養成課程科目への認定は，厚生労働省の通
知に基づき認定する。

２　第１項における単位の認定については，学生が不利にならないようにできるだけ弾力的に対処する。

（規程の改廃）
第７条　この規程の改廃は，教務委員会及び大学評議会の審議を経て，学長の承認を得なければならない。

附　則
この規程は，平成16年４月１日より施行する。

附　則
この規程は，平成22年４月１日より施行する。

附　則
この規程は，平成24年４月１日より施行する。

附　則
この規程は，平成27年４月１日から施行する。

科目等履修生に関する規程
（趣　　旨）
第１条　鹿児島国際大学学則（以下「学則」という。）第29条第２項に基づき，科目等履修生に関する規程を次のとおり定める。

（科目等履修生の種類）
第２条　科目等履修生の種類は，次のとおりとする。
⑴　科目履修生　　１又は複数の授業科目を履修しようとする者をいう。
⑵　課程履修生　　教職課程，司書課程，社会福祉士国家試験受験資格，保育士養成課程，学芸員課程，日本語教員養成課程に開設
されている１又は複数の授業科目を履修しようとする者をいう。

（出願資格）
第３条　科目等履修生として出願できる者は，次のとおりとする。
⑴　学則第14条の各号の一に該当する者。
⑵　教育職員免許状，学芸員又は日本語教員養成課程修了証書の資格の取得を目的とする者は，学士の学位又は称号を有する者。
⑶　司書，社会福祉士国家試験受験資格又は保育士の資格の取得を目的とする者は，大学に２年以上在学し62単位以上修得した者又
は短期大学の卒業資格を有する者。
⑷　高等学校（中等教育学校の後期課程を含む。以下同じ）に在籍する者は，在籍する高等学校長等（以下「高等学校長等」という。）
により，授業科目を履修する学力があると推薦された者（以下「生徒」という。）

２　社会福祉士国家試験受験資格，教育職員免許状（幼稚園教諭一種，小学校教諭一種）及び保育士の資格取得については，別に定め
る。

（選考試験・許可）
第４条　出願した者に対しては選考試験を行い，履修を許可する。ただし，授業科目によっては履修を許可しないことがある。
２　選考試験に関しては別に定める。

（許可の時期・期間）
第５条　科目等履修生の許可は学期の始めとし，期間は学年度以内とする。
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２　引き続き履修を希望する者はあらためて願い出て許可を受けなければならない。ただし，この場合には選考試験を免除することが
できる。

（出願手続）
第６条　履修を願い出る者は，所定の期日までに次の書類を提出し，別に定める検定料を納入しなければならない。
⑴　科目等履修願 （本学所定のもの）
⑵　最終学校の卒業証明書又は卒業見込証明書
⑶　最終学校の成績証明書（生徒の場合，高等学校の調査書又は成績証明書）
⑷　外国人の場合，身元保証書（本学所定のもの）
⑸　日本国内在住の外国人の場合，住民票
⑹　写真（縦４㎝×横３㎝）
⑺　生徒の場合，高等学校長等の推薦書（本学所定のもの）

２　本学大学院在学者の提出書類は，前項の⑴及び⑶とする。
３　生徒の提出書類は，前項の⑴，⑶，⑹，⑺とする。
４　本学大学院在学者及び生徒については，検定料は徴収しない。

（単位授与）
第７条　科目等履修生が授業科目を履修したときは，試験の上単位を与えるものとする。
２　科目等履修生が願い出たときは，成績証明書又は単位修得証明書を発行する。

（身分証明書の交付）
第８条　科目等履修生に科目等履修生証を交付する。ただし，履修期間が終了したとき又は履修を辞退したときは返還しなければなら
ない。

（修業年限への不算入）
第９条　科目等履修生であった期間は，学則第28条に定める修業年限に算入しない。

（学則の準用）
第10条　科目等履修生には学則を準用するものとし，学則に違反したときは科目等履修生の許可を取り消すことがある。

（履 修 料）
第11条　科目等履修生は，所定の期日までに別に定める履修料を納入しなければならない。ただし，既納の履修料は，理由の如何にか
かわらず返還しない。

２　本学大学院在学者については，履修料は徴収しない。

（規程の改廃）
第12条　この規程の改廃は，教務委員会及び大学評議会の審議を経て，学長の承認を得なければならない。

附　則
１　この規程は，平成６年４月１日から施行する。
２　委託生に関する規程（平成５年４月１日施行）及び聴講生に関する規程（平成５年４月１日施行）は，廃止する。

附　則
この規程は，平成12年４月１日から施行する。ただし，本学大学院在学者に限り平成11年10月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成13年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成17年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成21年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成22年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成25年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成26年７月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成27年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成29年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，令和元年12月１日から施行する。
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特別科目等履修生に関する規程
� 平成29年９月27日制定

（趣　　旨）
第１条　鹿児島国際大学学則（以下「学則」という。）第29条の２第２項に基づき，鹿児島国際大学（以下「本学」という。）と他の大
学又は短期大学（以下「他の大学等」という。）との協定による特別科目等履修生に関し必要な事項を次のとおり定める。

（出願資格）
第２条　特別科目等履修生として出願することのできる者は，本学と協定を結んだ他の大学等に所属する学生とする。

（出願手続）
第３条　特別科目等履修生を志願する者は，定められた期日内に当該他の大学等を通じて次の各号に定める書類により学長に願い出な
ければならない。
⑴　特別科目等履修生願書（本学所定のもの）
⑵　在学証明書
⑶　成績証明書
⑷　当該他の大学等の学長の推薦書
⑸　その他本学が必要とする書類及び証明書等

２　前項にかかわらず，提出書類等が当該他の大学等との協定に定められている場合は，協定によるものとする。

（許　　可）
第４条　特別科目等履修生の受入れの許可は，教務委員会及び教授会の審議を経て，学長が行う。

（受入れの時期・期間）
第５条　特別科目等履修生の受入れは学期の始めとし，期間は当該授業科目の実施期間とする。ただし，特別の理由がある場合は，当
該他の大学等との協議により，その期間を延長することができる。

（履修手続）
第６条　特別科目等履修生の履修に関しては，本学の履修規程を準用する。ただし，当該他の大学等との協定において履修について特
別の定めがある場合は，この限りではない。

（特別科目等履修料等）
第７条　特別科目等履修生の検定料及び特別科目等履修料を徴収することができる。
２　前項にかかわらず，当該他の大学等との協定により定めがある場合には，検定料及び特別科目等履修料を免除することができる。

（身分証明書の交付）
第８条　特別科目等履修生に特別科目等履修生証を交付する。ただし，履修期間が終了したとき又は履修を辞退したときは返還しなけ
ればならない。

（単　　位）
第９条　特別科目等履修生は，履修した授業科目について試験を受け単位を修得することができる。
２　授業科目の試験及び成績評価は，学則による。
３　授与した単位と成績は，特別科目等履修生の所属する他の大学等へ通知する。ただし，当該他の大学等との協定により特別の定め
がある場合は，この限りではない。

（特別科目等履修生の許可の取消し）
第10条　学長は，特別科目等履修生がその本分に反する行為を行ったときは，特別科目等履修生の許可を取り消すことがある。

（身分の喪失）
第11条　特別科目等履修生が当該他の大学等の学生の身分を失ったときは，本学における特別科目等履修生の身分も失うものとする。

（学則の準用）
第12条　特別科目等履修生には，この規程に定めるもののほか学則を準用する。

（規程の改廃）
第13条　この規程の改廃は，教務委員会，教授会及び大学評議会の審議を経て，学長の承認を得なければならない。

附　則
この規程は，平成29年11月１日から施行する。

附　則
この規程は，令和元年12月１日から施行する。

聴　講　生　規　程
（趣　　旨）

第１条　鹿児島国際大学学則（以下「学則」という。）第30条第２項に基づき，聴講生規程を次のとおり定める。

（選考・許可）
第２条　本学の学生以外の者若しくは本学大学院在学者で，１又は複数の授業科目について聴講を希望する者があるときは，選考の上，
聴講生として許可する。ただし，授業科目によっては聴講を許可しないことがある。
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２　聴講生には単位を授与しない。
３　聴講生の選考に関しては別に定める。

（許可の時期・期間）
第３条　聴講の許可は，学期の始めとし，期間は学年度以内とする。
２　引き続き聴講を希望する者は，あらためて願い出て許可を受けなければならない。ただし，この場合には選考を免除して許可する
ことができる。

（出願手続）
第４条　聴講を願い出る者は，所定の期日までに次の書類を提出し，別に定める選考手数料を納入しなければならない。
⑴　聴講願（本学所定のもの）
⑵　外国人の場合，身元保証書（本学所定のもの）
⑶　日本国内在住の外国人の場合，住民票
⑷　写真（縦４㎝×横３㎝）
⑸　高等学校（中等教育学校の後期課程を含む。以下同じ）に在籍する者（以下「生徒」という。）の場合，在籍する高等学校長等
（以下「高等学校長等」という。）の推薦書（本学所定のもの）

２　本学大学院在学者の提出書類は，前項の⑴及び⑷とする。
３　生徒の提出書類は，前項の⑴，⑷，⑸とする。
４　本学大学院在学者及び生徒については，選考検定料は徴収しない。

（身分証明書の交付）
第５条　聴講生に聴講生証を交付する。ただし，聴講期間が終了したとき又は聴講を辞退したときは，返還しなければならない。

（学則の準用）
第６条　聴講生には，学則を準用するものとし，学則に違反したときは聴講の許可を取り消すことがある。

（聴 講 料）
第７条　聴講生は，所定の期日までに別に定める聴講料を納入しなければならない。ただし，既納の聴講料は理由の如何にかかわらず
返還しない。

２　本学大学院在学者については，聴講料は徴収しない。

（規程の改廃）
第８条　この規程の改廃は，教務委員会及び大学評議会の審議を経て，学長の承認を得なければならない。

附　則
この規程は，平成６年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成12年４月１日から施行する。ただし，本学大学院在学者に限り，平成11年10月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成13年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成21年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成22年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成24年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成26年７月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成27年４月１日から施行する。

鹿児島県における大学等間の授業交流（単位互換）に関する協定書
鹿児島大学，鹿屋体育大学，鹿児島国際大学，鹿児島純心大学，志學館大学，第一工科大学，鹿児島県立短期大学，鹿児島純心女子

短期大学，鹿児島女子短期大学，第一幼児教育短期大学，鹿児島工業高等専門学校（以下「参加大学等」という。）は，次により授業交
流（単位互換）を行うことに合意する。

（目　　的）
第１条　この協定は，参加大学等が，それぞれの特色ある授業科目の相互活用を通じ，学生の関心や学習意欲に応じてその能力を十分
に伸ばすことにより，国際的視野・教養を備えた多様な人材の育成を目指すことを目的とする。

（基本方針）
第２条　この協定の基本方針は，次に掲げるとおりとする。
⑴　参加大学等は，「協力原理」の精神に基づいて授業協力を双方向的に実施し，県内全体における大学等の教育の充実を図る。
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⑵　参加大学等の創意工夫により，地域性や独自性豊かな特色ある授業科目を開発・提供し，授業内容をより豊かにして多様な学生
の受講要求に応える。
⑶　参加大学等の教育方針に基づいて編成される基本的な授業科目は，各々の大学等の責任において実施されるものであり，本授業
交流（単位互換）が単に各参加大学等の基本的授業科目の不足を補うものになってはならない。

（呼　　称）
第３条　この協定に基づき実施する授業交流 （単位互換）は，「KRICE キャンパス鹿児島」と称する。
　　　　 （Kagoshima Regional Intercollegiate Credit Exchange）　「KRICE」
　　　　　鹿児島	 地域	 大学間	 単位	 互換

（受 入 れ）
第４条　参加大学等に在学する学生が，他の参加大学等が指定する授業科目を履修し単位の修得を希望するときは，授業科目を開設す
る大学，短期大学及び高等専門学校（以下「科目開設大学等」という。）は，当該学生を可能な限り受け入れる。

（受入れ学生の身分及び呼称）
第５条　参加大学等が受け入れる学生は，身分は「特別聴講学生」であり，「単位互換履修生」と称する。

（授業料等）
第６条　単位互換履修生の検定料，入学料及び授業料は，徴収しない。

（覚書及び実施要領）
第７条　この協定による授業交流（単位互換）を円滑に実施するため，覚書及び実施要領を定める。

（有効期間）
第８条　この協定の有効期間は，平成17年４月１日から平成20年３月31日までとする。
２　この協定は，有効期間満了日の90日前までに，参加大学等から文書による申し出がない限り，３年間延長するものとし，その後に
おいて期間満了するときもまた同様とする。

（疑義等の協議）
第９条　この協定に定めのない事項又はこの協定に定める事項に疑義が生じたときは，参加大学等が協議して定める。

附　則
この協定は，平成14年４月１日から実施する。

附　則
この協定は，平成15年５月27日から実施する。

附　則
この協定は，平成17年４月１日から実施する。

附　則
この協定は，平成19年12月18日から実施する。

附　則
この協定は，平成26年４月１日から実施する。

「大学地域コンソーシアム鹿児島」に関する協定書
大学地域コンソーシアム鹿児島（以下「コンソーシアム」という。）の正会員である，鹿児島大学，鹿屋体育大学，鹿児島国際大学，

鹿児島純心大学，志學館大学，第一工科大学，鹿児島県立短期大学，鹿児島純心女子短期大学，鹿児島女子短期大学，第一幼児教育短
期大学，鹿児島工業高等専門学校，放送大学鹿児島学習センター，（以下「会員」という。）は，以下の目的を達成するため，本協定を
締結する。

（目　　的）
第１条　本協定は，鹿児島県内の高等教育機関（以下「県内高等教育機関」という。）及び関係公共団体が，相互に連携・協力し，高等
教育の質的向上を推進することにより，地域の教育及び学術研究の充実・発展を図るとともに，魅力ある高等教育づくりと活力ある
地域づくりに貢献することを目的とする。

（事　　業）
第２条　会員は，第１条の目的を達成するため，次の事業を行う。
⑴　県内高等教育機関相互の教育分野における連携・協力に関する事業
⑵　県内高等教育機関相互の研究分野における連携・協力に関する事業
⑶　県内高等教育機関の教職員・学生の交流に関する事業
⑷　県内高等教育機関と地域社会との交流及び連携に関する事業
⑸　県内高等教育機関と初等・中等教育機関との連携に関する事業
⑹　その他コンソーシアムの目的達成に必要な事業

（実施方法）
第３条　本協定の実施運営については，大学地域コンソーシアム鹿児島規約，大学地域コンソーシアム鹿児島運営委員会規約及び大学
地域コンソーシアム鹿児島事業部会設置要項に定めるとおりとする。
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（そ の 他）
第４条　本協定書に定めのない事項又は本協定書の条項について疑義が生じた場合は，会員が別途協議するものとする。

上記協定の締結を証するため，本協定書12通を作成し，各会員は，それぞれ押印の上，各１通を保有する。

鹿児島国際大学外国人留学生規程
第１章　総　　　　　則

（趣　　旨）
第１条　鹿児島国際大学（以下「本学」という。）学則第32条に定める外国人留学生（以下「留学生」という。）に関する必要な事項に
ついては，別に定める場合を除き，この規程による。

（定　　義）
第２条　この規程において留学生とは，出入国管理及び難民認定法別表１に定める「留学」の在留資格を有する者で，次の各号のいず
れかに該当する者をいう。
⑴　学部留学生　外国の国籍を有し，かつ，日本国外において教育を受けた者で，学士の学位を取得することを目的として本学に入
学した者
⑵　交換留学生　本学と交換留学の協定を締結した外国の大学に在籍する者で，本学の特定の授業科目を履修することを目的として
本学に派遣された者

第２章　学 部 留 学 生
（入学資格）
第３条　学部留学生として入学することができる者は，外国の国籍を有し，次の各号のいずれかに該当する者とする。
⑴　外国において学校教育における12年の課程を修了した者
⑵　前号に準ずる者で文部科学大臣の指定した者
⑶　文部科学大臣の指定した者

（出　　願）
第４条　学部留学生として入学を志願する者は，本学所定の入学願書及び入学試験に必要な提出書類に，別に定める入学検定料を添え
て所定の期日までに，学長に願い出なければならない。

（入学試験）
第５条　入学志願者に対しては，入学試験を行う。
２　入学試験に関しては，別に定める。

（入学許可）
第６条　入学の許可は，教授会において選考の上，学長がこれを行う。

（入学手続）
第７条　入学を許可された者は，次の各号に掲げる書類に所定の授業料等納入金（前期分）を添えて，所定の期日までに手続をしなけ
ればならない。
⑴　身元保証人連署の入学誓書（所定用紙）
⑵　卒業証明書及び成績証明書（ただし，出願時に「卒業見込証明書」を提出した者のみ。）
⑶　その他入学に必要な書類

２　前項による手続を行わない時は，学長はその者に対する入学の許可を取り消すことができる。

（証明書の提出）
第８条　学部留学生は，学長が必要と認めた時は，適法に日本国に在住し，学業に専念できることを証明するに足りる外国公館，又は
日本国の官公署が発行する証明書を提出するものとする。

（入学時期）
第９条　入学の時期は，学年又は学期の始めとする。

（履修上の特例）
第10条　本学の教育課程において教育上有益と認める時は，学部留学生に履修上の特例を設けることができる。

（納 入 金）
第11条　学部留学生の授業料等納入金については，本学学則第37条，第38条の規程による。

（授業料の減免）
第12条　学部留学生で経済的理由により授業料の納入が困難であり，かつ学業優秀と認められる者には，授業料を減免することがある。
２　前項の授業料減免に関する規程については別に定める。

（学則等の遵守）
第13条　学部留学生は，特別の定めがない限り，本学学則及び学生に関する諸規程を遵守しなければならない。
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第３章　交 換 留 学 生
（交換協定）
第14条　交換留学生の本学への受け入れは，あらかじめ外国の大学との間で締結された協定により行うものとする。

（入学許可）
第15条　入学の許可は，学生委員会において選考の上，教授会の審議を経て，学長がこれを行う。

（入学時期）
第16条　入学の時期は，学年又は学期の始めとする。ただし，特別な事情がある場合は，学期の中途に入学させることがある。

（所属学部）
第17条　交換留学生の在籍学部・学科は関係する教授会の審議を経て決定する。

（授業科目の履修）
第18条　交換留学生の１年間の履修単位数は，50単位（各期25単位）までとする。
２　交換留学生の履修に関しては，所属する学部・学科の履修規程を準用する。

第４章　補　　　　　則
（細　　則）
第19条　この規程に定めるものの他，留学生の取扱について必要な事項は別に定める。

（規程の改廃）
第20条　この規程の改廃は，学生委員会，各学部教授会及び大学評議会の審議を経て，学長の承認を得なければならない。

附　則
この規程は，平成12年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成13年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成14年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成17年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成24年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成27年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成28年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，令和５年10月31日から施行し，令和５年９月１日から適用する。

鹿児島国際大学私費外国人留学生の授業料減免に関する規程
（目　　的）
第１条　この規程は，「鹿児島国際大学外国人留学生規程」第12条に基づき，鹿児島国際大学（以下「本学」という。）に在籍する私費
外国人留学生（以下「私費留学生」という。）に対して授業料を減免することによって，経済的負担を軽減し，学業の継続を援助する
ことを目的とする。

（減免対象者）
第２条　減免の対象となる者は，本学に私費留学生として在籍し，経済的理由により修学が困難であると認められた者とする。

（申　　請）
第３条　授業料の減免を希望する者は，所定の申請書を学長に提出しなければならない。

（選　　考）
第４条　授業料減免を実施する学生の選考については，前条の申請のあった者について，教授会の審議を経て，学長がこれを認定する。
選考基準については別途定める。

（減免額及び期間）
第５条　授業料の減免は，前・後期それぞれに納入すべき授業料にこれを充当する。ただし，新入生の前期減免については，入学後行
うこととする。

２　減免額は，前・後期それぞれの授業料（教育充実費等その他の納入金を除く）の30％とする。
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３　減免期間は当該年度限りとする。ただし，次年度以降も申請することができる。

（認定の取消）
第６条　授業料減免の認定を受けた私費留学生が，次の各号のいずれかに該当する場合には，授業料減免の認定を取り消すことができ
る。
⑴　学則に基づき退学，停学又は訓告の処分を受けたとき。
⑵　出席状況を勘案し，学業継続の意志がないと認められたとき。
⑶　学業成績が不振で，成業の見込みがないと認められたとき。
⑷　留年したとき。ただし，病気その他やむを得ない事由によるときは，この限りではない。
⑸　経済的に恵まれていると認められたとき。
⑹　虚偽の申請があったと判明したとき。
⑺　休学したとき。
⑻　その他減免の資格を失ったとき。

２　学生の認定の取消に関しては，教授会の議を経て，学長が取り消すものとする。

（返　　還）
第７条　私費留学生が前条により減免の認定を取り消されたときは，すでに減免した授業料を返還させることができる。

（所管部署）
第８条　この規程に関する取扱事務は，学生部の所管とする。

（改廃手続）
第９条　この規程の改廃は，学生委員会，各学部教授会及び大学評議会の審議を経て，学長の承認を得なければならない。

附　則
この規程は，平成12年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成14年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成17年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成22年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成25年４月１日から施行する。ただし，平成24年度以前の入学者については従前の規程による。

附　則
この規程は，平成26年４月１日から施行する。ただし，平成25年度以前の入学者については従前の規程による。

附　則
この規程は，平成27年４月１日から施行する。ただし，平成26年度入学者の減免額は，前・後期それぞれの授業料（教育充実費等

その他の納入金を除く）の25％とし，平成25年度以前の入学者については従前の規程による。

HONORS 特待生入学試験に関する規程
� 平成23年11月24日制定

（趣　　旨）
第１条　この規程は，鹿児島国際大学学則（昭和35年１月20日制定）第15条に基づき，HONORS 特待生入学試験による特待生に関し
必要な事項を定めるものとする。

（資　　格）
第２条　HONORS 特待生入学試験に出願できる者は，スポーツ，文化・芸術，検定資格の分野で秀でた活動実績を有し，入学後本学
での活躍が期待できる者とする。

（員数及び特典）
第３条　全学部・学科より各分野若干名とし，入学金及び４年間の授業料を次のとおり免除する。

（種類）Ａ：入学金及び４年間の授業料全額免除
　　　　Ｂ：入学金及び４年間の授業料半額免除
　　　　Ｃ：入学金及び４年間の授業料1/4免除

２　検定資格の分野について，入学後，在学中に高次の検定資格を取得した場合は，上位の特典の種類に変更することができる。

（選考時期・方法）
第４条　HONORS 特待生入学試験の募集は，別に定める。

（選考手続・決定）
第５条　HONORS 特待生は，入試委員会が指名したHONORS 特待生選考委員が推薦し，教授会の審議を経て，学長がこれを決定し，
理事長に報告するものとする。



― 111―

（資格喪失）
第６条　HONORS 特待生が，次のいずれかの号に該当するときは，その資格を失うものとする。
⑴　退学，除籍等により本学学生としての身分を失ったとき
⑵　HONORS 特待生としての名誉を傷つけるような理由があったとき
⑶　前年度の活動実績 ･学業成績及び学生生活等が，HONORS 特待生として不適格と認められたとき
⑷　定められた期限内に，当該年度の学費等（授業料を除く）が納入されなかったとき

２　前項によりその資格を失った者は，資格喪失日以降の授業料は納入しなければならない。

（規程の改廃）
第７条　学長は，規程の改廃を行うときは，入試委員会及び大学評議会の審議を経て，理事会の承認を得なければならない。

附　則
この規程は，平成24年４月１日から施行し，平成24年度入学者から適用する。

附　則
この規程は，平成25年４月１日から施行し，平成25年度入学者から適用する。

附　則
この規程は，平成27年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成31年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，令和７年６月１日から施行する。

入学試験成績優秀者の学費等減免規程
� 平成24年５月29日制定

（趣　　旨）
第１条　鹿児島国際大学学則（昭和35年１月20日制定）第15条に基づき，入学試験成績優秀者の学費等減免に関する規程を次のとお
り定める。

（減免対象者）
第２条　減免対象者は，本学が指定する入学試験において合格した者で成績優秀な者とする。

（員数および減免の種類）
第３条　減免対象者数は特に定めず，減免の種類は次のとおりとする。

【減免の種類】①入学金全額免除，初年度授業料全額免除
　　　　　　　②入学金全額免除，初年度授業料半額免除
　　　　　　　③入学金全額免除

（選考時期・方法および基準）
第４条　減免対象者の選考時期・方法および基準については，別に定める。

（選考手続・決定）
第５条　減免対象者の選考手続および決定は，各学部入学者判定委員会が推薦し，教授会の審議を経て，学長がこれを決定し，理事長
に報告するものとする。

（資格喪失）
第６条　減免対象者が，定められた期限内に，入学手続を完了しなかったときは，資格を失うものとする。

（規程の改廃）
第７条　学長は，規程の改廃を行うときは，入試委員会および大学評議会の審議を経て，理事会の承認を得なければならない。

附　則
この規程は，平成25年４月１日から施行し，平成25年度入学者から適用する。

附　則
この規程は，平成27年４月１日から施行する。

緊急的事情等により修学困難な在学する学生に対する学費等減免規程
� 令和２年６月24日制定

（趣　　旨）
第１条　鹿児島国際大学に在学する学生で，緊急的事情等により修学困難な学生に対する学費等減免に関する規程を次のとおり定め
る。

（減免対象者）
第２条　減免対象者は，緊急的事情等により修学困難な者で，修学意欲があり，次の各号の一に該当する者とし，事由が発生した日か
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ら１年を超えない期間内に免除を希望する者に限る。ただし，入学者については，原則として入学後に発生した事由からとする。
⑴　学生本人の父母又はこれに代わって家計を支えている者の失業，破産，事故，病気若しくは死亡等により家計が急変した者
⑵　火災，風水害等の災害を受けた者
⑶　その他やむを得ない事情により，家計が急変した者

（申請手続）
第３条　緊急的事情等により申請をする者は，学費等減免申請書，所得証明書等（所得証明書又はこれに代わる証明書），前条に該当す
ることを証明する書類及び成績証明書を前期は４月末又は６月末までに，後期は10月末又は12月末までに提出しなければならない。

（減免の方法）
第４条　授業料の免除は，申請した月以降の納入期から１年間の授業料の半額を免除する。

（選考時期及び決定）
第５条　選考時期は，前期は５月と７月，後期は11月と１月とし，学生委員会が推薦し，教授会の審議を経て，学長がこれを決定し，
理事長に報告するものとする。

（資格喪失）
第６条　減免対象者が，次のいずれかの号に該当するときは，その資格を失うものとする。
⑴　退学・除籍等により本学学生としての身分を失ったとき
⑵　減免対象後に休学したとき
⑶　減免対象者としての名誉を傷つけるような理由があったとき

（規程の改廃）
第７条　この規程の改廃は，学生委員会，教授会及び大学評議会の審議を経て，学長の承認を得なければならない。

附　則
この規程は，令和３年４月１日から施行する。

検定資格取得者に対する授業料減免規程
� 平成30年９月26日制定

（趣　　旨）
第１条　鹿児島国際大学（以下「本学」という。）に在学する学生で，検定資格分野において在学中に顕著な業績を修めた学生に対する
授業料減免に関する規程を次のとおり定める。

（減免対象者）
第２条　減免対象者は，本学入学後卒業予定の半期前までに，別に定める検定資格分野の資格を取得した者とする。ただし，看護学部
看護学科生は対象外とする。

（減免の期間等）
第３条　減免する期間は，検定資格を取得した後に，申請手続を行った学期の翌期から卒業時までとする。
２　減免の種類及び期間は，別に定める。

（審査時期及び基準）
第４条　減免対象者の審査時期及び基準については，別に定める。 

（審査及び決定）
第５条　減免対象者の審査については，学生委員会及び教授会の審議を経て，学長がこれを決定し，理事長に報告するものとする。

（特典の種類の変更）
第６条　減免対象者及びHONORS 特待生が，さらに高次の検定資格を取得した場合には，申請手続を行い，別に定める減免の種類に
基づき，上位の特典の種類に変更することができる。

２　減免対象者が，同じ特典の種類に属する別分野の検定資格を取得した場合には，同じ特典の種類に再度，申請手続を行うことがで
きる。

（資格喪失）
第７条　減免対象者が，次のいずれかの号に該当するときは，その資格を失うものとする。
⑴　退学・除籍等により本学学生としての身分を失ったとき
⑵　減免対象者としての名誉を傷つけるような理由があったとき
⑶　留年あるいは進級不可となったとき

２　前項によりその資格を失った者は，資格喪失日以降の授業料は納入しなければならない。

（規程の改廃）
第８条　この規程の改廃は，学生委員会，教授会及び大学評議会の審議を経て，学長の承認を得なければならない。

附　則
この規程は，平成30年10月１日から施行し，平成30年４月１日から適用する。

附　則
この規程は，令和３年４月１日から施行する。ただし，令和２年度以前に減免対象者に採用された者に限り，従前の規程による。
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附　則
この規程は，令和５年４月１日から施行する。

検定資格取得者に対する授業料減免に関する細則
� 平成30年９月26日制定

（趣　　旨）
第１条　検定資格取得者に対する授業料減免規程 （以下 「規程」という。）に基づき，授業料減免に関する細則を次のとおり定める。

（減免の種類及び期間）
第２条　規程第３条第２項に定める減免の種類及び期間は次のとおりとする。
　検定資格種類Ａ：授業料全額免除	  ３年
　検定資格種類Ｂ：授業料半額免除	  ２年
　検定資格種類Ｃ：授業料１/４免除	 １年

（申請及び変更手続）
第３条　規程第３条及び第６条に基づき授業料減免を申請又は特典の種類を変更する者は，授業料減免申請書及び検定資格取得を示す
証明書類を前期の場合は８月末までに，後期の場合は２月末までに学生課に提出しなければならない。

（審査時期及び基準）
第４条　規程第４条に定める減免対象者の審査時期は，毎年度前期末及び後期末とする。また，審査基準は，別表に定める検定資格を
取得した者とする。

（細則の改廃）
第５条　この細則の改廃は，学生委員会，教授会及び大学評議会の審議を経て，学長の承認を得なければならない。

附　則
この細則は，平成30年10月１日から施行し，平成30年４月１日から適用する。

附　則
この細則は，令和３年４月１日から施行する。ただし，令和２年度以前に減免対象者に採用された者に限り，従前の細則による。

別表【検定資格分野】
検　定　資　格 種

類
検　定　資　格 種

類
検　定　資　格 種

類個　　人 個　　人 個　　人
実用英語技能検定1級
TOEFL iBT 90点以上
TOEIC L ＆ R 870点以上
IELTS 6.5以上
　　

日商　簿記検定１級
全経　簿記能力検定上級
　　

日本語検定１級
　　

韓国語能力試験（TOPIK）６級
ハングル能力検定試験２級以上
　　
中国語検定試験準１級以上
HSK（漢語水平考試）６級（６割以上）

Ａ

実用英語技能検定準1級
TOEFL iBT 80点以上
TOEIC L ＆ R 740点以上
IELTS 6.0
　　
日商販売士１級
　　
応用情報技術者
　　

福祉住環境コーディネーター１級
　　
日本語検定準１級認定
　　
日本漢字能力検定１級
　　
韓国語能力試験（TOPIK）５級
ハングル能力検定試験準２級
　　
中国語検定試験２級
HSK（漢語水平考試）５級（６割以上）
　　
FP技能検定１級

Ｂ

実用英語技能検定2級
TOEFL iBT 61点以上
TOEIC L ＆ R 550点以上
IELTS 5.0
　　
経営学検定初級
　　
基本情報技術者
　　
秘書検定１級
　　
日商　簿記検定２級
全経　簿記能力検定１級
　　
福祉住環境コーディネーター２級
　　
日本語検定２級
　　
日本漢字能力検定準１級
　　
韓国語能力試験（TOPIK）４級
ハングル能力検定試験３級
　　
中国語検定試験３級
HSK（漢語水平考試）４級
　　
FP技能検定２級

Ｃ

※表中の波線は分野の区分を示す。
※外国人学生（留学生を含む）の母国語による語学検定資格取得は対象外とする。

特 待 生 に 関 す る 規 程
（趣　　旨）
第１条　この規程は，鹿児島国際大学学則第39条第２項に基づき，特待生に関し必要な事項を定めるものとする。
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（資　　格）
第２条　この規程において「特待生」とは，鹿児島国際大学の学生であって，学業，人物及び健康が何れも優れ，他の学生の模範でな
ければならない。

（員数及び特典）
第３条　特待生は，原則として毎年度各学年・各学科１名とし，その年度の授業料を免除する。ただし，看護学部看護学科生は２年次
から対象とする。

（選考時期・方法）
第４条　特待生は，毎年度後期に，前年次の成績等によって選考される。ただし，第１年次の場合は，当該年次の前期の成績等によっ
て選考される。

（選考手続）
第５条　特待生は，学生部長の推薦した者の中から，教授会の審議を経て，学長がこれを決定する。

（期　　間）
第６条　特待生の期間は，当該年度１ヵ年とする。

（選考の場合の特則）
第７条　特待生は，引続き選考されても，また他のいかなる奨学生であってもさしつかえない。

（資格喪失）
第８条　特待生が，次のいずれかの号に該当するときは，その資格を失うものとする。
⑴　退学，除籍等により本学学生としての身分を失ったとき
⑵　特待生としての名誉を傷つけるような理由があったとき
⑶　休学期間中
⑷　定められた期限内に，当該年度の学費等が納入されなかったとき

２　前項により資格を失った者は，授業料免除を取消され全額納入するものとする。

（規程の改廃）
第９条　この規程の改廃は，学生委員会，各学部教授会及び大学評議会の審議を経て，学長の承認を得なければならない。

附　則
この規程は，昭和40年４月１日から施行する。

附　則
この規程（昭和52年３月18日改正）は，昭和52年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，昭和61年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成９年６月18日から施行する。

附　則
この規程は，平成12年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成13年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成23年４月１日から施行する。ただし，平成22年度以前の入学者については，従前の規程による。なお，第８条⑷

に限り，平成23年度以降に編入学した者にも適用する。

附　則
この規程は，平成27年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，令和５年４月１日から施行する。

特 別 奨 学 生 に 関 す る 規 程
（趣　　旨）
第１条　この規程は，鹿児島国際大学学則第40条第２項に基づき，特別奨学生に関し必要な事項を定めるものとする。

（資　　格）
第２条　特別奨学生として出願できる者は，日本学生支援機構その他の奨学生を兼ねることはできるが，特待生の学生はこれを適用し
ない。また，看護学部看護学科生は対象外とする。

２　学部留学生に係る特別奨学生の規程は，別に定める。
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（奨学金の額）
第３条　特別奨学生に対する奨学金の額は，別に定める。
２　特別奨学生の奨学金は，給費とする。

（募集時期）
第４条　特別奨学生の募集は，毎年度後期とする。
２　募集の方法は，学生課の掲示板に公示する。

（採用人員）
第５条　特別奨学生の採用人数については，別に定める。

（選考手続）
第６条　特別奨学生は，出願者の中から学生部長が推薦し，教授会の審議を経て，学長が決定する。
２　前項の決定の時期は，後期とする。

（期　　間）
第７条　特別奨学生の奨学金を支給する期間は，当該年度１ヵ年とする。ただし，毎年度出願することができる。

（資格喪失）
第８条　特別奨学生が，次のいずれかの号に該当するときは，その資格を失うものとする。
⑴　退学，除籍等により本学学生としての身分を失ったとき
⑵　特別奨学生としての名誉を傷つけるような理由があったとき
⑶　休学期間中
⑷　定められた期限内に，当該年度の学費等が納入されなかったとき

２　前項により資格を失った者は，給費された奨学金を全額返還するものとする。

（細　　則）
第９条　この規程の施行について必要な事項は，細則で定める。

（規程の改廃）
第10条　この規程の改廃は，学生委員会，各学部教授会及び大学評議会の審議を経て，学長の承認を得なければならない。

附　則
この規程は，昭和63年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成９年６月18日から施行する。

附　則
この規程は，平成12年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成15年７月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成23年４月１日から施行する。ただし，平成22年度以前の入学者については，従前の規程による。なお，第８条（4）

に限り，平成23年度以降に編入学した者にも適用する。

附　則
この規程は，平成26年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成27年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，令和５年４月１日から施行する。

特 別 奨 学 生 に 関 す る 細 則
� 昭和63年４月１日制定

（趣　　旨）
第１条　この細則は，特別奨学生に関する規程（以下「規程」という。）第９条に基づき，特別奨学生に関する施行について必要な事項
を定めるものとする。

（支 給 額）
第２条　特別奨学生への奨学金の支給額は，当該年度の学費（授業料）の半額相当とする。
２　前項の学費には，入学金・教育充実費は含まない。

（支給方法）
第３条　特別奨学生の奨学金は，年１回一括して支給する。
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（採用人員）
第４条　規程第５条に定める採用人員は，10名とする。

（申　　請）
第５条　規程第４条第２項の公示をうけて特別奨学生を申請する者は，特別奨学生申請書・成績証明書を所定の期日までに学生課に提
出しなければならない。

（選　　考）
第６条　出願者の中から分野毎に下記選考基準を満たす者を選出する。ただし，出願時において卒業見込みであることを条件とする。
２　選考にあたっては，前項で選出した者の中から定める採用枠をもって，本細則第４条に規定する採用人員の範囲内で選考する。

（選考基準）
学　業　成　績 業　　　　　績

体育・学術文化活動また
は社会的活動で優れた業
績のあった者

【学部学生】
最低修得単位数は年間（１年生は前
期）に履修できる総単位数の７割程
度とする。 

・�個人あるいは団体で県内， 全国レベルで著しい業績のあった者
※詳細については， 別に定める
・学友会活動等のリーダーとして著しい業績のあった者
・各団体から業績により表彰された者
・特に優れた業績のあった者

（注）１　学業については，前年度の成績とする。（ただし，１年生及び編入生については前期の成績とする。）
　　 ２　�業績については，前年度の実績とし，「体育・学術文化活動及び学友会活動」は継続して活動していることを条件とする。

（細則の改廃）
第７条　この細則の改廃は，学生委員会，教授会及び大学評議会の審議を経て，学長の承認を得なければならない。

附　則
この細則は，昭和63年４月１日から施行する。

附　則
この細則は，平成15年７月１日から施行する。

附　則
この細則は，平成16年７月１日から施行する。

附　則
この細則は，平成18年７月26日から施行する。

附　則
この細則は，平成19年４月１日から施行する。

附　則
この細則は，平成20年４月１日から施行する。

附　則
この細則は，平成21年４月１日から施行する。

附　則
この細則は，平成23年４月１日から施行する。

附　則
この細則は，平成24年４月１日から施行する。

附　則
この細則は，平成25年４月１日から施行する。

附　則
この細則は，平成26年４月１日から施行する。

附　則
この細則は，平成27年４月１日から施行する。

附　則
この細則は，平成28年４月１日から施行する。

附　則
この細則は，平成31年４月１日から施行する。

附　則
この細則は，令和３年４月１日から施行する。
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特別奨学生（学部留学生）に関する規程
（趣　　旨）
第１条　この規程は，特別奨学生に関する規程第２条第２項に基づき，学部留学生（正規の外国人留学生）に係る特別奨学生に関し必
要な事項を定めるものとする。

（資　　格）
第２条　特別奨学生（学部留学生）として出願できる者は，成績優秀でありながら経済的に就学困難な者とする。ただし，特待生及び
他の給付制の奨学金等を受給している学生はこれを適用しない。

（奨学金の額）
第３条　特別奨学生（学部留学生）に対する奨学金の額は，別に定める。
２　特別奨学生（学部留学生）の奨学金は，給費とする。

（募集時期）
第４条　特別奨学生（学部留学生）の募集は，毎年度後期とする。
２　募集の方法は，学生課の掲示板に公示する。

（採用人員）
第５条　特別奨学生（学部留学生）の採用人数は，毎年度４名とする。

（選考手続）
第６条　特別奨学生（学部留学生）は，出願者の中から学生部長が推薦し，教授会の審議を経て，学長が決定する。
２　前項の決定の時期は，後期とする。

（選考方法）
第７条　特別奨学生（学部留学生）は，前年度の成績等によって選考される。ただし，第１年次の場合は，当該年次の前期の成績等に
よって選考される。

２　選考にあたり，体育・学術文化活動及び社会的活動における優秀な業績を加味することができるものとする。

（期　　間）
第８条　特別奨学生（学部留学生）の奨学金を支給する期間は，当該年度１ヵ年とする。ただし，毎年度出願することができる。

（資格喪失）
第９条　特別奨学生（学部留学生）が，次のいずれかの号に該当するときは，その資格を失うものとする。
⑴　退学，除籍等により本学学生としての身分を失ったとき
⑵　特別奨学生（学部留学生）としての名誉を傷つけるような理由があったとき
⑶　休学期間中
⑷　定められた期限内に，当該年度の学費等が納入されなかったとき

２　前項により資格を失った者は，給費された奨学金を全額返還するものとする。

（細　　則）
第10条　この規程の施行について必要な事項は，細則で定める。

（規程の改廃）
第11条　この規程の改廃は，学生委員会，各学部教授会及び大学評議会の審議を経て，学長の承認を得なければならない。

附　則
この規程は，平成15年７月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成16年７月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成23年４月１日から施行する。ただし，平成22年度以前の入学者については，従前の規程による。なお，第９条⑷

に限り，平成23年度以降に編入学した者にも適用する。

附　則
この規程は，平成27年４月１日から施行する。

特別奨学生（学部留学生）に関する細則
（趣　　旨）
第１条　この細則は，特別奨学生（学部留学生）に関する規程 （以下「規程」という。）第10条に基づき，特別奨学生（学部留学生）に
関する施行について必要な事項を定めるものとする。

（支 給 額）
第２条　特別奨学生（学部留学生）への奨学金の支給額は，当該年度の学費（減免後の授業料）の半額相当とする。
２　前項の学費には，入学金・教育充実費は含まない。
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（支給方法）
第３条　特別奨学生（学部留学生）の奨学金は，年１回一括して支給する。

（申　　請）
第４条　規程第４条第２項の公示をうけて特別奨学生（学部留学生）を申請する者は，特別奨学生（学部留学生）申請書・成績証明書・
所得証明書を所定の期日までに学生課に提出しなければならない。

（選　　考）
第５条　規程第２条及び第７条に基づき，出願者の中から下記基準に該当する者を，規程第５条の採用人員の範囲内で選考する。

（選考基準）
学　業　成　績 家 計 状 況 業　　　　績平 均 点 最 低 修 得 単 位 数

80点程度 １年生は前期，２年生・３年生は前年度に履
修できる総単位数の８割程度とする
　ただし４年生については前年度に履修でき
る総単位数の７割程度とする

・�経済的に就学困
難な者

選考にあたり複数のものを同レベルと判断す
る場合は，体育・学術文化活動及び社会的活
動における優秀な業績を加味することができ
る

（注）業績については，前年度の実績とする。

附　則
この細則は，平成15年７月１日から施行する。

附　則
この細則は，平成16年７月１日より施行する。

附　則
この細則は，平成18年７月26日より施行する。

附　則
この細則は，平成24年７月18日から施行する。

鹿児島国際大学学生国外留学規程
（趣　　旨）
第１条　この規程は，鹿児島国際大学（以下「本学」という。）学則第22条に基づき，本学学生の国外への留学について必要な事項を定
める。

２　本学の学生が，休学して国外で学修する場合及び本学教育課程の英語及び第二外国語の研修の場合は，この規程を適用しない。

（留学の定義）
第２条　この規程による留学とは，次の各号のいずれかに該当するものをいう。
⑴　本学と協定している外国の大学（以下「協定校」という。）へ，本学の許可を得て留学する場合
⑵　協定校以外の外国の大学へ，本学の許可を得て留学する場合

２　前項第１号により留学する学生を交換留学生，第２号により留学する学生を認定留学生という。

（留学の出願資格）
第３条　留学を希望する者は，本学に１年以上在学し，所定の単位を修得しておかなければならない。

（出願の手続）
第４条　留学を希望する者は，所定の様式により，学長に願い出なければならない。

（留学の決定）
第５条　本学が留学を希望する者を選考のうえ留学させるときは，学生委員会及び当該学部教授会の審議を経て，学長が決定する。

（留学の期間）
第６条　留学期間は，１年又は半年とする。
２　留学期間の始期は４月１日又は10月１日，終期は３月31日又は９月30日とし，これらの日の前後に出国又は帰国する場合，いず
れかの日に読みかえることとする。

（履修届）
第７条　留学する学年度に提出した履修届は，次年度まで継続させることができる。ただし，留学した者は，帰国後，所定の期日まで
に履修継続願を提出しなければならない。

（単位の認定）
第８条　留学期間中に修得した授業科目の単位の認定は，別に定める。

（留学の取り消し）
第９条　留学中の者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合，学生委員会及び当該学部教授会の審議を経て学長は留学を取
り消すことができる。
⑴　留学先において成業の見込みがない者
⑵　本学の学費の納入を怠った者
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⑶　留学生としてふさわしくない行為を行った者
⑷　本人の事情により留学を継続できなくなった者

（学費の減免）
第10条　学費の減免は，別に定める。

（支 援 金）
第11条　支援金は，別に定める。

（交換留学生への特例）
第12条　交換留学生の取扱については，大学間協定の内容に基づき，特別の取扱をすることがある。

（施行細則）
第13条　この規程の施行について必要な事項は，施行細則で定める。

（規程の改廃）
第14条　この規程の改廃は，学生委員会，各学部教授会及び大学評議会の審議を経て，学長の承認を得なければならない。

附　則
この規程は，平成７年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成12年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成13年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成27年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成28年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，令和５年10月31日から施行し，令和５年９月１日から適用する。

鹿児島国際大学学生国外留学規程施行細則
（学費の減免）
第１条　認定留学生の中で，特に学力・人物が優れている場合，留学期間中の鹿児島国際大学の授業料を減額又は免除する。

（支 援 金）
第２条　交換留学生及び認定留学生には，留学生支援金を給付することができる。
２　前項の給付は，特に学力・人物が優れている者について行う。
３　第１項の給付は，学生委員会の審議を経て，学長が決定する。

（留学生の募集及び選考）
第３条　留学生の募集及び選考は，学生課が募集を立案・実施し，学生委員会が選考する。
２　選考は書類審査，語学試験（留学先の言語）及び面接試験による。
３　留学生は，学生委員会及び当該学部教授会の審議を経て学長が決定する。

（出国の準備）
第４条　留学生は，学生課が行う留学の準備に関するオリエンテーションを受け，留学に必要な手続きを行わなければならない。

（学習状況報告書）
第５条　留学生は，留学期間中，毎月所定の学習状況報告書を学生課を通じて，当該学部の学部長に提出しなければならない。

（帰国届の提出）
第６条　留学生は，定められた期間内に帰国し，帰国後速やかに所定の帰国届を学生課を通じて，当該学部の学部長に提出しなければ
ならない。

２　留学生は帰国後，単位認定願を学生課を通じて，教務部に提出しなければならない。
３　留学生は，定められた期間内に帰国できないときは，あらかじめ帰国変更届を学生課を通じて，当該学部の学部長に提出しなけれ
ばならない。

（施行細則の改廃）
第７条　この施行細則の改廃は，学生委員会，各学部教授会及び大学評議会の審議を経て，学長の承認を得なければならない。

附　則
この施行細則は，平成７年４月１日から施行する。
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附　則
この施行細則は，平成12年４月１日から施行する。

附　則
この施行細則は，平成14年４月１日から施行する。

附　則
この施行細則は，平成24年４月１日から施行する。

附　則
この施行細則は，平成27年４月１日から施行する。

附　則
この施行細則は，平成28年４月１日から施行する。

附　則
この施行細則は，令和５年10月31日から施行し，令和５年９月１日から適用する。

除籍及び復籍に関する規程
（趣　　旨）
第１条　鹿児島国際大学学則（以下「学則」という。）第25条第３項に基づき，除籍及び復籍に関し必要な事項を定める。

（除　　籍）
第２条　本学学生で，次の各号の一に該当する者は教授会の審議を経て，学長が除籍する。
⑴　授業料及び教育充実費を滞納し，督促してもなお納付しない者
⑵　学則第17条第４項及び第28条に定める在学年限を超えた者
⑶　学則第23条第３項に定める休学期間を超えてなお復学できない者
⑷　死亡した者

２　前項第１号に該当する場合を除き，除籍された者の復籍は，これを認めない。
３　除籍された日については，別表Ⅰの定めるところによる。

（督　　促）
第３条　前条第１項第１号に定める督促は，所定の期日までに授業料及び教育充実費を納付しない者について，本人及び当該保証人あ
て文書で行うものとする。

（復　　籍）
第４条　第２条第１項第１号に該当して除籍された者が復籍を希望するときは，除籍された日から３週間以内に限り，これを許可する
ことがある。

（復 籍 願）
第５条　前条の復籍を希望する者は，滞納している授業料等を納付した上で，所定の復籍願に復籍手数料を添えて提出しなければなら
ない。

２　復籍手数料については，別表Ⅱの定めるところによる。

（許　　可）
第６条　復籍の許可は，教授会の審議を経て，学長がこれを行う。

（復籍年月日）
第７条　復籍を許可された者の復籍年月日は，除籍された日の翌日とする。

（定期試験の受験）
第８条　第４条に定める期間内に第５条に定める手続きを行う見込みのある者は，学生部長の許可を得て，試験を受験できる。ただし，
単位の認定は第６条の許可を受けた後に行う。なお，第４条に定める期間内に第５条に定める手続きが完了しなかった者については，
定期試験の受験を無効とする。

（改　　廃）
第９条　この規程の改廃は，学生委員会，各学部教授会及び大学評議会の審議を経て，学長の承認を得なければならない。

附　則
この規程は，平成９年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成12年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成13年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成23年４月１日から施行する。ただし，別表Ⅰに限り，平成22年度以前入学者および平成22年度以前編入学者は従

前の規程による。
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附　則
この規程は，平成27年４月１日から施行する。ただし，第４条については，平成26年度以前の入学者にも適用する。

別表Ⅰ（第２条関係）除籍された日
事　　　　　項 除 籍 さ れ た 日

授業料及び教育充実費を滞納し，督促
してもなお納付しない者

（1）Ⅰ ･Ⅲ期学費未納者納付期限日の３ヵ月後
（2）Ⅱ ･Ⅳ期学費未納者納付期限日の１ヵ月後

在学年限を超えた者 除籍された年度の９月30日又は３月31日
休学許可者で，休学期間満了時までに
復学できない者 休学期間満了年度の９月30日又は３月31日

死亡の届け出があった者 死亡日

別表Ⅱ（第５条関係）手数料
区　　　　分 金　　額

復　籍　手　数　料 3,000円

再 入 学 に 関 す る 規 程
（趣　　旨）
第１条　鹿児島国際大学学則（以下「学則」という。）第26条第３項に基づき，再入学に関し必要な事項を定める。

（再 入 学）
第２条　本学に在学し正当な理由により退学した後，再入学を希望する者があるときは，選考の上，許可することがある。
２　学則第25条第１項第１号に該当して除籍された日から１ヵ月を超えた後，再入学を希望する者があるときも，前項と同様とする。
３　前２項の規定にかかわらず，次のいずれかの号に該当する者については，再入学を許可しない。
⑴　学則第41条の規定による退学者
⑵　学則第25条第１項第２・３・４号の規定による除籍者

（出願手続）
第３条　再入学を希望する者は，所定の再入学願その他の書類に再入学手数料を添えて，所定の期日までに提出しなければならない。
２　再入学手数料については，別表の定めるところによる。

（許　　可）
第４条　再入学の許可は，教授会の審議を経て，学長がこれを行う。
２　選考方法等については，別に定める。

（再入学手続）
第５条　再入学を許可された者は，所定の期日までに学則第16条に定める手続きを行い，また，所定の授業料等を納付しなければなら
ない。

（再入学年月日）
第６条　再入学を許可された者の再入学年月日は，再入学する年度の４月１日又は10月１日とする。

（再入学する学部等）
第７条　再入学を許可された者は，退学・除籍時の学部，学科に再入学するものとする。
２　再入学を許可された者の再入学の学年は，次条に定める在学期間の認定に基づいて決定する。
３　再入学後の授業料等は，再入学した学部，学科，学年と同額とする。
４　退学し，あるいは除籍されていた期間は在学年数に通算しない。

（既修得単位等の認定）
第８条　再入学を許可された者の既修得単位並びに在学期間については，審査のうえ，その一部又は全部を認定する。

（修学条件）
第９条　再入学を許可された者は，半期以上在学し所定の単位を修得しなければならない。

（学則適用）
第10条　再入学者には原則として再入学した学部，学科，学年の学生と同様の学則及び規程を適用する。

（再入学回数）
第11条　再入学は原則として，同一人について一回しか認めない。

（改　　廃）
第12条　この規程の改廃は，学生委員会，各学部教授会及び大学評議会の審議を経て，学長の承認を得なければならない。

附　則
この規程は，平成９年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成12年４月１日から施行する。
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附　則
この規程は，平成13年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成27年４月１日から施行する。

別表（第３条関係）　手　数　料
区　　　　分 金　　　額

再　入　学　手　数　料 5,000円

鹿児島国際大学学生相談室規程
第１章　総　　　　　則

（設　　置）
第１条　鹿児島国際大学（以下「本学」という。）に学生相談室（以下「相談室」という。）を設置する。

（目　　的）
第２条　相談室は，本学に在籍する学生の相談に応じ，必要な活動を通じて心身ともに健康な学生生活の実現に寄与することを目的と
する。

（業　　務）
第３条　前条の目的を達成するために次の業務を行う。
⑴　学生及びその家族からの相談に応じること。
⑵　必要な助言指導を与えること。
⑶　適切な専門機関等を紹介すること。
⑷　学生相談に関する調査研究を行うこと。
⑸　その他目的達成に必要なこと。

（事　　務）
第４条　相談室の事務は，学生部において行う。

第２章　相　　談　　員
（設　　置）
第５条　相談室に若干名の相談員を置く。

（委　　嘱）
第６条　相談員は，学生委員会が本学専任教員又は学外専門家のなかから推薦し，各学部教授会の審議を経て学長が委嘱する。

（任　　期）
第７条　相談員の任期は，２年とする。ただし，再任を妨げない。

（報　　酬）
第８条　相談員の報酬については，別に定める。

第３章　運　　　　　営
（会　　議）
第９条　相談室の運営に関する重要事項は，学生委員会及び各学部教授会の審議を経て，学長が承認するものとする。
２　学生委員会は，必要に応じて相談員の出席を求めることができる。

（連　　絡）
第10条　学生部と相談員は，連絡を密にし，情報の交換・意思の疎通をはかる。

第４章　学　生　相　談
（相 談 日）
第11条　相談員が学生相談に応ずる期間・曜日・時間等は，学生委員会の承認を得るものとする。

（守秘義務）
第12条　相談員は，業務上知り得た個人の秘密を厳守しなければならない。その職を退いた後も，また同様とする。

（費　　用）
第13条　原則として来談者からは，費用を徴収しない。

第５章　改　　　　　廃
（規程の改廃）
第14条　この規程の改廃は，学生委員会，各学部教授会及び大学評議会の審議を経て，学長の承認を得なければならない。
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附　則
この規程は，昭和62年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成27年４月１日から施行する。

鹿児島国際大学学生懲戒規程
（趣　　旨）
第１条　この規程は，鹿児島国際大学学則（以下「学則」という。）第41条第５項及び鹿児島国際大学大学院学則（以下「大学院学則」
という。）第36条に基づき，学生の懲戒の手続に関して適正かつ公正な運用を図るために必要な事項を定める。

（基本的な考え方）
第２条　懲戒は，懲戒対象行為の内容，結果，影響等を総合的に検討し，教育的配慮を加えた上で行わなければならない。
２　学生に課せられる不利益は，懲戒目的を達成するために必要な限度にとどめなければならない。

（懲戒の対象とする者）
第３条　この規程において，懲戒の対象とする「学生」とは，正規学生，研究生，科目等履修生，聴講生，委託生，特別聴講学生，特
別研究学生及び外国人留学生をいう。

（懲戒の種類）
第４条　懲戒の種類は，退学，停学，謹慎及び譴責とする。
⑴　退学　　学生としての身分を剥奪する。
⑵　停学　　有期または無期とし，この間の登校を禁止する。
⑶　謹慎　　一定期間の登校を禁止する。
⑷　譴責　　文書をもって注意を与え，将来を戒める。

２　前項第２号の停学の期間は，有期にあっては６ヵ月未満，無期にあっては６ヵ月以上とし，在学年限及び修業年限には含まないも
のとする。ただし，３ヵ月未満の短期の場合には，在学年限及び修業年限に含めることができる。

（懲戒の発議）
第５条　懲戒の対象となり得る学生の行為があった場合，学生部は遅滞なく当該学生等への事情聴取等を行い，その事実認定，内容に
ついて調査検討し，その結果を学生委員会の審議を経て当該教授会及び学長に報告する。

２　学長は，懲戒の対象となり得る行為と判断した場合は，懲戒委員会を招集する。

（弁　　明）
第６条　前条第１項の事実関係の調査を行うに当たり，当該学生にその旨を告知し，口頭による弁明の機会を与えなければならない。
ただし，当該学生が心身の故障，身柄の拘束等その他の事由により，口頭による意見陳述ができない場合は，これに替えて文書によ
る意見提出の機会を与えるものとする。

（懲戒委員会）
第７条　懲戒委員会は，次の各号に掲げる委員をもって構成する。
⑴　学　長
⑵　副学長
⑶　関係学部長
⑷　学生総合支援センター長
⑸　学生部長
⑹　事務局長
⑺　その他委員会が必要と認めた者

２　委員長は学長とし，その議長となる。
３　委員会に関する事務は，学生部が行う。

（懲戒処分の審議・決定）
第８条　懲戒委員会は，当該教授会の意見を聴取するとともに，懲戒の対象となり得る行為に係る懲戒処分の要否について審議し，懲
戒処分が相当であると判断した場合は，懲戒処分の種類及び内容に関する審議結果を学長に報告する。

２　学長は，報告に基づき懲戒処分を決定し，当該教授会に報告する。

（懲戒処分の通知及び告示）
第９条　学長が懲戒処分を決定した場合は，当該学生及び保証人に対し，文書により通知する。
２　学長は，一般学生に周知するために学内掲示板に告示する。ただし，氏名等は明記しないものとする。

（懲戒処分と自主退学）
第10条　学長は，懲戒の対象となり得る行為があった場合には，当該学生からの自主退学の申出は，原則として受理しないものとする。

（読　　替）
第11条　この規程の大学院生への適用については，「当該教授会」を「当該研究科会議」に，「関係学部長」を「関係研究科長」に読み
替えるものとする。

（規程の改廃）
第12条　この規程の改廃は，学生委員会及び大学評議会の審議を経て学長の承認を得なければならない。
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附　則
本規程は，平成27年４月１日から施行する。ただし，平成26年度以前の入学者にも適用する。

鹿児島国際大学附属図書館利用規程
（趣　　旨）
第１条　この規程は，鹿児島国際大学附属図書館規程第６条に基づき，鹿児島国際大学附属図書館（以下 「図書館」という。）の利用に
関する事項を定める。

（利用者の範囲）
第２条　図書館を利用できる者は，次の各号に掲げるとおりとする。
⑴　本学の教職員（非常勤講師を含む。）
⑵　本学の大学院生・学部生（聴講生・科目等履修生等を含む。）
⑶　その他館長の許可を受けた者

（利用手続）
第３条　利用者は，図書館を利用するときは，次の各号に掲げる書類を携帯し，必要に応じて係員に提示しなければならない。
⑴　本学の教職員　　　　　　　　　　身分証明書
⑵　本学の大学院生・学部生　　　　　学生証等
⑶　その他館長の許可を受けた者　　　閲覧許可証 ･図書館利用者証あるいは学生証等

２　前項第３号に規定する閲覧許可証及び図書館利用者証は，所定の手続きを経て館長が交付する。

（開館時間）
第４条　図書館の開館時間は，次のとおりとする。
⑴　図書館本館
①通常期
月曜日～金曜日　８：30～20：00
土曜日　　　　　８：30～12：30
②試験期 （試験前２週間から期間終了まで）
月曜日～金曜日　８：30～21：00
土曜日　　　　　８：30～12：30
③長期休業期間 （春季休業，夏季休業および冬季休業）
月曜日～金曜日　８：30～17：00

⑵　伊敷分館
①通常期
月曜日～金曜日　８：30～20：00
②長期休業期間 （春季休業，夏季休業および冬季休業）
月曜日～金曜日　９：00～16：30

２　館長は，必要があると認めたときは，開館時間を変更することができる。

（休 館 日）
第５条　図書館の休館日は，次のとおりとする。
⑴　図書館本館
①土曜日 ［長期休業期間（春季休業，夏季休業及び冬季休業）］，日曜日
②国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日
③本学学則に定める春季休業，夏季休業及び冬季休業の期間中の特定日
⑵　伊敷分館
①土曜日，日曜日
②国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日
③本学学則に定める春季休業，夏季休業及び冬季休業の期間中の特定日

２　館長は，必要があると認めたときは，臨時に休館又は開館することができる。

（閲　　覧）
第６条　利用者は，所定の閲覧室において，図書を閲覧することができる。
２　開架図書の閲覧は，利用者が自由に行うことができる。
３　閉架図書の閲覧は，教職員及び非常勤講師にあっては，原則として自由に行うことができるが，それ以外の者については，書庫利
用申込書に必要事項を記入のうえ閲覧することができる。ただし，入室に際しては，所持品等は，持ちこむことはできない。

４　館長は，必要により図書の閲覧を制限することができる。

（貸　　出）
第７条　図書の貸出を受けようとするときは，身分証明書，学生証等及び図書館利用者証を提示し，貸出す図書とともに，係員に提出
しなければならない。

２　第２条第３号に該当する者への貸出については，別に定める。

（館外貸出）
第８条　図書の貸出冊数及び期間は，次の限度による。
⑴　本学の教職員　　　　　５冊以内　14日以内
⑵　本学の大学院生　　　　15冊以内　14日以内
⑶　本学の学部生　　　　　５冊以内　14日以内

２　前項の規定にかかわらず，学部生は，卒業論文などに必要であるものに限り，５冊以内の特別貸出をすることができる。また，長
期休業期間は，貸出冊数及び期間を変更することができる。
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３　専任教員は，学術研究上必要と認めたときは，冊数及び期間の制限を設けずに貸出すことができる。
４　貸出期間満了後引続き同一図書を貸出すときは，他に閲覧貸出希望者がない場合に限り，さらに２回まで貸出更新をすることがで
きる。

５　貸出期間の図書であっても，館長が必要と認めたときには，返却をもとめることができる。

（貸出禁止図書）
第９条　次に掲げる図書は，貸出すことはできない。
⑴　貴重図書及び参考図書
⑵　視聴覚資料
⑶　未製本雑誌及び新聞
⑷　コレクションの図書

２　館長が，必要であると認めたときは，所定の手続きを経て貸出すことができる。

（注意事項）
第10条　貸出を受けた図書は，期限内に返却しなければならない。
２　貸出を受けた図書を，他に転貸してはならない。

（返　　却）
第11条　次の各号の一に該当するときは，貸出を受けた図書を直ちに返却しなければならない。
⑴　図書館から返却請求があったとき。
⑵　教職員が退職及び休職するとき。
⑶　学生が卒業，休学，退学するとき，又は除籍もしくは停学に処せられたとき。

（遵守事項）
第12条　図書館においては，係員の指示に従わなければならない。

（弁　　償）
第13条　図書を汚損又は紛失した場合は，利用者は，同一の資料をもって弁償しなければならない。ただし，入手が困難な場合には，
代価相当額の金銭をもって弁償するものとする。

（規程の改廃）
第14条　この規程の改廃は，図書館運営委員会及び大学評議会の審議を経て，学長の承認を得なければならない。

附　則
１　この規程は，平成13年４月１日から施行する。
２　コレクションの利用については，別に定める。

附　則
この規程は，平成17年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成18年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成25年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成26年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成27年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，令和５年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，令和６年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，令和７年４月１日から施行する。

鹿児島国際大学情報処理センター利用規則
（目　　的）
第１条　この規則は，鹿児島国際大学情報処理センター規程第８条に基づき，情報処理センター（以下「センター」という。）の効果的
な利用及び管理運営を円滑にするためにこれを定める。

（利用資格）
第２条　このセンターを利用できる者は，次のとおりとする。
⑴　鹿児島国際大学の教職員及び学生（大学院生・交換留学生・科目等履修生を含む。）
⑵　津曲学園の教職員でセンター所長が認めた者
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⑶　その他センター所長が必要と認めた者

（利用手続）
第３条　鹿児島国際大学の授業及び研究，研修に伴う利用については，その責任者があらかじめ利用計画をセンター所長に提出しなけ
ればならない。

第４条　利用者は，センター利用申込書に所定の事項を記入のうえ，センター所長に申し込まなければならない。

（利用時間及び計算機の利用経費）
第５条　センターの利用時間及び利用経費については，別に定める。
第６条　学生の利用負担金については，別に定める。

（そ の 他）
第７条　その他センター利用に関することは 「情報処理センター利用案内」のとおりとする。

（規則の改廃）
第８条　この規則の改廃は，情報処理委員会及び大学評議会の審議を経て，学長の承認を得なければならない。

附　則
この規則は，平成２年４月１日から施行する。

附　則
この規則は，平成13年４月１日から施行する。

附　則
この規則は，平成25年４月１日から施行する。

附　則
この規則は，平成27年４月１日から施行する。

鹿児島国際大学国際文化学部博物館実習施設規程
（設　　置）
第１条　鹿児島国際大学国際文化学部の附属施設として，博物館法第29条および博物館法施行規則第１条に基づき，鹿児島国際大学国
際文化学部博物館実習施設（以下「博物館実習施設」という。）を設ける。

（目　　的）
第２条　博物館実習施設は，教育及び学術研究ならびに地域文化の発展に寄与することを目的とする。

（位　　置）
第３条　博物館実習施設（別称　鹿児島国際大学ミュージアム）は，鹿児島市坂之上８丁目34番１号に置く。

（職　　員）
第４条　博物館実習施設には，次の職員を置く。
⑴　博物館実習施設長
⑵　学芸員
⑶　事務職員

２　学芸員は専門職員をもって充てる。

（博物館実習施設長）
第５条　博物館実習施設長（以下「施設長」という。）は，博物館実習施設を代表し，博物館実習施設の業務を統括する。
２　施設長は原則として教授から選任し，任期は２年とする。ただし，再任を妨げない。

（学 芸 員）
第６条　学芸員は，博物館資料の収集，整理，保管，展示，調査研究活動及び博物館実習，その他これらに関する業務を行う。

（事務職員）
第７条　事務職員は，博物館実習施設の運営に関する事務を行う。

（事　　業）
第８条　博物館実習施設は，次の各号に掲げる事業を行う。
⑴　考古資料を中心とし，歴史，芸術，民俗，産業，自然科学等に関する資料の収集ならびにそれらの展示及び保管
⑵　入館者に対する説明，指導及び助言
⑶　資料に関する専門的な調査及び研究
⑷　調査研究の発表及び出版
⑸　博物館実習等の教育
⑹　前各号に定めるものの他，施設長が必要と認める事業

（運営委員会）
第９条　博物館実習施設の運営を円滑に行うため，博物館実習施設運営委員会（以下「委員会」という）を置く。
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（委員会の構成）
第10条　委員会は次の各号に掲げる委員をもって構成する。
⑴　施設長
⑵　国際文化学部教員の中から選出された委員２名

２　委員会が必要と認めるときは，その他の教職員を出席させることができる。

（委員の任期）
第11条　委員の任期は，２年とする。ただし，再任を妨げない。
２　委員に欠員が生じた場合，あらたに選出された委員の任期は前任者の任期満了までの期間とする。

（委員会の運営）
第12条　委員会は，施設長が招集し，その議長となる。
２　委員会は，委員の過半数の出席をもって成立し，出席委員の過半数の同意をもって決する。

（委員会の審議事項）
第13条　委員会は，施設長の諮問により，次の各号に掲げる事項を審議する。
⑴　博物館実習施設の運営に関する事項
⑵　博物館実習施設の予算等に関する事項
⑶　博物館実習に関する事項
⑷　その他委員会において必要と認める事項

（委員会事務）
第14条　委員会に関する事務は，事務職員が担当する。

（規程の改廃）
第15条　この規程の改廃は，委員会，国際文化学部教授会及び大学評議会の審議を経て，学長の承認を得なければならない。

（細　　則）
第16条　博物館実習施設の管理運営上必要な事項の細則は，別に定める。

附　則
この規程は，平成16年２月16日から施行する。

附　則
この規程は，平成27年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成29年４月１日から施行する。

鹿児島国際大学国際文化学部博物館実習施設規程細則
（目　　的）
第１条　鹿児島国際大学国際文化学部博物館実習施設規程第16条に基づき，同規程の施行について必要な事項を定める。

（開 館 日）
第２条　鹿児島国際大学国際文化学部博物館実習施設（以下「博物館実習施設」という。）の開館日は，次のとおりとする。
⑴　４月１日から７月31日までの月曜日，火曜日，木曜日及び金曜日
⑵　10月１日から12月20日までの月曜日，火曜日，木曜日及び金曜日
⑶　１月８日から３月20日までの月曜日，火曜日，木曜日及び金曜日

２　博物館実習施設長（以下「施設長」という。）が特に必要と認める場合は，これを変更することができる。

（開館時間）
第３条　博物館実習施設の開館時間は，午前９時30分から午後４時までとする。ただし，施設長が特に必要と認める場合は，これを変
更することができる。

（休 館 日）
第４条　博物館実習施設の休館日は，第２条に規定する開館日を除く日の他，次に定めるとおりとする。
⑴　国民の休日に関する法律に規定する休日
⑵　本学の開学記念日
⑶　本学が定める休業日
⑷　博物館実習，資料の収集，展示，保管等の作業のため，施設長が必要と認めた場合には，前項に規定する休館日を変更し，また
は臨時に休館日を定めることができる。

（入館手続）
第５条　博物館実習施設に入館する者は，所定の手続きをしなければならない。
２　施設長は，博物館実習施設における教育及び研究活動に支障があると認めた場合には，入館を許可しないことがある。

（入 館 料）
第６条　博物館実習施設の入館料は原則として無料とする。
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（入館者の遵守事項）
第７条　入館者は，施設，備品，資料等を棄損し，または滅失したときは，直ちに施設長に届け出てその指示にしたがわなければなら
ない。

２　前項に規定する損害に対しては，入館者は損害賠償の義務を負わなければならない。ただし，事情によりこれを免除又は軽減する
ことができる。

３　館内での喫煙・飲食をしてはならない。
４　その他，施設長の指示する事項。

（資料等の館内利用）
第８条　学術調査，研究等のため，資料等を館内で利用する者は，施設長の許可を受けなければならない。

（資料等の館外利用）
第９条　資料は，学術調査，研究等のため，施設長が特別の理由があると認める場合の他は，館外で利用することができない。

（収集の方法）
第10条　資料を収集する方法は，発掘，採集，購入，寄贈，寄託及び借用によるものとする。

（免　　責）
第11条　博物館実習施設は，天災，その他不可抗力による寄託資料の損失に対しては，その責を負わないものとする。

（委　　任）
第12条　この細則に定めるものの他，必要な事項は委員会の承認を得て，施設長が定めるものとする。

附　則
この細則は，平成16年４月１日から施行する。

鹿児島国際大学合宿研修所規則
（趣　　旨）
第１条　この規則は，鹿児島国際大学合宿研修所（以下「合宿研修所」という。）の運営について必要な事項を定める。

（運　　営）
第２条　合宿研修所は学長が管理し，その運営は，学長の委嘱により学生部長が行う。

（使用の範囲）
第３条　合宿研修所は，鹿児島国際大学の学生及び教職員が，次の各号に掲げる目的をもって使用する場合に限り許可する。
⑴　研　　修
⑵　課外活動
⑶　その他前２号に準ずるもの

２　特に必要と認められる者には，使用を許可することがある。

（収容人員）
第４条　合宿研修所を同時に使用できる人員は，原則として35名以内とする。

（使用手続）
第５条　合宿研修所を使用しようとする者は，使用開始日の30日前から10日前までに，所定の合宿研修所使用許可願を学生部長に提
出し許可を受けなければならない。

２　学生部長は，使用許可条件を設けることができる。

（使用期間及び休業日）
第６条　合宿研修所の使用期間及び休業日は，次のとおりとする。ただし，学生部長が特に必要と認めたときは，臨時に変更すること
ができる。
⑴　使用期間　１回につき４泊５日以内
⑵　休 業 日　ア　８月13日から８月15日まで
　　　　　　　イ　12月29日から翌年１月３日まで
　　　　　　　ウ　試験期間中

（経費の負担）
第７条　合宿研修所の使用を許可された者は，光熱水道料等についてその使用実績に相当する料金を負担しなければならない。ただし，
特別の事情があると認められるときは，その額を減免することができる。

（遵守事項）
第８条　合宿研修所の使用を許可された者は，別に定める「合宿研修所使用心得」に掲げる各号を守らなければならない。

（弁償義務）
第９条　使用者がその責に帰すべき事由により，合宿研修所の施設・設備等を損傷又は紛失したときは，速やかに学生部長に届け出て
その損害を弁償しなければならない。ただし，特別の事情があると認められるときは，その額を減免することができる。

（使用の取消及び禁止）
第10条　学生部長は，合宿研修所の使用を許可された者がこの規則及び使用許可条件に違反したときは，使用許可を取り消し又は使用
禁止を命ずる。
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（そ の 他）
第11条　この規則に定めるもののほか，合宿研修所の使用について必要な事項は，学生部長がこれを定める。

（規則の改廃）
第12条　この規則の改廃は，学生委員会及び各学部教授会の審議を経て，学長の承認を得なければならない。

附　則
この規則は，昭和53年４月10日から施行する。

附　則
この規則は，平成13年４月１日から施行する。

附　則
この規則は，平成26年４月１日から施行する。

附　則
この規則は，平成27年４月１日から施行する。

ユ ー カ リ 会 館 使 用 規 則
（趣　　旨）
第１条　この規則は，鹿児島国際大学ユーカリ会館（以下「ユーカリ会館」という。）の使用について必要な事項を定める。

（所　　管）
第２条　ユーカリ会館の施設・設備等の維持管理は総務課の所管とし，その運営は学生課の担当とする。

（使用者の範囲）
第３条　ユーカリ会館を使用できる者は，次のとおりとする。
⑴　本学の学生・教職員及び卒業生
⑵　その他，学生部長が認めた者

（使用時間及び休館日）
第４条　ユーカリ会館の使用時間は，８時から20時（土曜日は８時から17時）までとする。ただし，委託業者の取扱う箇所の営業時
間については，別途契約により別に定めるものとする。

２　休館日は，次のとおりとする。
⑴　日曜日
⑵　国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日
⑶　本学記念日
⑷　８月14日・15日及び12月28日から翌年１月４日まで

３　委託業者の取扱う箇所の営業日については，別途契約により別に定めるものとする。
４　使用時間及び休館日については，学生部長が特に必要と認めた場合は変更することができる。また，必要ある時は，学生部長は臨
時に休館とすることができる。

（時間外使用）
第５条　ユーカリ会館の時間外使用については，前日までに所定の使用願を学生課に提出し，学生部長の許可を受けなければならない。

（弁　　償）
第６条　ユーカリ会館を使用する者が施設・設備・備品等を損傷し又は滅失した場合は，その損害を弁償させることがある。

（使用の禁止）
第７条　ユーカリ会館を使用する者が本規則に違反した場合は，学生部長は使用禁止を命じ又は使用許可を取り消すことができる。

（使用上の注意）
第８条　ユーカリ会館を使用する場合は，本規則及び別に定める注意事項を守らなければならない。

（規則の改廃）
第９条　この規則の改廃は，学生委員会，各学部教授会及び大学評議会の審議を経て，学長の承認を得なければならない。

附　則
この規則は，平成８年４月１日から施行する。

附　則
この規則は，平成27年４月１日から施行する。

女　子　学　生　寮　規　程
（総　　則）
第１条　本学学則第55条第２項に基づき，女子学生寮の管理運営に関する規程を次のとおり定める。
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（名称及び所在地）
第２条　女子学生寮の名称及び所在地は次のとおりとする。
⑴　名称は，鹿児島国際大学女子学生寮（以下「女子寮」といい，通称「カレッジハウスさくら」という。）と称す。
⑵　所在地は，鹿児島市坂之上８丁目34番３号とする。

（目的及び入寮資格）
第３条　女子寮は，本学の女子学生，女子の特別科目等履修生（以下「履修生」という。）及び女子の留学生（以下「留学生」という。）
に勉学と生活のための良好な環境を提供することを目的とする。

２　女子寮への入寮資格を有する者は，本学の女子学生，履修生及び留学生であり，原則として自宅通学が困難な者をいう。

（収容定員）
第４条　女子寮は，個室とし，収容定員は64名とする。

（所　　管）
第５条　女子寮の施設・設備等の維持管理は総務課の所管とし，女子寮の運営及び寮生活に関する事項は学生課の担当とする。
２　女子寮には管理人を置き，次の事項を掌る。
⑴　施設・設備の管理保全に関すること。
⑵　寮生との諸事連絡に関すること。
⑶　その他，学生部長が特に必要と認めたこと。

（審　　議）
第６条　学生委員会は，第３条第１項の目的を達成するため次の事項を審議する。
⑴　入寮及び退寮に関すること。
⑵　女子寮の管理運営及び予算に関すること。
⑶　その他，必要な事項に関すること。

（入寮・退寮・在寮期間）
第７条　本学の女子学生の入寮・退寮・在寮期間は，次のとおりとする。
⑴　入寮は，毎年度始めとする。
⑵　退寮は，毎年度末とする。
⑶　在寮期間は，原則として２年間もしくは１年間とする。
⑷　年度途中で空室を生じたときは，補充入寮させることができる。

２　履修生の入寮・退寮・在寮期間は，原則として受入期間内とする。
３　留学生の入寮・退寮・在寮期間は，原則として入学後２年以内とする。

（入寮手続）
第８条　毎年度の入寮は新入生（履修生を含む。）の希望者を優先するものとする。
２　入寮希望者は，学生課に入寮願を提出し，学生委員会の審議を経て，学長の許可を受けなければならない。ただし，入寮選考に関
する規則は，別に定める。

３　入寮を許可された者は，別表に定める入寮費を所定の期日までに納入しなければならない。ただし，既納の入寮費は，原則として
返還しない。さらに，所定の誓約書及び身元保証書を同時に提出するものとする。

４　入寮を許可された者で，正当な理由なく前項の手続きを怠り，又は所定の期日まで入寮しない者は入寮許可を取消されることがあ
る。

５　入寮後所定の期日までに，所定の寮生カードを提出するものとする。

（室　　料）
第９条　室料及び納入期日は，別表のとおりとする。
２　途中退寮する場合は，既納の室料については月割で返還する。
３　前条第３項の入寮費及び本条の室料以外で，私生活に必要な光熱水費等は寮生が負担するものとする。

（帰寮時刻及び外泊）
第10条　帰寮が23時を超える場合は，事前に管理人に届け出ることとする。
２　寮生の外泊については，事前に管理人に届け出ることとする。

（寮生以外の宿泊）
第11条　女子寮には，寮生以外の者の宿泊は認めない。ただし，必要な場合は，事前に管理人に届け出ることとする。

（施設・設備の保全）
第12条　女子寮の施設・設備の保全のために，寮生は次の各号に定める事項を守らなければならない。
⑴　居室をそれ以外の目的に使用しないこと。
⑵　居室に許可なく工作を加えないこと。
⑶　共用の施設は，常に良好な状態を保つよう連帯して保全すること。
⑷　女子寮内の貼紙は，所定の位置に掲示すること。
⑸　防火・保健衛生・災害防止等に留意すること。

（弁　　償）
第13条　女子寮の施設・設備・備品等を故意又は過失により，破損・汚損したときは，管理人に届け出るものとする。この場合，原状
回復に必要な経費を弁償させることがある。

２　管理人は，弁償させる必要があると認めたときは，その旨を学生課に報告するものとする。

（特別退寮・退寮命令）
第14条　年度途中で特別の理由により退寮しようとする者は，保証人連署のうえ学生課に退寮願を提出し，学長の許可を受けなければ



― 131―

ならない。
２　寮生が次の各号の一に該当するときは，退寮させることができる。
⑴　この規程を守らない者。
⑵　室料等を滞納（室料については，３ヵ月以内に納入しない場合をいう。）し，督促しても納入しない者。
⑶　共同生活に不適当と認められる者。
⑷　休学又は停学が長期にわたる者。

（長期不在の届出）
第15条　長期にわたり不在にする場合は，所定の長期不在届を管理人に提出するものとする。

（規程の改廃）
第16条　この規程の改廃は，学生委員会，各学部教授会及び大学評議会の審議を経て，学長の承認を得なければならない。

附　則
この規程は，平成８年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成９年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成10年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成13年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成20年２月25日から施行する。

附　則
この規程は，平成23年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成27年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成29年11月１日から施行する。

附　則
この規程は，令和５年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，令和７年４月１日から施行する。

別　表〔入寮費・室料及び納入期日〕

【本学の女子学生】
項　目 金　　　　　額 納　入　期　日 備　　考
入寮費 ３０， ０００円 入　寮　手　続　日

室料
前期 １３２， ０００円

（月額 22,000円） 入　寮　手　続　日 ４～９月分

後期 １３２， ０００円
（月額 22,000円） Ⅲ期学費納入締切日と同日とする。 10～３月分

【履修生及び留学生】
項　目 金　　　　　額 納　入　期　日 備　　考
入寮費 １０， ０００円 入　寮　手　続　日

室料
前期 ７２， ０００円

（月額 12,000円） 入　寮　手　続　日 ４～９月分

後期 ７２， ０００円
（月額 12,000円） Ⅲ期学費納入締切日と同日とする。 10～３月分

鹿児島国際大学国際交流会館規程
第１章　総　　　　　則

（設　　置）
第１条　鹿児島国際大学及び鹿児島国際大学大学院（以下「本学」という。）に鹿児島国際大学国際交流会館（以下「会館」という。）
を置く。
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（名称及び所在地）
第２条　会館の名称及び所在地は次のとおりとする。
⑴　名称は，鹿児島国際大学国際交流会館といい，通称「国際交流会館」という。
⑵　所在地は，鹿児島市坂之上８丁目34番２号とする。

（目　　的）
第３条　会館は，本学に在学する外国人留学生・学術交流協定に基づく交換留学生（以下「留学生」という。），特別科目等履修生及び
日本人学生が，快適な住環境のもとで勉学に専念できる宿舎を提供し，かつ，本学の国際交流活動の促進に資することを目的とする。

（施　　設）
第４条　会館に，留学生，特別科目等履修生，日本人学生，その他学長が特に必要と認めた者のための居室並びに共用施設を設ける。
２　会館の居室数は，単身室38室，夫婦室１室，家族室１室の計40室からなる。

（所　　管）
第５条　会館の施設・設備・備品等の維持管理は総務課の所管とし，会館の運営及び入居者の生活に関する事項は学生課の担当とする。
２　会館には管理人を置き，次の事項を掌る。
⑴　施設・設備・備品等の管理保全に関すること。
⑵　入居者との諸事連絡に関すること。
⑶　その他，学生部長が特に必要と認めたこと。

（審　　議）
第６条　学生委員会は，第３条の目的を達成するため次の事項を審議する。
⑴　入居及び退去に関すること。
⑵　会館の管理運営及び予算に関すること。
⑶　その他，必要な事項に関すること。

第２章　居　　　　　室
（入居資格）
第７条　会館に入居することができる者は，次の各号の一に掲げる者とする。
⑴　本学に在学する留学生及びその家族
⑵　特別科目等履修生
⑶　日本人学生
⑷　その他学長が特に必要と認めた者

２　ただし，入居に際しては留学生を優先する。

（入居許可及び取消）
第８条　会館に入居を希望する者は，所定の期日までに入居許可申請書を学生課に提出し，学生委員会の審議を経て，学長の許可を受
けなければならない。ただし，入居選考に関する規則は，別に定める。

２　入居を許可された者は，所定の手続及び別表に定める入居費・寄宿料を所定の期日までに納入しなければならない。ただし，寄宿
料について月割納入を希望する者は願出のうえ，学長の許可を受けなければならない。許可された場合は，寄宿料を前月の25日まで
に納入するものとする。

３　学長は，所定の手続を終了した者に対して，入居許可通知書を交付する。
４　指定された居室を，他の者と許可なしで交換してはならない。
５　既納の入居費は，原則として返還しない。
６　入居を許可された者で，正当な理由なく第２項の手続を怠り，又は所定の期日までに入居しない者は入居許可を取り消すことがで
きる。この場合において入居の許可を取り消された者が被る損失については，本学はその責任を負わない。

７　入居後所定の期日までに，所定の寄宿カードを学生課に提出するものとする。

（入居・入居期間）
第９条　入居・入居期間は，次のとおりとする。
２　入居は，原則として４月又は10月とする。
３　入居期間は，原則として１年以内（４月入居の場合は翌年３月25日まで，10月入居の場合は翌年９月25日まで）とする。ただし，
入居期間の更新を希望することができる。

４　前項の更新期間は，原則として１年以内とする。
５　入居期間の更新を希望するときは，所定の期日までに入居期間延長許可申請書を学生課に提出し，学長の許可を受けなければなら
ない。ただし，更新希望者が，次年度の許容入居室の範囲を超える場合においては，希望者全員による公開抽選を行い更新を決定す
る。

６　途中に空室を生じたときは，補充入居させることができる。

（門　　限）
第10条　門限は23時とする。23時を超える場合は，事前に管理人に届け出ることとする。

（入居者以外の者の宿泊）
第11条　会館には，入居者以外の者の宿泊は認めない。ただし，家族が短期間滞在する場合は，願出のうえ学生部長の許可を受けるも
のとする。

（入居費・寄宿料等）
第12条　入居費・寄宿料及び納入期日は，別表のとおりとする。
２　途中退去する場合は，既納の寄宿料については月割で返還する。
３　各居室の光熱水費等は入居者が負担する。
４　入居費・寄宿料は変更することがある。
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（退　　去）
第13条　入居者は，次の各号の一に該当するときは，遅滞なく退去しなければならない。ただし，本条項第３号の休学または停学の場
合，学長が特に必要と認めるときは，この限りでない。
⑴　入居の許可期間が満了したとき。
⑵　入居の資格を失ったとき。
⑶　休学又は停学の場合。
⑷　同居家族は，当該入居者が退去したときは，遅滞なく退去しなければならない。

２　前項の場合，本学が指定する期日までに退去届を学生課に提出するものとする。
３　入居許可期間内に特別の理由により退去しようとする者は，願出のうえ学長の許可を得るものとする。

（退去命令）
第14条　学長は，入居者が次の各号の一に該当するときは，退去させることができる。
⑴　会館に関する規程等を守らない者。
⑵　寄宿料等を滞納（３か月以内に納入しない場合をいう。）し，督促しても納入しない者。
⑶　共同生活に不適当と認められる者。
⑷　その他会館の運営上著しく支障があると認められるとき。

２　入居者を退去させるにあたっては，学長は退去命令書を本人に交付する。
３　退去の命令を受けた者は，その日から７日以内に退去しなければならない。

（退去猶予）
第15条　学生部長は，帰国又は転居等に要する期間が必要と認められるときは，退去の猶予を許可することがある。
２　退去の猶予を希望する者は，退去猶予申請書を本学が指定する期日までに，学生部長に提出しなければならない。
３　学生部長は，退去猶予を許可したときは，退去猶予許可書を，本人に交付する。

（施設の検査）
第16条　入居者は，退去に当たって，学生部長が指定する者が行なう居室及び居室に属する施設・設備・備品等の確認・検査を受けな
ければならない。

２　前項の検査に際して，入居者はこれに立会うものとする。

（外泊の届出）
第17条　一時帰国，海外・国内旅行など外泊する場合は，期間に係らず，所定の外泊届を管理人に提出するものとする。

第３章　共　用　施　設
（共用施設）
第18条　会館の共用施設は，次の各号に定めるものとする。
⑴　ロビー
⑵　娯楽室
⑶　自炊兼談話室
⑷　洗濯室
⑸　喫煙室
⑹　和室
⑺　談話室
⑻　多目的ホール

（使 用 者）
第19条　共用施設を使用することのできる者は，入居者のほか学生部長の許可を得た者とする。ただし，入居者にあっても共用施設を
専用しようとする場合は，学生部長の許可を受けなければならない。

（使用時間）
第20条　共用施設の使用時間は次のとおりとする。ただし，学生部長が必要と認めた場合は，この限りではない。
⑴　娯楽室，和室，多目的ホールの使用時間は，午前８時から午後11時までとする。
⑵　その他の共用施設の使用時間は，午前６時から午後11時までとする。

第４章　補　　　　　則
（施設・設備・備品の保全）
第21条　会館の施設・設備・備品の保全のために，入居者は次の各号に定める事項を守らなければならない。
⑴　居室をそれ以外の目的に使用しないこと。
⑵　居室に工作を加えないこと。
⑶　居室は，常に良好な状態を保つこと。
⑷　共用の施設は，常に良好な状態を保つよう連帯して保全すること。
⑸　会館内の貼紙は，所定の位置に掲示すること。
⑹　防火・保健衛生・災害防止等に留意すること。

（賠償義務）
第22条　会館の施設・設備・備品等を故意又は過失により，破損・汚損したときは，管理人に届け出るものとする。この場合，原状回
復に必要な経費を弁償させることがある。

２　管理人は，弁償させる必要があると認めたときは，その旨学生課に報告するものとする。

（雑　　則）
第23条　この規程に定めるもののほか，会館の使用に関し必要な事項は，学長が別に定める。
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（規程の改廃）
第24条　この規程の改廃は，学生委員会及び大学評議会の審議を経て，学長の承認を得なければならない。

附　則
この規程は，平成16年１月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成20年２月25日から施行する。

附　則
この規程は，平成21年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成24年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成26年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成27年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成28年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成29年11月１日から施行する。

附　則
この規程は，令和５年10月31日から施行し，令和５年９月１日から適用する。

別表（第12条の入居費・寄宿料及び納入期日）
項　　　目 金　　　額 納　入　期　日 備　　　考

入　居　費 留学生・特別科目等履修生 日本人学生 入居手続き締切日 入居時一回のみ10,000円 30,000円
寄　宿　料

留学生・特別科目等履修生 日本人学生

単身室Ａ
前期 60,000円

＊月額10,000円
120,000円

＊月額20,000 入居手続き締切日 ４月～９月分

後期 60,000円
＊月額10,000円

120,000円
＊月額20,000円

Ⅲ期学費納入締切日と同日とする。
（10月入居者：入居手続き締切日） 10月～３月分

単身室Ｂ
前期 78,000円

＊月額13,000円
156,000円

＊月額26,000円 入居手続き締切日 ４月～９月分

後期 78,000円
＊月額13,000円

156,000円
＊月額26,000円

Ⅲ期学費納入締切日と同日とする。
（10月入居者：入居手続き締切日） 10月～３月分

夫 婦 室

前期
120,000円 ＊月額20,000円

（一人で使用する場合）
78,000円 ＊月額13,000円

入居手続き締切日 ４月～９月分

後期
120,000円 ＊月額20,000円

（一人で使用する場合）
78,000円 ＊月額13,000円

Ⅲ期学費納入締切日と同日とする。
（10月入居者：入居手続き締切日） 10月～３月分

家 族 室

前期
180,000円 ＊月額30,000円

（一人で使用する場合）
90,000円 ＊月額15,000円

入居手続き締切日 ４月～９月分

後期
180,000円 ＊月額30,000円

（一人で使用する場合）
90,000円 ＊月額15,000円

Ⅲ期学費納入締切日と同日とする。
（10月入居者：入居手続き締切日） 10月～３月分

楽　器　借　用　規　則
１．学生は学習の為，特に必要があると認められるときは，本学所有の楽器を借り受けることができる。
２．前項により借り受けた楽器は，これを転貸してはならない。
３．楽器の借用に際しては，原則として１日限り（８号館事務室窓口取扱時間）とし，備えつけの貸し出し帳に必要事項（楽器名・楽
器ナンバー・氏名等）を記入すること。

４．特別に２日以上にわたる楽器借用の際は，楽器借用願に必要事項を記入し，学長の許可を得ること。
５．返還期日は厳守すること。ただし事情により途中で返還を命じられたときは，直ちにこれを返還すること。
６．２日以上借り出した楽器を返還の際は，必ずその担当教員の検閲を受けること。
７．借り受けた楽器を破損した場合は，自己の責任において完全に修復し，その担当教員の点検を受けること。
　　また，紛失もしくは修理不能のときは，本学の指示に従い弁償すること。
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８．借り受けた楽器は授業に支障のないように配慮すること。
９．本学の備品検査の期間（夏季休業期間）の楽器の貸し出しは，一切禁止する。
10．楽器使用後は，直ちに手入れをして楽器ケースにしまうこと。楽器は所定の位置に返還すること。
11．この規則の改廃は，国際文化学部教授会の審議を経て，学長の承認を得なければならない。

附　則
この規則は，昭和63年４月１日から施行する。

附　則
この規則は，令和７年４月１日から施行する。

音 楽 練 習 室 使 用 規 則
第１条　８号館に付設する「音楽練習室」（以下「練習室」という。）とは，「ピアノ練習室」及び「管弦打楽器などの練習のために使用
する教室」をいう。

第２条　練習室使用希望者は，前後期毎に別に定める使用料を収めるものとする。
第３条　納入した使用料は，どのような理由があっても返還しない。
第４条　練習室の使用時間は次のとおりとする。
⑴　ピアノ練習室の使用時間は７時から21時までとする。
⑵　「管弦打楽器などの練習のために使用する教室」は，８時30分から21時までとする。
⑶　練習室の使用時間は原則として２時間以内とする。
⑷　練習室の使用時間は，申し込みの人数により割りあてることがある。

第５条　練習室使用者は，次の遵守事項及び別に定める「音楽練習室使用心得」の注意事項を守らなければならない。
⑴　練習室に荷物を置いたまま練習室を離れないこと。
⑵　練習室はそれぞれ責任をもって清潔にし，飲食など厳禁とする。

第６条　この規則の改廃は，福祉社会学部教授会及び国際文化学部教授会の審議を経て，学長の承認を得なければならない。

附　則
この規則は，平成25年４月１日から施行する。ただし，練習室ピアノ使用規則は廃止する。

附　則
この規則は，令和６年４月１日から施行する。

鹿 児 島 国 際 大 学 学 友 会 会 則
第１章　総　　　　　則

第１条　本会は，鹿児島国際大学学友会と称し，本部を鹿児島国際大学（以下「本学」という。）内に置く。
第２条　本会は，自主自立の精神にのっとり，学理の探究に努め，本会の部会活動及び事業活動を通じて，会員相互の親睦融和をはか
り，学生生活の向上をめざし，もって明朗健全なる学園の建設に寄与することを目的とする。

第３条　本会は，前条の目的を達成するために体育及び学術文化の振興に関する事業，福利厚生に関する事業，その他目的達成に必要
な種々の事業を行う。

第４条　本会は，正会員及び特別会員をもって組織する。
２　正会員は，本学学生とし，特別会員は，本学専任教職員とする。

第２章　組　　　　　織
第５条　本会に，会長１名・副会長１名を置く。
２　会長・副会長は，別に定める選出方法で，正会員の中から選ぶものとする。
第６条　会長は，本会を代表する。
２　副会長は，会長を補佐し，会長に事故あるときはその職務を代行する。
第７条　会長・副会長の任期は，12月１日から翌年11月30日までとする。
第８条　本会に，顧問（学長・学生部長・事務局長）の３名を置く。
２　顧問は，本会の運営における相談・助言を行うものとする。
第９条　本会は，第３条の事業を行うために各機関及び各サークル（部 ･同好会 ･愛好会）を設ける。
第10条　本会運営のために，次の機関を設ける。
⑴　代 議 員 会
⑵　総　　　会
⑶　総務委員会（体育会・学術文化会）
⑷　合同協議会
⑸　大学祭実行委員会
⑹　監査委員会
⑺　備品検査委員会
⑻　選挙管理委員会

第３章　代　議　員　会
第11条　代議員会は，本会の最高決議機関であり，正会員及び特別会員から選出された代議員をもって構成する。
第12条　代議員の選出方法は，別にこれを定める。
第13条　代議員の任期は，４月１日から翌年３月31日までとする。ただし，代議員会解散後選出された代議員及び補欠選挙によって選



― 136―

出された代議員の任期は，前任者の残り期間とする。
第14条　代議員会は，互選により議長，副議長，書記長をそれぞれ１名選出し，その他必要に応じて役員を置くことができる。
第15条　代議員会の開催は，次のとき，議長がこれを招集する。
⑴　定例会議　原則として毎月１回 （長期休業中は除く。）
⑵　臨時会議
ア　総務委員会の要求があったとき
イ　代議員の５分の１以上の要求があったとき
ウ　正会員の10分の１以上が連署をもって要求したとき
エ　各委員会の要求があったとき
オ　議長が必要と認めたとき

第16条　議長は，代議員会開催日の３日前までに日時，場所，議題を告示しなければならない。ただし，緊急のときは，この限りでは
ない。

第17条　代議員会は，学内において公開とする。ただし，議長又は代議員の３分の２以上の要求があったときは，非公開代議員会を開
くことができる。

第18条　代議員会は，構成員の過半数の出席をもって成立し，その決議は出席者の過半数の賛成を要し，可否同数のときは，議長の決
するところによる。ただし，委任代理人の決議権は認めない。

第19条　代議員会は，次の事項を審議決定する。
⑴　新役員の承認
⑵　本会会則の制定改廃
⑶　本会運営に関する基本方針
⑷　サークルの新設・昇格及び廃止
⑸　学友会予算及び決算
⑹　その他重要事項

第20条　書記長は，議事録を作成し，会議の次第及び出席代議員の氏名を記載しなければならない。
２　議事録には，議長及び副議長が署名押印の上，代議員会がこれを保存する。
第21条　議長は，代議員会の議決事項を代議員会終了後３日以内に会員に告示しなければならない。
２　前項の告示と同時に代議員は，代議員会の議決事項を各クラス又は各ゼミナールにおいて報告しなければならない。
第22条　正当な理由なくして，３回以上の代議員会に無届け欠席した代議員は，その資格を失う。また，代議員を選出したクラス又は
ゼミナールの正会員が過半数の連署をもってリコールを決議した場合，その代議員は資格を失う。

第23条　代議員会は，会員総数の過半数が連署をもって要求したとき，解散する。
第24条　前条により代議員会が解散したとき及び任期満了により代議員会が機能しないときには，新たな代議員会が成立するまで総務
委員会がこれを代行する。

第25条　代議員会において必要と認めたときは，随時，特別委員会を設けることができる。

第４章　総　　　　　会
第26条　総会は，全会員をもって構成される。
第27条　総会は，次の事項に従い，会長がこれを招集する。
⑴　定 期 総 会
⑵　臨 時 総 会
ア　代議員会が必要と認めたとき
イ　総務委員会が必要と認めたとき
ウ　正会員の６分の１以上が連署をもって要求したとき

第28条　会長は，総会の開催日５日前までに日時，場所，議題を告示しなければならない。
第29条　総会は，互選により議長１名，副議長１名，書記２名を選出する。ただし，議長と副議長は，会長・副会長及び各機関の役員
を除いた正会員の中から選出するものとする。

第30条　総会は，会員の６分の１以上をもって成立する。
第31条　総会は，次の事項を審議する。
⑴　新役員承認
⑵　代議員会及び総務委員会の提出議題
⑶　決算及び予算
⑷　その他重要事項

２　総会の審議の結果は，本会の運営にあたって充分尊重されなければならない。

第５章　総 務 委 員 会
第32条　総務委員会は，本会の執行機関であり，会務を誠実に管理し，各サークルを統率する。
第33条　総務委員会は，委員長のほか総務委員として副委員長・書記長及び会計・企画・渉外・広報・庶務・体育・文化の各部長をそ
れぞれ１名置く。なお，必要に応じて補佐を置くことができる。

第34条　総務委員長の選出方法は，別にこれを定める。
２　総務委員は，総務委員長の指名に基づき，代議員会の承認を得るものとする。なお，体育・文化の各部長は，体育会・学術文化会
の中から総務委員長が指名する。

第35条　総務委員長は，総務委員会を統轄し，これを代表する。副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故あるときは，その職務を
代行する。

第36条　総務委員の任期は，12月１日から翌年11月30日までとする。ただし，総務委員会解散後選出された総務委員の任期は，前任
者の残り期間とする。

第37条　総務委員会が行う定例会については，別にこれを定める。
第38条　総務委員会は，次のときに解散する。
⑴　代議員会が不信任案を可決したとき
⑵　正会員の過半数が連署をもって要求したとき
⑶　総務委員会が総辞職したとき

第39条　前条により総務委員会が解散したときは，代議員会が次期任命までこれを代行する。
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第40条　総務委員会に事務職員を置くことができる。

第６章　削　　　除
第41条　削除
第42条　削除
第43条　削除
第44条　削除
第45条　削除
第46条　削除
第47条　削除
第48条　削除
第49条　削除

第７章　体　　育　　会
第50条　総務委員会のもとに，体育会を置く。
第51条　体育会は，体育系サークルの部員をもって会員とする。
第52条　体育会は，サークルの一般活動及び体育に関する事業活動を行うものである。
第53条　体育会は，前条に定める活動を遂行するために，体育会本部を設ける。
第54条　体育会本部に，会長・副会長・統制長及び会計・企画・書記・渉外の各部長それぞれ１名を置く。なお，必要に応じて補佐を
置くことができる。これらすべてを本部役員とする。

２　会長は，必要に応じて役員を増減することができる。
第55条　体育会会長は，第33条により任命された体育部長が兼任するものとする。体育会副会長及びその他の役員は，体育会会員の中
から体育会会長が指名する。

第56条　本部役員の任期は12月１日から翌年11月30日までとする。ただし，後任者が選出されるまでは，その職務を行わなければな
らない。

第57条　体育会は，必要に応じてその活動内容を総務委員会に報告しなければならない。
第58条　体育会は，体育会本部との連絡を密にするために，各サークルに連絡委員１名を置くことができる。

第８章　学 術 文 化 会
第59条　総務委員会のもとに，学術文化会を置く。
第60条　学術文化会は，文化系サークルの部員をもって会員とする。
第61条　学術文化会は，サークルの一般活動及び学術文化に関する事業活動を行うものである。
第62条　学術文化会は，前条に定める活動を遂行するために，学術文化会本部を設ける。
第63条　学術文化会本部に，会長・副会長及び会計・企画・書記・渉外の各部長それぞれ１名を置く。なお，必要に応じて補佐を置く
ことができる。これらすべてを本部役員とする。

２　会長は，必要に応じて役員を増減することができる。
第64条　学術文化会会長は，第33条により任命された文化部長が兼任するものとする。学術文化会副会長及びその他の役員は，学術文
化会会員の中から学術文化会会長が指名する。

第65条　本部役員の任期は，12月１日から翌年11月30日までとする。ただし，後任者が選出されるまでは，その職務を行わなければ
ならない。

第66条　学術文化会は，必要に応じてその活動内容を総務委員会に報告しなければならない。
第67条　学術文化会は，学術文化会本部との連絡を密にするために，各サークルに連絡委員１名を置くことができる。

第９章　合 同 協 議 会
第68条　合同協議会は，本会と大学当局との意志疎通を図り，本会運営を円滑にするための協議機関である。
第69条　合同協議会は，総会並びに代議員会，総務委員会及び各機関において生じた重要事項について報告審議する。
第70条　合同協議会の構成員は，次のとおりとする。
⑴　本会からは，①会長及び副会長　②代議員会の正副議長　③総務委員会の正副委員長及び各部長　④大学祭実行委員会の正副委
員長とする。
⑵　大学当局からは，①学長　②学生部長　③事務局長　④学生委員会の委員　⑤特別代議員とする。

２　前項の他に，会議内容に関連のある者の出席を求めることができる。
第71条　合同協議会は，会長を議長とする。
第72条　合同協議会は，次の事項に従い，会長がこれを招集する。
⑴　定期合同協議会（毎期１回）
⑵　臨時合同協議会
ア　会長が必要と認めたとき
イ　合同協議会員の過半数が必要と認めたとき
ウ　代議員会，総務委員会及び各機関の要求があったとき

第73条　会長は，合同協議会開催日３日前までに日時，場所，議題を告示しなければならない。ただし，緊急のときは，この限りでは
ない。なお，合同協議会員の過半数が会議の公開を認めたときは，会長は，これを掲示しなければならない。

第74条　合同協議会において必要と認めたときは，随時，特別委員会を設けることができる。

第10章　大学祭実行委員会
第75条　大学祭実行委員会は，大学祭を企画運営する機関である。
第76条　大学祭実行委員会は，実行委員長・副実行委員長及び企画・書記・会計・渉外・庶務の各部長それぞれ１名を置く。また必要
に応じて補佐を置くことができる。なお，その他，各企画ごとに担当者を置く。これらすべてを常任委員とする。

２　サークル・クラス・ゼミナールにそれぞれ１名の非常任委員を置く。
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第77条　大学祭実行委員長の選出方法は，別にこれを定める。副実行委員長及びその他の常任委員は，正会員の中から実行委員長が指
名する。

第78条　常任委員の任期は，12月１日から翌年11月30日までとする。
第79条　非常任委員は，実行委員長が招集する非常任委員会に出席しなければならない。

第11章　サークル（部・同好会及び愛好会）
第80条　本会は，第２条の精神に基づき体育系・学術文化系の各サークルを設ける。
２　各サークルの名称については，別にこれを掲げる。
第81条　本会の各サークルに部長及び主将を置く。また監督（又はコーチ等）を置くことができる。
２　部長は，特別会員の中からサークルの推薦に基づき学長がこれを委嘱する。
３　主将は，サークル部員の互選により決定する。
４　サークルは，主務・会計その他役員を必要に応じて置くことができる。役員の任期は１年とするが，再任を妨げない。
第82条　サークルの主将は，合同で主将会議を構成する。
２　前項に定める主将会議のほか，サークルの部門代表者による代表者会議を構成することができる。
第83条　主将会議及び代表者会議は，各サークルの運営に関する問題及び各機関の連絡事項を審議する。
第84条　部への昇格は，原則として３年以上の同好会活動をもち，次の事項を記載した書類に署名押印の上，10月末日までに体育会・
学術文化会本部を通じて総務委員会に提出し，代議員会の議決を経なければならない。
⑴　名　称
⑵　部長及び主将の氏名
⑶　規約（内規）
⑷　同好会の活動状況
⑸　会員名簿

２　昇格を認められた同好会は，４月１日から部として発足するものとする。
第85条　同好会への昇格は，原則として２年以上の愛好会活動をもち，次の事項を記載した書類に署名押印の上，10月末日までに体育
会・学術文化会本部を通じて総務委員会に提出し，代議員会の議決を経なければならない。
⑴　名　称
⑵　部長及び主将の氏名
⑶　規約（内規）
⑷　愛好会の活動状況
⑸　会員名簿

２　昇格を認められた愛好会は，４月１日から同好会として発足するものとする。
第86条　愛好会の設立は，５人以上の活動人員を要し，次の事項を記載した書類に署名押印の上，９月末日までに学生部に提出し，総
務委員会の承認及び代議員会の議決を経なければならない。
⑴　名　称
⑵　部長及び主将の氏名
⑶　規約（内規）
⑷　会員名簿

２　設立を認められた愛好会は，４月１日から発足するものとする。
第86条の２　大学が指定した団体は部として設立することができる。
２　設立を認められた部は，４月１日から発足するものとする。
第87条　総務委員会が部の主将・部門代表者を招集しても何ら連絡がないとき又は活動状況が６ヵ月以上不明のときは，代議員会の議
決を経て，その部の予算は停止される。

２　１年間前項のような状況が継続した場合は，代議員会の議決を経て，会長はその部を廃止することができる。
第88条　総務委員会が同好会・愛好会の主将・部門代表者を招集しても何ら連絡がないとき又は活動状況が６ヵ月以上不明のときは，
総務委員会により，その同好会・愛好会に警告がなされる。

２　１年間前項のような状況が継続した場合は，代議員会の議決を経て，会長はその同好会・愛好会を廃止することができる。

第12章　会　　　　　計
第89条　本会の会計年度は，12月１日に始まり，翌年11月30日に終わる。
第90条　本会の会費は，入会金，年会費，寄付金及びその他の収入をもってあてる。
第91条　本会の入会金及び年会費は，別にこれを定める。
第92条　本会の予算は，総務委員会が作成し，代議員会の審議及び承認を得なければならない。ただし，部の予算については，各部の
意見を尊重して体育会・学術文化会本部が作成し，総務委員会に提出する。

２　大学祭の予算は，大学祭実行委員会において作成し，代議員会の審議及び承認を得なければならない。
第93条　本会の会計事務は，総務委員会の会計部長が担当する。
２　会計事務の詳細については，別に定める。
第94条　各機関及び各サークルの会計担当者は，常に出納簿を備えて金銭出納を明らかにしなければならない。
第95条　各機関及び各サークルは，毎会計年度末および監査委員会の要求があったときは，所定の様式に従い，会計報告書を監査委員
会に提出しなければならない。

第96条　総務委員会は，本会全体の収支決算を12月中に作成し，監査委員会の監査を経て，代議員会の審議及び承認を得なければなら
ない。

第13章　監 査 委 員 会
第97条　監査委員会は，本会活動のすべてについて会計監査を行う。
第98条　監査委員会は，正会員の中から選出された７名と特別会員１名で構成し，委員長は委員の互選により決定する。
２　委員の選出方法は，別にこれを定める。
第99条　監査委員の任期は，４月１日から翌年３月31日までとする。ただし，後任者が選出されるまでは，その職務を行わなければな
らない。

第100条　監査委員は，各機関又は各サークルの会計を兼任することはできない。
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第101条　監査委員会は，必要に応じて審議事項に関係ある者の出席を求めることができる。
第102条　監査委員会は，会計監査の結果を代議員会に報告しなければならない。
第103条　会計監査基準は，別にこれを定める。

第14章　備 品 検 査 委 員 会
第104条　備品検査委員会は，毎会計年度末又は必要に応じて，各機関及び各部の備品検査を行う。
第105条　備品検査委員会は，正会員の中から選出された５名で構成し，委員長は委員の互選により決定する。
２　委員の選出方法は，別にこれを定める。
第106条　備品検査委員の任期は，４月１日から翌年３月31日までとする。ただし，後任者が選出されるまでは，その職務を行わなけ
ればならない。

第107条　備品検査委員会は，備品検査の結果を代議員会に報告しなければならない。
第108条　備品検査基準は，別にこれを定める。

第15章　選 挙 管 理 委 員 会
第109条　選挙管理委員会は，本会役員の選挙に関する一切の事務を行い，選挙を公正に管理する。
第110条　選挙管理委員会は，正会員の中から選出された５名で構成し，委員長は委員の互選により決定する。委員長は，必要に応じて
委員を増員することができる。

２　委員の選出方法は，別にこれを定める。
第111条　選挙管理委員の任期は，12月１日から翌年11月30日までとする。ただし，後任者が選出されるまでは，その職務を行わなけ
ればならない。

第112条　選挙管理委員が学友会役員に立候補するときは，選挙管理委員を辞任しなければならない。
第113条　選挙管理委員会は，選挙の結果を代議員会に報告しなければならない。
第114条　選挙管理委員会は，職務の遂行上必要と認められる事項を，随時定めることができる。
第115条　本会選挙規則は，別にこれを定める。

第16章　賞　　　　　罰
第116条　会長は，本会の運営に貢献した会員又は団体に感謝状を贈る。感謝状の贈呈は，副会長両名の推薦に基づき，会長がこれを決
定する。

第117条　会長は，年間の活動を通じて本会の名誉を高める顕著な功績のあった会員又は団体に表彰状を贈る。表彰状の贈呈は，学友会
表彰者選考委員会において，これを決定する。

２　学友会表彰者選考委員会は，会長を委員長とし，次の委員をもって構成する。ただし，学生部の職員は委員会に出席し，意見を述
べることができる。
⑴　会　長
⑵　副会長
⑶　代議員会議長
⑷　総務委員長
⑸　体育会会長
⑹　学術文化会会長
⑺　大学祭実行委員長

第118条　会長は，本会の会員又は団体において本会の名誉を著しく損なう行為のあったとき，代議員会の議決を経て次の処分を行う。
⑴　戒　　告
⑵　予算の停止
⑶　次年度予算の削減
⑷　一定期間のサークル活動停止
⑸　サークルの廃止

第17章　改　　　　　廃
第119条　本会則の改廃は，合同協議会の審議を経て，代議員総数の３分の２以上が出席した代議員会において，出席代議員の３分の２
以上の賛成を得なければならない。

附　則
本会則は，昭和36年10月１日から施行する。

附　則
本会則の改正は，昭和45年４月１日から施行する。

附　則
本会則の改正は，昭和50年４月１日から施行する。

附　則
本会則の改正は，昭和57年４月１日から施行する。

附　則
本会則の改正は，昭和62年４月１日から施行する。

附　則
本会則の改正は，平成11年４月１日から施行する。
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附　則
本会則の改正は，平成12年４月１日から施行する。

附　則
本会則の改正は，平成13年４月１日から施行する。

附　則
本会則の改正は，平成14年４月１日から施行する。

附　則
本会則の改正は，平成17年12月１日から施行する。

附　則
本会則の改正は，平成26年４月１日から施行する。

附　則
本会則の改正は，令和６年６月１日から施行する。

附　則
本会則の改正は，令和８年４月１日から施行する。ただし，令和７年度以前に設立したサークルについては，従前の会則による。

（別表１）サークル一覧
体　育　系　サ　ー　ク　ル 学 術 文 化 系 サ ー ク ル

部
空手道，弓道，剣道，硬式庭球，硬式野球，サッカー，創作ダ
ンス，ソフトテニス，ソフトボール，卓球，ダンス，軟式野球，
バスケットボール，バドミントン，バレーボール，ハンドボー
ル，フットサル，よさこい創生児，ヨット，陸上競技

合唱，器楽，こども文化サークルおひさま，写真，書道，吹奏
楽，スターキッズ，そよかぜ，美術，
フォークソング，放送，ロック，手話サークルユートピア

同 
好 
会

女子サッカー，モータースポーツ ESS，イラスト・デザイン，茶道，さつま◯＋

愛 
好 
会

ラケットスポーツ 文芸，ボードゲーム，留学生会，みつばち，園芸，助産師研究，
C.R.O.S.S.（国際交流），日本文化研究

（別表２）入会金および年会費
費　　　　　　　　　目 金　　　　額

入　　会　　金 正 会 員 学 部 学 生 1,000円大 学 院 生
特 別 会 員 　　　

年　　会　　費 正 会 員

学 部 学 生
（ 留  　 年  　 生 ） 

8,000円
（7,000円）

大 学 院 生
（ 留  　 年  　 生 ）

5,000円
（3,000円）

特 別 会 員 3,000円

鹿 児 島 国 際 大 学 学 友 会 選 挙 規 則
� 〔改正　平成26年４月１日〕

第１条　本会役員の選挙を行うべき事由が生じたときは，選挙管理委員長は，直ちにその旨を告示しなければならない。
２　本会役員の選挙に係る告示・選挙方法等詳細については，別に定める。
第２条　会長の選出は，正会員の選挙によって行い，単記無記名投票とする。
⑴　正会員の３分の１以上の投票がなければ無効とする。
⑵　投票総数の過半数の得票者を当選者とする。ただし，得票者全員が過半数を満たさなかった場合は，最多得票者を当選者とする。
⑶　立候補が１人の場合も選挙を行い，上記⑴に従う。
⑷　立候補がいなかった場合，もしくは，上記⑴の場合は，会長が推薦し，代議員定例会において承認する。

第３条　副会長の選出は，第２条により選出された次期会長が推薦し，代議員定例会において承諾する。
第４条　代議員の選出方法は，次のとおりとする。
⑴　学部の１・２年は，各クラスごとに１名選出する。
⑵　学部の３・４年は，各ゼミナールごとに，３・４年合同で１名を選出する。ただし，ゼミナールに所属しない正会員は，各学科
１名の代議員を選出することができる。
⑶　大学院の場合は，各研究科ごとに１名選出する。

第５条　特別会員から選出される代議員は５名（大学院１名・各学部１名・事務局１名）とし，特別会員の互選による。
第６条　代議員に欠員を生じたときは，直ちに補欠選挙を行う。
第７条　総務委員長の選出は，前総務委員長が推薦し，代議員定例会で承認する。
第８条　総務委員会が解散したとき，選挙管理委員会は２週間以内に総務委員長を選出する手続きをとらなければならない。
第９条　大学祭実行委員長の選出は，前大学祭実行委員長が推薦し，代議員定例会で承認する。
第10条　監査委員 ･備品検査委員 ･選挙管理委員の選出は，立候補又は会長の指名に基づき，代議員会の承認を得るものとする。ただ
し，立候補が定数を超えた場合は，代議員の投票により決する。
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２　特別会員の監査委員の選出については，特別会員の互選による。
第11条　代議員が次の役員に立候補するとき又は指名を受けてそれを受諾したときは代議員を辞任しなければならない。
⑴　会長及び副会長
⑵　総務委員
⑶　大学祭実行委員長
⑷　選挙管理委員
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台風等非常時における授業・学期末試験等の取扱いに関する申合せ
この申合せは，鹿児島市及びその周辺の自治体に避難指示等が発令され又は警戒レベル相当の防災気象情報が発表された場合及び不

測の事態が生じた場合に，学生の事故防止を目的として，授業・学期末試験等 （以下「授業等」という。）の取扱いに関し，必要な事項
を定める。

１　休講等措置の決定
休講等の措置（オンライン授業への切り替えを含む。）は，学長が２に定める判断基準に基づき決定する。

２　授業等の取扱い
⑴　授業等開始前の取扱い
ア　午後３時の時点で次の判断基準①～③までのいずれかの状況が予想される場合は，翌日の授業等について，原則として休講等
の措置（オンライン授業への切り替えを含む。）を講じる。

【避難情報等（警戒レベル）】
①　鹿児島市を対象とする警戒レベル４（避難指示）以上の避難情報等の発令

【防災気象情報（警戒レベル相当情報）】
②　鹿児島市を対象とする警戒レベル４相当（氾濫危険情報，土砂災害警戒情報）以上の防災気象情報の発表

【公共交通機関情報】
③　鹿児島市内の路線バスの運行見合わせ（運休を含む。）

イ　午前６時30分から授業等開始前までに判断基準①～③までのいずれかの状況が確認された場合は，当日の授業等について，原
則として休講等の措置（オンライン授業への切り替えを含む。）を講じる。

⑵　授業等開始後の取扱い
前号の判断基準に準じて取り扱う。

⑶　その他
前２号の取扱いにより，対面形式の授業等が実施される場合でも，学生が公共交通機関の運休等の影響を受け，やむを得ず授業
等に遅刻又は授業等を欠席（早退を含む。）したときは，当該学生に不利益が生じないよう取り扱うものとする。
　 （注）
学外での実習・インターンシップ等の場合は，各実習先・各活動先の指示に従うものとする。

３．休講等措置の連絡方法
⑴　総務部は，教職員に対してインフォメーションにより速やかに連絡する。
⑵　総合企画部は，学生，保護者及び一般社会に対してホームページ等により速やかに連絡する。
⑶　教務部及び学生部は，学生に対して学生情報システムにより速やかに連絡する。なお，授業等期間中の場合は，学内放送等でも
連絡する。
⑷　当日の授業等担当教員（非常勤講師を含む。）に対しては，教務部から電話等により速やかに連絡する。
⑸　前４号に定める方法により連絡がない場合は，２「授業等の取扱い」に基づき各自で判断するものとする。

４．その他
⑴　この申合せにより休講した場合は，必ず補講するものとする。また，学期末試験期間の場合は，協議のうえ適切な措置を講ずる
ものとする。
⑵　大雪，地震等の不測の事態が生じた場合も，２「授業等の取扱い」に準ずる。

５．この申合せの改廃は，大学評議会の審議を経て，学長の承認を得なければならない。

附　則
この申合せは，平成24年７月25日から施行する。

附　則
この申合せは，平成27年４月１日から施行する。

附　則
この申合せは，令和５年４月１日から施行する。

附　則
この申合せは，令和６年４月１日から施行する。
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鹿児島国際大学大学院学則

第１章　総　則
（学則の目的）
第１条　この学則は，鹿児島国際大学学則第５条第２項により，鹿児島国際大学大学院（以下「本大学院」という。）に関し必要な事項
を定めることを目的とする。

（本大学院の目的）
第２条　本大学院は，本学の目的使命に則り，学術の理論及び応用を教授研究し，創造的な知性と豊かな人間性を培い学術文化の進展
に寄与することを目的とする。

（自己評価等）
第２条の２　前条の目的を達成するため，本大学院における教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行う。
２　前項の点検及び評価を行うにあたっては，同項の趣旨に則し適切な項目を設定するとともに適切な体制を整えて行う。
３　自己評価に関する詳細は，別に定める。

（組織的な研修）
第２条の３　本大学院は，本研究科に係る教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るための組織的な研修等については，鹿児島国
際大学学則第７条の６第１項から第３項を準用する。

（本大学院の課程）
第３条　本大学院に博士課程を置く。
２　博士課程は，これを前期及び後期に区分し，前期は博士前期課程（修士課程）（以下「博士前期課程」という。），後期は博士後期課
程と称する。

３　博士前期課程は，これを修士課程として取扱う。

（博士前期課程）
第４条　博士前期課程は，広い視野に立って精深な学識を授け，専攻分野における研究能力又は，高度の専門性を要する職業等に必要
な高度の能力を養うことを目的とする。

（博士後期課程）
第５条　博士後期課程は，専攻分野について，研究者として自立して研究活動を行い，又はその他の高度に専門的な業務に従事するに
必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。

第２章　組織及び教育課程
（研究科）
第６条　本大学院に次の研究科を置く。

経済学研究科
福祉社会学研究科
国際文化研究科

（教育研究上の目的の公表等）
第６条の２　本大学院は，研究科ごとに人材養成及び教育研究上の目的を学則に定め，それを公表するものとする。
２　研究科ごとの目的は以下のとおりである。
⑴　経済学研究科は，経済学・経営学に関する深い学識及び卓越した能力を養うとともに，それに基づいて国際的視座に立って高度
に専門的な業務に携わるための高度の研究能力をもつ優秀な人材の育成を主目的とし，経済学・経営学に関して研究者として自立
して研究活動を行う能力と豊かな学識を持つ者の養成も併せて目的とする。
⑵　福祉社会学研究科は，福祉社会学に関する深い学識及び卓越した能力を養うとともに，それに基づいて高度に専門的な業務に携
わるための高度の研究能力をもつ優秀な人材の育成を主目的とし，福祉社会学に関する研究者として自立した研究活動を行う能力
と豊かな学識を持つ者の養成も併せて目的とする。
⑶　国際文化研究科は，国際文化に関する深い学識及び卓越した能力を養うとともに，それに基づいて国際的視座に立って高度に専
門的な業務に携わるための高度の研究能力をもつ優秀な人材の育成を主目的とし，国際文化に関して研究者として自立して研究活
動を行う能力と豊かな学識を持つ者の養成も併せて目的とする。

（専攻）
第７条　研究科には，次の専攻を置く。

経済学研究科	 博士前期課程（修士課程）	 地域経済政策専攻
経済学研究科	 博士後期課程	 地域経済政策専攻
福祉社会学研究科	 博士前期課程（修士課程）	 社会福祉学専攻
福祉社会学研究科	 博士後期課程	 社会福祉学専攻
国際文化研究科	 博士前期課程（修士課程）	 国際文化専攻
国際文化研究科	 博士後期課程	 国際文化専攻

（収容定員）
第８条　研究科の学生入学定員及び収容定員は，次のとおりとする。

経済学研究科	 博士前期課程（修士課程）	 入学定員10名　収容定員20名
経済学研究科	 博士後期課程	 入学定員  3名　収容定員  9名
福祉社会学研究科	 博士前期課程（修士課程）	 入学定員10名　収容定員20名
福祉社会学研究科	 博士後期課程	 入学定員  3名　収容定員  9名
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国際文化研究科	 博士前期課程（修士課程）	 入学定員10名　収容定員20名
国際文化研究科	 博士後期課程	 入学定員  3名　収容定員  9名

（修業年限）
第９条　博士課程の標準修業年限は５年とする。
２　博士課程の前期は２年，後期は３年とする。
３　博士前期課程において優れた業績を上げたと認められる者については，当該課程に１年以上在学すれば足りるものとする。
４　博士後期課程において優れた業績を上げたと認められる者については，博士課程に３年（博士前期課程及び修士課程を修了した者
にあっては，当該課程における２年の在学期間を含む。当該課程の在学期間が２年に満たない場合は，その在学期間を含む。）以上在
学すれば足りるものとする。

（最長在学年限）
第10条　本大学院における同一研究科の在学年限は，博士前期課程においては４年，博士後期課程においては６年を超えることはでき
ない。ただし，休学の期間は在学期間に算入しない。

（学年，学期及び休業日）
第11条　本大学院の学年，学期及び休業日については，鹿児島国際大学学則第56条，第57条及び第58条を準用する。

（授業及び研究指導）
第12条　本大学院の教育は，授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導（以下「研究指導」という。）によって行うものとす
る。

２　本大学院に開設する授業科目の種類，配当年次，単位数等は別に定める。
３　研究科は，別に定める授業科目のほか，研究科会議の議を経て，臨時に授業科目を開設することがある。
４　本大学院は，教育上有益と認めるときは，学生が他の大学院又は研究所等において必要な授業科目又は研究指導を受けることを認
めることができる。

（教育方法の特例）
第12条の２　本大学院の課程においては，教育上特別の必要があると認められる場合には，夜間その他特定の時間又は時期において授
業又は研究指導を行う等の適切な方法により教育を行うことができる。

（単位）
第12条の３　授業科目の単位数を定めるに当たっては，鹿児島国際大学学則第12条を準用する。

（１年間の授業期間）
第12条の４　１年間の授業を行う期間は，鹿児島国際大学学則第７条の４を準用する。

（各授業科目の授業期間）
第12条の５　各授業科目の授業を行う期間は，鹿児島国際大学学則第７条の５を準用する。

（単位の授与）
第13条　単位の授与については，鹿児島国際大学学則第34条を準用する。

（研究科間の授業科目の相互履修）
第13条の２　本大学院博士前期課程においては，講義科目に限り３科目６単位の範囲で他研究科の授業科目を履修することができる。
２　前項の履修単位は修了所要単位として認めることができる。

（他の大学院における授業科目の履修等）
第14条　本大学院は，教育上有益と認めるときは，他の大学院との協議に基づき，他の大学院の授業科目を履修することを認めること
ができる。

２　前項の規定により修得した単位は，博士前期課程・後期課程を通して15単位を超えない範囲で本大学院における授業科目の履修に
より修得したものとみなすことができる。

３　本大学院は，教育上有益と認めるときは，学生が他の大学院又は研究所等において必要な研究指導を受けることを当該大学院又は
研究所等との協議に基づき認めることができる。ただし，博士前期課程の学生について認める場合には，当該研究指導を受ける期間
は，１年を超えないものとする。

４　本条第１項・第２項・第３項の規定は，学生が外国の大学院に留学する場合に準用する。

（入学前の既修得単位等の認定）
第14条の２　本大学院は，教育上有益と認めるときは，学生が本大学院に入学する前に他の大学院において履修した授業科目について
修得した単位（本大学院又は他の大学院において科目等履修生として修得した単位を含む。）を，本大学院に入学した後の本大学院に
おける授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

２　第１項により修得したものとみなし，又は与えることのできる単位数は，再入学及び転入学の場合を除き，本大学院において修得
した単位以外のものについては，第14条第１項及び第２項により本大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて20単位
を超えないものとする。

（長期にわたる教育課程の履修）
第14条の３　学長は，学生が職業を有している等の事情により，第９条に規定する標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に
教育課程を履修し課程を修了することを希望する旨を申し出たときは，その計画的な履修を認めることができる。

２　長期にわたる教育課程の履修に関し必要な事項は，別に定める。

（履修方法）
第15条　授業科目の履修方法は，次のとおりとする。
博士前期課程においては，当該研究科の定める科目から30単位以上を修得し，かつ，必要な研究指導を受けなければならない。
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２　博士後期課程においては、当該研究科の定める科目から12単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けなければならない。
３　授業科目の履修に関し，必要な事項は別に定める。

（教育職員免許）
第16条　中学校教諭一種免許状又は高等学校教諭一種免許状授与の所要資格を有する者で，それぞれの学校の教諭の専修免許状を取得
しようとする者は，教育職員免許法施行規則に定める所要の単位を修得しなければならない。

２　本大学院の各研究科の博士前期課程において取得できる免許状の種類及び免許教科は次の表のとおりである。
研究科 専攻 免許状の種類 免許教科

経 済 学 研 究 科 地 域 経 済 政 策 専 攻
中 学 校 教 諭 専 修 免 許 状 社会
高 等 学 校 教 諭 専 修 免 許 状 公民
高 等 学 校 教 諭 専 修 免 許 状 商業

福祉社会学研究科 社 会 福 祉 学 専 攻 高 等 学 校 教 諭 専 修 免 許 状 福祉

国 際 文 化 研 究 科 国 際 文 化 専 攻

中 学 校 教 諭 専 修 免 許 状 英語
高 等 学 校 教 諭 専 修 免 許 状 英語
中 学 校 教 諭 専 修 免 許 状 国語
高 等 学 校 教 諭 専 修 免 許 状 国語

第３章　課程修了及び学位
（博士前期課程の修了要件）
第17条　博士前期課程に２年以上在学し，当該期間中に30単位以上を修得し，かつ，必要な研究指導を受けたうえ，修士論文の審査及
び試験に合格した者は，修士課程を修了したものとする。ただし，在学期間に関しては，優れた業績を上げたと認められた者につい
ては，１年以上在学すれば足りるものとする。

２　前項の場合において，博士前期課程の目的に照らし適当と認められるときは，特定の課題についての研究成果の審査をもって修士
論文の審査に代えることができる。

３　修士論文の審査及び試験は，研究科会議に審査委員会を設けて行うものとし，その合否は，審査委員会の報告にもとづき研究科会
議が決定するものとする。

（博士後期課程の修了要件）
第17条の２　博士後期課程に３年以上在学し，当該研究科において定める科目から12単位以上を修得し，かつ，必要な研究指導を受け
たうえ，博士論文の審査及び試験に合格した者は，博士後期課程を修了したものとする。ただし，在学期間に関しては，優れた業績
を上げたと認められた者については，博士課程に３年以上（博士前期課程及び修士課程を修了した者にあっては，当該課程における
２年の在学期間を含む。当該課程の在学期間が２年に満たない場合は，その在学期間を含む。）在学すれば足りるものとする。

２　博士論文の審査及び試験は，研究科会議に審査委員会を設けて行うものとし，その合否は，審査委員会の報告にもとづき研究科会
議が決定するものとする。

（学位）
第18条　博士前期課程を修了した者には，修士の学位を授与する。
２　博士後期課程を修了した者には，博士の学位を授与する。
３　前第１項，２項の学位を授与するに当たっては，次の区分に従い，専攻分野の名称を付記する。

経 済 学 研 究 科	 修士（経済学）
福祉社会学研究科	 修士（社会福祉学）
国際文化研究科	 修士（国際文化学）
経 済 学 研 究 科	 博士（経済学）
福祉社会学研究科	 博士（社会福祉学）
国際文化研究科	 博士（国際文化学）

４　学位に関する必要な事項は，別に定める。

第４章　入学，留学，休学，復学，退学，再入学，転入学及び転研究科等
（入学資格）
第19条　博士前期課程に入学できる者は，次の各号の一に該当する者とする。
⑴　学校教育法（昭和22年法律第26号）第83条に定める大学を卒業した者。
⑵　外国において学校教育における16年の課程を修了した者。
⑶　文部科学大臣が指定した者。
⑷　学校教育法第104条第７項の規定により学士の学位を授与された者。
⑸　大学に３年以上在学し，所定の単位を優れた成績をもって修得したと研究科会議が認めた者。
⑹　指定された専修学校の専門課程（文部科学大臣指定専修学校専門課程）を修了した者。
⑺　その他，大学を卒業した者と同等以上の学力があると研究科会議が認めた者。

２　博士後期課程に入学できる者は，次の各号の一に該当する者とする。
⑴　修士の学位を有する者。
⑵　外国において修士の学位に相当する学位を授与された者。
⑶　文部科学大臣が指定した者。
⑷　学校教育法第104条第７項の規定により修士の学位を授与された者。
⑸　修士の学位を有する者と同等以上の学力があると本学研究科が認めた者。

（入学の時期）
第20条　入学の時期は，学年の始め又は学期の始めとする。
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（入学志願）
第21条　入学志願者は，指定の期日までに，別に定める入学願書に入学検定料を添えて提出しなければならない。
２　入学検定料については，別に定める。

（入学の許可）
第22条　入学志願者に対しては，入学者選抜を行い，その合格者に入学を許可する。入学者選抜については別に定める。
２　入学を許可された者は，所定の入学誓書を保証人連署の上，所定の期日までに学長あて提出しなければならない。
３　保証人は，入学者の保護者又は後見人であって，在学中の一切の事項について責任を負わなければならない。保証人が死去し，あ
るいはその資格を失ったときは，あらためて２週間以内に本条第２項の手続きを経なければならない。

（留学）
第23条　本大学院の学生が，外国の大学院への留学を願い出たときは，所属する研究科会議の議を経て，学長がこれを許可することが
できる。

２　前項の許可を得て留学した期間は，１年を限度として，本大学院の修業年限に算入することができる。
３　留学に関する規程は，別に定める。

（休学及び復学）
第24条　休学及び復学については，鹿児島国際大学学則第23条を準用する。ただし，休学期間は博士前期課程及び博士後期課程のいず
れにおいても通算して２年を超えることはできない。

（退学）
第25条　退学については，鹿児島国際大学学則第24条を準用する。

（除籍及び復籍）
第26条　除籍及び復籍については，鹿児島国際大学学則第25条の第１項第１号，第４号，第２項，第３項を準用する。

（再入学）
第27条　第25条，第26条により，退学及び除籍された者が再入学を願い出たときは，当該研究科会議で審議のうえ，学長が入学を許可
することがある。

２　再入学については，鹿児島国際大学学則第26条を準用する。

（転入学）
第28条　他大学院の学生が転入学を志願するときは，選考のうえ相当年次に入学を許可することがある。
２　転入学を許可された者の，すでに修得している授業科目の単位及び在学年数の認定は，そのつど当該研究科会議の議を経て行う。

（転研究科）
第28条の２　本大学院の研究科に在学する者が，本大学院の他の研究科に転研究科（転専攻）を願い出たときは，選考のうえ，許可す
ることがある。

２　前条の規定は，前項の転研究科（転専攻）を志望する場合に準用する。

第５章　科目等履修生，聴講生，研究生，委託生，特別聴講学生，特別研究学生及び外国人留学生
（科目等履修生）
第29条　本大学院において科目等履修生として学修することを志望する者があるときは，履修希望科目の担当教員の許可を得たうえ研
究科会議において選考し，科目等履修生としてこれを許可することがある。

第30条　科目等履修生として学修することができる者は，本大学院の入学資格を有する者でなければならない。
２　科目等履修生が選択した授業科目を履修して，その試験に合格したときは，その授業科目の所定の単位を与える。

第31条　科目等履修生として履修した授業科目は，本大学院の正規の授業科目として認定することができる。

（聴講生）
第32条　本大学院において聴講生として学修することを志望する者があるときは，研究科会議において選考し，聴講生としてこれを許
可することがある。

（研究生）
第33条　本大学院において研究生として学修することを志望する者があるときは，研究科会議において選考し，研究生として入学を許
可することがある。

２　研究生の在学期間は，１年を限度とする。ただし，事情により期間延長を願い出ることができる。
３　研究生は履修した授業科目について試験を受けることができる。ただし，単位は授与しない。

（委託生）
第34条　本大学院において他の大学又は公共機関等から委託生として推薦された者が学修することを志望する場合は，研究科会議にお
いて選考し，委託生としてこれを許可することがある。

２　委託生の在学期間は，１年を限度とする。ただし，事情により期間延長を願い出ることができる。
３　委託生は履修した授業科目について試験を受けることができる。
４　前項に規定する試験を受けて合格した者には，成績を記載した証明書を交付する。ただし，単位は授与しない。

（特別聴講学生）
第34条の２　本大学院において他の大学の大学院又は外国の大学院等の学生が，特定の授業科目を履修することを志望する場合は，当
該大学又は外国の大学院等との協議に基づき，研究科会議において選考し，特別聴講学生としてこれを許可することができる。
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（特別研究学生）
第34条の３　本大学院において他の大学の大学院又は外国の大学院等の学生が，研究指導を受けることを志望する場合は，当該大学又
は外国の大学院等との協議に基づき，研究科会議において選考し，特別研究学生としてこれを許可することができる。

（外国人留学生）
第35条　本大学院学則第19条に該当する外国人で，本大学院に入学を希望する者があるときは，特別な選考の上，外国人留学生として
これを許可することがある。

２　外国人留学生に関する規程は，別に定める。

第６章　賞罰
（賞罰）
第36条　本大学院学生の賞罰については，鹿児島国際大学学則第39条，第40条及び第41条を準用する。

（指定事項による退学）
第37条　次の各号の一に該当する者に対しては，退学を命ずる。
⑴　性行不良で改善の見込みがないと認められる者。
⑵　成績劣等で修学の見込みがないと認められる者。
⑶　本学の秩序をみだす者。

第７章　学費
（入学金）
第38条　入学を許可された者は，定められた期日までに，入学金を納付しなければならない。

（授業料及び教育充実費）
第39条　学生は，本学所定の授業料及び教育充実費を納付しなければならない。ただし，休学中の者の授業料，教育充実費は免除する。
２　授業料及び教育充実費の額については，別に定める。

第40条　既納の入学金，授業料及び教育充実費などは，理由の如何にかかわらず返還しない。

第41条　授業料，教育充実費を納めない者は，試験を受けることができない。

第42条　指定の期日までに授業料，教育充実費を納付しない者は，除籍する。

第43条　実験，実習費ならびに免許及び諸資格の取得に必要な履修費は，別に徴収する。

（授業料減免）
第44条　学費等の支弁が困難な事情にあって，学業に精励している者については，授業料を減免することがある。
２　災害その他により学費の支弁に困難な事情が生じた者については，その学年の授業料を減免することがある。

（履修料）
第45条　科目等履修生，聴講生，研究生及び委託生の履修料については，別に定める。

第８章　奨学
（奨学制度）
第46条　本学に奨学制度を設ける。
２　奨学制度に関する規程は別に定める。　

第９章　管理運営組織
（職員）
第47条　本大学院に，教授，准教授，講師，助教，助手，事務職員，技術職員その他の職員を置く。

（研究科長）
第48条　各研究科に研究科長を置き，当該研究科の教授をもって充てる。
２　研究科長は，研究科に関する校務をつかさどる。
３　研究科長に事故あるときは，当該研究科から選出された大学評議員が職務を代行する。

（客員教授等）
第49条　本大学院に客員教授及び客員准教授を置くことができる。
２　客員教授及び客員准教授に関する必要な事項は，別に定める。

（研究科会議）
第50条　本大学院の各研究科に研究科会議を置く。
２　研究科会議は各研究科に所属する専任の教授をもって構成し，研究科長が招集し，議長となる。
３　研究科会議には，各研究科に所属する専任の准教授，講師を加えることができる。

（研究科会議の審議事項）
第50条の２　研究科会議は，当該研究科に関する次に掲げる事項を審議し，第１号から第３号の事項について，学長が決定を行うに当
たり意見を述べるものとする。
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⑴　学生の入学，課程の修了に関する事項
⑵　学位の授与に関する事項
⑶　教育研究に関する重要な事項で，研究科会議の意見を聴くことが必要な事項
⑷　学長，研究科長等がつかさどる教育研究に関する事項で，学長，研究科長等の求めに応じ，意見を述べることができる事項
⑸　学長，研究科長等がつかさどる教育研究に関する事項で，学長，研究科長等の求めがない場合でも意見を述べることができる事
項

２　前項第３号及び第４号の学長が意見を求める事項は別に定める。
３　削除
４　研究科会議は，理事会の業務に関する事項には関与しない。
５　研究科会議に関する必要な事項は，別に定める。

（研究科長会議）
第50条の３　本大学院に研究科長会議を置く。
２　研究科長会議に関する必要な事項は，別に定める。

第10章　学則等の準用
（大学学則の準用）
第51条　この大学院学則に定めのない事項については，大学学則の規定を準用する。

第11章 学則の改廃
（学則の改廃）
第52条　学長は，この学則の改廃を行うときは，大学評議会の審議を経て，理事会の承認を得なければならない。

附　則
この学則は，平成11年４月１日から施行する。

附　則
この学則は，平成12年４月１日から施行する。ただし，第32条から第34条については，平成11年10月１日から施行する。

附　則
この学則は，平成13年４月１日から施行する。

附　則
この学則は，平成14年４月１日から施行する。ただし，平成13年度以前の入学者については，従前の学則による。

附　則
この学則は，平成15年４月１日から施行する。ただし，平成14年度以前の入学者については，従前の学則による。

附　則
この学則は，平成16年４月１日から施行する。ただし，第12条第２項別表１，別表２の授業科目については，平成15年度以前の入

学者は従前の学則による。

附　則
この学則は，平成18年４月１日から施行する。ただし，平成17年度以前の入学者については，従前の学則による。

附　則
この学則は，平成19年４月１日から施行する。ただし，第12条第２項別表１，別表２の授業科目については，平成15年度以前の入

学者については，従前の学則による。

附　則
この学則は，平成20年４月１日から施行する。ただし，この規程の第９条，第13条，第14条，第15条，第17条の２の規定は平成

19年度入学者にも適用する。その他の条項については，平成19年度以前の入学者については，従前の学則による。

附　則
この学則は，平成21年４月１日から施行する。ただし，平成20年度以前の入学者については従前の学則による。

附　則
この学則は，平成22年４月１日から施行する。ただし，平成21年度以前の入学者については従前の学則による。

附　則
この学則は，平成22年５月26日から施行する。

附　則
この学則は，平成22年９月22日から施行する。ただし，平成21年度以前の入学者については従前の学則による。

附　則
この学則は，平成23年４月１日から施行する。ただし，平成22年度以前の入学者については従前の学則による。

附　則
この学則は，平成24年４月１日から施行する。ただし，平成23年度以前の入学者については従前の学則による。
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附　則
この学則は，平成25年４月１日から施行する。ただし，平成24年度以前の入学者については従前の学則による。

附　則
この学則は，平成26年４月１日から施行する。ただし，平成25年度以前の入学者については従前の学則による。

附　則
この学則は，平成27年４月１日から施行する。ただし，平成26年度以前の入学者については従前の学則による。なお，第50条の２

第１項，第50条の２第２項については，平成26年度以前に入学した学生にも適用する。

附　則
この学則は，平成28年４月１日から施行する。ただし，平成27年度以前の入学者については従前の学則による。

附　則
この学則は，平成29年４月１日から施行する。ただし，平成28年度以前の入学者については従前の学則による。

附　則
この学則は，平成30年４月１日から施行する。ただし，平成29年度以前の入学者については従前の学則による。

附　則
この学則は，平成30年７月１日から施行する。

附　則
この学則は，平成31年４月１日から施行する。ただし，平成30年度以前の入学者については従前の学則による。

附　則
この学則は，令和２年４月１日から施行する。ただし，令和元年度以前の入学者については従前の学則による。

附　則
この学則は，令和３年４月１日から施行する。

附　則
この学則は，令和８年４月１日から施行する。ただし，令和７年度以前に入学した学生については，従前の学則による。なお，第２

条の３，第 12 条の４，第 12 条の５，第 13 条，第 14 条第２項及び第 52 条については，令和７年度以前の入学生にも適用する。

鹿児島国際大学大学院履修規程
（趣旨）
第１条　この規程は，鹿児島国際大学大学院（以下「本大学院」という。）学則第15条第３項に基づき，授業科目の履修方法等に関し必
要な事項を定めるものとする。

（教職課程）
第２条　教育職員免許状取得希望者のため，博士前期課程（修士課程）に教職課程を置く。
２　本研究科において取得できる免許状の種類は，次の表に掲げるとおりとする。

研　究　科 専　　　攻 免 許 状 の 種 類 免　許　教　科

経 済 学 研 究 科 地 域 経 済 政 策 専 攻
中学校教諭専修免許状 社　　　会
高等学校教諭専修免許状 公　　　民
高等学校教諭専修免許状 商　　　業

福 祉 社 会 学 研 究 科 社 会 福 祉 学 専 攻 高等学校教諭専修免許状 福　　　祉

国 際 文 化 研 究 科 国 際 文 化 専 攻

中学校教諭専修免許状 英　　　語
高等学校教諭専修免許状 英　　　語
中学校教諭専修免許状 国　　　語
高等学校教諭専修免許状 国　　　語

３　免許状取得のためには，次の二つの条件を充たさなければならない。
⑴　修士の学位を有すること。
⑵　社会（中学），公民（高校），商業（高校），福祉（高校），英語（中学・高校），国語（中学・高校）の一種免許状授与の所要資格
を有し，教育職員免許法及び教育職員免許法施行規則に定める所要単位を修得すること。

４　社会（中学），公民（高校），商業（高校），福祉（高校），英語（中学・高校），国語（中学・高校）の一種免許状を未取得の学生
は，学部開設の「教職課程」の授業科目を履修し，所定の単位を修得しなければならない。その場合の身分は，学部の科目等履修生
となる。

（履修登録）
第３条　学生は，学期の始めの指定登録日までに，所定の履修届を教務部に提出し，履修科目を登録しなければならない。ただし，登
録日までに登録できなかった場合でも正当な理由があれば研究科長が登録を許可することがある。

２　登録済みの科目の取消し及び履修科目の追加登録は，後期開始時の履修登録修正期間に原則として２科目を上限として行うことが
できる。この期間以外に，登録済みの科目の取消し及び履修科目の追加登録はできない。ただし，正当な理由があればこれを許可す
ることがある。



― 8―

３　演習については，当該演習の担当教員の許可を受けて登録しなければならない。

（履修の禁止）
第４条　次に掲げる授業科目は，履修することができない。
⑴　届出をしていない授業科目
⑵　授業時間が重複する授業科目
⑶　既に単位を修得した授業科目

第５条　削除

（授業科目修了の認定）
第６条　授業科目修了の認定は，筆記試験，実験，実習，論文，レポート等（以下「試験」という）により行う。

（単位の授与）
第７条　前条の試験に合格した学生には，所定の単位を与える。ただし，出席時間数が当該授業科目の全時間数の３分の２に満たない
学生には，原則として単位を与えない。

（履修の方法）
第７条の２　授業科目の種類，配当年次，単位数及び履修の方法については，別表第１から別表第９及び大学院履修指導のとおりとす
る。

（試験に関する不正行為）
第８条　試験において，不正行為のあった者には，当該授業科目及び研究科会議において定める授業科目についてその年度の単位を与
えないほか，本大学院学則第36条の規定により懲戒することができる。

（再履修）
第９条　単位の修得が認められなかった授業科目は，再度届け出て，当該授業科目を履修することができる。

（追試験）
第10条　病気その他やむを得ない事由により試験を受けることができなかった学生は，研究科長の承認を得て追試験を受けることがで
きる。

２　前項の追試験は，追試験願に，病気にあっては医師の診断書，その他の場合にあっては理由書を添付して，当該試験期間中又は試
験期間終了後２日以内に研究科長に提出しなければならない。

（成績の判定基準）
第11条　優・良・可及び不可の判定基準は，次のとおりとする。
⑴　優　　80点以上
⑵　良　　70点以上　80点未満
⑶　可　　60点以上　70点未満
⑷　不可　60点未満

（委任）
第12条　この規程に定めるもののほか，授業科目の履修方法に関し必要な事項は，別に定める。

（規程の改廃）
第13条　この規程の改廃は，研究科会議及び大学評議会の審議を経て，学長の承認を得なければならない。

附　　　　則
この規程は，平成16年４月１日から施行する。ただし，平成15年度以前の入学者については，従前の規程による。

附　　　　則
この規程は，平成19年４月１日から施行する。ただし，平成18年度以前の入学者については，従前の規程による。

附　　　　則
この規程は，平成20年４月１日から施行する。ただし，平成19年度以前の入学者については，従前の規程による。

附　　　　則
この規程は，平成22年４月１日から施行する。ただし，平成21年度以前の入学者については，従前の規程による。

附　　　　則
この規程は，平成24年４月１日から施行する。ただし，平成23年度以前の入学者については，従前の規程による。

附　　　　則
この規程は，平成25年４月１日から施行する。ただし，平成24年度以前の入学者については，従前の規程による。

附　　　　則
この規程は，平成26年４月１日から施行する。ただし，平成25年度以前の入学者については，従前の規程による。

附　　　　則
この規程は，平成27年４月１日から施行する。ただし，平成26年度以前の入学者については従前の規程による。
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附　　　　則
この規程は，平成28年４月１日から施行する。ただし，平成27年度以前の入学者については従前の規程による。

附　　　　則
この規程は，平成29年４月１日から施行する。ただし，平成28年度以前の入学者については従前の規程による。

附　　　　則
この規程は，平成30年４月１日から施行する。ただし，平成29年度以前の入学者については従前の規程による。

附　　　　則
この規程は，平成31年４月１日から施行する。ただし，平成30年度以前の入学者については従前の規程による。

附　　　　則
この規程は，令和２年４月１日から施行する。ただし，令和元年度以前の入学者については従前の規程による。

附　　　　則
この規程は，令和５年４月１日から施行する。ただし，令和４年度以前の入学者については従前の規程による。

附　　　　則
この規程は，令和７年４月１日から施行する。ただし，令和６年度以前の入学者については従前の規程による。

付記１．平成11年度以降平成15年度までの履修規程改正にともなう附則は省略。
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別表第１
経済学研究科／地域経済政策専攻　博士前期課程（修士課程）授業科目

区　分 授　業　科　目　名 配当
年次

単　位 備　考選択必修 選 択

基 

本 

科 

目

経済理論 1･2 2

①30単位以上を修得し，
かつ修士論文を提出し審
査に合格すること （②，
③の単位を含む）。

②基本科目から４単位以
上，演習科目 （Ⅰ ･ Ⅱ ･
Ⅲ ･Ⅳ）から８単位（修
士論文を含む）を修得す
ること。

③講義科目に限り３科目
６単位の範囲で他の研究
科博士前期課程（修士課
程）の授業科目を履修す
ることができる。

経済政策 1･2 2
国際経済 1･2 2
経営管理 1･2 2
会計 1･2 2
国際経営 1･2 2

地　
域　
経　
済　
系　
科　
目

計量経済 1･2 2
情報統計 1･2 2
国際金融 1･2 2
金融経済 1･2 2
産業経済 1･2 2
地域経済 1･2 2
都市経済 1･2 2
欧米経済 1･2 2
環境経済 1･2 2
保険経済 1･2 2
財政 1･2 2
経済史 1･2 2
税法Ⅰ 1･2 2
税法Ⅱ 1･2 2
民法 1･2 2
ワークショップⅠ（経済のグローバル化） 1･2 2

　
経　
営　
管　
理　
系　
科　
目

経営戦略 1･2 2
人事管理 1･2 2
中小企業経営 1･2 2
財務管理 1･2 2
経営情報 1･2 2
産業経営 1･2 2
経営史 1･2 2
マーケティング 1･2 2
会計監査 1･2 2
管理会計 1･2 2
税務会計 1･2 2
観光ビジネス 1･2 2
観光マネジメント 1･2 2
ビジネス英語 1･2 2
経営管理特講 1･2 2
ワークショップⅡ（経営のグローバル化と直接投資） 1･2 2

演　
習　
科　
目

経済理論演習Ⅰ 1 2
経済理論演習Ⅱ 1 2
経済理論演習Ⅲ 2 2
経済理論演習Ⅳ 2 2
経済政策演習Ⅰ 1 2
経済政策演習Ⅱ 1 2
経済政策演習Ⅲ 2 2
経済政策演習Ⅳ 2 2
計量経済演習Ⅰ 1 2
計量経済演習Ⅱ 1 2
計量経済演習Ⅲ 2 2
計量経済演習Ⅳ 2 2
国際経済演習Ⅰ 1 2
国際経済演習Ⅱ 1 2
国際経済演習Ⅲ 2 2
国際経済演習Ⅳ 2 2
金融経済演習Ⅰ 1 2
金融経済演習Ⅱ 1 2
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区　分 授　業　科　目　名 配当
年次

単　位 備　考選択必修 選 択
金融経済演習Ⅲ 2 2
金融経済演習Ⅳ 2 2
産業経済演習Ⅰ 1 2
産業経済演習Ⅱ 1 2
産業経済演習Ⅲ 2 2
産業経済演習Ⅳ 2 2
地域経済演習Ⅰ 1 2
地域経済演習Ⅱ 1 2
地域経済演習Ⅲ 2 2
地域経済演習Ⅳ 2 2
欧米経済演習Ⅰ 1 2
欧米経済演習Ⅱ 1 2
欧米経済演習Ⅲ 2 2
欧米経済演習Ⅳ 2 2
環境経済演習Ⅰ 1 2
環境経済演習Ⅱ 1 2
環境経済演習Ⅲ 2 2
環境経済演習Ⅳ 2 2
保険経済演習Ⅰ 1 2
保険経済演習Ⅱ 1 2
保険経済演習Ⅲ 2 2
保険経済演習Ⅳ 2 2
財政演習Ⅰ 1 2
財政演習Ⅱ 1 2
財政演習Ⅲ 2 2
財政演習Ⅳ 2 2
経済史演習Ⅰ 1 2
経済史演習Ⅱ 1 2
経済史演習Ⅲ 2 2
経済史演習Ⅳ 2 2
税法演習Ⅰ 1 2
税法演習Ⅱ 1 2
税法演習Ⅲ 2 2
税法演習Ⅳ 2 2
民法演習Ⅰ 1 2
民法演習Ⅱ 1 2
民法演習Ⅲ 2 2
民法演習Ⅳ 2 2
経営管理演習Ⅰ 1 2
経営管理演習Ⅱ 1 2
経営管理演習Ⅲ 2 2
経営管理演習Ⅳ 2 2
マーケティング演習Ⅰ 1 2
マーケティング演習Ⅱ 1 2
マーケティング演習Ⅲ 2 2
マーケティング演習Ⅳ 2 2
会計演習Ⅰ 1 2
会計演習Ⅱ 1 2
会計演習Ⅲ 2 2
会計演習Ⅳ 2 2
会計監査演習Ⅰ 1 2
会計監査演習Ⅱ 1 2
会計監査演習Ⅲ 2 2
会計監査演習Ⅳ 2 2
管理会計演習Ⅰ 1 2
管理会計演習Ⅱ 1 2
管理会計演習Ⅲ 2 2
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区　分 授　業　科　目　名 配当
年次

単　位 備　考選択必修 選 択
管理会計演習Ⅳ 2 2
税務会計演習Ⅰ 1 2
税務会計演習Ⅱ 1 2
税務会計演習Ⅲ 2 2
税務会計演習Ⅳ 2 2
中小企業経営演習Ⅰ 1 2
中小企業経営演習Ⅱ 1 2
中小企業経営演習Ⅲ 2 2
中小企業経営演習Ⅳ 2 2
産業経営演習Ⅰ 1 2
産業経営演習Ⅱ 1 2
産業経営演習Ⅲ 2 2
産業経営演習Ⅳ 2 2
経営史演習Ⅰ 1 2
経営史演習Ⅱ 1 2
経営史演習Ⅲ 2 2
経営史演習Ⅳ 2 2
経営情報演習Ⅰ 1 2
経営情報演習Ⅱ 1 2
経営情報演習Ⅲ 2 2
経営情報演習Ⅳ 2 2
観光ビジネス演習Ⅰ 1 2
観光ビジネス演習Ⅱ 1 2
観光ビジネス演習Ⅲ 2 2
観光ビジネス演習Ⅳ 2 2

実習科目 インターンシップ 1･2 2

別表第２
経済学研究科／地域経済政策専攻　博士後期課程授業科目

区　分 授　業　科　目　名 配当年次 単　位
 （選択） 備　　考

特　
　
殊　
　
研　
　
究　
　
科　
　
目

応用経済学（ミクロ・マクロ）特殊研究 1･2･3 2

①12単位以上（研究指導
科目８単位を含む）を修得
し，かつ，必要な研究指導
を受けたうえで，博士論文
の審査および最終試験に合
格すること。

国際金融特殊研究 1･2･3 2
国際経済特殊研究 1･2･3 2
金融経済特殊研究 1･2･3 2
財政特殊研究 1･2･3 2
地域経済特殊研究 1･2･3 2
欧米経済特殊研究 1･2･3 2
マーケティング特殊研究 1･2･3 2
会計特殊研究 1･2･3 2
会計監査特殊研究 1･2･3 2
税務会計特殊研究 1･2･3 2
経営管理特殊研究 1･2･3 2
経営戦略特殊研究 1･2･3 2
経営科学特殊研究 1･2･3 2
産業経営特殊研究 1･2･3 2
観光経営特殊研究 1･2･3 2
観光マネジメント特殊研究 1･2･3 2
ワークショップ（国際経済経営 ) 1･2･3 2

研　
究　
指　
導　
科　
目

応用経済学（ミクロ・マクロ）特殊研究演習 1～3 8
国際経済特殊研究演習 1～3 8
金融経済特殊研究演習 1～3 8
財政特殊研究演習 1～3 8
地域経済特殊研究演習 1～3 8
欧米経済特殊研究演習 1～3 8
マーケティング特殊研究演習 1～3 8
会計特殊研究演習 1～3 8
会計監査特殊研究演習 1～3 8
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区　分 授　業　科　目　名 配当年次 単　位
 （選択） 備　　考

税務会計特殊研究演習 1～3 8
経営管理特殊研究演習 1～3 8
経営科学特殊研究演習 1～3 8
産業経営特殊研究演習 1～3 8

別表第３
福祉社会学研究科／社会福祉学専攻　博士前期課程（修士課程）授業科目

区　分 授　業　科　目　名 配当
年次

単　位 備　考必 修 選 択

専　
　
　
門　
　
　
科　
　
　
目

対人援助学特講 1･2 2

①30単位以上（必修８単
位，選択22単位以上）修得
し，かつ，修士論文を提出
し審査に合格すること。

②講義科目に限り３科目６
単位の範囲で他の研究科博
士前期課程（修士課程）の
授業科目を履修することが
でき，その修得単位は修了
所要単位（選択単位に含め
る）として認める。

③演習科目８単位には修士
論文を含む。

社会福祉方法論特講 1･2 2
スーパービジョン特講 1･2 2
保健福祉学特講 1･2 2
健康福祉学特講 1･2 2
高齢者福祉学特講 1･2 2
障害者福祉学特講 1･2 2
児童福祉学特講 1･2 2
保育学特講 1･2 2
保育方法学特講 1･2 2
精神医学特講 1･2 2
精神保健福祉学特講 1･2 2
臨床発達心理学特講 1･2 2
地域リハビリテーション論特講 1･2 2
生涯教育学特講 1･2 2
職業教育学特講 1･2 2
幼児教育学特講 1･2 2
介護福祉学特講 1･2 2
社会保障論特講 1･2 2
社会福祉法制特講 1･2 2
社会福祉政策特講 1･2 2
地域福祉学特講 1･2 2
社会病理学特講 1･2 2
地域包括ケア特講 1･2 2
福祉経営特講 1･2 2
社会福祉調査特講 1･2 2

実習科目 フィールドワーク実習 1･2 1
演習科目 特別研究（演習）修士論文指導 1～2 8

別表第４
福祉社会学研究科／社会福祉学専攻　博士後期課程授業科目

区　分 授　業　科　目　名 配当
年次

単　位 備　考必 修 選 択

特　
殊　
講　
義　
科　
目

社会保障特殊講義 1･2･3 2

①12単位以上（必修８単
位，選択４単位以上）を修
得し，かつ，必要な研究指
導を受けたうえで，博士論
文の審査および最終試験に
合格すること。

高齢者福祉特殊講義 1･2･3 2
障害者福祉特殊講義 1･2･3 2
精神医学特殊講義 1･2･3 2
精神保健福祉特殊講義 1･2･3 2
生涯教育特殊講義 1･2･3 2
職業教育特殊講義 1･2･3 2
保健福祉特殊講義 1･2･3 2
地域リハビリテーション特殊講義 1･2･3 2
介護福祉特殊講義 1･2･3 2
地域福祉特殊講義 1･2･3 2
社会病理特殊講義 1･2･3 2
ソーシャルワーク特殊講義 1･2･3 2
児童家庭福祉特殊講義 1･2･3 2
社会福祉リサーチ特殊講義 1･2･3 2
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区　分 授　業　科　目　名 配当
年次

単　位 備　考必 修 選 択
演習科目 特別研究（博士論文指導） 1～3 8

別表第５
国際文化研究科／国際文化専攻　博士前期課程（修士課程）授業科目
科目
区分 分野名 授　業　科　目　名 配当

年次
単　位 備　考必 修 選 択

専　
　
　
　
　
攻　
　
　
　
　
分　
　
　
　
　
野

言　
　
　
語　
　
　
文　
　
　
化

英語特殊講義Ⅰ 1・2 2

①30単位以上を修得し，
かつ修士論文を提出し審査
に合格すること。

②所属する分野から16単
位以上を修得すること。

③他の分野から修得した単
位は，６単位を上限に修了
単位として認める。

④講義科目に限り３科目６
単位の範囲で他の研究科博
士前期課程（修士課程）の
授業科目を履修することが
でき，その修得単位は修了
所要単位として認める。

英語特殊講義Ⅱ 1・2 2
英語教育法Ⅰ 1・2 2
英語教育法Ⅱ 1・2 2
中国語特殊講義 1・2 2
韓国語特殊講義 1・2 2
フランス語特殊講義 1・2 2
対照言語学特殊講義 1・2 2
日欧比較言語論 1・2 2
ロマンス語圏比較論 1・2 2
アメリカ文学Ⅰ 1・2 2
アメリカ文学Ⅱ 1・2 2
イギリス文学Ⅰ 1・2 2
イギリス文学Ⅱ 1・2 2
中国文学Ⅰ 1・2 2
中国文学Ⅱ 1・2 2
フランス文学 1・2 2
イギリス演劇Ⅰ 1・2 2
イギリス演劇Ⅱ 1・2 2
時事英語 1・2 2
英語論文研究Ⅰ 1・2 2
英語論文研究Ⅱ 1・2 2
日本語学特殊講義 1・2 2
日本語教育特殊講義 1・2 2
日本語論文研究 1・2 2

人　
　
　
間　
　
　
文　
　
　
化

日本文化と国語教育Ⅰ 1・2 2
日本文化と国語教育Ⅱ 1・2 2
国語科教育法研究Ⅰ 1・2 2
国語科教育法研究Ⅱ 1・2 2
日本古典文学Ⅰ 1・2 2
日本古典文学Ⅱ 1・2 2
日本近代文学Ⅰ 1・2 2
日本近代文学Ⅱ 1・2 2
教育学特殊講義Ⅰ 1・2 2
教育学特殊講義Ⅱ 1・2 2
日本語史 1・2 2
日本史特殊講義Ⅰ 1・2 2
日本史特殊講義Ⅱ 1・2 2
韓国・朝鮮史特殊講義 1・2 2
地域芸術文化論Ⅰ 1・2 2
地域芸術文化論Ⅱ 1・2 2
西洋音楽論Ⅰ 1・2 2
西洋音楽論Ⅱ 1・2 2
楽曲研究特殊講義Ⅰ 1・2 2
楽曲研究特殊講義Ⅱ 1・2 2
ドイツの歴史と文化 1・2 2
考古学特論Ⅰ 1・2 2
考古学特論Ⅱ 1・2 2
考古学論文研究Ⅰ 1・2 2
考古学論文研究Ⅱ 1・2 2
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科目
区分 分野名 授　業　科　目　名 配当

年次
単　位 備　考必 修 選 択

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

ワークショップ１（考古学と情報科学Ⅰ） 1・2 2
⑤ワークショップ科目から
修得した単位は，８単位を
上限に修了所要単位として
認める。

ワークショップ２（考古学と情報科学Ⅱ） 1・2 2
ワークショップ３（音楽と表現Ⅰ） 1・2 2
ワークショップ４（音楽と表現Ⅱ） 1・2 2
ワークショップ５（音楽と舞台Ⅰ） 1・2 2
ワークショップ６（音楽と舞台Ⅱ） 1・2 2

実　
　
習

考 古 学 考古学実習Ⅰ 1・2 1
⑥実習科目から修得した単
位は２単位を上限に修了所
要単位として認める。

考古学実習Ⅱ 1・2 1
インター
ンシップ 国際インターンシップ 1・2 2

外 国 語
海外研修 実用英語現地学習 1・2 2

演　　習 国際文化研究演習 1～2 8

⑦研究指導教員の演習８単
位（修士論文を含む）［早期
修了生・早期修了候補生は
４単位］を修得することと
し，その単位は所属する分
野の単位として認定する。

別表第６
国際文化研究科／国際文化専攻　博士後期課程授業科目

区　分 授　業　科　目　名 配当
年次

単　位 備　考必 修 選 択

特　
殊　
研　
究　
科　
目

英語教育法特殊研究 1・2・3 2

①12単位以上（必修８
単位，選択４単位以上）
を修得し，かつ，必要な
研究指導を受けたうえ
で，博士論文の審査およ
び最終試験に合格するこ
と。

②実習から修得した単位
は２単位を上限に修了所
要単位として認める。

対照言語学特殊研究 1・2・3 2
欧米語学特殊研究Ⅰ （英文学） 1・2・3 2
欧米語学特殊研究Ⅱ （南ヨーロッパ比較言語学論） 1・2・3 2
欧米語学特殊研究Ⅲ （米文学） 1・2・3 2
近・現代ヨーロッパ表象文化特殊研究 1・2・3 2
音楽学特殊研究 1・2・3 2
作曲法特殊研究 1・2・3 2
日本語学特殊研究 1・2・3 2
日本古典文学特殊研究 1・2・3 2
日本史特殊研究 1・2・3 2
韓国・朝鮮史特殊研究 1・2・3 2
比較考古学特殊研究 1・2・3 2
情報・理論考古学特殊研究 1・2・3 2

実 習 国際インターンシップ 1・2・3 2
演 習 国際文化研究指導 1～3 8

別表第７
専修免許状に必要な教科及び教職に関する科目（経済学研究科）

専攻 専修免許状 免許法施行規則に
定める科目区分

左記に対応する開設科目
科　　　　　目 単位 必要単位数

地　
域　
経　
済　
政　
策　
専　
攻

高
等
学
校
教
諭
専
修
免
許
状
（
公
民
）

中
学
校
教
諭
専
修
免
許
状
（
社
会
）

大
学
が
独
自
に
設
定
す
る
科
目

教科及び教科の
指導法に関する
科目

経済理論 2

24

経済政策 2
国際経済 2
金融経済 2
産業経済 2
都市経済 2
欧米経済 2
環境経済 2
財政 2
経済史 2
税法Ⅰ 2
税法Ⅱ 2
民法 2
ワークショップⅠ（経済のグローバル化） 2
経営史 2
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専攻 専修免許状 免許法施行規則に
定める科目区分

左記に対応する開設科目
科　　　　　目 単位 必要単位数

経済理論演習Ⅰ 2
経済理論演習Ⅱ 2
経済理論演習Ⅲ 2
経済理論演習Ⅳ 2
経済政策演習Ⅰ 2
経済政策演習Ⅱ 2
経済政策演習Ⅲ 2
経済政策演習Ⅳ 2
国際経済演習Ⅰ 2
国際経済演習Ⅱ 2
国際経済演習Ⅲ 2
国際経済演習Ⅳ 2
金融経済演習Ⅰ 2
金融経済演習Ⅱ 2
金融経済演習Ⅲ 2
金融経済演習Ⅳ 2
産業経済演習Ⅰ 2
産業経済演習Ⅱ 2
産業経済演習Ⅲ 2
産業経済演習Ⅳ 2
欧米経済演習Ⅰ 2
欧米経済演習Ⅱ 2
欧米経済演習Ⅲ 2
欧米経済演習Ⅳ 2
環境経済演習Ⅰ 2
環境経済演習Ⅱ 2
環境経済演習Ⅲ 2
環境経済演習Ⅳ 2
財政演習Ⅰ 2
財政演習Ⅱ 2
財政演習Ⅲ 2
財政演習Ⅳ 2
経済史演習Ⅰ 2
経済史演習Ⅱ 2
経済史演習Ⅲ 2
経済史演習Ⅳ 2
税法演習Ⅰ 2
税法演習Ⅱ 2
税法演習Ⅲ 2
税法演習Ⅳ 2
民法演習Ⅰ 2
民法演習Ⅱ 2
民法演習Ⅲ 2
民法演習Ⅳ 2

地　
域　
経　
済　
政　
策　
専　
攻

高
等
学
校
教
諭
専
修
免
許
状
（
商
業
）

大
学
が
独
自
に
設
定
す
る
科
目

教科及び教科の
指導法に関する
科目

マーケティング 2

24

会計 2
経営管理 2
国際経営 2
人事管理 2
中小企業経営 2
経営情報 2
産業経営 2
会計監査 2
管理会計 2
税務会計 2
観光ビジネス 2
ワークショップⅡ（経営のグローバル化と直接投資） 2



― 17―

専攻 専修免許状 免許法施行規則に
定める科目区分

左記に対応する開設科目
科　　　　　目 単位 必要単位数

マーケティング演習Ⅰ 2
マーケティング演習Ⅱ 2
マーケティング演習Ⅲ 2
マーケティング演習Ⅳ 2
会計演習Ⅰ 2
会計演習Ⅱ 2
会計演習Ⅲ 2
会計演習Ⅳ 2
経営管理演習Ⅰ 2
経営管理演習Ⅱ 2
経営管理演習Ⅲ 2
経営管理演習Ⅳ 2
会計監査演習Ⅰ 2
会計監査演習Ⅱ 2
会計監査演習Ⅲ 2
会計監査演習Ⅳ 2
管理会計演習Ⅰ 2
管理会計演習Ⅱ 2
管理会計演習Ⅲ 2
管理会計演習Ⅳ 2
税務会計演習Ⅰ 2
税務会計演習Ⅱ 2
税務会計演習Ⅲ 2
税務会計演習Ⅳ 2
中小企業経営演習Ⅰ 2
中小企業経営演習Ⅱ 2
中小企業経営演習Ⅲ 2
中小企業経営演習Ⅳ 2
産業経営演習Ⅰ 2
産業経営演習Ⅱ 2
産業経営演習Ⅲ 2
産業経営演習Ⅳ 2
経営情報演習Ⅰ 2
経営情報演習Ⅱ 2
経営情報演習Ⅲ 2
経営情報演習Ⅳ 2

別表第８
専修免許状に必要な教科及び教職に関する科目（福祉社会学研究科）

専攻 専修免許状 免許法施行規則に
定める科目区分

左記に対応する開設科目
科　　　　　目 単位 必要単位数

社　
会　
福　
祉　
学　
専　
攻

高
等
学
校
教
諭
専
修
免
許
状
（
福
祉
）

大
学
が
独
自
に
設
定
す
る
科
目

教科及び教科の
指導法に関する
科目

対人援助学特講 2

24

社会福祉方法論特講 2
健康福祉学特講 2
高齢者福祉学特講 2
障害者福祉学特講 2
児童福祉学特講 2
精神保健福祉学特講 2
臨床発達心理学特講 2
介護福祉学特講 2
社会保障論特講 2
社会福祉法制特講 2
社会福祉政策特講 2
地域福祉学特講 2
地域包括ケア特講 2
社会福祉調査特講 2
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別表第９
専修免許状に必要な教科及び教職に関する科目（国際文化研究科）

専攻 専修免許状 免許法施行規則に
定める科目区分

左記に対応する開設科目
科　　　　　目 単位 必要単位数

国　
　
　
際　
　
　
文　
　
　
化　
　
　
専　
　
　
攻

高
等
学
校
教
諭
専
修
免
許
状
（
英
語
）

中
学
校
教
諭
専
修
免
許
状
（
英
語
）

大
学
が
独
自
に
設
定
す
る
科
目

教科及び教科の
指導法に関する
科目

英語特殊講義Ⅰ 2

24

英語特殊講義Ⅱ 2
アメリカ文学Ⅰ 2
アメリカ文学Ⅱ 2
イギリス文学Ⅰ 2
イギリス文学Ⅱ 2
イギリス演劇Ⅰ 2
イギリス演劇Ⅱ 2
時事英語 2
英語論文研究Ⅰ 2
英語論文研究Ⅱ 2
日欧比較言語論 2
実用英語現地学習 2
英語教育法Ⅰ 2
英語教育法Ⅱ 2

高
等
学
校
教
諭
専
修
免
許
状
（
国
語
）

中
学
校
教
諭
専
修
免
許
状
（
国
語
）

大
学
が
独
自
に
設
定
す
る
科
目

教科及び教科の
指導法に関する
科目

対照言語学特殊講義 2

24

国語科教育法研究Ⅰ 2
国語科教育法研究Ⅱ 2
日本語学特殊講義 2
日本語教育特殊講義 2
日本古典文学Ⅰ 2
日本古典文学Ⅱ 2
日本近代文学Ⅰ 2
日本近代文学Ⅱ 2
中国文学Ⅰ 2
中国文学Ⅱ 2
日本語史 2
日本文化と国語教育Ⅰ 2
日本文化と国語教育Ⅱ 2

鹿児島国際大学大学院学位規程

第１章　総　　　　則
（趣旨）
第１条　学校教育法および学位規則（昭和28年文部省令第９号）の定めるところにより，鹿児島国際大学（以下「本学」という。）に
おいて授与する大学院の学位については，本学大学院学則によるほか，本規程の定めるところによる。

（学位の種類）
第２条　本学が授与する大学院の学位は，修士および博士とする。

（専攻分野の名称）
第３条　学位を授与する者に，以下の専攻分野名を付記するものとする。
⑴　修士の学位に次の専攻分野名を付記する。

経　済　学
社会福祉学
国際文化学

⑵　博士の学位に次の専攻分野名を付記する。
経　済　学
社会福祉学
国際文化学

（学位の名称）
第４条　学位を授与された者が，学位の名称を用いるときは，本大学名を付記するものとする。

第２章　修士の学位
（修士の学位授与の要件）
第５条　修士の学位授与は，本学大学院学則の定めるところにより，博士前期課程（修士課程）（以下「博士前期課程」という。）を修
了した者に行う。
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（修士学位請求論文の提出）
第６条　前条により，修士学位請求論文（以下 「修士論文」という。）を提出できる者は，博士前期課程の修業年限２年を満たす者また
は満たす見込みの者で，所定の授業科目について30単位以上を修得見込みの者とする。

２　前項の規定にかかわらず，本学大学院学則第９条第３項により，博士前期課程において優れた業績を上げたと認められる者につい
ては，博士前期課程修業年限２年に満たない場合であっても修士論文を提出できるものとする。

３　修士論文の審査を受けようとする者は，修士学位請求論文審査願 〔別表第１〕に修士学位請求論文作成要領により当該研究科が定
める部数の修士論文および修士論文要旨を添えて，当該研究科が定める期日までに教務部を通じて研究科長へ提出しなければならな
い。

４　前項の修士学位請求論文作成要領については，各研究科において定める。

（修士論文審査の方法）
第７条　研究科長は，受理した論文の審査を研究科会議に付託する。
２　研究科会議は，論文ごとに審査委員会を設置し，その審査を委嘱する。
３　審査委員会は，演習担当者を含む２人以上の審査委員をもって構成する。
４　主査は，当該論文の審査および最終試験を総括する。
５　受理した修士論文は，返付しない。

（最終試験の方法）
第８条　最終試験は，修士論文の審査終了後，審査委員会が当該修士論文を中心として，口述または筆記試験によって行う。

（修士授与の審査）
第９条　審査委員会は，修士論文の審査および最終試験の結果を，修士学位請求論文審査および最終試験の結果報告書〔別表第１〕に
より，研究科長に報告するものとする。

２　研究科長は，前項の報告を研究科会議に諮り，合否を議決する。

（学長への報告）
第10条　研究科長は，前条の議決の結果を学長に修士学位請求論文審査結果報告書 〔別表第１〕をもって報告する。

（修士学位の授与）
第11条　学長は，前条の報告に基づき，修士学位を授与し，別表第１に定める様式により学位記を授与して，これを証明する。

第３章　博士の学位
（博士の学位授与の要件）
第12条　博士の学位授与は，本学大学院学則の定めるところにより，博士後期課程を修了した者に行う。
２　前項のほか，本大学院の行う学位論文の審査に合格し，かつ，前項の同課程を修了した者と同等以上の学力を有することが確認 
（以下「学力の確認」という。）された者に対し行うことができる。

（博士学位請求論文の提出）
第13条　前条第１項により，博士学位請求論文 （以下，「博士論文」という。）を提出できる者は，博士後期課程の修業年限３年以上を
満たす者または満たす見込みの者であり，当該研究科において定める科目から必要な単位を修得した者または修得見込みの者で，か
つ必要な研究指導を受けた者とする。

２　前項の規定にかかわらず，本学大学院学則第９条第４項により，博士後期課程において優れた業績を上げたと認められた者につい
ては，博士後期課程３年に満たない場合であっても博士論文を提出できるものとする。

第14条　第12条第１項に該当する者にあっては，在学期間中に提出できるものとし，その期日は各研究科において定める。

第15条　博士論文を提出しようとする者は，次の各号のいずれかにより，提出することとする。
⑴　第12条第１項により博士論文を提出しようとする者にあっては，博士学位請求論文審査願〔別表第１（6-1）〕に当該研究科が定
める書類を添えて，教務部を通じて研究科長へ提出しなければならない。
⑵　第12条第２項により博士論文を提出しようとする者にあっては，博士学位請求論文審査願〔別表第１（6-2）〕に当該研究科が定
める書類と学位論文審査手数料〔別表第１〕を添えて，教務部を通じて研究科長へ提出しなければならない。
⑶　本学大学院博士後期課程の修業年限３年以上を満たし，当該研究科において定める科目から必要な単位を修得しかつ必要な研究
指導を受けたうえで退学（以下「満期退学」という。）した者が，博士論文を提出しようとする場合も前号の規定によるものとす
る。

２　審査を受けるため提出する博士論文は，１篇に限る。ただし，参考として他の論文を添付することができる。
３　受理した博士論文等および学位論文審査手数料については，返付しない。

（博士論文の受理）
第16条　第12条第２項により博士論文の提出があったときは，研究科長は，当該研究科会議に付託してこれを受理すべきか否かを諮ら
なければならない。

２　研究科長は，前項の規定により当該博士論文を付託された研究科会議が受理すべきものと議決した博士論文に限り，これを受理す
る。

３　研究科長は，前項の規定により博士論文を受理したときは，すみやかに当該博士論文を受理すべきことを議決した研究科会議の審
査に付する。

４　研究科長は，博士論文を受理した旨を受理の日付を付した文書をもって提出者に連絡しなければならない。

（論文審査の方法）
第17条　当該研究科会議は，博士論文の審査および最終試験または学力の確認を行うため，論文ごとに審査委員会を設置し，その審査
を委嘱する。

２　審査委員会は，研究指導教員を含む３人以上の審査委員をもって構成するものとし，主査１名，副査２名以上とする。ただし，審
査委員には，他の大学院・研究所等の教員等を加えることができる。
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（最終試験の方法）
第18条　最終試験は，博士論文の審査終了後，提出された博士論文を中心として，口述または筆記試験によって審査委員会が行う。

（学力の確認）
第19条　第12条第２項に定める学力の確認は，専攻学術および外国語について口述または筆記試験によって行う。ただし，満期退学後
３年以内に博士論文を提出する者については，学力の確認を免除することができる。

（学位請求の却下）
第20条　博士論文を受理した場合であっても，審査委員会が学位請求者について大学院博士後期課程を修了した者と同等以上の学力が
ないことを確認したときは，当該研究科会議の議を経て，博士論文の審査を省略し，直ちに学位授与の請求を却下することができる。

（審査および最終試験または学力の確認の期間）
第21条　博士論文の審査ならびに最終試験または学力の確認は，原則として博士論文を受理してから１年以内に終了するものとする。

（博士授与の審査）
第22条　審査委員会は，博士論文の審査および最終試験または学力の確認が終了したときは，その結果を博士学位請求論文審査および
最終試験の結果報告書 〔別表第１〕により，研究科長に報告する。

２　研究科長は，前項の報告を研究科会議に諮り，合否を議決する。
３　前項の議決は，当該研究科会議博士後期課程構成員の過半数が出席し，その過半数の賛成を必要とする。

（学長への報告）
第23条　研究科長は，前条の議決の結果を学長に博士学位請求論文審査結果報告書〔別表第１（11-1），（11-2），（12）〕をもって報告
する。

（博士学位の授与）
第24条　学長は，前条の報告に基づき，博士学位を授与し，別表第１（2-1），（2-2），（3）に定める様式により，学位記を授与してこ
れを証明する。

（博士学位論文要旨等の公表）
第25条　学長は，前条により博士の学位を授与したときは，当該博士の学位を授与した日から３か月以内に，当該博士の学位の授与に
係る論文内容の要旨および論文審査結果の要旨をインターネットの利用により公表する。

（博士学位論文の公表）
第26条　博士の学位を授与された者は，当該博士の学位を授与された日から１年以内に，当該博士の学位の授与に係る論文の全文を公
表するものとする。ただし，当該博士の学位を授与される前に既に公表したときは，この限りでない。

２　前項の規定にかかわらず，博士の学位を授与された者は，やむを得ない事由がある場合には，本学の承認を受けて，当該博士の学
位の授与に係る論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表することができる。この場合において，本学は，その論文の全文
を求めに応じて閲覧に供する。

３　博士の学位を授与された者が行う前二項の規定による公表は，本学の協力を得て，インターネットの利用により行うものとする。
４　学位論文を公表する場合には，本学において審査を受けた学位論文であることを明記しなければならない。

（学位授与の報告）
第27条　本学は，博士の学位を授与したときは，当該学位を授与した日から３か月以内に別記様式による学位授与報告書を文部科学大
臣に提出する。

第４章　学位の取消，その他
（学位の授与の取消）
第28条　学位の授与を受けた者で，不正の方法によった事実が判明したとき，またはその名誉を汚す行為があったときは，学長は当該
研究科会議の議を経て，既に授与した学位を取り消すことがある。

２　前項の議決に関しては，構成員の過半数が出席し，その過半数の賛成を必要とする。

（学位論文の保存）
第29条　この規程の定めるところにより，修士および博士の学位を授与した学位論文の原本は，本学図書館において保存する。

（規程の改廃）
第30条　この規程の改廃は，各研究科会議及び大学評議会の審議を経て，学長の承認を得なければならない。

附　則
この規程は，平成12年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成13年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成16年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成18年４月１日から施行する。ただし，平成17年度以前の入学者については，従前の規程による。

附　則
この規程は，平成19年４月１日から施行する。
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附　則
この規程は，平成20年４月１日から施行する。ただし，この規程の第５条，第６条，第７条，第11条，第13条，第14条，第15条，

第17条，第24条の規定は平成19年度入学者にも適用する。その他の条項については，平成19年度以前の入学者については，従前の規
定による。

附　則
この規程は，平成21年10月28日から施行する。

附　則
この規程は，平成23年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成24年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成25年４月１日から施行する。ただし，平成24年度以前の入学者については，第13条，第14条，第15条は従前の

規定による。

附　則
この規程は，平成27年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成29年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，令和５年４月１日から施行する。
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別表第１ （第6条，第9条，第10条，第11条，第15条，第22条，第23条，第24条関係）
（1）学位記の様式 （第11条による）

○
修
第　
　
号

学　
位　
記

氏　
名　
　
　
　
　
　
　

年　
　
月　
　
日
生

　
本
学
大
学
院
○
○
○
○
○
研
究
科
○
○
○
○
○
専
攻

の
博
士
前
期
課
程 

（
修
士
課
程
）
に
お
い
て
所
定
の
単

位
を
修
得
し
学
位
論
文
の
審
査
及
び
最
終
試
験
に
合
格

し
た
こ
と
を
認
め
る

　
　
　
　
　
年　
　
月　
　
日

　
鹿
児
島
国
際
大
学
大
学
院
○
○
○
○
研
究
科
長

印　

　
本
学
大
学
院
○
○
○
○
○
研
究
科
長
の
認
定
に
よ
り

修
士
（
○
○
○
○
学
）
の
学
位
を
授
与
す
る

　
　
　
　
　
年　
　
月　
　
日

　
　
鹿
児
島
国
際
大
学
長�

印　

（2-1）学位記の様式（第24条による）
○
博
第　
　
号

学　
位　
記

氏　
名　
　
　
　
　
　
　

年　
　
月　
　
日
生

　
本
学
大
学
院
○
○
○
研
究
科
○
○
○
○
○
○
○
専
攻

の
博
士
後
期
課
程
に
お
い
て
所
定
の
単
位
を
修
得
し
必

要
な
研
究
指
導
を
受
け
か
つ
学
位
論
文
の
審
査
及
び
最

終
試
験
に
合
格
し
た
こ
と
を
認
め
る

　
　
　
　
　
年　
　
月　
　
日

　
鹿
児
島
国
際
大
学
大
学
院
○
○
○
○
研
究
科
長

印　

　
本
学
大
学
院
○
○
○
研
究
科
長
の
認
定
に
よ
り
博
士 

（
○
○
学
）
の
学
位
を
授
与
す
る

　
　
　
　
　
年　
　
月　
　
日

　
　
鹿
児
島
国
際
大
学
長�

印　

ただし，経済学研究科については平成23年度以降入学者
（2-2）学位記の様式（第24条による）
（経済学研究科）※平成22年度以前入学者

経
博
第　
　
号

学　
位　
記

氏　
名　
　
　
　
　
　
　

年　
　
月　
　
日
生

　
本
学
大
学
院
経
済
学
研
究
科
地
域
経
済
政
策
専
攻
の

博
士
後
期
課
程
に
お
い
て
必
要
な
研
究
指
導
を
受
け
か

つ
学
位
論
文
の
審
査
及
び
最
終
試
験
に
合
格
し
た
こ
と

を
認
め
る

　
　
　
　
　
年　
　
月　
　
日

　
鹿
児
島
国
際
大
学
大
学
院
○
○
○
○
研
究
科
長

印　

　
本
学
大
学
院
経
済
学
研
究
科
長
の
認
定
に
よ
り
博
士 

（
経
済
学
）
の
学
位
を
授
与
す
る

　
　
　
　
　
年　
　
月　
　
日

　
　
鹿
児
島
国
際
大
学
長�

印　
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（3）学位記の様式 （第24条による）
○
博
第　
　
号

学　
位　
記

氏　
名　
　
　
　
　
　
　

年　
　
月　
　
日
生

　
本
学
大
学
院
○
○
○
○
○
研
究
科
に
お
い
て
学
位
論

文
の
審
査
な
ら
び
に
所
定
の
試
験
に
合
格
し
た
こ
と
を

認
め
る

　
　
　
　
　
年　
　
月　
　
日

　
鹿
児
島
国
際
大
学
大
学
院
○
○
○
○
研
究
科
長

印　

　
本
学
大
学
院
○
○
○
○
○
研
究
科
長
の
認
定
に
よ
り

博
士
（
○
○
○
○
学
）
の
学
位
を
授
与
す
る

　
　
　
　
　
年　
　
月　
　
日

　
　
鹿
児
島
国
際
大
学
長�

印　

（4）学位論文審査手数料（第15条による）
学 位 授 与 申 請 者 手 数 料

第12条第１項
によるもの　　 本学大学院博士後期課程在学者 0円

第12条第２項
によるもの　

本学大学院を満期退学後３年以
内に博士論文を提出する者 0円

本学大学院を満期退学後３年を
超過して博士論文を提出する者 50,000円

本学園の設置する学校の専任教
職員 150,000円

上記以外の者 300,000円

（5）修士学位請求論文審査願の様式（第6条第3項による）

　　年　　月　　日　

　鹿児島国際大学大学院
　　○○○○○研究科長　殿

研究科名　　　　　　　　　　　　　
専攻名　　　　　　　　　　　　　　
学籍番号　　　　　　　　　　　　　
氏名　　　　　　　　　　　印　　　

修士学位請求論文審査願

　このたび鹿児島国際大学大学院学位規程第６条第３項により， 下記のとおり学位請求論文
を提出しますので， 審査くださるよう関係書類を添えてお願いします。 

記

　論文題目
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（6-1） 博士学位請求論文審査願の様式（第15条第1項第1号による）

　　年　　月　　日　

　鹿児島国際大学大学院
　　○○○○○研究科長　殿

研究科名　　　　　　　　　　　　　
専攻名　　　　　　　　　　　　　　
学籍番号　　　　　　　　　　　　　
氏名　　　　　　　　　　　印　　　

博士学位請求論文審査願

　このたび鹿児島国際大学大学院学位規程第15条第１項第１号により， 下記のとおり学位
請求論文を提出しますので， 審査くださるよう関係書類を添えてお願いします。  

記

　論文題目

（6-2） 博士学位請求論文審査願の様式（第15条第1項第2号による）

　　年　　月　　日　

　鹿児島国際大学大学院
　　○○○○○研究科長　殿

住所　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　

所属（勤務先） 　　　　　　　　　　
氏名　　　　　　　　　　　印　　　

博士学位請求論文審査願

　このたび鹿児島国際大学大学院学位規程第15条第１項第２号により， 下記のとおり学位
請求論文を提出しますので， 審査くださるよう関係書類を添えてお願いします。  

記

　論文題目
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（7） 修士学位請求論文審査および最終試験の結果報告書の様式（第9条第1項 による）

　　年　　月　　日　

　鹿児島国際大学大学院
　　○○○○○研究科長　殿

修士学位請求論文審査委員　　　　　　
主査　　　　　　　　　　　印　　　
副査　　　　　　　　　　　印　　　
副査　　　　　　　　　　　印　　　

修士学位請求論文審査および最終試験の結果報告書

　このたび， 審査委員会として， 修士学位請求論文の審査および最終試験が終了しましたの
で， その結果について鹿児島国際大学大学院学位規程第９条第１項に基づき， 下記のとおり
報告します。  

記
　

研 究 科 ・ 専 攻

学 籍 番 号

氏 名

研 究 指 導 教 員
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論 文 題 目

審 査 要 旨

成 績 評 価
修 士 学 位 論 文 合格　　不合格

最 終 試 験 合格　　不合格
以上
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（8） 博士学位請求論文審査および最終試験の結果報告書の様式（第22条第1項による）

　　年　　月　　日　

　鹿児島国際大学大学院
　　○○○○○研究科長　殿

博士学位請求論文審査委員　　　　　　
主査　　　　　　　　　　　印　　　
副査　　　　　　　　　　　印　　　
副査　　　　　　　　　　　印　　　

博士学位請求論文審査および最終試験の結果報告書

　このたび， 審査委員会として， 博士学位請求論文の審査および最終試験が終了しましたの
で， その結果について鹿児島国際大学大学院学位規程第22条第１項に基づき， 下記のとおり
報告します。  

記
　

研 究 科 ・ 専 攻
（ 所 属 ）
学 籍 番 号
（ 現 住 所 ）

氏 名

研 究 指 導 教 員

（　）は， 鹿児島国際大学大学院学位規程第15条第１項第２号によ
る論文提出の場合
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論 文 題 目

審 査 要 旨

成 績 評 価
博 士 学 位 論 文 合格　　不合格

最 終 試 験 合格　　不合格
以上
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（9） 修士学位請求論文審査結果報告書（第10条による）

　　年　　月　　日　

　鹿児島国際大学長
　　　　　　　　　　　　殿

○○○○○研究科長　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　印　　　

修士学位請求論文審査結果報告書

　鹿児島国際大学大学院学則および鹿児島国際大学大学院学位規程に定めるところにより実
施しました修士学位請求論文審査の結果を， 下記により別紙のとおり報告します。 

記

　１． 学位論文合格者数� ○○名

　２． 授与しようとする学位の種類修士� （○○学）

　３． 学位を授与しようとする年月日� ○○年○月○日
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（10） 修士学位請求論文審査結果報告書（第10条による） 別紙

修士学位請求論文審査結果合格者一覧
○○○○○研究科

学籍番号 氏　名 修士論文題目
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（11-1） 博士学位請求論文審査結果報告書の提出について（第23条による）

　　年　　月　　日　

　鹿児島国際大学長
　　　　　　　　　　　　殿

○○○○○研究科長　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　印　　　

博士学位請求論文審査結果報告書の提出について

　下記の者は， 本研究科において所定の年限在学し， （所定の単位を修得かつ） 必要な研究指
導を受けた上で学位論文を提出しました。 本大学院研究科会議の当該論文審査および最終試
験においても合格しましたので， 別紙報告書を提出いたします。 

記

　１． 博士学位論文合格者

専　攻　　　　氏　　　　　名　　　　学位の専攻分野

ただし， 当該合格者が平成22年度以前の経済学研究科博士後期課程入学者の場合には， （　） 内を省
略する。
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（11-2） 博士学位請求論文審査結果報告書の提出について（第23条による）

　　年　　月　　日　

　鹿児島国際大学長
　　　　　　　　　　　　殿

○○○○○研究科長　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　印　　　

博士学位請求論文審査結果報告書の提出について

　下記の者は， 博士学位請求論文を提出し， 本研究科において当該論文審査および所定の試
験に合格しましたので， 別紙報告書を提出いたします。 

記

　１． 博士学位論文合格者

氏　　　　　名　　　　学位の専攻分野

（12） 博士学位請求論文審査結果報告書（第23条による）

博士学位請求論文審査結果報告書
○○○○○研究科

氏 名
授与しようとする
学 位 の 種 類
授与しようとする
年 月 日
学位の授与の要件

学 位 論 文 の 題 目
論文審査の結果の
要 旨 お よ び そ の
担 当 者 氏 名
最終試験の結果の
要 旨 お よ び そ の
担 当 者 氏 名
学位論文審査機関
の名称および組織
審 査 終 了 年 月 日

判 定 の 経 過

備 考
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大学院科目等履修生に関する規程
（趣旨）
第１条　この規程は，鹿児島国際大学大学院 （以下 「本大学院」という。）学則第29条に関して，必要な事項を定めるものとする。

（出願資格）
第２条　科目等履修生として出願できる者は，次の各号のいずれかに該当する者とする。
　⑴　大学を卒業した者又は卒業見込みの者。
　⑵　学校教育法第104条第７項の規定により学士の学位を授与された者又は授与される見込みの者。
　⑶　外国において，学校教育における16年の課程を修了した者又は修了見込みの者。
　⑷　大学を卒業した者と同等以上の学力があると本大学院研究科が認めた者。

（入学の時期・履修期間）
第３条　科目等履修生の入学は原則として学年又は学期の始めとし，履修期間は当該年度内とする。
２　引き続き履修を希望する者はあらためて願い出て許可を受けなければならない。ただし，この場合には選考試験を免除することが
できる。

（出願手続）
第４条　科目等履修生として出願する者は，所定の期日までに次の書類を提出し，別に定める検定料を納入しなければならない。すで
に納入した検定料は，理由の如何にかかわらず返還しない。
⑴　科目等履修願（本学所定のもの）
⑵　最終学校の卒業証明書又は卒業見込証明書
⑶　最終学校の成績証明書
⑷　外国人の場合，日本語能力認定書（本学所定のもの）
⑸　日本国内在住の外国人の場合，住民票
⑹　外国人の場合，身元保証書 （本学所定のもの）

２　引き続き履修を希望する者は，所定の期日までに次の書類を提出しなければならない。ただし，この場合には検定料を免除するこ
とができる。
⑴　科目等履修願（本学所定のもの）

（選考試験・履修の許可）
第５条　出願した者に対しては選考試験を行い，学長が履修を許可する。ただし，授業科目によっては，履修を許可しないことがある。
２　選考試験については，書類審査（第４条の提出書類），小論文，面接により行う。
３　本学大学院在学者については，選考試験を免除することができる。

（履修料）
第６条　科目等履修生は，所定の期日までに別に定める履修料を納入しなければならない。すでに納入した履修料は，理由の如何にか
かわらず返還しない。

２　本学大学院在学者については，履修料は徴収しない。

（単位授与）
第７条　科目等履修生が授業科目を履修したときは，試験の上単位を与えるものとする。
２　科目等履修生が履修できる単位は１年を通じて16単位以内とする。

（証明書の発行）
第８条　科目等履修生が願い出たときは，成績証明書又は単位修得証明書を発行する。

（身分証明書の交付）
第９条　科目等履修生には，科目等履修生証を交付する。ただし，期間が終了したとき又は履修を辞退したときはすみやかに科目等履
修生証を返還しなければならない。

（在学年限への不算入）
第10条　大学院の科目等履修生であった者が本大学院に入学した場合，科目等履修生であった期間は，本大学院学則第９条に定める在
学年限に算入しない。

（学則の準用）
第11条　科目等履修生には本大学院学則，その他学内諸規程を準用するものとし，学則に違反したときは科目等履修生の許可を取り消
すことがある。

（規程の改廃）
第12条　この規程の改廃は，各研究科会議及び大学評議会の審議を経て，学長の承認を得なければならない。

附　則
この規程は，平成12年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成15年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成19年１月５日から施行する。
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附　則
この規程は，平成20年１月30日から施行する。

附　則
この規程は，平成21年３月17日から施行する。ただし，平成21年１月31日から適用する。

附　則
この規程は，平成21年５月27日から施行する。

附　則
この規程は，平成27年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成27年８月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成30年11月１日から施行する。

附　則
この規程は，令和元年11月１日から施行する。

附　則
この規程は，令和３年４月１日から施行する。

大学院聴講生に関する規程
（趣旨）
第１条　この規程は，鹿児島国際大学大学院（以下「本大学院」という。）学則第32条に関して，必要な事項を定めるものとする。

（出願資格）
第２条　聴講生として出願できる者は，次の各号のいずれかに該当する者とする。
⑴　大学を卒業した者又は卒業見込みの者。
⑵　学校教育法第104条第７項の規定により学士の学位を授与された者又は授与される見込みの者。
⑶　外国において，学校教育における16年の課程を修了した者又は修了見込みの者。
⑷　大学を卒業した者と同等以上の学力があると本大学院研究科が認めた者。

（許可の時期・聴講期間）
第３条　聴講生の許可は原則として学年又は学期の始めとし，聴講期間は当該年度内とする。
２　引き続き聴講を希望する者はあらためて願い出て許可を受けなければならない。ただし，この場合には選考試験を免除することが
できる。

（出願手続）
第４条　聴講生として出願する者は，所定の期日までに次の書類を提出し，別に定める検定料を納入しなければならない。すでに納入
した検定料は，理由の如何にかかわらず返還しない。
⑴　聴講願（本学所定のもの）
⑵　最終学校の卒業証明書又は卒業見込証明書
⑶　外国人の場合，日本語能力認定書（本学所定のもの）
⑷　日本国内在住の外国人の場合，住民票
⑸　外国人の場合，身元保証書（本学所定のもの）

２　引き続き聴講を希望する者は，所定の期日までに次の書類を提出しなければならない。ただし，この場合には検定料を免除するこ
とができる。
⑴　聴講願（本学所定のもの）

（選考試験・聴講の許可）
第５条　出願した者に対しては選考試験を行い，学長が聴講を許可する。ただし，授業科目によっては，聴講を許可しないことがある。
２　選考試験については，書類審査（第４条の提出書類），面接により行う。
３　本学大学院在学者については，選考試験を免除することができる。

（聴講料）
第６条　聴講生は，所定の期日までに別に定める聴講料を納入しなければならない。すでに納入した聴講料は，理由の如何にかかわら
ず返還しない。

２　本学大学院在学者については，聴講料は徴収しない。

（単位）
第７条　聴講生は聴講した科目について試験を受けることはできるが単位は与えない。

（身分証明書の交付）
第８条　聴講生には，聴講生証を交付する。ただし，聴講期間が終了したとき又は聴講を辞退したときはすみやかに聴講生証を返還し
なければならない。
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（学則の準用）
第９条　聴講生には本大学院学則，その他学内諸規程を準用するものとし，学則に違反したときは聴講生の許可を取り消すことがある。

（規程の改廃）
第10条　この規程の改廃は，各研究科会議及び大学評議会の審議を経て，学長の承認を得なければならない。

附　則
この規程は，平成12年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成15年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成19年１月５日から施行する。

附　則
この規程は，平成20年１月30日から施行する。

附　則
この規程は，平成21年３月17日から施行する。ただし，平成21年１月31日から適用する。

附　則
この規程は，平成21年５月27日から施行する。

附　則
この規程は，平成27年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成27年８月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成30年11月１日から施行する。

附　則
この規程は，令和元年11月１日から施行する。

附　則
この規程は，令和３年４月１日から施行する。

大学院研究生に関する規程
（趣旨）
第１条　この規程は，鹿児島国際大学大学院（以下 「本大学院」という。）学則第33条に関して，必要な事項を定めるものとする。

（出願資格）
第２条　研究生として出願できる者は，次の各号のいずれかに該当する者とする。
⑴　大学を卒業した者又は卒業見込みの者。
⑵　学校教育法第104条第７項の規定により学士の学位を授与された者又は授与される見込みの者。
⑶　外国において，学校教育における16年の課程を修了した者又は修了見込みの者。
⑷　大学を卒業した者と同等以上の学力があると本大学院研究科が認めた者。

（入学の時期・研究期間）
第３条　研究生の入学は原則として学年又は学期の始めとし，研究期間は当該年度内とする。ただし，特別な事情のある場合には，こ
の限りではない。

２　引き続き研究を希望する者は，あらためて願い出て許可を受けなければならない。ただし，この場合には選考試験を免除すること
ができる。

（出願手続）
第４条　研究生として出願する者は，所定の期日までに次の書類を提出し，別に定める検定料を納入しなければならない。すでに納入
した検定料は，理由の如何にかかわらず返還しない。
⑴　研究生願（本学所定のもの）
⑵　最終学校の卒業証明書又は卒業見込証明書
⑶　最終学校の成績証明書
⑷　研究計画書（本学所定のもの）
⑸　希望研究指導教員の推薦書（本学所定のもの）
⑹　日本国内在住の外国人の場合，住民票
⑺　外国人の場合，身元保証書（本学所定のもの）
⑻　検定料振込済みを確認できるものの写し

２　引き続き研究を希望する者は，所定の期日までに次の書類を提出しなければならない。ただし，この場合には検定料を免除するこ
とができる。
⑴　研究生継続願書（本学所定のもの）
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⑵　当初の研究計画に変更がある場合，研究計画書（本学所定のもの）

（選考・許可）
第５条　出願した者に対しては選考試験を行い，学長が研究生として許可する。
２　選考試験は，書類審査（第４条の提出書類）によって行う。ただし必要に応じて面接を行うことがある。
３　本学大学院在学者については，選考試験を免除することができる。

（入学金及び研究指導料）
第６条　研究生は，所定の期日までに別に定める入学金及び研究指導料等を納入しなければならない。すでに納入した入学金及び研究
指導料等は理由の如何にかかわらず返還しない。

２　引き続き研究を許可された者には入学金を免除することができる。

（身分証明書の交付）
第７条　研究生には研究生証を交付する。ただし，研究生としての期間が終了したとき又は研究生を辞退したときは，すみやかに研究
生証を返還しなければならない。

（学則の準用）
第８条　研究生には本大学院学則，その他学内諸規程を準用するものとし，学則に違反したときは研究生の許可を取り消すことがある。

（規程の改廃）
第９条　この規程の改廃は，各研究科会議及び大学評議会の審議を経て，学長の承認を得なければならない。

附　則
この規程は，平成11年11月10日から施行する。

附　則
この規程は，平成15年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成19年１月５日から施行する。

附　則
この規程は，平成20年１月30日から施行する。

附　則
この規程は，平成21年３月17日から施行する。ただし，平成21年１月31日から適用する。

附　則
この規程は，平成21年５月27日から施行する。

附　則
この規程は，平成23年１月26日から施行する。

附　則
この規程は，平成23年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成27年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成27年８月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成30年11月１日から施行する。

附　則
この規程は，令和元年11月１日から施行する。

附　則
この規程は，令和３年４月１日から施行する。

大学院委託生に関する規程
（趣旨）
第１条　この規程は，鹿児島国際大学大学院（以下「本大学院」という。）学則第34条に関して，必要な事項を定めるものとする。

（出願資格）
第２条　委託生は本大学院学則第19条の各号のいずれかに該当する者で，公の機関又は団体・企業等から推薦された者とする。

（許可の時期・学修期間）
第３条　委託生の許可は原則として学年又は学期の始めとし，学修期間は当該年度内とする。
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２　引き続き学修を希望する者はあらためて願い出て許可を受けなければならない。ただし，この場合には選考試験を免除することが
できる。

（出願手続）
第４条　委託生として出願する者は，所定の期日までに次の書類を提出し，別に定める検定料を納入しなければならない。すでに納入
した検定料は，理由の如何にかかわらず返還しない。
⑴　委託生願（本学所定のもの）
⑵　最終学校の卒業証明書又は卒業見込証明書
⑶　所属長の推薦書
⑷　外国人の場合，日本語能力認定書（本学所定のもの）
⑸　日本国内在住の外国人の場合，住民票
⑹　外国人の場合，身元保証書（本学所定のもの）

２　引き続き学修を希望する者は，所定の期日までに次の書類を提出しなければならない。ただし，この場合には検定料を免除するこ
とができる。
⑴　委託生願（本学所定のもの）
⑵　所属長の推薦書

（選考試験・学修の許可）
第５条　出願した者に対しては選考試験を行い，学長が学修を許可する。ただし，授業科目によっては，学修を許可しないことがある。
２　選考試験については，書類審査（第４条の提出書類），面接により行う。

（単位）
第６条　委託生は履修した授業科目について試験を受けることができるが単位は与えない。

（証明書の発行）
第７条　委託生が願い出たときは，成績証明書を発行する。

（委託料）
第８条　委託生は所定の期日までに別に定める委託料を納入しなければならない。すでに納入した委託料は理由の如何にかかわらず返
還しない。

（身分証明書の交付）
第９条　委託生には委託生証を交付する。ただし，委託生としての期間が終了したとき又は委託生を辞退したときは，すみやかに委託
生証を返還しなければならない。

（学則の準用）
第10条　委託生には本大学院学則，その他学内諸規程を準用するものとし，学則に違反したときは委託生の許可を取り消すことがある。

（規程の改廃）
第11条　この規程の改廃は，各研究科会議及び大学評議会の審議を経て，学長の承認を得なければならない。

附　則
この規程は，平成12年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成15年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成19年１月５日から施行する。

附　則
この規程は，平成20年１月30日から施行する。

附　則
この規程は，平成21年３月17日から施行する。ただし，平成21年１月31日から適用する。

附　則
この規程は，平成21年５月27日から施行する。

附　則
この規程は，平成27年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成27年８月１日から施行する。

附　則
この規程は，令和元年11月１日から施行する。
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大学院特別聴講学生に関する規程
（趣旨）
第１条　この規程は，鹿児島国際大学大学院（以下「本大学院」という。）学則第34条の２に関して，必要な事項を定めるものとする。

（出願資格）
第２条　特別聴講学生として出願することのできる者は，他の大学院又は外国の大学院等に在学する者とする。

（許可の時期・特別聴講期間）
第３条　特別聴講学生の入学は原則として学年又は学期の始めとし，期間は当該年度内とする。ただし，特別な事情のある場合には，
この限りではない。

２　引き続き特別聴講を希望する者があるときは，これを許可することがある。この場合においては，所属する大学院等を経由し，許
可期間満了の日の１月前までに，特別聴講学生延長願（本学所定のもの）を提出しなければならない。

３　前項の特別聴講期間の延長は，他の大学院からの協議に基づき，当該研究科会議の審議を経て，学長が許可する。

（出願手続）
第４条　特別聴講学生として出願する者は，所属する大学院等を経由し，入学しようとする１月前までに次の書類を提出し，別に定め
る検定料を納入しなければならない。すでに納入した検定料は，理由の如何にかかわらず返還しない。
⑴　特別聴講学生願（本学所定のもの）
⑵　外国人の場合，日本語能力認定書（本学所定のもの）
⑶　日本国内在住の外国人の場合，住民票
⑷　外国人の場合，身元保証書（本学所定のもの）

２　引き続き聴講を希望する者には検定料を免除することができる。

（選考試験・聴講の許可）
第５条　出願した者に対しては，他の大学院等からの協議に基づき，当該研究科会議の審議を経て，学長が特別聴講学生として許可す
る。

（特別聴講料）
第６条　特別聴講学生は，所定の期日までに別に定める特別聴講料を納入しなければならない。すでに納入した特別聴講料は，理由の
如何にかかわらず返還しない。

（単位）
第７条　特別聴講学生は，特別聴講した科目について，他の大学院等からの協議に基づき試験を受け単位を取得することができる。

（身分証明書の交付）
第８条　特別聴講学生には，特別聴講学生証を交付する。ただし，聴講期間が終了したとき又は特別聴講学生を辞退したときは，すみ
やかに特別聴講学生証を返還しなければならない。

（学則の準用）
第９条　特別聴講学生には本大学院学則，その他学内諸規程を準用するものとし，学則に違反したときは特別聴講学生の許可を取り消
すことがある。

（規程の改廃）
第10条　この規程の改廃は，各研究科会議及び大学評議会の審議を経て，学長の承認を得なければならない。

附　則
この規程は，平成20年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成21年３月17日から施行する。ただし，平成21年１月31日から適用する。

附　則
この規程は，平成21年５月27日から施行する。

附　則
この規程は，平成27年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成27年８月１日から施行する。

附　則
この規程は，令和元年11月１日から施行する。

大学院特別研究学生に関する規程
（趣旨）
第１条　この規程は，鹿児島国際大学大学院（以下「本大学院」という。）学則第34条の３に関して，必要な事項を定めるものとする。

（出願資格）
第２条　特別研究学生として出願することのできる者は，他の大学院又は外国の大学院等に在学する者とする。
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（入学の時期・研究指導期間）
第３条　特別研究学生の入学は原則として学年又は学期の始めとし，研究指導期間は当該年度内とする。ただし，特別な事情のある場
合には，この限りではない。

２　引き続き研究を希望する者があるときは，これを許可することがある。この場合においては，所属する大学院等を経由し，研究終
了の日の１月前までに，特別研究学生研究指導延長願（本学所定のもの）を提出しなければならない。

３　前項の研究指導期間の延長は，他の大学院からの協議に基づき，当該研究科会議の議を経てこれを許可する。

（出願手続）
第４条　特別研究学生として出願する者は，所属する大学院等を経由し，入学しようとする１月前までに次の書類を提出し，別に定め
る検定料を納入しなければならない。すでに納入した検定料は，理由の如何にかかわらず返還しない。
⑴　特別研究学生願（本学所定のもの）
⑵　研究計画書（本学所定のもの）
⑶　外国人の場合，日本語能力認定書（本学所定のもの）
⑷　日本国内在住の外国人の場合，住民票
⑸　外国人の場合，身元保証書（本学所定のもの）

２　引き続き研究を希望する者には検定料を免除することができる。

（選考・許可）
第５条　出願した者に対しては，他の大学院等からの協議に基づき，当該研究科会議の審議を経て，学長が特別研究学生として許可す
る。

（入学金及び研究指導料）
第６条　特別研究学生は，所定の期日までに別に定める入学金及び研究指導料等を納入しなければならない。すでに納入した入学金及
び研究指導料等は理由の如何にかかわらず返還しない。

（身分証明書の交付）
第７条　特別研究学生には，特別研究学生証を交付する。ただし，特別研究学生としての期間が終了したとき又は特別研究学生を辞退
したときは，すみやかに特別研究学生証を返還しなければならない。

（学則の準用）
第８条　特別研究学生には本大学院学則，その他学内諸規程を準用するものとし，学則に違反したときは特別研究学生の許可を取り消
すことがある。

（規程の改廃）
第９条　この規程の改廃は，各研究科会議及び大学評議会の審議を経て，学長の承認を得なければならない。

附　則
この規程は，平成20年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成21年３月17日から施行する。ただし，平成21年１月31日から適用する。

附　則
この規程は，平成21年５月27日から施行する。

附　則
この規程は，平成27年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成27年８月１日から施行する。

附　則
この規程は，令和元年11月１日から施行する。 

鹿児島国際大学大学院長期履修制度に関する規程
（趣旨）
第１条　この規程は，鹿児島国際大学大学院（以下「本大学院」という。）学則第14条３項の規程に基づき，博士前期課程（修士課程）
に入学する学生の長期にわたる教育課程の履修に関し，必要な事項を定めるものとする。

（資格）
第２条　長期履修学生の申請をすることができる者は，一般入学試験又は社会人入学試験の出願者のうち，標準修業年限内での修了が
困難な次の各号のいずれかに該当する者とする。
⑴　職業を有している等の事情により著しく学修時間の制約を受ける者。
⑵　出産・育児・介護等の特別な事情により著しく学修時間の制約を受ける者。

（履修期間）
第３条　長期履修期間は，入学から３年とする。ただし，休学期間は，これに算入しない。

（在学期間）
第４条　在学期間は，最長在学年限を超えることはできないものとする。
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（申請）
第５条　長期履修を希望する者は，次に掲げる書類を添えて，別に定める期日までに申請しなければならない。
⑴　長期履修学生申請書
⑵　理由書

２　履修の計画にあたっては，修得すべき科目とその単位数，受講年次，受講時期などにつき，事前に入学後に指導を希望する研究指
導教員の指導を受けるものとする。

３　「長期履修学生申請書」等の提出にあたっては，事前に入学後に指導を希望する研究指導員の承認を得るものとする。

（申請時期及び申請の諾否）
第６条　長期履修を希望する者は，入学試験出願時に必要書類を添えて申請を行うものとする。
２　申請の諾否については，申請者の入試判定を行う当該研究科会議において審議する。

（長期履修の許可）
第７条　当該研究科会議の議を経て，学長が許可する。
２　各研究科においては，前項の許可にあたり，長期履修期間中の各学期の修得単位数の上限を設けることができる。

（長期履修の授業料等）
第８条　長期履修を許可された学生の授業料等納入金は，本大学院学則第38条，第39条，第40条，第41条，第42条，第43条の定めると
ころによる。

２　長期履修学生の授業料等は，標準修業年限に相当する授業料等の総額を長期履修期間の年数で除して納付する。ただし，許可され
た長期履修期間を超えて在学する場合は，通常の額を納付する。

３　授業料等の額については，別に定める。

（学則等の遵守）
第９条　長期履修学生は特別の定めがない限り，本大学院学則及びその他学内諸規程を遵守しなければならない。

（長期履修の許可の取消）
第10条　長期履修学生が本大学院学則及び諸規定に違反したとき，学生の本分に反する行為をしたとき，又は長期履修に関し虚偽の申
請をしたことが判明したときは，当該研究科会議の議を経て，長期履修の許可を取り消すことができる。

（規程の改廃）
第11条　この規程の改廃は，各研究科会議及び大学評議会の審議を経て，学長の承認を得なければならない。

附　則
この規程は，平成24年４月１日施行し，平成25年度入学生から適用する。

附　則
この規程は，平成27年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，令和６年４月１日から施行する。

鹿児島国際大学大学院外国人留学生規程
第１章　総　　　　則

（趣旨）
第１条　この規程は，鹿児島国際大学大学院（以下「本大学院」という。）学則第35条に定める外国人留学生 （以下「留学生」という。）
に関して，必要な事項を定めるものとする。

（定義）
第２条　この規程において留学生とは，出入国管理及び難民認定法別表１に定める「留学」の在留資格を有する者で，次の各号のいず
れかに該当する者をいう。
⑴　大学院留学生　�外国の国籍を有し，修士又は博士の学位を取得することを目的として本大学院に入学した者
⑵　交換留学生　　�本学と交換留学の協定を締結した外国の大学院に在籍する者で，本大学院の特定の授業科目を履修すること，又

は資料収集を目的として本大学院に派遣された者

第２章　大学院留学生
（入学資格）
第３条　博士前期課程（修士課程）に大学院留学生として入学できる者は，日本国籍及び日本における永住資格を有しない者で，次の
各号のいずれかに該当する者とする。
⑴　日本の大学を卒業した者
⑵　日本において学校教育法第104条第７項の規定により学士の学位を授与された者
⑶　外国において，学校教育における16年の課程を修了した者
⑷　文部科学大臣の指定した者
⑸　指定された専修学校の専門課程（文部科学大臣指定専修学校専門課程）を修了した者
⑹　大学を卒業した者と同等以上の学力があると当該研究科会議が認めた者

２　博士後期課程に大学院留学生として入学できる者は，日本国籍及び日本における永住資格を有しない者で，次の各号のいずれかに
該当する者とする。
⑴　日本の大学において修士の学位を取得した者
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⑵　日本において学校教育法第104条第７項の規定により修士の学位を授与された者
⑶　外国において，修士の学位に相当する学位を授与された者
⑷　文部科学大臣の指定した者
⑸　修士の学位を有する者と同等以上の学力があると当該研究科会議が認めた者

３　前第１項第６号，第２項第５号の学力審査は，研究科会議がこれを行う。

（出願）
第４条　大学院留学生として入学を希望する者は，本大学院所定の入学願書および入学試験に必要な提出書類に別に定める入学検定料
を添えて所定の期日までに，学長に願い出なければならない。

（入学者選考）
第５条　入学者の選考は，提出書類の審査と，筆記試験，面接試験，日本語能力審査等により総合的に行う。
２　前項に定める日本語能力については，財団法人日本国際教育支援協会が実施する日本語能力試験Ｎ１（旧１級）あるいは，それと
同等以上の日本語能力を有することを条件とする。

（入学許可）
第６条　入学の許可は，当該研究科会議において選考の上，学長がこれを行う。

（入学手続）
第７条　入学を許可された者は，次の各号に掲げる書類に，所定の授業料等納入金を添えて所定の期日までに，手続をしなければなら
ない。
⑴　身元保証人連署の入学誓書（所定用紙）
⑵　卒業（修了）証明書及び成績証明書（ただし， 出願時に「卒業（修了）見込証明書」を提出した者のみ）
⑶　その他，入学に必要な書類

（証明書の提出）
第８条　大学院留学生は，学長が必要と認めた時は，適法に日本国に在住し，学業に専念できることを証明するに足りる外国公館，又
は，日本国の官公署が発行する証明書を提出するものとする。

（入学時期）
第９条　入学の時期は，学年又は学期の始めとする。

（納入金）
第10条　大学院留学生の授業料等納入金については，本大学院学則第39条，40条，41条，42条の規定による。

（授業料減免） 
第11条　大学院留学生で経済的理由により，授業料の納入が困難であり，かつ，学業優秀と認められる者には授業料を減免することが
ある。

２　前項の授業料減免に関する規程については，別に定める。

（学則等の遵守）
第12条　大学院留学生は，特別の定めがない限り，本大学院学則及びその他学内諸規程を遵守しなければならない。

第３章　交換留学生
（交換協定）
第13条　交換留学生の本大学院への受け入れは，あらかじめ外国の大学との間で締結された協定により行うものとする。

（入学許可）
第14条　入学の許可は，学生委員会において選考の上，研究科会議の審議を経て，学長がこれを行う。
２　本大学院での学業を遂行するために必要とされる日本語能力（財団法人日本国際教育支援協会が実施する日本語能力試験Ｎ１（旧
１級）あるいは，それと同等以上）を有することを入学の条件とする。ただし，研究科会議が認めた場合はこの限りではない。

（入学の時期）
第15条　入学の時期は，学年又は学期の始めとする。

（受け入れ期間）
第16条　受け入れ期間は半年間又は１年間とする。

（所属研究科）
第17条　交換留学生の在籍研究科は関係する研究科会議の審議を経て決定する。

（履修）
第18条　交換留学生は在籍研究科の研究指導教員のもとで研究を行わなければならない。
２　年間の履修単位は16単位（各期８単位）までとする。なお， 演習科目については，単位の認定は行わな いが，研究指導教員の同意
を得て，半年間又は１年間履修できるものとする。

３　資料収集を目的とする場合，研究テーマに関連する科目を１科目以上履修することができる。
４　交換留学生の履修に関しては，大学院学則及び履修規程を準用する。

（授業料の免除）
第19条　交換留学生の授業料は免除する。
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第４章　補　　　　則
（細則）
第20条　この規程に定めるものの他，留学生の取り扱いについて必要な事項は別に定める。

（規程の改廃）
第21条　この規程の改廃は，学生委員会，各研究科会議及び大学評議会の審議を経て，学長の承認を得なければならない。

附　則
この規程は，平成13年７月11日から施行する。

附　則
この規程は，平成15年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成16年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成16年10月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成20年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成23年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成24年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成26年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成27年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成28年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成31年４月１日から施行する。ただし，平成30年度以前の入学者については従前の規程による。

附　則
この規程は，令和３年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，令和５年10月31日から施行し，令和５年９月１日から適用する。

鹿児島国際大学大学院私費外国人留学生の授業料減免に関する規程
（目的）
第１条　この規程は， 鹿児島国際大学大学院（以下「本学大学院」 という。）学則第44条第１項に基づき，本学大学院に在籍する私費外
国人留学生に対して授業料を減免することによって，経済的負担を軽減し学業の継続を援助することを目的とする。

（減額対象者）
第２条　減免の対象となる者は，本学大学院に外国人留学生として在籍し，経済的理由により修学が困難であると認められた者とする。

（申請）
第３条　授業料の減免を希望する者は，所定の申請書を学長に提出しなければならない。

（審査）
第４条　学長は学期の始めに研究科会議の審議を経て，減免対象者を決定する。選考基準については別途定める。

（授業料の減免）
第５条　授業料の減免は，前・後期それぞれに納入すべき授業料にこれを充当する。ただし，新入生の減免については，入学後行うこ
ととする。

２　減免額は前・後期それぞれの授業料（教育充実費等その他の納入金を除く）の30％とする。

（減免期間）
第６条　減免期間は修了に必要な通常の在学期間とする。
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（減額の打切り）
第７条　学長は授業料の減免を受ける者が，次の各号のいずれかに該当する場合には，研究科会議の審議を経て減免を打切るものとす
る。
⑴　出席状況を勘案し，学業継続の意思がないと認められたとき。
⑵　学業成績が不振で成業の見込みがないと認められたとき。
⑶　留年したとき。ただし，病気その他やむを得ない事由によるときは，この限りではない。
⑷　経済的に恵まれていると認められたとき。
⑸　虚偽の申請をしたとき。

（規程の改廃）
第８条　この規程の改廃は，学生委員会，各研究科会議及び大学評議会の審議を経て，学長の承認を得なければならない。

附　則
この規程は，平成12年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成13年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成16年10月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成25年４月１日から施行する。ただし，平成24年度以前の入学者については従前の規程による。

附　則
この規程は，平成26年４月１日から施行する。ただし，平成25年度以前の入学者については従前の規程による。

附　則
この規程は，平成27年４月１日から施行する。ただし，平成26年度入学者の減免額は，前・後期それぞれの授業料（教育充実費等

その他の納入金を除く）の25％とし，平成25年度以前の入学者については従前の規程による。

鹿児島国際大学大学院生国外留学規程
（趣旨）
第１条　この規程は， 鹿児島国際大学大学院（以下「本大学院」という。）学則第23条に基づき，本大学院生の国外への留学について必
要な事項を定める。

２　本大学院生が，休学して国外で学修する場合は，この規程を適用しない。

（留学の定義）
第２条　この規程による留学とは，次の各号のいずれかに該当するものをいう。
⑴　本学と協定している外国の大学（以下「協定校」という。）へ，本大学院の許可を得て留学する場合
⑵　協定校以外の外国の大学へ，本大学院の許可を得て留学する場合

２　前項第１号により留学する大学院生を交換留学生，第２号により留学する大学院生を認定留学生という。

（留学の出願資格）
第３条　留学を希望する者は，本大学院に在学し，所定の単位を修得し，研究指導教員の許可を得なければならない。

（出願の手続）
第４条　留学を希望する者は，所定の様式により，学長に願い出なければならない。

（留学の決定）
第５条　本学が留学を希望する者を選考のうえ留学させるときは，学生委員会及び当該研究科会議の審議を経て，学長が決定する。

（留学の期間）
第６条　留学期間は，１年または半年とする。
２　留学期間の始期は４月１日または10月１日，終期は３月31日または９月30日とし，これらの日の前後に出国または帰国する場合，
いずれかの日に読み替えることとする。

（履修届）
第７条　留学する学年度に提出した履修届は，次年度まで継続させることができる。ただし，留学した者は，帰国後，所定の期日まで
に履修継続願を提出しなければならない。

（単位の認定）
第８条　留学期間中に修得した授業科目の単位の認定は，当該研究科会議が行う。

（留学の取り消し）
第９条　留学中の者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合，学生委員会及び当該研究科会議の審議を経て，学長は留学を
取り消すことができる。
⑴　留学先において成業の見込みがない者
⑵　本学の学費の納入を怠った者
⑶　留学生としてふさわしくない行為を行った者
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⑷　本人の事情により留学を継続できなくなった者

（学費の減免）
第10条　学費の減免は，別に定める。

（支援金）
第11条　支援金は，別に定める。

（交換留学生への特例）
第12条　交換留学生の取扱については，大学間協定の内容に基づき，特別の取扱をすることがある。

（施行細則）
第13条　この規程の施行について必要な事項は，施行細則で定める。

（規程の改廃）
第14条　この規程の改廃は，学生委員会，各研究科会議及び大学評議会の審議を経て，学長の承認を得なければならない。

附　則
この規程は，平成16年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成20年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成27年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，平成28年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，令和５年10月31日から施行し，令和５年９月１日から適用する。

鹿児島国際大学大学院生国外留学規程施行細則
（学費の減免）
第１条　認定留学生の中で，特に学力・人物が優れている場合，留学期間中の鹿児島国際大学大学院の授業料を減額又は免除する。

（支援金）
第２条　交換留学生及び認定留学生には，留学生支援金を給付することができる。
２　前項の貸与又は給付は，特に学力・人物が優れている者について行う。
３　第１項の貸与又は給付は，学生委員会の審議を経て，学長が決定する。

（留学生の募集及び選考）
第３条　留学生の募集及び選考は，学生課が募集を立案・実施し，学生委員会が選考する。
２　選考は，書類審査，語学試験（留学先の言語）及び面接試験による。
３　留学生は，学生委員会及び当該研究科会議の審議を経て学長が決定する。

（出国の準備）
第４条　留学生は，学生課が行う留学の準備に関するオリエンテーションを受け，留学に必要な手続きを行わなければならない。

（学習状況報告書）
第５条　留学生は，留学期間中，毎月所定の学習状況報告書を学生課を通じて，当該研究科の研究科長に提出しなければならない。

（帰国届の提出）
第６条　留学生は，定められた期間内に帰国し，帰国後速やかに所定の帰国届を学生課を通じて，当該研究科の研究科長に提出しなけ
ればならない。

２　留学生は帰国後，単位認定願を学生課を通じて，教務部に提出しなければならない。
３　留学生は，定められた期間内に帰国できないときは，あらかじめ帰国変更届を学生課を通じて当該研究科の研究科長に提出しなけ
ればならない。

（施行細則の改廃）
第７条　この施行細則の改廃は，学生委員会，各研究科会議及び大学評議会の審議を経て，学長の承認を得なければならない。

附　則
この施行細則は，平成16年４月１日から施行する。

附　則
この施行細則は，平成24年４月１日から施行する。

附　則
この施行細則は，平成27年４月１日から施行する。
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附　則
この施行細則は，平成28年４月１日から施行する。

附　則
この施行細則は，令和５年10月31日から施行し，令和５年９月１日から適用する。

鹿児島国際大学教育研究倫理審査委員会規程
（設置）
第１条　鹿児島国際大学（以下「本学」という。）に教育研究倫理審査委員会（以下「委員会」という。）を置く。

（目的）
第２条　委員会は本学の教育研究者（大学院生を含む）が人間を直接対象とする調査・研究（以下，「研究」という。）を行うに際し，
倫理的配慮が図られているか審査することを目的とする。

２　委員会が調査審議する必要があると認めた事項について，倫理的・法的・社会的な観点から専門的に調査審議することを目的とす
る。

（組織）
第３条　委員会の構成員は次のとおりとする。
⑴　学長
⑵　副学長１名
⑶　医学・医療を専門とする者１名
⑷　倫理学又は法律学を専門とする者１名
⑸　申請当該学部・研究科から選出された者１名
⑹　その他， 学長が必要と認める者１名

２　第１項第５号の委員は，審査する研究内容によって学長が委嘱する。
３　委員会に委員長と副委員長を置く。

（委員長）
第４条　委員会の委員長は，学長をもって充てる。
２　委員長が欠けたとき又は委員長に事故があるときは，あらかじめ副委員長を指名し， 委員会の実務を委任することができる。

（委員の委嘱及び任期）
第５条　委員は，大学評議会の審議を経て， 学長が委嘱する。
２　委員の任期は２年とし，再任を妨げない。ただし，任期途中で委員が交代する場合の任期は，前任者の残任期間とする。

（教育研究者）
第６条　本規程の適用を受ける教育研究者とは，次に掲げるものとする。
⑴　本学の専任教員（教授，准教授，講師，助教）
⑵　本学の大学院生
⑶　共同研究者等

（審査事項等）
第７条　委員会は，教育研究者から申請があった研究計画について，次の各号に掲げる事項に留意して審査を行うものとする。
⑴　研究対象者（家族を含む）の人権の擁護
⑵　研究によって生じる，研究対象者にとっての不利益あるいは危険性に対する配慮
⑶　研究対象者（必要のある場合には，その家族等を含む。）に理解を求め同意を得る方法
⑷　研究の結果予測される学問上又は社会への貢献に関する事項

２　委員会の審査結果は，出席委員全員の合意によるものとし，第２号から第４号までに該当する場合は，その理由又は条件等を明記
しなければならない。
⑴　承認
⑵　条件付承認
⑶　変更の勧告
⑷　不承認
⑸　非該当

（委員会）
第８条　委員会は委員長が召集し議長となる。
２　委員会は，構成員の３分の２以上の委員が出席し，申請者が所属する学部・研究科の委員のうち少なくとも１名の出席がなければ
会議を開くことはできない。

３　委員は，自己に係る申請の審査に加わることはできない。
４　委員会は，申請者に出席を求め，申請内容等の説明及び意見を聴くことができる。

（申請の手続き）
第９条　申請者は，第２条に規定する研究を行おうとする場合において，倫理的配慮を図る必要があると思慮される場合は，委員会開
催期日の３週間前までに委員会が定める倫理審査申請書を委員会に提出するものとする。

２　第６条第２号の教育研究者については，その指導教員が必要と判断する場合に申請を義務付ける。申請書の提出は前項に準ずる。
３　委員会は，申請のない研究計画についても必要と認めたときは，申請を求めることができる。

（審査議事録等の保存）
第10条　委員会は，審査の経過及び判定の記録を保存する。委員会が特に必要と認める場合には，申請者及び研究対象者等の同意を得
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て審査経過及び内容を公表することができる。

（審査結果通知）
第11条　委員会は，審査終了後速やかに，その結果を審査結果通知書により，申請者に通知しなければならない。
２　前項の通知において，審査の判定が第７条第２項の第４号に該当する場合は，その理由を明記しなければならない。

（再審査）
第12条　申請者は，審査の判定結果に対し不服がある場合は，前条の通知を受領した日の翌日から起算して２週間以内に，委員会に対
して１回限り再審査を申請することができる。

２　再審査の請求は，委員会が定める再審査申請書により行わなければならない。
３　再審査及びその結果通知は，当初の審査の方法に準ずる。

（研究の中止の報告）
第13条　教育研究者は，審査対象となった研究を中止した場合，速やかに委員会が定める研究中止報告書を委員会に提出しなければな
らない。

（事務）
第14条　委員会に関する事務は，総務部において行う。

（改廃）
第15条　この規程の改廃は，委員会及び大学評議会の審議を経て，学長の承認を得なければならない。

附　則
１　この規程は，平成19年４月25日から施行する。

附　則
１　この規程は，平成26年４月１日から施行する。

附　則
１　この規程は， 平成27年４月１日から施行する。

「教育研究倫理審査委員会」について
本学の教育研究者（大学院生を含む）が「人間を直接対象とする調査・研究」を行う場合，調査実施前に「鹿児島国際大学教育研究

倫理審査委員会」の審査を受けて，「承認」の認定を受ける必要があります。その「承認」を得ていなければ，調査・研究の成果を学会
報告や学術論文として公表することはできません。
本学の大学院生 （特に「福祉社会学研究科」の院生）は，「鹿児島国際大学教育研究倫理審査委員会規程」を熟読し，倫理審査の意義

を理解したうえで，各自の調査・研究に取り組んでください。調査・研究の開始後あるいは終了後に「倫理審査」を受けようとする大
学院生がいますが，それでは手続き遅滞となり，承認を得られない可能性があります。
なお，倫理審査の申請窓口は，鹿児島国際大学研究教育開発センターです。必ず調査・研究の開始前に研究教育開発センターで申請

手続をしてください。

大学院履修指導
【経済学研究科　博士前期課程（修士課程）】
次に定める方法により，30単位以上を修得し，かつ修士論文を提出し，審査に合格すること。
①　基本科目から４単位以上，演習科目（Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ）から８単位（修士論文を含む）を修得すること。
②　演習科目のうち，修了所要単位として認められた８単位以外の修得単位については，これを教職免許状に必要な単位として認定
することができる。
③　講義科目に限り３科目６単位の範囲で他の研究科博士前期課程（修士課程）の授業科目を履修することができ，その修得単位は
修了所要単位として認める。
④　修士論文を提出できる者は，修士論文作成に必要な演習８単位を修得見込みの者とする。

【経済学研究科　博士後期課程】
①　12単位以上（研究指導科目８単位を含む）を修得し，かつ必要な研究指導を受けたうえで，博士論文の審査及び最終試験に合格
すること。

【福祉社会学研究科　博士前期課程（修士課程）】
次に定める方法により，30単位以上を修得し，かつ修士論文を提出し，審査に合格すること。
①　専門科目及び実習科目から22単位以上，演習科目の中から１科目８単位（修士論文を含む）を修得すること。
②　講義科目に限り３科目６単位の範囲で他の研究科博士前期課程（修士課程）の授業科目を履修することができ，その修得単位は
修了所要単位（選択単位に含める）として認める。
③　修士論文を提出できる者は，修士論文作成に必要な演習８単位を修得見込みの者とする。

【福祉社会学研究科　博士後期課程】
①　12単位以上（必修８単位，選択４単位以上）を修得し，かつ必要な研究指導を受けたうえで，博士論文の審査及び最終試験に合
格すること。

【国際文化研究科　博士前期課程（修士課程）】
次に定める方法により，30単位以上を修得し，かつ修士論文を提出し，審査に合格すること。
①　所属する分野から16単位 （演習８単位を含む）以上を修得すること。
②　他の分野の科目については，６単位以内を修了所要単位として認める。
③　ワークショップ科目については，８単位以内を修了所要単位として認める。
④　実習科目については，２単位以内を修了所要単位として認める。
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⑤　研究指導教員の演習８単位 （修士論文を含む）を修得すること。ただし，早期修了生・早期修了候補生は４単位とする。
⑥　講義科目に限り３科目６単位の範囲で他の研究科博士前期課程 （修士課程）の授業科目を履修することができ，その修得単位は
修了所要単位として認める。
⑦　修士論文を提出できる者は，修士論文作成に必要な研究指導教員の演習８単位 （早期修了・早期修了候補生は演習４単位）を修
得見込みの者とする。

【国際文化研究科　博士後期課程】
①　12単位以上（必修８単位，選択４単位以上）を修得し，かつ必要な研究指導を受けたうえで，博士論文の審査及び最終試験に合
格すること。
②　特殊研究科目及び実習から２科目（４単位）以上を修得すること。
③　実習から修得した単位は２単位を上限に修了所要単位として認める。
④　演習の単講義時間表位は，研究指導と博士論文作成を合わせて８単位とすること。

講義時間表
時　限 時　　　　　間
１限
２限
３限
４限
５限
６限
７限

　９：１０～１０：４０
１０：５０～１２：２０
１３：００～１４：３０
１４：４０～１６：１０
１６：２０～１７：５０
１８：００～１９：３０
１９：４０～２１：１０

修士学位請求論文の作成及び提出について
１．修士学位請求論文提出要件

修士学位請求論文を提出できる者は，博士前期課程（修士課程）の修業年限２年以上を満たす者又は満たす見込みの者で，研究科
所定の授業科目について30単位以上を修得見込の者とする。

２．論文題目 （テーマ）の提出期限および提出場所
11月（９月修了予定者については５月）の当該研究科が定める日時までに，届出票により教務課大学院分室に提出すること。届出
票には，研究指導教員の承認印をもらうこと。

３．修士学位請求論文の提出期限および提出場所
修士学位請求論文審査願に修士学位請求論文を添えて，当該研究科が定める日時までに教務課大学院分室に提出すること。
論文の中表紙に必ず研究指導教員の承認印をもらうこと。

４．修士学位請求論文の様式
論文の分量は，40,000字程度とし，原則として横書きとするが，縦書きでも可とする。
用紙サイズは A4判とし，原則として片面印字とする。上・下・左・右の余白は30㎜以上とする。
論文には，論文要旨を添付する。

５．提出部数
経済学研究科……２部
福祉社会学研究科・国際文化研究科…３部

６．その他
論文作成の際には，各研究科発行の修士学位請求論文作成要領を熟読のうえ作成すること。

博士学位請求論文の作成及び提出について
１．博士学位請求論文提出要件

博士学位請求論文を提出できる者は，博士後期課程の修業年限３年以上を満たす者又は満たす見込みの者で，当該研究科において
定める科目から必要な単位を修得した者又は修得見込みの者で，かつ必要な研究指導を受けた者とする。

２．予備審査論文の提出期限及び提出場所
予備審査願に予備審査論文及び当該研究科が定める書類等を添えて，当該研究科が定める日時までに教務課大学院分室に提出する
こと。

３．博士学位請求論文の提出期限及び提出場所
博士学位請求論文審査願に博士学位請求論文及び当該研究科が定める書類等を添えて，当該研究科が定める日時までに教務課大学
院分室に提出すること。

４．博士学位請求論文の様式
論文の分量は，日本語論文の場合80,000字程度，英語論文の場合40,000語程度とする。
用紙サイズはA４判とする。
論文には，論文要旨を添付する。



― 48―

５．提出部数
当該研究科の定める部数を提出する。

６．その他
論文作成の際には，各研究科発行の「博士学位請求論文 (課程博士 ) 提出の手引」を熟読のうえ作成すること。

学位論文（修士・博士）審査基準
１　修士学位論文
⑴　審査体制
ア　経済学研究科
①審査委員会は，論文ごとに主査１名，副査１名以上を以って構成する｡ ただし，研究科会議が必要と認めた場合には，審査委
員に他の大学院・研究所等の教員等を加えることができる。
②主査は原則として当該学生の研究指導教員とする。
イ　福祉社会学研究科
①審査委員会は，論文ごとに主査１名，副査２名以上を以って構成する｡ ただし，研究科会議が必要と認めた場合には，審査委
員に他の大学院・研究所等の教員等を加えることができる。
②主査は原則として当該学生の研究指導教員とする。
ウ　国際文化研究科
①審査委員会は，論文ごとに主査１名，副査２名以上を以って構成する｡ ただし，研究科会議が必要と認めた場合には，審査委
員に他の大学院・研究所等の教員等を加えることができる。
②主査は原則として当該学生の研究指導教員とする。

⑵　審査方法
①審査委員会は，修士論文の審査終了後，すみやかに口述又は筆記試験による最終試験を実施し，審査及び最終試験の結果を，「修
士学位請求論文審査及び最終試験の結果報告書」により，研究科長に報告しなければならない。
②研究科長は，前項の報告を研究科会議に諮り，修士論文及び最終試験の合否を議決する。
⑶　審査項目及び基準
①研究テーマの適切性
研究目的が明確で，課題設定が適切になされていること。
②情報収集の度合い
当該テーマに関する先行研究についての十分な知見を有し，立論に必要なデータや資史料の収集が適切に行われていること。
③研究方法の適切性
研究の目的を達成するためにとられた方法が，データ，資史料，作品，例文などの処理・分析・解釈の仕方も含めて，適切かつ
主体的に行われていること。先行研究に対峙し得る発想や着眼点があり，それらが一定の説得力を有していること。
④論旨の妥当性
全体の構成も含めて論旨の進め方が一貫しており，当初設定した課題に対応した明確かつオリジナルな結論が提示されているこ
と。
⑤論文表現の適切性
文章全体が確かな表現力によって支えられており，要旨・目次・章立て・引用・注・図版等に関しての体裁が整っていること。

２　博士学位論文
⑴　審査体制
ア　経済学研究科
審査委員会は，論文ごとに主査１名，副査２名以上を以って構成する。主査は原則として次の者が務める。ただし，研究科会
議が必要と認めた場合には，審査委員に他の大学院・研究所等の教員等を加えることができる。
①課程博士の場合は，当該学生の指導教員。
②論文博士の場合は，博士後期課程専任教員（研究指導科目担当者）
イ　福祉社会学研究科
審査委員会は，論文ごとに主査１名，副査３名以上を以って構成する。主査は原則として次の者が務める。副査のうち２名は
他の大学院・研究所等の教員等で，研究科会議が認めた者とする。
①課程博士の場合は，当該学生の指導教員。
②論文博士の場合は，博士後期課程専任教員（演習科目担当者）
ウ　国際文化研究科
審査委員会は，論文ごとに主査１名，副査２名以上を以って構成する。主査は原則として次の者が務める。ただし，研究科会
議が必要と認めた場合には，審査委員に他の大学院・研究所等の教員等を加えることができる。
①課程博士の場合は，当該学生の指導教員。
②論文博士の場合は，博士後期課程専任教員（演習科目担当者）

⑵　審査方法
ア　経済学研究科
①博士論文の審査にあたっては，審査委員会は，日時・会場を学内に掲示したうえで，「博士学位論文公開発表会」を開かなけれ
ばならない。この「博士学位論文公開発表会」には経済学研究科教員は全員参加しなければならない。
②審査委員会は，博士論文の審査終了後，すみやかに口述又は筆記試験による最終試験を実施し，審査及び最終試験の結果を，
「博士学位請求論文審査及び最終試験の結果報告書」により，研究科長に報告しなければならない。また，審査委員会は，当該
報告書を博士論文合否議決の研究科会議１週間前までに後期課程構成員全員に配付しなければならない。
③研究科長は，前項の報告を研究科会議に諮り，博士論文の合否を議決する。議決による合否判定は，後期課程構成員の過半数
の出席による研究科会議における過半数の賛成をもって合格とする。

イ　福祉社会学研究科
①博士論文の審査にあたっては，審査委員会は，日時・会場を学内に掲示したうえで，「博士学位論文公開発表会」を開かなけれ
ばならない。
②審査委員会は，博士論文の審査終了後，すみやかに口述又は筆記試験による最終試験を実施し，審査及び最終試験の結果を，
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「博士学位請求論文審査及び最終試験の結果報告書」により，研究科長に報告しなければならない。また，審査委員会は，当該
報告書を博士論文合否議決の研究科会議１週間前までに後期課程構成員全員に配付しなければならない。
③研究科長は，前項の報告を研究科会議に諮り，博士論文の合否を議決する。議決による合否判定は，後期課程構成員の過半数
の出席による研究科会議における過半数の賛成をもって合格とする。

ウ　国際文化研究科
①博士論文の審査にあたっては，審査委員会は，日時・会場を学内に掲示したうえで，「博士学位論文公開発表会」を開かなけれ
ばならない。
②審査委員会は，博士論文の審査終了後，すみやかに口述又は筆記試験による最終試験を実施し，審査及び最終試験の結果を，
「博士学位請求論文審査及び最終試験の結果報告書」により，研究科長に報告しなければならない。
③研究科長は，前項の報告を研究科会議に諮り，博士論文の合否を議決する。議決による合否判定は，後期課程構成員の過半数
の出席による研究科会議における過半数の賛成をもって合格とする。

⑶　博士論文の水準
①当該専門分野において独創性を有する論文である。
②自立して研究を行う能力を有する。
⑷　審査項目及び基準
①研究テーマの適切性
研究目的が明確で，課題設定が適切になされていること。
②情報収集の度合い
当該テーマに関する先行研究についての十分な知見を有し，立論に必要なデータや資史料の収集が適切に行われていること。
③研究方法の適切性
研究の目的を達成するためにとられた方法が，データ，資史料，作品，例文などの処理・分析・解釈の仕方も含めて，適切かつ
主体的に行われていること。先行研究に対峙し得る発想や着眼点があり，それらが一定の説得力を有していること。
④論旨の妥当性・独創性
全体の構成も含めて論旨の進め方が一貫しており，当初設定した課題に対応した明確かつ独創的な結論が提示されていること。
⑤論文表現の適切性
文章全体が確かな表現力によって支えられており，要旨・目次・章立て・引用・注・図版等に関しての体裁が整っていること。
上記の基準を満たした上で，当該学問分野における研究を発展させるに足る知見 （学術的価値）が見出せること。また，自立し
た研究者として当該分野の中で研究を遂行していく能力が認められること。

※専攻領域あるいは論文テーマの特徴から判断して，さらに以下の項目も修士学位請求論文・博士学位請求論文の審査基準として付加
することがある。
◇倫理的配慮：研究計画の立案及び遂行，研究成果の発表ならびにデータの保管に関して，適切な倫理的配慮がなされていること。
また，学内の倫理規程や研究テーマに関連する学会や団体の倫理的基準等を遵守していること。


